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告 示

川崎市告示第470号

　　　土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定

　　　の一部解除について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第４項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域の指定を一部解除しますので、同条第２項の規定に

基づき告示します。

　　令和３年９月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定を解除する区域

　 　平成30年川崎市告示第564号により指定した区域

（幸区塚越四丁目298番１、301番の一部）の一部（別

図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していなかった特定有

害物質の名称

　　六価クロム化合物、テトラクロロエチレン、

　　トリクロロエチレン、ふっ素及びその化合物

３ 　講じられた汚染の除去等の措置

　　基準不適合土壌の掘削による除去
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

別図　指定を解除する区域
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川崎市告示第471号

　川崎市契約条例（昭和39年川崎市条例第14号）第７条

第４項の規定により、同条第１項に規定する作業報酬下

限額を次のとおり定めたので、告示します。

　　令和３年９月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業

務委託契約に係る作業に従事する者に支払われるべき作

業報酬下限額

　1,086円

　　　附　則

　この告示は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市告示第472号

　　　川崎市多摩区枡形地内（川崎市立日本民家

　　　園及び周辺地域）におけるたき火及び喫煙

　　　の禁止

　消防法（昭和23年法律第186号）第23条の規定により、

令和３年10月１日から令和４年９月30日までの間、次の

区域内におけるたき火及び喫煙を禁止します。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市多摩区枡形７丁目１番１号川崎市立日本民家園

の全域及び周辺地域（別図のとおり）
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

 川崎市立日本民家園の全域及び周辺区域のたき火・喫煙禁止区域図  
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川崎市告示第473号

　　　健全化判断比率の公表について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年

法律第94号）第３条第１項の規定に基づき、健全化判断

比率を公表します。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和２年度決算に基づく健全化判断比率 （単位：％）

実質赤字比率
連結実質

赤字比率
実質公債費比率 将来負担比率

―

（11.25）

―

（16.25）

8.2

（25.0）

122.0

（400.0）

１ 　表中の括弧内の数値は川崎市に適用される早期健全

化基準である。

２ 　表中の「実質赤字比率」及び「連結実質赤字比率」

における「―」の記号は、赤字となっていないことを

表示している。

　　　───────────────────

川崎市告示第474号

　　　資金不足比率の公表について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年

法律第94号）第22条第１項の規定に基づき、資金不足比

率を公表します。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和２年度決算に基づく資金不足比率 （単位：％）

特別会計の名称 資金不足比率

病 院 事 業 会 計 ―

下 水 道 事 業 会 計 ―

水 道 事 業 会 計 ―

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ―

自 動 車 運 送 事 業 会 計 ―

卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 ―

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 ―

生田緑地ゴルフ場事業特別会計 ―

１ 　川崎市に適用される経営健全化基準は20.0％である。

２ 　表中の「資金不足比率」における「―」の記号は、

資金不足となっていないことを表示している。

　　　───────────────────

川崎市告示第475号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第476号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社CHANGE CHANGEケアサービス
川崎市川崎区浅田

四丁目８番18号
居宅介護 令和３年９月１日 1415001575

合同会社タッチ 訪問介護　南風
川崎市川崎区四谷上町

11－26－１

居宅介護

重度訪問介護
令和３年９月１日 1415001583

株式会社

プレスト・ケア

ネクサスコート麻生栗木台

訪問介護事業所

川崎市麻生区栗木台

二丁目14番７号
重度訪問介護 令和３年９月１日 1415600707

株式会社

DIGITAL butter

デジタルアートセンター

神奈川

川崎市川崎区小川町７－４

アービラ川崎305号室
就労継続支援Ｂ型 令和３年９月１日 1415001591

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

社会福祉法人

県央福祉会

地域相談支援センター

ほあり
川崎市高津区千年924　小川ビル101 地域移行支援 令和３年９月１日 1435301112

特定非営利活動法人

マイWay

地域相談支援センター

まいうぇい
川崎市高津区下作延六丁目４番３号 地域移行支援 令和３年９月１日 1435400971

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

社会福祉法人

県央福祉会

地域相談支援センター

ほあり
川崎市高津区千年924　小川ビル101 計画相談支援 令和３年９月１日 1435301112

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第477号

　　　指定一般相談支援事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の

規定により、指定一般相談支援事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条30の規定に基づき別表のとおり告示

します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第478号

　　　指定特定相談支援事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第

１号の規定により、指定特定相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第51条の30の規定に基づき別表のと

おり告示します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第479号

　　　指定障害児相談支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の28第１

項の規定により、指定障害児相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第24条の37第１項の規定に基づき別

表のとおり告示します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第480号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

社会福祉法人

県央福祉会

地域相談支援センター

ほあり
川崎市高津区千年924　小川ビル101 障害児相談支援 令和３年９月１日 1475300495

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

つむぐ株式会社
アプリ児童デイサービス

川崎下新城

川崎市中原区下新城

２－３－19　２階
児童発達支援 令和３年９月１日 1455200590

つむぐ株式会社
アプリ児童デイサービス

川崎下新城

川崎市中原区下新城

２－３－19　２階
放課後等デイサービス 令和３年９月１日 1455200590

アンダンテミライ

株式会社

放課後デイサービス

toiro　百合ヶ丘

川崎市麻生区百合丘

１－16－41

コートコア百合丘１階

放課後等デイサービス 令和３年９月１日 1455600401

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第481号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年９月７日から令和３年９月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
北 見 方

第 4 6号線

川崎市高津区北見方

１丁目81番６先
2.73 36.78

川崎市高津区北見方

１丁目81番６先

新
北 見 方

第 4 6号線

川崎市高津区北見方

１丁目81番７先
3.36 36.78

川崎市高津区北見方

１丁目81番23先

　　　───────────────────

川崎市告示第482号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和３年９月７日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年９月７日から令和３年９月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

北 見 方

第 4 6 号 線

川崎市高津区北見方１丁目81番７先

川崎市高津区北見方１丁目81番23先

　　　───────────────────

川崎市告示第483号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年９月８日から令和３年９月24日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
今井南町

第９号線

川崎市中原区木月住吉町

1111番２先
4.91 149.29

川崎市中原区木月住吉町

1111番１先

新
今井南町

第９号線

川崎市中原区木月住吉町

1111番８先
4.02

～

4.76

149.29
川崎市中原区木月住吉町

1111番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第484号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年９月９日から令和３年９月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
高 石

第244号線

川崎市麻生区高石

３丁目31番３先
1.82

～

10.60

33.11
川崎市麻生区高石

３丁目31番３先

新
高 石

第244号線

川崎市麻生区高石

３丁目31番１先
2.93

～

11.47

33.11
関係図面

のとおり川崎市麻生区高石

３丁目13番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第485号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和３年９月９日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年９月９日から令和３年９月27日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

高 石

第24 4号線

川崎市麻生区高石３丁目31番１先
関係図面

のとおり
川崎市麻生区高石３丁目13番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第486号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　令和３年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　中原区下沼部字玉川向1753番１の一部

　　（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　トリクロロエチレン、クロロエチレン、

　　1, ２－ジクロロエチレン
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

H            I           J            K

１

２

３

４

５

６

７

８

９

別図　指定する区域

川崎市中原区下沼部字玉川向1753番1



（第1,827号）令和３年(2021年)９月27日 川 崎 市 公 報

－3600－

川崎市告示第487号

　　　議決された予算の公表について

　別紙の予算は、令和３年９月２日招集の令和３年第３

回川崎市議会定例会において、令和３年９月６日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第219条第２項の規定により公表します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和３年度川崎市一般会計補正予算

議案第126号

　　　令和３年度川崎市一般会計補正予算

　令和３年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

339,995千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ832,881,248千円とする

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第 ２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第

１項の既定により翌年度に繰越して使用することがで

きる経費は、「第２表繰越明許費」による。

　　令和２年９月１日提出

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第488号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年９月10日から令和３年９月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
南 町

第５号線

川崎市川崎区南町16番

30先
3.00 19.72

川崎市川崎区南町16番

30先

新
南 町

第５号線

川崎市川崎区南町16番

19先
3.50 19.72

川崎市川崎区南町16番

19先

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

17 国 庫 支 出 金 161,591,268 310,400 161,901,668

２ 国 庫 補 助 金 33,655,448 310,400 33,965,848

21 繰 入 金 98,407,104 29,595 98,436,699

１ 基 金 繰 入 金 95,418,941 29,595 95,448,536

　 歳 入 合 計 　 832,541,253 339,995 832,881,248

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

４ こ ど も 未 来 費 128,984,866 310,400 129,295,266

１ こ ど も 青 少 年 費 47,527,173 310,400 47,837,573

７ 経 済 労 働 費 33,078,820 29,595 33,108,415

２ 商 工 業 費 926,626 29,595 956,221

　 歳 出 合 計 　 832,541,253 339,995 832,881,248

第２表　繰越明許費

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　　　額

　７　経 済 労 働 費 　２　商 工 業 費 川崎じもと応援券推進事業
千円

29,595　

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第489号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和３年９月10日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年９月10日から令和３年９月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

南 町

第 ５ 号 線

川崎市川崎区南町16番19先

川崎市川崎区南町16番19先

　　　───────────────────

川崎市告示第490号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の

　　　廃止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　令和３年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第491号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　令和３年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和３年７月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社丸いそら 1475102289 介護のまるいそら 川崎市幸区北加瀬１－16－13 訪問介護

株式会社ツクイ 1475602387 ツクイ川崎新百合丘

川崎市麻生区万福寺１丁目１番１号

新百合ヶ丘シティビルディング６階

610号室

訪問介護

株式会社エサンス 1465090220 行きます訪問看護ステーション 川崎市川崎区渡田山王町20－35
訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社ISHIHARA 1495400622 カラオケデイサービスいしりは 川崎市多摩区菅北浦２－21－１ 地域密着型通所介護

社会福祉法人母子育成会 1475100945
しゃんぐりら居宅介護

支援センター
川崎市幸区東小倉６－１ 居宅介護支援

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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令和３年９月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社CHANGE 1475004378 CHANGEケアサービス
川崎市川崎区浅田４丁目８番

18号
訪問介護

株式会社

ハートフルケア
1465390323

訪問看護ステーション

プラチナコミュニティ梶ヶ谷

川崎市高津区末長１丁目41番

１号

訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社こころ 1465390331 あゆむ訪問看護チーム
川崎市高津区千年1035

スカイビレッジ新城Ｄ棟104

訪問看護

介護予防訪問看護

ミアヘルサ株式会社 1465690292

ミアヘルサ　

訪問看護ステーション

新百合ヶ丘

川崎市麻生区白鳥１－４－１
訪問看護

介護予防訪問看護

医療法人徳寿会 1455580030
介護老人保健施設

プラチナ・ヴィラ宮前

川崎市宮前区南野川

３－23－１

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

株式会社プルトン 1475203160 プルトンケアサービス
川崎市中原区市ノ坪449番地３

シティタワー武蔵小杉3707

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

合同会社K's care 1475203178 ケーズケア川崎事業所
川崎市中原区市ノ坪449番地３

シティタワー武蔵小杉5304

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

医療法人社団慶晃会 1475402929
多摩区役所前居宅介護

支援事業所

川崎市多摩区登戸1801番地１

瑞穗第一ビル７階705号室
居宅介護支援

株式会社LiliCoco 1495200501 樹楽　川崎平間 川崎市中原区上平間1700－214 地域密着型通所介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第492号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年９月14日から令和３年９月30日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年９月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
細 山

第203号線

川崎市麻生区細山

７丁目3021番先
4.00 1.81

川崎市麻生区細山

７丁目3021番先

新
細 山

第203号線

川崎市麻生区細山

７丁目3021番先
5.39 1.81

川崎市麻生区細山

７丁目3021番先

　　　───────────────────

川崎市告示第493号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和３年９月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの
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４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

公 告

川崎市公告第868号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和３年９月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市立幸高等学校地域協働学習等支援業務委託

　⑵ 　業務内容

　　・ ２年「地域探究」研究発表（11月24日）における

５名の講師派遣による指導講評

　　・ ２年「地域探究」事前指導（11月10日）における

５名の講師派遣による指導助言

　　・２年「地域探究」における報告書の作成

　　・ 令和３年度の「幸探究」の実施に関する継続的な

アドバイザリー業務

　　・ 令和４年度「幸探究」のカリキュラム・デザイン

作成に伴うアドバイザリー業務

　　・ 委託事業全体に関する報告書の作成　等

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市立幸高等学校

　⑷ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日（木）まで

　⑸ 　募集手続

　　　詳細は参加要領によります。

２ 　提案資格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、当該契約に対応するとして定めた業種・種

目（業種「その他業務」、種目「その他」）に登録さ

れている者（もしくは申請中であり、10月13日のプ

レゼンテーション及びヒアリング時までに登録が完

了する者。）

　⑷ 　事業目的・趣旨等を理解し、事業を推進できる者

３ 　参加要領、仕様書の配布

　 　参加要領、仕様書については、次のホームページか

らダウンロードしてください。

　 　https://www.city.kawasaki.jp/880/page/

　　0000132202.html

　※ 同様のものを川崎市教育委員会事務局教育政策室で

お渡しすることも可能です。必要があればお越しく

ださい。

４ 　参加意向申出書、団体に関する確認書の提出等

　⑴ 　参加意向申出書、団体に関する確認書

　　 　プロポーザルに参加を希望される方は、参加意向

申出書（様式１）、団体に関する確認書（様式２）

を提出してください。

　　 　参加意向申出書（様式１）、団体に関する確認書

（様式２）については、次のホームページからダウ

ンロードしてください。

　　　https://www.city.kawasaki.jp/880/page/

　　　0000132202.html

　　ア 　提出期間： 令和３年９月１日（水）から令和３

年９月15日（水）まで

　　イ 　提出場所：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　　　　　　　　住所　〒210－0004

　　　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　電話　044－200－2607

　　ウ 　提出方法：持参又は郵送

　⑵ 　提案資格確認結果通知書の交付

　　 　参加意向申出書を提出した事業者には、当該業務

委託の提案資格の有無について、提案資格確認結果

通知書を競争入札参加資格審査申請時に登録してい

る電子メールアドレスへ送付いたします。

５ 　提案資格を有した事業者の企画提案書等の提出

　　企画提案書等を次のとおり受け付けます。

　⑴ 　受付期間： 令和３年10月４日（月）から令和３年

10月８日（金）まで

　⑵ 　提出場所：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　　　　　　　住所　〒210－0004

　　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　電話　044－200－2607

　⑶ 　提出方法：持参又は郵送

６ 　問い合わせ・連絡先

　　担当：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　住所：〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　電話：044－200－2607

　　ＦＡＸ：044－200－3950

　　電子メール：88seisaku@city.kawasaki.jp

７ 　その他

　⑴ 　提出された書類等は原則返却いたしません。

　⑵ 　提出する書類の作成及び提出に要する経費は、応

募者の負担とします。
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　⑶ 　手続において使用する言語は日本語、通貨は日本

円とします。

　⑷ 　契約書の作成を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第869号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和３年９月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市立橘高等学校ユネスコスクール認定支援業

務委託

　⑵ 　業務内容

　　・ 「総合的な探究の学習」（以下「探究学習」という）

のカリキュラム作成への助言

　　・ 生徒の学習支援に向けた企画・コーディネート・

運営

　　・活動の準備・企画・運営

　　・探究学習の支援

　　・探究学習の充実に向けたアドバイザリー業務

　　・ 「ユネスコスクール」の認定に向けた報告書作成

業務支援

　　・本事業の総合的なコーディネート業務

　　・委託事業全体に関する報告書の作成　等

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市立橘高等学校

　⑷ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日（木）まで

　⑸ 　募集手続

　　　詳細は参加要領によります。

２ 　提案資格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、当該契約に対応するとして定めた業種・種

目（業種「その他業務」、種目「その他」）に登録さ

れている者

　⑷ 　事業目的・趣旨等を理解し、事業を推進できる者

３ 　参加要領、仕様書の配布

　 　参加要領、仕様書については、次のホームページか

らダウンロードしてください。

　　https://www.city.kawasaki.jp/880/page/

　　0000132117.html

　※ 同様のものを川崎市教育委員会事務局教育政策室で

お渡しすることも可能です。必要があればお越しく

ださい。

４ 　参加意向申出書、団体に関する確認書の提出等

　⑴ 　参加意向申出書、団体に関する確認書

　　 　プロポーザルに参加を希望される方は、参加意向

申出書（様式１）、団体に関する確認書（様式２）

を提出してください。

　　 　参加意向申出書（様式１）、団体に関する確認書

（様式２）については、次のホームページからダウ

ンロードしてください。

　　　https://www.city.kawasaki.jp/880/page/

　　　0000132117.html

　　ア 　提出期間： 令和３年９月１日（水）から令和３

年９月７日（火）まで

　　イ 　提出場所：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　　　　　　　　住所　〒210－0004

　　　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　電話　044－200－3068

　　ウ 　提出方法：持参又は郵送

　⑵ 　提案資格確認結果通知書の交付

　　 　参加意向申出書を提出した事業者には、当該業務

委託の提案資格の有無について、提案資格確認結果

通知書を競争入札参加資格審査申請時に登録してい

る電子メールアドレスへ送付いたします。

５ 　提案資格を有した事業者の企画提案書等の提出

　　企画提案書等を次のとおり受け付けます。

　⑴ 　受付期間： 令和３年９月13日（月）から令和３年

９月17日（金）まで

　⑵ 　提出場所：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　　　　　　　住所　〒210－0004

　　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　電話　044－200－3068

　⑶ 　提出方法：持参又は郵送

６ 　問い合わせ・連絡先

　　担　当：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　住　所：〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　電　話：044－200－3068

　　ＦＡＸ：044－200－3950

　　電子メール：88seisaku@city.kawasaki.jp

７ 　その他

　⑴ 　提出された書類等は原則返却いたしません。

　⑵ 　提出する書類の作成及び提出に要する経費は、応

募者の負担とします。

　⑶ 　手続において使用する言語は日本語、通貨は日本

円とします。

　⑷ 　契約書の作成を要します。

　　　───────────────────
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川崎市公告第870号

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第103条第１

項の規定による東駿河湾広域都市計画千本地区土地区画

整理事業の下記に記載する者に対する換地処分通知は、

送付を受けるべき者が受領を拒んだ、又は送付すべき場

所を確知することができないので、同法第133条第１項

及び第２項において準用する同法第77条第５項の規定に

より当該通知書の送付に代えてその内容が、静岡県沼津

市下小路357番地の２の旭町自治会館の掲示板に掲示さ

れている。

　　令和３年９月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

記

　

　　　───────────────────

川崎市公告第871号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 地方卸売市場南部市場低温倉庫冷却設備改修工事

履行場所 川崎市幸区南幸町３丁目126番地１

履行期限 契約の日から令和４年３月18日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年９月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 白幡台こども文化センター・老人いこいの家外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市宮前区白幡台１丁目13番地１

履行期限 契約の日から令和４年３月28日まで

参 加 資 格
⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年９月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 西生田中継所ほか４か所同報系屋外受信機設備設置工事

履行場所 川崎市多摩区西生田５丁目28番１号ほか４か所

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
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　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月４日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島緑道照明設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

履行期限 契約の日から令和４年３月18日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年９月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道中原７号線舗装道補修（打換）工事

履行場所 川崎市中原区木月大町７番地先

履行期限 契約の日から110日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 千鳥町ふ頭内道路改良（その７）工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町地内

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。
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⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 藤崎つつじ公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎区藤崎３丁目１－４ほか11箇所

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平瀬川支川護岸改修工事

履行場所 川崎市多摩区長沢２丁目５番地先

履行期限 契約の日から180日間
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 虹ヶ丘歩道橋補修（塗装塗替）工事

履行場所 川崎市麻生区虹ヶ丘１丁目10番地先

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099
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入札日時等 令和３年９月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内主要地方道幸多摩線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区諏訪２丁目４番地先他１箇所

履行期限 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑾ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（「別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

参 加 資 格
　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内市道尻手黒川線道路修繕（舗装その４）工事

履行場所 川崎市宮前区梶ヶ谷1056番地先

履行期限 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南加瀬江川公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４丁目20－16他４箇所

履行期限 契約の日から令和４年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 有馬北公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市宮前区有馬４丁目５－３番地ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000

万円）未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月29日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第872号

　令和３年度中小製造業等デジタル化対応支援事業実施

業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につ

いて、次のとおり公告します。

　　令和３年９月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度中小製造業等デジタル化対

応支援事業実施業務委託

　⑵ 　業務事項　

　　ア　市内中小製造業等の意識啓発に向けた出前講座

　　イ　市内中小製造業等の実態調査

　　ウ　市内中小製造業等への専門家派遣による個別支援

　⑶ 　委託期間　契約締結日～令和４年３月25日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　本業務と同種又は類似する本市及び他官庁並びに

民間のいずれかにおける実績がある者

　⑵ 　法人格を有する者

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格名簿におい

て「99　その他業務」「99　その他」へ登載されてい

る者。ただし、契約締結（令和３年10月下旬を予定）

までに登載が見込まれる場合はこの限りではない。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑸ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑹ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑺ 　団体又はその代表者が市区町村税、法人税、消費

税及び地方消費税を滞納していない者

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
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ない者

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第

75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力・ネットワーク

　⑷ 　事業実績

　⑸ 　本市の現状についての理解度

　⑹ 　事業実施体制

　⑺ 　事業費

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局産業振興部工業振興課

　　ものづくり・ＩＣＴ支援係

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）：044－200－2324

　　ＦＡＸ：044－200－3920

　　メールアドレス：28kogyo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 令和３年９月１日（水）～９月８日

（水）（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　配布場所　 ４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　 令和３年９月15日（水）～９月16日

（木）（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書、業務実施体制・主な

事業実績、誓約書、

　　　　　　　　 市区町村税に滞納がないことの証明書

（法人市民税納税証明書等）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る方法に限る。）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　令和３年９月24日（水）～９月30日（木）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、見積書（年度別）

（１部）、会社概要（７部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る方法に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額

　　　2,220,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は10月中旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　当該落札決定の効果は、令和３年第３回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第873号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年９月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区菅生２丁目1635番10

 の一部　ほか７筆の一部　　

 1,193平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋２丁目６番地17

　　株式会社　成建

　　代表取締役　浅川　聡

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年12月８日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第87号

　　　───────────────────

川崎市公告第874号

　　　緑の保全地域の指定について

　川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例（平成11

年川崎市条例第49号）第10条第１項の規定に基づき緑の

保全地域を指定したので、同条例第７項の規定により次

のとおり公告します。

　　令和３年９月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　緑の保全地域の名称

　　王禅寺通緑の保全地域

２ 　土地の区域

　　川崎市麻生区王禅寺字通251ほか６筆

　　（別紙区域図のとおり）
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川崎市公告第875号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第876号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久末谷中公園整備設計業務委託

履行場所 川崎市高津区久末2162－２

履行期限 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「造園部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年10月５日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田根岸歩道橋補修詳細設計委託

履行場所 川崎市多摩区枡形５丁目17番地先

履行期限 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造

及びコンクリート部門」で登録されている者。

　⑷ 　管理技術者及び照査技術者は技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ「鋼

構造及びコンクリート」部門のいずれかの資格を有する者を配置すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年10月５日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────



（第1,827号）令和３年(2021年)９月27日 川 崎 市 公 報

－3618－

競争入札に

付する事項

件　　 名 フッ素たん白泡消火薬剤

履行場所 川崎消防署小田出張所

履行期限 令和４年１月31日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「消防・防災用品」種

目「消火器」に登載されていること。

⑷ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録さ

れている者

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑹ 　平成23年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。なお、

契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。また、川崎市以外の他官公庁、民

間企業との契約実績でもかまいません。

⑺ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階　　電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和３年10月19日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第877号

　次の公園墓地管理手数料に係る納入通知書を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の３第４項

で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年度 手数料種別 期別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度

公園墓地

管理手数料

令和

３年度分
なし 計463件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第878号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　事業名

　　対象特化型就業マッチング支援事業業務委託

２ 　履行期間

　　契約締結日から令和４年３月25日（金）まで

３ 　履行場所

　　川崎市内　他

４ 　事業概要

　 　本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響等によ

り離職した方の就業に向けて、求職者の特性や業種に

特化したマッチング機会を創出し、雇用情勢の変化に

応じた効果的な就業支援を推進するとともに、求職者

の安定した雇用を促進するための支援を行うものです。

５ 　参加者の資格要件

　 　本事業の応募資格は、次の条件をすべて満たすもの

となります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度の川崎市業務委託有資格業者名簿

において、業種・種目（委託：業種「その他業務」、

種目「その他」）に登録申請していること。
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　⑶ 　提案期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　当業務について確実に履行することができること。

　⑸ 　本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税等を滞納していないこと。

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

６ 　担当部局

　　川崎市経済労働局労働雇用部

　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル６階

　　　電話番号（直通）　044（200）1731

　　　ＦＡＸ番号　　　　044（200）3598

　　　電子メール　　　　28roudou@city.kawasaki.jp

７ 　参加意向申出書の提出について

　⑴ 　受付期間

　　　令和３年９月６日（月）～９月10日（金）16時

　　 　平日９時～ 17時（12時～ 13時を除く。最終日は

16時まで）

　⑵ 　提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑶ 　提出方法

　　 　提出期日までに、原本を担当部局宛てに郵送また

は持参により提出してください。また、原本をカラ

ー読込の上、担当部局宛てに電子メールにて提出し

てください。

　⑷ 　参加資格確認の結果通知

　　 　令和３年９月13日（月）に電子メールにより通知

します。

８ 　企画提案書類の提出について

　⑴ 　受付期間

　　　令和３年９月15日（水）～９月17日（金）16時

　　 　平日９時～ 17時（12時～ 13時を除く。最終日は

16時まで）

　⑵ 　提出書類　８部（原本１部＋写し７部）

　　ア 　企画提案書

　　イ 　見積書

　　ウ 　業務実施体制

　　エ 　会社概要（パンフレット等）

　　オ 　誓約書（別記様式）

　⑶ 　提出方法

　　　担当部局に持参もしくは郵送（必着）してください。

　　　※ 「企画提案選考委員会」の当日、市が用意する

ノートＰＣとモニター（１台）による説明を希

望する場合は、エ・オを除く提出書類一式を15

ＭＢ以下の電子データ（PowerPointもしくは

PDF）１つにまとめたものを保存したＣＤ－Ｒ

を別途提出してください。

９ 　企画提案選考委員会の実施と選定結果の通知

　⑴ 　企画提案選考委員会の実施日

　　　令和３年９月27日（月）予定

　　　時刻・場所については別途通知いたします。

　⑵ 　時間等

　　 　事前に提出されている書類に基づいて、提案説明

15分、質疑応答10分で提案を行っていただきます。

　⑶ 　選定結果通知

　　　令和３年９月28日（火）予定

　⑷ 　契約の締結（予定）

　　 　選定業者と詳細について協議し、協議が成立した

場合、令和３年10月上旬に契約を締結予定です。

10 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

11 　選定方式

　　公募型企画提案方式による書類審査及び提案審査

12 　選考方法

　 　５名の選考委員が応募者から提出された応募書類に

ついて、書類審査及び提案審査を行い、選定します。

13 　その他必要と認める事項

　⑴ 　委託料（参考金額）

　　　18,000,000円（税込）を上限とします。

　⑵ 　企画書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

について

　　 　企画提案書の作成及び提出、企画提案選考委員会

の出席に係る一切の費用は、参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　詳細につきましては、本事業の募集要項等を参

照ください。

　　イ 　当該落札決定の効果は、令和３年第３回川崎市

議会定例会における本調達に係る予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告第879号

　令和３年度中小企業間連携新規事業化モデル創出事業

業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につ

いて、次のとおり公告します。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度中小企業間連携新規事業化

モデル創出事業業務委託

　⑵ 　業務事項　

　　ア 　中小企業間連携新規事業化モデル創出事業

　　イ 　伴走型支援フォローアップ事業

　⑶ 　委託期間　契約締結日～令和４年３月31日（木）

２ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること。

　　ア 　本業務に類似する業務に関するノウハウと官公

庁における実績がある者

　　イ 　法人格を有する者

　　ウ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく

更正手続開始の申立がなされていない者又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手

続開始の申立がなされていない者

　　エ 　ＮＰＯ法人においては、特定非営利活動促進法

第２条別表19（前各号に掲げる活動を行う団体の

運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活

動）に該当する活動を行う者、その他の法人にお

いては定款等により同様の事業目的が確認できる

者

　　オ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でない者

　　カ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと

　　キ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

において、業種「99　その他業務」種目「99　そ

の他」に登録がある者

　　ク 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

　　ケ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第

５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営

支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有する

ことのない者

　　コ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条

例第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反

しない者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局労働雇用部

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル６階

　　電　話（直通）　044－200－1732

　　ＦＡＸ　044－200－3598

　　メールアドレス：28roudou@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配布期間　令和３年９月６日（月）～９月10日（金）

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年９月10日（金）午前中必着

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 事前連絡の上、郵送（書留郵便等の配

達記録が残る場合に限る。）又は電子

メール

７ 　企画提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年９月17日（金）午前中必着

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、提案者概要（企業パンフ

レット等）、業務実施体制、類似業務

の実績、所要経費・概算見積書　各８

部

　⑷ 　提出方法　 事前連絡の上、原則として郵送（書留

郵便等の配達記録が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額

　　　20,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　選考結果の通知の発送は令和３年９月28日

（火）を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案の公募

要領を御参照ください。

　　ウ 　当該落札決定の効果は、令和３年第３回川崎市

議会定例会における本調達に係る予算の議決を要

します。

　　　───────────────────
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川崎市公告第880号

　川崎競輪開催業務等包括委託の業者選定に関する公募

型企画提案の実施について、次のとおり公告します。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎競輪開催業務等包括委託

　⑵ 　履行場所　 川崎競輪場（川崎市川崎区富士見２丁

目１番６号）及び小向会館（川崎市幸

区小向西町４丁目110番地）

　⑶ 　履行期間　 令和４年４月１日から令和９年３月31

日まで

　⑷ 　業務内容　 競輪開催業務をはじめ、施設の維持・

管理、各種書類作成など日常業務の補

助も含め、川崎競輪場の運営管理を包

括的に委託します。詳細は募集要項を

ご参照ください。

２ 　企画提案の参加資格

　 　企画提案（プロポーザル）参加者は、次に掲げる要

件をすべて満たすものとします。

　⑴ 　本業務の受託に十分な能力があると見込まれる事

業者であり、競輪事業の趣旨をより効果的・効率的

に達成することができる法人その他（以下「団体」

という。）であること。

　⑵ 　地方自治法施行令第167条の４及び川崎市契約規

則第２条に該当しない者であること。

　⑶ 　自転車競技法施行規則第３条第２項各号に該当し

ない者であること。

　⑷ 　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れていない、又は、民事再生法に基づき再生手続開

始の申立てがなされていない者であること。

　⑸ 　川崎市暴力団排除条例第７条の規定による暴力団

員等及び暴力団経営支配法人等と密接な関係を有す

る者でないこと。

　⑹ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

き、川崎市から指名停止措置を受けている者でない

こと。

　⑺ 　市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納して

いる者でないこと。

　⑻ 　複数の団体での共同（以下「グループ」という。）

による応募の場合には、グループの名称を設定し、

代表となる団体を選定すること。

　　 　なお、グループの構成団体は、他のグループの構

成団体となり、または単独で応募することはできま

せん。

　⑼ 　警備業法第４条の規定の基づく警備業の認定を受

けている者であること。

　　 　ただし、警備業の認定を受けていない者は、警備

業の認定を受けている者とグループを構成して応募

することができます。

３ 　提案者を特定するための評価項目

　⑴ 　競輪事業の理解度

　⑵ 　運営体制

　⑶ 　実施計画

　⑷ 　受託希望価格

　⑸ 　市民に親しまれ地域活性化に資する競輪場

４ 　川崎競輪開催業務等包括委託提案説明書（募集要項

を含む）の交付の期間、場所

　⑴ 　交付期間

　　 　令和３年９月６日（月）から令和３年９月29日

（水）まで

　　 　午前９時から午後４時まで（正午から午後１時ま

で及び土・日祝日は除く。）とします。

　⑵ 　交付場所

　　　〒210―0011 　川崎市川崎区富士見２－１－６

　　 　川崎市経済労働局公営事業部（川崎競輪場内メイ

ンスタンド２階）で交付します。

　　　担　当　倉、曽我、谷川

　　　電　話　044－233－5501

　　　ＦＡＸ　044－233－8262

　　　E-mail　28ksoumu@city.kawasaki.jp

　⑶ 　川崎競輪開催業務等包括委託提案説明書受領書の

提出

　　 　川崎競輪開催業務等包括委託提案説明書の交付に

あたり、「川崎競輪開催業務等包括委託提案説明書

受領書」を提出していただきます。

５ 　企画提案説明会・現地見学会

　 　説明会及び現地見学を希望する団体は、次の期間の

希望する日時を川崎市と事前に調整すること。

　 　なお、当日は、質疑応答はせず、川崎市からの説明

及び各施設の見学のみ実施します。

　⑴ 　説明会・現地見学会開催期間

　　 　令和３年９月６日（月）から令和３年９月22日

（水）

　　 　説明会参加申込書提出期限　令和３年９月15日

（水）まで

　　※ 　開催日の現地見学では、投票所をはじめとした

バックヤードの見学に制限があります。

６ 　川崎競輪開催業務等包括委託提案説明書についての

問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記４⑵に同じ

　⑵ 　質問受付期間　 令和３年９月６日（月）から９月

29日（水）まで

　⑶ 　質問書の提出　 質問のある者は質問書に必要事項

を記入し、郵送、ＦＡＸ又は電子

メールのいずれかの方法で提出し
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てください。

　⑷ 　回答書の送付　 書面により、すべての企画提案参

加申込者及び質問書提出者へ回答

します。

　⑸ 　回答期日　　　 一定程度の質問を受けた毎に随時

回答します。

　　　　　　　　　　 最終回答は９月29日（水）を予定

しています。

７ 　企画提案参加申込書、企画提案書の受付期間、場所

　⑴ 　企画提案参加申込書

　　 　令和３年９月６日（月）から９月29日（水）午後

４時までの期間、持参又は郵送にて受け付けます。

　　※ 　郵送の方法で提出する場合は、お電話でその旨

連絡してください。

　　※ 　持参の場合は、期間中電話連絡の上、午前９時

から午後４時まで（正午から午後１時まで及び

土・日祝日は除く。）に公営事業部事務所（川崎

競輪場内　メインスタンド２階）にお越しくださ

い。

　⑵ 　企画提案書

　　 　令和３年９月６日（月）から令和３年10月15日

（金）午後４時必着

　　　持参又は配達証明付き書留郵便にて受け付けます。

　　　提出場所：上記４⑵に同じ

８ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　上記４⑵に同じ

９ 　その他の事項

　⑴ 　応募に関して必要な費用は、応募者の負担としま

す。

　⑵ 　応募にあたっては川崎競輪開催業務等包括委託事

業者募集要項をご一読ください。

　⑶ 　プレゼンテーション等は11月中旬を予定してお

り、詳細は企画提案参加申込者に対して別途通知し

ます。

　⑷ 　選定結果の発表は12月上旬を予定しており、文書

により全ての参加者に通知します。

　⑸ 　この公募は、提案内容を直ちに契約内容とするも

のではなく、審査によって最優秀の者と市が提案内

容に沿って協議等を行い、双方が合意に至った後、

契約を締結するものです。

　　　───────────────────

川崎市公告第881号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区上作延南原913番６

 ほか５筆　　　　　

 1,254平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目23番地14号

　　デックス株式会社

　　代表取締役　野尻　英樹

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：10戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年３月22日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第114号

　　　───────────────────

川崎市公告第882号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区上作延南原944番３

 ほか１筆の一部　　

 1,096平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目23番地14号

　　デックス株式会社

　　代表取締役　野尻　英樹

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：８戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年３月２日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第109号

　　　───────────────────

川崎市公告第883号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築指

導課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路事業の名称 羽田連絡道路整備事業

指定区間の

地名・地番

川崎市川崎区殿町三丁目25番75、102

番22、102番23、103番11、103番12、

103番13、108番の一部

 別図省略

幅員・延長

19.2 ～ 21.3ｍ　×　253.0ｍ

（都市計画道路殿町羽田空港線）

18.1ｍ　×　106.0ｍ

（市道殿町39号線）

指定番号

及び年月日

川崎市指令ま建指第507号

令和３年９月６日

　　　───────────────────

川崎市公告第884号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

川崎市多摩区登戸3234番地２

ホームライフ株式会社

代表取締役　工藤　宗義

道路位置の

地名・地番

川崎市多摩区登戸字丙耕地1282番１

 別図省略

幅 　 　 員

4.50メートル

延　長

10.60メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま情指導

第205号

指　定

年月日

令和３年

９月７日

　　　───────────────────

川崎市公告第885号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 初山住宅新築第２号工事

履行場所 川崎市宮前区初山二丁目723－２

履行期限 契約の日から令和５年２月10日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月18日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 有馬第二住宅個別改善第１号工事（７・14号棟）

履行場所 川崎市宮前区東有馬四丁目3113番３の一部

履行期限 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
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参 加 資 格

　　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月18日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新作住宅個別改善第２号工事（３・７号棟）

履行場所 川崎市高津区新作３丁目13番３号ほか

履行期限 契約の日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。
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参 加 資 格
　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月18日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 加瀬クリーンセンター計量設備補修工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－23

履行期限 契約の日から令和４年３月16日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「その他の機械設置」で登

録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年９月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島処理センター洗濯設備補修工事

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
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参 加 資 格

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「その他の機械設置」で

登録されていること。

　⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年９月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島処理センター送排風機改修工事

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年９月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 コンテナターミナル受変電棟消火設備更新工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「消防」種目「その他の消防設備」で登

録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　消防施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「消防施設」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月１日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 コンテナターミナル出入口ゲート照明設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月１日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港内岸壁ほか前面維持浚渫工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで（実工期135日間）

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「しゅんせつ」で登録されていること。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　しゅんせつ工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑻ 　監理技術者資格者証（業種「しゅんせつ」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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参 加 資 格

　⑼ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成18年４月１日以降に有すること。

　　海上における浚渫工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

本工事は、川崎市港湾局港湾土木フレックス方式余裕期間制度の対象案件です。

全体工期は、契約日～令和４年３月15日です（実工期135日間）。

余裕期間は、契約日～令和３年10月31日です。

余裕期間内は主任技術者又は監理技術者の配置は必要ありません。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 木月歩道橋補修工事

履行場所 川崎市中原区木月住吉町地内

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造（擁壁）工事

履行場所 川崎市麻生区片平２丁目５番地先他１箇所

履行期限 契約の日から令和４年12月15日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　ウ　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　（ア）令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 　上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札

システムによる申込ができません。

　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　カ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　キ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員にな

っていないこと。

⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されてい

ること。

　イ　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　ウ　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それ

ぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されてい

ること。

　イ　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路補修（緊急21－２）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年９月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎国際生田緑地ゴルフ場８番ホール防球ネット改修工事

履行場所 川崎市宮前区初山１丁目40番地内

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000

万円）未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第886号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市立特別支援学校スクールバス車両（マイク

ロバス）の賃貸借及び保守

　　　（令和４年３月25日リース）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立特別支援学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年３月25日から令和11年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　特別支援学校の児童生徒が通学等に際し使用す

るスクールバス車両について賃貸借及び保守を行

う。

　　イ 　詳細は仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「リース」種目「車両」に

登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間（平成29年度～令和３年度）のいずれ

かの年度において、類似業務の実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。

３ 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　明治安田生命川崎ビル４階

　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課支援教育係
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　　二ノ宮担当

　　電　話　044－200－3287（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　E-Mail　88sidou@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月９日（木）から令和３年９月15日

（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）。受付

時間は午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで。

　⑵ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　　 　また、川崎市教育委員会のホームページ（https://

www.city.kawasaki.jp/880/page/0000132400.html）

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送

　　※ 郵送の場合、発送後に必ず担当者あて電話連絡を

してください。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年９月16日（木）

　　 　令和３・４年度「業務委託有資格業者名簿」に電

子メールアドレスを登録している場合、電子メール

で配信します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併

せて、入札説明書を交付します。

　　 　なお、入札説明書は上記３の場所において、令和

３年９月９日（木）から令和３年９月15日（水）ま

で（土曜日・日曜日・祝日を除く。受付時間は午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

縦覧に供します。

　　 　また、川崎市教育委員会のホームページ（https://

www.city.kawasaki.jp/880/page/0000132400.html）

からダウンロードすることができます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年９月16日（木）から令和３年９月22日

（水）（毎日午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

あて送付してください。なお、ＦＡＸ及び電子メー

ル後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年９月28日（火）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答します。電話等による結果の

問い合わせには一切応じません。

　⑸ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

　　ウ 　万一質問したにも関わらず、期日までに回答が

なかった場合は電話にてご連絡ください。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　 　入札は、所定の入札書をもって行います。入札金

額は、契約金額の総額（消費税等を含まない複数年

（契約の全期間）の金額）を記載してください。

　　 　また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

め、書留郵便による応札とします。

　　※ 封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に

１⑴の件名及び「入札書在中」と明記し、令和３

年10月５日（火）【必着】までに３の宛先に必ず

書留郵便により送付してください。また、発送後

に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　令和３年10月６日（水）午前９時00分

　　イ 　開札場所

　　　　上記３に同じ。

　　　※ 郵送により応札を実施しますので、来庁いただ

く必要はありません。
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　　　※ 入札結果につきましては、開札後、速やかにお

知らせいたします。

　⑶ 　再度入札等の実施

　　 　落札者がいない場合、または、くじにより落札者

を決定する場合は、別途事業者に連絡の上、実施い

たします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」において、閲覧すること

ができます。

10 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎

市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参

加者心得の定めるところによります。

　⑶ 　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第887号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和３年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 働き方・仕事の進め方改革に向けた職場の課題分

析・業務改善支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日（木）まで

　⑷ 　募集手続

　　　詳細は提案公募要項によります。

２ 　提案公募要項、仕様書、各種様式の配布

　 　提案公募要項、仕様書、各種様式については、次の

ホームページからダウンロードしてください。

　 　http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000132696.

html

　※ 同様のものを川崎市総務企画局デジタル化推進室で

お渡しすることも可能です。必要があればお越しく

ださい。

３ 　参加意向申出書の提出等

　⑴ 　参加意向申出書及び団体に関する確認書

　　 　プロポーザルに参加を希望される方は、参加意向

申出書（様式１）及び団体に関する確認書（様式２）

を提出してください。

　　 　参加意向申出書（様式１）及び団体に関する確認

書（様式２）については、次のホームページからダ

ウンロードしてください。

　　 　http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000132696.

html

　　ア 　提出期間： 令和３年９月９日（木）から令和３

年９月16日（木）まで

　　イ 　提出場所： 川崎市総務企画局デジタル化推進室

　　　　　　　　　住所　〒210－8577

　　　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　電話　044－200－1826

　　ウ 　提出方法：持参又は郵送

　⑵ 　参加資格確認結果通知書の交付

　　 　参加意向申出書を提出した事業者には、当該業務

委託の提案資格の有無について、参加資格確認結果

通知書を競争入札参加資格審査申請時に登録してい

る電子メールアドレスへ送付いたします。

４ 　参加資格を有した事業者の企画提案書等の提出

　　企画提案書等を次のとおり受け付けます。

　⑴ 　受付期間： 令和３年９月21日（火）から令和３年

９月28日（火）まで

　⑵ 　提出場所：川崎市総務企画局デジタル化推進室

　　　　　　　　住所　〒210－8577

　　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　電話　044－200－1826

　⑶ 　提出方法：持参又は郵送

５ 　問い合わせ・連絡先
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　　担当　：川崎市総務企画局デジタル化推進室

　　　　　　中村・吉井

　　住所　：〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　電話　：044－200－1826

　　ＦＡＸ：044－200－0622

　　　───────────────────

川崎市公告第888号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　破傷風予防接種業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　区役所等市の施設

　　イ 　落札した機関の施設（アで実施する日時に接種

できなかった職員がいた場合）

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年10月22日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　破傷風予防接種に関する業務の詳細は「仕様書」

によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「医療関係業務」、種目「その他の医療

関連業務」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル６階

　　　総務企画局人事部職員厚生課

　　　担当　小澤

　　　電話　044－200－2140（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月17日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日

を除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで）。一般競争入札参加資

格申請書はインターネットからダウンロードする

ことができます（「入札情報かわさき」の「入札情

報」の委託の欄の「入札公表」の中にあります。）。

（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参とします。

４ 　仕様書の配布期間及び仕様、入札に関する問合わせ

先

　⑴ 　配布場所及び問合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　配布期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月24日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）。また、インターネットか

らダウンロードすることができます（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」

の中にあります。）。（「入札情報かわさき」http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　　 　仕様、入札に関する質問は、令和３年９月10日

（金）から令和３年９月24日（金）まで質問書にて

受け付けます（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。

　　 　なお、回答については令和３年９月27日（月）、

全社にＦＡＸ・メールにて送付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有

資格業者名簿」へ登録した際に電子メールのアドレス

を登録している場合には、電子メールにて送付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和３年９月21日（火）

　⑵ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、競争入札参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　委託業務の総額を入札金額として行います。た

だし、消費税等を含まない金額により入札するこ
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ととします。

　　イ 　入札は所定の入札書及び単価契約一覧表（仕様

書別紙）をもって行います。入札書及び単価契約

一覧表は入札件名を記載した封筒に封印して提出

してください。

　　ウ 　代理人が出席する場合入札開始前に委任状を提

出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時：令和３年10月１日（金）午前10時

　　イ 　場所：川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　川崎御幸ビル６階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

川崎市において定める「川崎市競争入札参加資格者

心得」第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」から閲覧することができます。

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第889号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 パーソナルコンピュータ賃貸借及び保

守契約

　⑵ 　履行場所　 川崎市総務企画局人事課等川崎市事業

所内

　⑶ 　履行期間　 令和３年12月１日から令和８年11月30

日まで

　⑷ 　調達物品の概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の、業種「リース」種目「事務

用機器」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　（川崎市役所第３庁舎10階）

　　　総務企画局人事部人事課　　担当　清水

　　　電　話　044－200－3993

　　　ＦＡＸ　044－200－3753

　　　E-mail　17zinzi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月21日

（火）までとします。（土・日及び休日を除く毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５

時まで）

　⑶ 　提出方法

　　 　郵送又は持参（いずれの場合も、令和３年９月21

日（火）午後５時までに川崎市総務企画局人事部人

事課に到着する必要があります。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　本市又は他官公庁において類似の契約実績を証

する書類（コピー可）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう

ち参加資格があると認められた者には、令和３・４年
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度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メール

アドレスに令和３年９月24日（金）までに送付します。

委任先メールアドレスを登録していない場合は、直接

受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年９月24日（金）

　⑵ 　場所　３⑴に同じ

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月24日（金）から９月28日（火）午後

５時までとします。（午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　質問方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問

書」の様式により、３⑴の問い合わせ先まで電子メ

ールにて送付してください。（来庁にて提出も可）

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　令和３年９月30日（木）までに、全社に電子メー

ルにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税

抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60 ヵ

月で乗じる方法で見積もりしてください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年10月５日（火）　午前11時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎10階

　　　　　　　　　総務企画局人事部人事課会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

の「契約関係規定」から閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第890号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項　

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度川崎市都市イメージ調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室等

　⑶ 　履行期限

　　　契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、川崎市シティプロモーション戦略プラ

ン（平成26年度策定）に定める目標の達成状況の確

認及び目標達成に向けた効果的・効率的なプロモー

ション活動の設定を目的に実施します。

　　 　本業務では、市内外の人々の川崎に対するイメー

ジ及びシビックプライド（都市への愛着や誇り）等

が、現状においてどのような態様を示しているの

か、基礎的な資料やデータを収集し、調査・分析を

行います。

　　　詳細は、委託仕様書によります。
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２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「調査測定」種目「市場調査」で登録されてい

る者。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　電　話　044－200－2473

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　電子メール　17brand@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月22日

（水）まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝

日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書

を９月27日（月）午後５時までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の様式

　　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提

出してください。

　　ウ 　質問受付期間

　　　 　令和３年９月10日（金）から９月29日（水）正

午まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く）

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く。最終日は正午まで）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。

　　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合

は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて

御連絡ください。

　　　 　また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着するよ

う発送してください。

　⑵ 　回答

　　 　令和３年10月１日（金）午後５時までに、回答書

を令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに送付します。

なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付します。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答しません。また、回答後の

再質問は受付しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
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書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所

　　ア 　入札日時　令和３年10月７日（木）午後１時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」及び「３⑴配布・提出

場所及び問い合わせ先」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　事業により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　広告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第891号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 むじなが池公園橋りょう修繕設計業務委託

履行場所 川崎市麻生区白山４丁目６

履行期限 令和４年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ「鋼

構造及びコンクリート」部門のいずれかの資格を有する者を配置すること。

　　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年10月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　主要地方道横浜上麻生（柿生陸橋）建物調査等委託その１

履行場所 川崎市麻生区上麻生六丁目地内

履行期限 令和４年１月31日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」で登録されてい

る者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年10月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃その２）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期限 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年10月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線（小杉御殿工区）交差点詳細修正設計委託

履行場所 川崎市中原区小杉御殿町１丁目地内他

履行期限 令和４年３月31日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　管理技術者は、技術士（建設部門：道路）又はＲＣＣＭの「道路」部門のいずれかの資格を有

する者を配置すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年10月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第892号

　　　ヨドバシカメラアッセンブリーセンター川

　　　崎増設計画に係る事後調査報告書（供用時）

　　　について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

事後調査報告書（供用時）について

１ 　事後調査実施者

　　名　称：株式会社ヨドバシカメラ

　　代表者：代表取締役　藤沢　和則

　　住　所：東京都新宿区新宿５丁目３番１号

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名　称

　　 　ヨドバシカメラアッセンブリーセンター川崎増設

計画

　⑵ 　種　類

　　　大規模建築物の新設（第１種行為）

３ 　事後調査報告書の要旨

　第１章　指定開発行為の概要

　　⑴ 　指定開発行為者

　　⑵ 　指定開発行為の名称及び種類

　　⑶ 　指定開発行為を実施する区域

　　⑷ 　指定開発行為の目的及び内容

　　⑸ 　指定開発行為の実施状況

　　⑹ 　環境保全のための措置の実施状況

　第２章　 条例環境影響評価書に掲げる事後調査計画の

概要

　　⑴ 　事後調査の項目

　　⑵ 　事後調査の内容

　　⑶ 　調査実施者（業務受託者）

　第３章　事後調査結果

　　⑴ 　調査項目

　　⑵ 　調査結果の検証結果及び以後講ずる措置

　資料編

４ 　事後調査報告書の写しの縦覧期間、場所及び時間

　⑴ 　期　間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年10月11日

（月）まで

　⑵ 　場　所

　　 　川崎区役所、川崎区役所大師支所及び本庁舎（環

境局環境対策部環境評価課）

　⑶ 　時　間

　　 　午前８時30分から午後５時まで

　　　ただし、土曜日及び日曜日並びに祝日は除きます。

　　　───────────────────

川崎市公告第893号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　ホール最適配置検討業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　総務企画局公共施設
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総合調整室

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　ホール保有施設の現況調査及び整理を行い、最適

配置に向けた方向性の整理を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「調査・測定」種目「その他の調査・測定」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で、調査業務の実績（ホールに限らな

い）があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、調査業務の実績（ホー

ルに限らない）を証する書類（テクリス、契約書の写

し等）を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地（第３庁舎５階）

　　　総務企画局公共施設総合調整室

　　　電　話：044－200－2346（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3627

　　　E-mail：17koukyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月16日

（木）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参、郵送又は電子メールによります。郵送及び

電子メールの場合、令和３年９月16日（木）午後５

時必着とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年９月21日（火）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月22日（水）から令和３年９月27日

（月）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　17koukyo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3627

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年９月30日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
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を入札件名が記載された封筒に封印して持参、も

しくは郵送してください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札書の提出場所

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地（第３庁舎５階）総務

企画局公共施設総合調整室

　⑶ 　入札書の受付期間

　　 　令和３年10月１日（金）～令和３年10月７日（木）

までの午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。

　⑷ 　入札書の提出方法

　　 　持参、もしくは郵送。郵送の場合、令和３年10月

７日（木）午後５時必着とします。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　開札の日時・場所

　　　令和３年10月８日（金）午前11時

　　　総務企画局公共施設総合調整室

　　　開札日の立ち会いは必要ありません。

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　　 　当該落札候補者については、上記２に示した資格

を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした

上、落札者として決定します。資格審査の結果、当

該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入

札を無効とし、順次、価格の低い入札者について同

様の審査を実施し、落札者を決定します。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は後日、再度入札を行い

ます。（詳細につきましては、再入札となることが

決定した時点で、対象の入札参加者へお知らせいた

します。）

　⑼ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　　契約手続において使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。⑵関連情報を入手

するための窓口は、「３⑴配布・提出場所及び問合

せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第894号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　公共建築物構造躯体等劣化調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　総務企画局公共施設

総合調整室

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　公共建築物８施設の構造躯体及び配管の劣化調査

を行う。構造躯体においては、劣化調査の結果を基

に、耐用年数評価を受ける。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「建築設計」種目「意匠設計」に登載されているこ

と。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で、類似業務の実績（各種調査業務等）
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があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績（各種

調査業務等）を証する書類（テクリス、契約書の写し

等）を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地（第３庁舎５階）

　　　総務企画局公共施設総合調整室

　　　電　話：044－200－2346（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3627

　　　E-mail：17koukyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月16日

（木）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参、郵送又は電子メールによります。郵送及び

電子メールの場合、令和３年９月16日（木）午後５

時必着とします。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年９月21日（火）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月22日（水）から令和３年９月27日

（月）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　17koukyo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3627

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年９月30日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参、も

しくは郵送してください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札書の提出場所

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地（第３庁舎５階）

　　　総務企画局公共施設総合調整室

　⑶ 　入札書の受付期間

　　 　令和３年10月１日（金）～令和３年10月７日（木）

までの午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。

　⑷ 　入札書の提出方法

　　 　持参、もしくは郵送。郵送の場合、令和３年10月

７日（木）午後５時必着とします。
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　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　開札の日時・場所

　　 　令和３年10月８日（金）午前10時　総務企画局公

共施設総合調整室

　　　開札日の立ち会いは必要ありません。

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該落札候補者については、上記２に示した資格

を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした

上、落札者として決定します。資格審査の結果、当

該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入

札を無効とし、順次、価格の低い入札者について同

様の審査を実施し、落札者を決定します。

　　 　なお、最低制限価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

の「川崎市業務委託契約に係る最低制限価格取扱要

綱・運用指針」を御覧ください。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札候補者がいない場合は後日、再度入札を行い

ます。（詳細につきましては、再入札となることが

決定した時点で、対象の入札参加者へお知らせいた

します。）

　⑼ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　有

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎市

のホームページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第895号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 使用済み乾電池運搬及び処理業務委託

（下半期分）

　⑵ 　履行場所　 川崎市川崎区浮島町509番地１ほか２

か所

　⑶ 　履行期間　契約日から令和４年３月31日（木）まで

　⑷ 　業務概要 　本業務は、本市で回収された使用済み

乾電池を、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律に従い、本市が指定する保管場所

から受託者の処理施設まで運搬し、無害

化処理及び再資源化を図り適正に処理す

るものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿業

種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分業」に

登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

使用済み乾電池の運搬及び処理業務の契約実績を有

すること。ただし民間実績については、同等の契約

実績を有すること。

　⑸ 　一般廃棄物処理施設設置許可を取得していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸に関する書類を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　　担当　森田

　　　電話　044－200－2587（直通）
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　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月16日

（木）９時から17時まで（土曜日、日曜日、祝日及

び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送。ただし、郵送の場合は申込書の提

出締切日までに届くこととし、不備がないこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写し

　　イ 　上記２⑸の許可証の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和３年９月27日（月）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年９月27日（月）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年９月27日（月）から令和３年９月29日

（水）９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年10月１日（金）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年10月５日（火）14時

00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法 　原則持参とする。ただし、や

むを得ない場合に限り郵送での

提出を可とする（７⑵の前日ま

でに届かない場合及び入札書の

不備は無効とする）。

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法 　川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の

範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者

とします。

　⑺ 　再入札の実施　　 　落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。

　⑻ 　入札の無効　　　 　川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを無

効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　要（10％）

　　　　　　　　　　　 　ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除と

いたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」から閲

覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第896号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名
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　　　 令和３年度川崎市総合計画に関する市民意識調査

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市総務企画局都

市政策部企画調整課ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月30日（水）まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市総合計画の取組の成果を測るため、市民生

活やまちづくり等に関するいくつかのテーマについ

て、市民の生活意識や市政に対する意識等を明らか

にし、今後の市政運営の参考とするため、「川崎市

総合計画に関する市民意識調査」を実施します。詳

細は、委託仕様書によります。

　　ア 　実施時期

　　　 　年２回（第１回：令和３年11月（予定）、第２

回：令和４年２月（予定））

　　イ 　標本数

　　　 　各3,000サンプル（住民基本台帳から層化二段

無作為抽出）

　　ウ 　対象者

　　　　市内在住の満18歳以上の男女（外国人を含む。）

　　エ 　調査方法

　　　　郵送法

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「調査・測定」種目「市場調査」で登録されて

いること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２箇年の間に、本市又はその他の官公庁にお

いて、社会・世論に係る調査業務の委託契約を２回

以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し

た実績を有し、かつ、本業務を確実に履行すること

ができること。

　⑸ 　一般財団法人日本情報経済社会推進協会よりプラ

イバシーマーク（Ｐマーク）認証を取得しているこ

と。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎５階

　　　総務企画局都市政策部企画調整課

　　　電話：044－200－2024

　　　ＦＡＸ：044－200－0401、

　　　E-Mail：17kityo@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市ホームページの「入札情報かわさき」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月24日

（金）まで（ただし、閉庁日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の条件を満たすことを証明する書類

（契約書の写し等）

　　ウ 　上記２⑸の条件を満たすことを証明するプライ

バシーマーク登録証等の写し

　　エ 　本業務の実施体制及びスケジュール

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り一般競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　 　令和３年９月29日（水）（午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑵ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、電子メールにより送付します。

　⑶ 　入札説明書及び仕様書等

　　 　入札説明書等は上記３⑴の場所において、上記３

⑵の期間で縦覧に供します。なお、令和３・４年度

川崎市業務委託有資格業者名簿に登録した際に電子

メールアドレスを登録している場合は、一般競争入

札参加資格確認通知書とあわせて電子メールで送付

します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月29日（水）から令和３年10月１日

（金）午後５時まで
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　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　ア 　電子メール　17kityo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－0401

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年10月４日（月）までに、一般競争入札参

加者全員へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付

します。なお、この入札の参加資格を満たしていな

い者からの質問に関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類等につい

て、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年10月７日（木）　10時00分

　　イ 　場所　川崎市役所第３庁舎５階

　　　　　　　企画調整課会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は、落札者の負担とし

ます。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、上記３⑴に同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第897号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日　

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 カード型障害者手帳交付事務に係る写真台紙スキ

ャニングシステム・裏書印字システム等の賃貸借

契約

　⑵ 　履行場所

　　 　健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課、総合リハ

ビリテーション推進センター、各区役所高齢・障害

課、各地区健康福祉ステーション高齢・障害担当、

その他川崎市の指定する場所

　⑶ 　契約期間

　　　契約日から令和７年９月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度本市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、

種目「事務用機器」に登載されており、かつ、「Ａ」

の等級に格付けされていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、過去２年以内に本市又は

他官公庁において同種の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品及び数量について、確実に納入する

ことができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、当該物品のトラブル等に

対し、本市の求めに応じて柔軟に対応できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競
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争入札参加資格確認申請書及び同種の契約実績を証す

る書面（契約実績証明書）を提出しなければなりませ

ん。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課　関野

　　　電　話：044－200－2653

　　　ＦＡＸ：044－200－3932

　　　E-mail：40syogai@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月16日

（木）までとします（土日・祝日を除く、午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出して資格が

確認された者には、次により一般競争入札参加資格確

認通知書及び入札説明書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年９月21日（火）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、本市製造の請負・物件の供給等有資格業

者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで一般競争入札参加資

格確認通知書及び入札説明書を送付します。

　⑶ 　入札説明書の閲覧

　　 　入札説明書は３⑴の場所において令和３年９月10

日（金）から令和３年９月16日（木）まで縦覧に供

します（土日・祝日を除く、午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年９月21日（火）から令和３年９月24日

（金）までとします。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受け付けます。必

要事項を記入し、電子メールにて送付してくださ

い。また、質問書を送信した旨を担当まで電話で御

連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年９月28日（火）に、

全社あてに電子メールにて送付します。

６ 　商品説明書（カタログ等）の提出

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を令和３年９月29日（水）午後５時15

分までに３⑴の場所に提出しなければなりません。ま

た、競争入札参加者は、開札日の前日までの間におい

て、本市から該当書類に関し説明を求められたときに

は、これに応じなければなりません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　リース総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。また、この金額には調達物品の輸送、設置、

調整、試験、保守その他の諸経費一切を含め見積

るものとし、リース期間を47 ヶ月として算定し

てください。

　　イ 　入札者は見積った契約金額（消費税及び地方消

費税を含む）の110分の100に相当する金額を入札

書に記載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時：令和３年10月１日（金）　午後２時

　　イ 　場所：川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行なった者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は調査を行なうことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　開札に立会う者に関する事項

　 　入札場所に入場しようとするときは、一般競争参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はそ

の代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に
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立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けなければなりません。（入

札前に委任状を提出してください。）

10 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行ないま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者を除きます。

11 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納付しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の該

当金額について減額又は削除があった場合は、発注

者はこの契約を変更または解除することができるも

のとします。

　　 　その場合、前段の解除により損失が生じた場合

は、受注者はその損失の補償を本市に対して請求す

ることができるものとし、補償額は協議して定める

ものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第898号

　等々力緑地魅力づくり推進業務委託の業者選定に関す

る公募型プロポーザルの実施について、次のとおり公告

します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務概要

　⑴ 　件　　名

　　　等々力緑地魅力づくり推進業務委託

　⑵ 　目　　的

　　 　等々力緑地では、令和２年２月に策定した「等々

力緑地再編整備事業の推進に向けた今後の取組方

針」に基づく検討を進め、「新たな日常」の実現に

向けた視点を加えて公園機能の充実をより一層図る

ことを目指し、等々力緑地再編整備実施計画の改定

作業を進めています。また、国においては「新たな

ステージに向けた緑とオープンスペースの政策の展

開」や「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの

方向性」に対応した取組の必要性を示しています。

　　 　これらのことを踏まえ、等々力緑地内の既存の施

設を活かしながら、密を避けるなどの「ニューノー

マル」を実践することに加えて、恒常的な賑わいや

魅力の創出に繋げることを目的とし、実証実験の実

施と有効活用の検討について委託するものです。

　⑶ 　業務内容

　　 　実証実験の実施内容には、インターネットに接続

可能なワーキングスペースの設置及び新型コロナウ

イルス感染症の状況を踏まえた軽食などの飲食を提

供する場を設置し、運営することとします。

　　ア 　実証実験実施に係る事前調整

　　イ 　実証実験の実施（設営、運営及び撤去）

　　ウ 　参加者の募集方法の企画及び広報の実施

　　エ 　アンケート調査の実施

　　オ 　継続的な活用に向けた課題の抽出と方向性の提案

　　カ 　報告書の作成

　⑷ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月15日まで

　⑸ 　履行場所

　　　等々力緑地（川崎市中原区等々力１）

　⑹ 　事業委託料

　　　以下の金額を上限とします。

　　　4,270,000円（消費税及び地方消費税を含む）

２ 　参加資格

　 　参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなけれ

ばなりません。

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項及び第２項の各号に該当しないこと

　⑵ 　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規

定による更生手続開始の申立てがなされていないこ

と又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条

の規定による再生手続開始の申立てがなされていな

いこと

　⑶ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中又は川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

による指名停止期間中でないこと

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「99その他業務・０１イベント」に登録がある

こと。なお、公告時点において、指定した業種に登

録がない場合については、令和３年９月15日（水）

までに川崎市財政局契約課が規定する申請手続を完

了させ、10月１日（金）に名簿登載されていること

を参加条件とする。

　⑸ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
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ない者であること

　⑹ 　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力

団またはその構成員の利益になる活動を行っていな

いこと

　⑺ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者であること

　⑻ 　川崎市内において、都市計画法（昭和43年法律第

100号）、その他関連法令に違反していないこと

３ 　担当部署及び問合せ先

　　川崎市建設緑政局等々力緑地再編整備室事業推進担当

　　中村、大村

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　川崎駅前タワー・リバークビル17階

　　電　話　044－200－2408（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　電子メール　53todose@city.kawasaki.jp

　⑵ 　参加意向申出書等の提出

　　 　郵送（書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。）

もしくは持参により次の資料（各１部）を提出して

ください。

　　ア 　提出書類

　　（ア ）参加意向申出書（本市のＨＰからダウンロー

ドして御使用ください。なお、不明な場合は上

記３の等々力緑地再編整備室担当宛てにお問い

合わせください。）

　　（イ ）誓約書（上記２に記載した事項についての誓

約書になります。本市のＨＰからダウンロード

して御使用ください。）

　　（ウ）履歴事項全部証明書１部

　　イ 　提出期間

　　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月29日

（水）までの期間の午前８時30分から午後５時ま

で（閉庁日及び正午～午後１時を除く。）（郵送の

場合は令和３年９月29日（水）午後５時までに必着）

　　ウ 　提出先

　　　　３に同じ

　⑶ 　質問書の受付及び質問書に対する回答

　　 　企画提案に関する質問は、令和３年９月17日（金）

から令和３年10月４日（月）午後５時までの期間に、

上記３の等々力緑地再編整備室担当宛てに電子メー

ル（添付文書がある場合にはMicrosoft Word形式、

Ａ４版縦・横書き）で送付してください。

　　 　回答は、令和３年10月７日（木）に参加資格を有

する全ての参加意向申出書の提出者に対して電子メ

ールにて回答いたします。

　⑷ 　参加資格確認結果通知の発送

　　 　令和３年10月５日（火）に、参加意向申出書の提

出者宛てに、参加資格確認結果通知を郵送します。

また、参加資格要件を満たす者には、関係書類提出

要請書も併せて郵送します。

　⑸ 　企画提案書の提出

　　 　参加資格を有する者は、次の期日までに必要書類

を郵送（書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。）

もしくは持参により提出してください。

４ 　企画提案の流れ

　⑴ 　スケジュール

内　　　容 期　間　等

仕様書・実施要領等の公表 令和３年９月10日（金）

参加意向申出書等の提出 令和３年９月10日（金）から令和３年９月29日（水）までの期間の閉庁日を除く、

午前８時30分から午後５時まで（正午～午後１時を除く。）

質問書の受付 令和３年９月17日（金）から令和３年10月４日（月）までの期間の閉庁日を除く、

午前８時30分から午後５時まで（正午～午後１時を除く。）

参加資格確認結果通知発送 令和３年10月５日（火）

質問書に対する回答 令和３年10月７日（木）

企画提案書受付 令和３年９月24日（金）から令和３年10月15日（金）までの期間の閉庁日を除く、

午前８時30分から午後５時まで（正午～午後１時を除く。）

書類審査 令和３年10月18日（月）から令和３年10月22日（金）まで

ヒアリング審査（予定） 令和３年10月28日（木）、11月１日（月）、２日（火）、４日（木）のうち、指定の日時

選定結果の通知（予定） 令和３年11月５日（金）

業務委託契約締結（予定） 令和３年11月８日（月）以降
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　　ア 　提出期間

　　　 　令和３年９月24日（金）から令和３年10月15日

（金）までの期間の午前８時30分から午後５時ま

で（閉庁日及び正午～午後１時を除く。）（郵送の

場合は令和３年10月15日（金）午後５時までに必着）

　　イ 　提出先

　　　　３に同じ

　　ウ 　提出書類

　　　 　次の（ア）～（エ）は任意様式とします。

　　（ア）企画提案書

　　　　　20ページ以内とする。

　　（イ）業務実績表

　　（ウ）見積書

　　（エ）実施体制及び配置予定人員

　　（オ）法人概要（パンフレット等）

　　エ 　注意事項

　　（ア ）提出書類は、正１部と副８部をそれぞれ製本

し、提出してください。

　　（イ ）用紙はＡ４版縦横どちらでも可（図表等がみ

にくくなる場合には、Ａ３横・三つ折りを含む

ことも可とする。）、左上１か所で綴じてください。

　　（ウ）提出された提案書類は返却しません。

　　（エ ）提出後、提案者側からの提案書類の差し替え

及び追加はできません。

　　（オ ）提案書類については、あくまでも業務を委託

する者を選定するための資料であり、企画提案書

の内容全てが契約に反映されるとは限りません。

　　（カ ）提出後、本市が必要と判断した場合は、追加

資料の提出を求めることがあります。

５ 　審査方法

　⑴ 　評価委員会の設置

　　 　「プロポーザル選定評価委員会設置要綱」に基づ

き評価委員会を設置し、書類審査及びヒアリング審

査を実施します。

　⑵ 　書類審査の実施

　　ア 　日程（予定）

　　　 　令和３年10月18日（月）から令和３年10月22日

（金）まで

　　イ 　実施方法

　　　 　７者以上から企画提案書の提出があった場合に

は、選考基準のヒアリング項目を除いた項目につ

いて書類審査を実施し、合計得点の上位６者を書

類審査通過者として選定します。なお、書類審査

の結果は、審査終了後、速やかに提案のあった全

ての事業者に通知します。また、書類審査通過者

に対して、ヒアリング審査の日程等を併せて通知

します。

　　　 　企画提案書の提出が６者以内であった場合に

は、書類審査及びヒアリング審査を同時に実施

し、提案のあった全ての事業者に対して事前に審

査の日程等を併せて通知します。

　⑶ 　ヒアリング審査の実施

　　ア 　日時（予定）

　　　 　令和３年10月28日（木）、11月１日（月）、２日

（火）、４日（木）のうち、指定した日時を個別

に連絡します。

　　イ 　場所

　　　 　未定（調整の上、個別に連絡します。）

　　ウ 　提案時間

　　　 　事前に提出いただいた企画提案書に基づき、15

分程度で提案説明を行っていただき、その後15分

程度質疑応答を行います。

　　エ 　出席者

　　　 　ヒアリング審査への出席者は各提案事業者につ

き２名以内とします。

　⑷ 　選定結果の通知（予定）

　　　令和３年11月５日（金）

　⑸ 　選考基準及び順位の確定方法

　　ア 　選考基準

　　　　次の評価項目に沿って、選考を行います。

　　（ア）業務目的及び内容の理解度

　　　　 　事業の目的や意義などの基本的な考え方を理

解しているか。業務に積極的に取り組む姿勢が

みられるか。

　　（イ）事業実施体制

　　　　 　業務を円滑に実施できる人員を適切に配置し

ているか。履行期限までに業務が完了するよう

な適切なスケジュールや体制となっているか。

　　（ウ）事業の企画・運営力

　　　　 　これまでの知識や経験を生かした積極的、独

創的な提案になっているか。また、効果的かつ

効率的な運営配慮がなされ、提案内容に具体性

と実現性があるか。

　　（エ）関連業務の過去の実施実績

　　　　 　本業務に活用できるような経験を過去の業務

において実施しているか。また、業務に活かせ

る知識やノウハウを有しているか。

　　（オ）予算の妥当性

　　　　 　企画内容と見積書の整合性が図れており、費

用対効果がみられる提案内容か。

　　（カ）ヒアリング（プレゼンテーション）

　　　　 　等々力緑地や地域資源を活かし、魅力を発信

する機会となるようなＰＲ力や積極性があるか。

　　イ 　採点方法

　　（ア）配点

　　　　 　選考基準に基づく評価項目を設定し、100点
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満点とします。各委員は、事業者ごとに選考基

準に基づく評価採点表に点数を入れます。事業

者ごとに最高得点と最低得点の委員の点数を除

外したうえで、残りの委員の点数を合計したも

のをその事業者の合計得点とします。

　　（イ）各配点の考え方

　　　　 　各項目の評価は、５点または10点を満点とし

た次表の５段階評価とします。

評価
優れて

いる

やや

優れている
普通

やや

劣っている

劣って

いる

配点
10点 ８点 ６点 ４点 ２点

５点 ４点 ３点 ２点 １点

（選考基準のうち、（エ）関連業務の過去の実施実績に

ついては、５点満点とします。）

　　（ウ）基準点

　　　　 　総合計点の６割の360点とします。

　　ウ 　順位の確定方法

　　　 　事務局は、各委員の合計点を提案業者ごとに集

計し、最も高い合計点を獲得した業者を契約先と

して選定します。当該集計において、最も高い総

合点を獲得した業者が複数の場合（同点の場合）

は、次の（ア）～（ウ）の選考過程により最終順

位を確定し、選定業者とします。なお、提案業者

が１業者のみの場合については、基準点を満たし

た場合に選定業者とします。

　　（ア ）⑸「選考基準及び順位の確定方法」ア「選考

基準」（ウ）「事業の企画・運営力」の合計点が

最も高い業者

　　（イ ）（ア）に該当する業者が複数ある場合、経費

見積額が最も低い業者

　　（ウ ）上記によりがたい場合は、委員の協議により

決定した業者

６ 　プロポーザル参加資格の喪失

　 　次の事由に該当する場合は、失格となります。

　⑴ 　「２参加資格」の各号のいずれかの条件を欠いた

とき

　⑵ 　提出書類等の内容に虚偽の記載をしたとき

　⑶ 　提出期限、提出方法、提出先に適合しないとき

７ 　その他留意事項

　⑴ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とします。

　⑵ 　提出書類及び契約手続において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

８ 　参考資料

　 　企画提案書類の作成の際に、必要に応じて活用して

ください。

　⑴ 　等々力緑地について

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/

category/30-11-0-0-0-0-0-0-0-0.html

　⑵ 　等々力緑地再編整備について

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/

category/26-8-5-0-0-0-0-0-0-0.html

　⑶ 　等々力緑地のマーケットサウンディング実施につ

いて

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/530/page/

　　　0000101739.html

　⑷ 　等々力緑地再編整備事業に係る民間提案の提出に

ついて

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/530/page/

　　　0000105291.html

　⑸ 　等々力緑地再編整備事業に係る民間提案に対する

審査講評について

　　　 http://www.city.kawasaki.jp/530/page/

　　　0000110985.html

　⑹ 　等々力緑地再編整備事業の推進に向けた今後の取

組方針について

　　　https://www.city.kawasaki.jp/530/page/

　　　0000119609.html

　⑺ 　等々力緑地再編整備計画推進委員会について

　　　 https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/

category/26-8-5-3-0-0-0-0-0-0.html

　⑻ 　大規模投資的事業の検討を踏まえた今後の対応に

ついて

　　　 https://www.city.kawasaki.jp/templates/

press/170/0000125655.html

　⑼ 　「等々力緑地再編整備実施計画改定骨子（案）」

の市民意見の募集について

　　　 https://www.city.kawasaki.jp/530/page/

　　　0000129507.html

　⑽ 　業者登録申請について

　　　 https://www.city.kawasaki.jp/233300/

category/253-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html

　　　───────────────────

川崎市公告第899号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　夜光地区30号陸閘ほか改良調査設計委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区夜光１丁目地内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年12月28日まで
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　⑷ 　業務概要

　　 　本委託は、開閉に時間と労力を要する角落し式陸

閘（夜光30号、31号陸閘）を含む海岸保全施設につ

いて、地中レーダ探査による埋設物調査を行い、現

場状況に適した法線、形式、構造に改良するための

調査設計委託である。

　　 　設計業務（設計計画、資料収集・整理、現地踏査、

課題の抽出、法線の検討、総合的な比較検討、図面

作成、成果、関係事業者ヒアリング、協議・報告、

照査）　　１式

　　　一般調査（地中レーダ探査）　１式

　　　解析等調査（解析）　　　　　１式

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「建設コンサルタント」、種目「港湾及び空港」

で登録されている者。

　⑷ 　平成23年度以降に既設陸閘の改良設計業務を元請

けとして実施し、完了した実績を有すること。

　⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。

　　ア 　管理技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空

港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾及

び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のい

ずれかの資格を有する者とし、かつ平成23年度以

降に既設陸閘の改良設計業務を実施し、完了した

実績を有すること。

　　イ 　照査技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空

港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾及

び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のい

ずれかの資格を有する者とし、かつ平成23年度以

降に既設陸閘の改良設計業務を実施し、完了した

実績を有すること。

　　　 　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月16日

（木）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑸に記載された要件を満たしていることを証

する書類（資格証の写しなど）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年９月22日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和３

年９月22日（水）までに競争入札参加資格確認通

知書、入札説明書及び仕様書等を電子メールによ

り送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月24日（金）午前９時から令和３年９

月28日（火）午後４時まで
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　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年10月１日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年10月８日（金）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　この委託は、電子納品の対象です。電子納品とは、

川崎市電子納品要領に基づき、最終成果物を電子デー

タで納品することです。川崎市電子納品要領について

は、川崎市ホームページ（http://www.city.kawasaki.

jp/jigyou/category/78-34-6-0-0-0-0-0-0-0.html） を

ご覧ください。

　⑸ 　本入札用設計書には、「登録単価」及び「【参考資

料】積算入力データリスト」を添付しています。「登

録単価」は、市で公表していない単価や物価資料に

掲載のない単価等を明示しています。（添付してい

ない場合もあります。）「【参考資料】積算入力デー

タリスト」は、委託設計書の設計内容を明確にする

ため、積算システムに入力した積算情報を参考とし

て掲載したものです。また、摘要欄に記載されてい

るシステム記号等については、システム構成上、標

準的なものを表示しています。

　　　───────────────────

川崎市公告第900号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　川崎市民プラザプール照明器具交換等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区新作１－19－１ 　川崎市民プラザ

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年１月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市民プラザのプール照明器具の交換等を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点検」

に登録されている者であること。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されている者。
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　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや実績一覧表等）を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局市民生活部企画課　

　　　電　話　044－200－2153（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3707

　　　E-mail　25kikaku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月16日

（木）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年９月21日（火）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月21日（火）午前９時から令和３年９

月24日（金）正午までとします。ただし、平日の正

午から午後１時まで、土曜日、日曜日、祝日等の本

市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25kikaku@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3707

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年９月28日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　令和３年10月５日（火）午前11時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２
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　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第901号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度広域避難場所標識保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区富士見２丁目１番地先ほか18か所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市内に設置している広域避難場所標識について、

高所作業車等を用いて点検を行い、安全の確認を行

う。また、標識盤面のボルト・ナットの取付状態を

確認し、保守を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に業種

「その他」（種目「その他」）に登載されていること。

　⑷ 　川崎市内に本店又は受任地を有していること。

　⑸ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項第１号による中小企業者である

こと。

　⑹ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、標識、看板の作成を含む同程度の規模の契

約を締結し、これらをすべて誠実に履行しているこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　危機管理計画担当

　　　電　話　044－200－0337（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から９月17日（金）まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日及び平日の正午から午後１時ま

でを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付
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　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年９月22日（水）午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月10日（金）から９月24日（金）まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から

午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年９月28日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和３年10月７日（木）　午前10時

00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等
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は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第902号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度原子力防災活動資機材点検等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区東田町５番地４　総務企画局危機管

理室ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　原子力防災活動用に各局で配備している放射線測

定器等の原子力防災活動資機材について、機器の維

持を目的とした定期的な詳細点検（メーカーによる

点検）を実施します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「医療関連業務」種目「医療機器維持管理」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で国または地方公共団体にして、２年

間で２件以上の契約実績があること

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証

する書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を

持参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　企画調整担当

　　　電話　044－200－2850（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から９月17日（金）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和３年９月

21日（火）の午前８時30分から正午までとします。

ただし土曜日、日曜日祝日及び平日の正午から午後

１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年９月29日（水）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月10日（金）から９月27日（月）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和３年９月

28日（火）午前８時30分から正午までとします。た
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だし、土曜日、日曜日祝日及び平日の正午から午後

１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年９月30日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年10月５日（火）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第903号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　 かわさき新産業創造センター積算電力量・量水器

計補修業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区新川崎７番７号

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年12月26日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　かわさき新産業創造センター内ナノ・マイクロ産

学官共同研究施設（ＮＡＮＯＢＩＣ）研究棟・クリ
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ーンルーム棟に設置されている積算電力量計27台・

量水器２台について、補修・交換を行うもの。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点検」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル10階

　　　経済労働局　イノベーション推進室

　　　ベンチャー産業創出担当

　　　電　話　044－200－2973（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　　E-mail　28sozo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月17日

（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年９月24日（金）午後１時から午後５時ま

で

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年９月24日（金）から令和３年９月29日

（水）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　28sozo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3920

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年10月４日（月）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。
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　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年10月８日（金）午前11時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　川崎フロンティアビル６階

　　　　川崎市経済労働局打ち合わせスペース

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　川崎市契約規則第33条各号により免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第904号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立鷺沼小学校校舎改築等基本計

画策定業務委託

　⑵ 　履行場所　 教育環境整備推進室（川崎区宮本町６

番地）ほか

　⑶ 　履行期間　令和４年６月30日まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「建築設計」種目「意匠設

計」で登録されていること。

　⑷ 　平成24年度以降に学校施設（校舎）に係る基本構

想、基礎調査、基本計画いずれかの契約実績があり、

誠実に履行した実績を有すること。

　⑸ 　平成24年度以降に延床面積6,000㎡以上の学校施

設（校舎）の新築・増築・改築いずれかの設計の契

約実績があり、誠実に履行した実績を有すること。

　⑹ 　建築士法（昭和25年　法律第202号）による一級

建築士取得後10年以上の実務経験を有する者が所属

していること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　上記２⑷、⑸を証明する契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑹に示した資格者証等の写し及び業務経

歴書

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」を御覧く

ださい。

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書等は、令和３年
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９月10日（金）～令和３年９月16日（木）に下記⑷

の場所で配布しています。また、「入札公表詳細」

から一般競争入札参加資格確認申請書をダウンロー

ドすることができます。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書等の郵送

による提出は認めません。

　⑶ 　提出期間

　　　令和３年９月10日（金）～令和３年９月16日（木）

　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑷ 　提出場所

　　　川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階

　　 　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　長期保

全・計画担当

　　　電話：044－200－0362

４ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からダ

ウンロードしてください。ダウンロードができない場

合、３⑶の期間に３⑷の場所で配布します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに確認通知書を令和３年９月21日

（火）までに送付します。当該委任先メールアドレス

を登録していない者にはＦＡＸで送付します。

６ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和３年９月21日（火）～令和３年９月24日（金）

　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期

間に３⑷の場所で配布します。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑷の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年９月29日（水）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が開札前に次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年10月６日（水）午前

10時

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　第４庁舎４階第２会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

９ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を総額で定めます。当該予定価格の制限の範囲内で

最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を

落札者とします。

　⑵ 　入札の無効

　　 　２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札の場合は、これを無効とします。

10 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付を免除します。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

11 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
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語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は

上記３⑷の場所で閲覧することができるほか、川崎

市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関係

規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第905号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市職員採用に係る就職支援サイト掲載及び広

報業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　神奈川県内、東京都内等

　⑶ 　履行期限

　　　令和４年３月31日（木）

　⑷ 　業務概要

　　ア 　就職支援サイトへの本市職員採用情報等の掲載

　　イ 　ＷＥＢセミナーの開催・運営及び広報

　　ウ 　本市主催の採用説明会のインターネット上での

予約受付及び定員管理

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「催物

会場設営及びイベント、運営・企画」で登録されて

いる者。

３ 　入札の日程（概要）

令和３年　９月10日（金） 公告

　　　　　９月16日（木） 入札参加申込書締切

　　　　　９月17日（金） 入札参加資格確認通知の送付

　　　　　９月22日（水） 仕様書等に関する質問締切

　　　　　９月27日（月） 仕様書等に関する質問回答

　　　　　９月29日（水） 入札

４ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次により

一般競争入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書の配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）「入札情報」の委託の欄の「入札公表」（財政

局側）からダウンロードできます。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出期間

　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月16日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９

時から12時まで及び13時から17時まで）

　⑶ 　提出先

　　　〒210－0006

　　　川崎市川崎区砂子１－７－４ 　砂子平沼ビル４階

　　　川崎市人事委員会事務局任用課

　　　電話番号　044－200－3343

　　　ＦＡＸ　　044－222－6449

　　　E-mail　　94ninyo@city.kawasaki.jp

　⑷ 　提出書類

　　　一般競争入札参加申込書

　⑸ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　仕様書の配布

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札

情報」の委託の欄の「入札公表」（財政局側）から仕

様書をダウンロードすることができます。

　⑵ 　配布期間

　　 　令和３年９月10日（金）９時から令和３年９月16

日（木）17時まで

６ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委

託」の委任先メールアドレスに、確認通知書を申請申

込締切後、令和３年９月17日（金）までに送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　提出書類に虚偽の記載をしたとき。

８ 　仕様等に関する質問・回答

　 　仕様等に関する質問は、次により質問書を提出して

ください。

　⑴ 　質問書の配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札

情報」の委託の欄の「入札公表」（財政局側）から質

問書をダウンロードすることができます。

　⑵ 　質問書の配布・提出期間
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　　ア 　配布期間

　　　 　令和３年９月10日（金）から令和３年９月16日

（木）まで

　　イ 　提出期間

　　　 　令和３年９月10日（金）９時から令和３年９月

22日（水）まで15時まで

　⑶ 　提出先

　　　上記４⑶に同じ

　⑷ 　提出方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年９月27日（月）までに、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委

任先メールアドレス又はＦＡＸにより回答いたしま

す。なお、メールアドレスの登録がない場合は、Ｆ

ＡＸにて回答いたします。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札書の提出方法

　　 　持参とします。入札は所定の入札書を入札件名を

記入した封筒に入れて提出してください。

　⑵ 　入札予定日時・場所

　　ア 　入札予定日時

　　　　令和３年９月29日（水）14時

　　イ 　入札予定場所

　　　　川崎市川崎区砂子１－７－４

　　　　砂子平沼ビル５階会議室

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

及び地方消費税額を含まないものとします。

　　ウ 　入札及び開札に立ち会う者が代理人の場合は、

入札書の代表者氏名の下に、必ず代理人の氏名及

び押印してください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除します。

　⑸ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、資格確認通知書、

名刺を必ず持参してください。また、入札及び開札

に立ち会う者は、入札者又はその代理人とします。

ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

代理人に入札に関する権限及び開札の立ち会いに関

する権限を委任したことを示す委任状を入札前に提

出してください。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者

とします。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により、無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は

これを無効とします。

10 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成

　　　要します。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除します。

　⑶ 　前払金

　　　なし

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）から閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第906号

　川崎都市計画地区計画の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和３年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画地区計画の変更

　　（大師橋駅前地区地区計画）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　川崎区　大師河原２丁目地内

３ 　縦覧場所

　 　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　 　川崎区役所３階市政資料コーナー
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　　（川崎区東田町８番地）

　　川崎区役所大師支所（川崎区東門前２－１－１）

　　川崎区役所田島支所（川崎区鋼管通２－３－７）

　　川崎市立川崎図書館

　　 （川崎区駅前本町12－１　川崎駅前タワーリバーク

４階）

４ 　縦覧期間

　 　令和３年９月13日（月）から令和３年９月27日（月）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第907号

　川崎都市計画用途地域の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和３年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画用途地域の変更（生田浄水場地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　生田１丁目地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　川崎市多摩区役所生田出張所

　　（多摩区生田７－16－１）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和３年９月13日（月）から令和３年９月27日（月）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第908号

　川崎都市計画高度地区の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和３年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画高度地区の変更（生田浄水場地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　生田１丁目地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　川崎市多摩区役所生田出張所

　　（多摩区生田７－16－１）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和３年９月13日（月）から令和３年９月27日（月）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第909号

　川崎都市計画地区計画の決定案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第17条第１項の規定により、

次のとおり公告し、この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和３年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画地区計画の決定

　　（生田浄水場地区地区計画）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　川崎市　多摩区　生田１丁目地内

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　なし

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　川崎市多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　川崎市多摩区役所生田出張所
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　　（多摩区生田７－16－１）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和３年９月13日（月）から令和３年９月27日（月）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第910号

　「消費者市民社会・成年年齢引下げＰＲ業務委託」実

施に関する企画提案の実施について、次のとおり公告し

ます。

　　令和３年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名

　　　消費者市民社会・成年年齢引下げＰＲ業務委託

　⑵ 　主な業務事項

　　ア 　「消費者市民社会」の普及啓発に係る広報の企

画・実施

　　（ア）動画広告

　　（イ）動画以外の広告

　　イ 　「成年年齢引下げ」の周知に係る広報の企画・

実施

　　（ア）動画広告

　⑶ 　委託期間

　　　契約締結日から令和４年３月25日まで

　⑷ 　履行場所

　　　川崎市内

２ 　提案書の提出者の資格

　 　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　令和３・４年度川崎市業務有資格業者名簿の業種

「99その他業務」、種目「99その他」に登載されて

いること

　⑵ 　本業務を実施する体制には、本業務に関連又は類

似する業務実績を有する者を含むこと

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でない者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業理解・取組意欲

　⑵ 　提案内容

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

　　 〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－

２　川崎フロンティアビル10階

　　電話：044－200－3864

　　ＦＡＸ：044－244－6099

　　メールアドレス：28syohi@city.kawasaki.jp

５ 　公募要領の公表の時期

　　令和３年９月13日（月）

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　期　　間： 令和３年９月21日（火）～９月27日

（月）午後４時

　⑵ 　受付場所：４と同じ

　⑶ 　提出方法：４の担当部局へ持参又は郵送

　　※ 　郵送の場合も期間最終日午後４時までに必着の

こと

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　期　　間： 令和３年10月18日（月）～ 10月21日

（木）午後３時

　⑵ 　提出場所：４と同じ

　⑶ 　提出方法：４の担当部局へ持参又は郵送

　　※ 　郵送の場合も期間最終日午後３時までに必着の

こと

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　　　　　　　　　８部

　　イ 　企業概要（パンフレット等）　８部

　　ウ 　業務実施体制・主な事業実績　８部

　　エ 　所要経費・概算見積書　　　　８部

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言　　語：日本語

　⑵ 　通　　貨：日本国通貨

９ 　契約書の作成の要否

　　要する

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　4,765,000円（消費税及び地方

消費税を含む）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
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の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出にかかる一切の費用

は、企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は、令和３年11月４日（木）を

予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本企画提案公募要領及び

仕様書を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第911号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区菅生一丁目1909番１

 ほか12筆の一部　　

 2,704平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区土橋２丁目６番地17

　　株式会社　成建

　　代表取締役　常磐　孝一

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：14戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年６月11日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第19号

　　令和２年９月24日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第61号

　　　───────────────────

川崎市公告第912号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島小型船溜防波堤築造その２工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時における経審の総合評定値通知書における「土

木一式」の総合評定値が1,200点以上であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（「別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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参 加 資 格

　⑽ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成18年４月１日以降に有すること。

　　 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び建設業法施行規則第十八条に定める法人）が

発注した工事で、「海上（作業船にて）における杭径φ900ｍｍ以上の鋼管杭あるいは鋼管矢板

を打設した工事」の完工実績。

　　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月18日　17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」に定め

るところによるものとします。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内ニヶ領用水護岸天端補強（管理用通路舗装その２）工事

履行場所 川崎市中原区宮内２丁目11番地先ほか１箇所

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力緑地Ｊリーグ開催時対応施設補修（緊急その２）工事

履行場所 川崎市中原区等々力１－１

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 臨港道路南岸道路改良（その２）工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格

⑻ 　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月13日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内道路補修（緊急21－２）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前老人福祉センター外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市宮前区宮崎２丁目12番地29

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 社会復帰訓練所外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市高津区末長１丁目３番８号

履行期限 契約の日から令和４年１月31日まで

参 加 資 格
⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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参 加 資 格

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第330号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和３年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　　 高速液体クロマトグラフ－四重極／高分解能型質量

分析計　１式

２ 　契約に関する事務担当部局

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和３年８月31日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　西川計測　株式会社

　　代表取締役　田中　勝彦

　　東京都渋谷区代々木三丁目22番７号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　54,800,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和３年７月12日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第331号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和３年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 庁内共通システム基盤追加リソースの賃貸借及び保

守契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５－４（第３庁舎９階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年７月21日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

　　神奈川支店長　加納　誠
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　　神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

５ 　契約金額（税抜きリース総額）

　　総額　48,756,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和３年６月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第332号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和３年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　電子メールシステム等の賃貸借及び保守契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５－４（第３庁舎９階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年８月13日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通リース株式会社横浜支店

　　支店長　谷頭　洋一

　　神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号

５ 　契約金額（税抜きリース総額）

　　総額　142,320,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和３年６月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第333号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和３年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　カード型障害者手帳作製等業務委託

２ 　契約に関する事務担当部局

　　健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年８月６日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　小林クリエイト株式会社横浜営業部

　　部長　若松　真一

　　横浜市西区浅間町一丁目10番

５ 　落札金額

　　23,408,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和３年６月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第334号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立中学校50校教育用コンピュー

タ機器賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市立中学校50校

　⑶ 　履行期間　 令和４年３月１日から令和９年２月28

日

　⑷ 　概　　要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

おり、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされているこ

と。

　　 　なお、令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件

の供給等有資格業者名簿」に登載のない者（入札参

加業種に登載のない者を含む。）は財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和

３年10月４日（月）までに行ってください。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書等配布及び提出場所

　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３

　　　川崎市総合教育センター　３階

　　　情報・視聴覚センター
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　　　電話　044－844－3712

　⑵ 　配布及び提出期間

　　 　令和３年９月27日（月）から令和３年10月11日

（月）まで

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～５時（土曜

日、日曜日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます

（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄

の「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。なお、一般競争入札参加申込書に記

載した実績を確認できる書類（契約書の写し等）を

併せて持参してください。

　　 （「 入 札 情 報 か わ さ き 」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに令和３年10月18日（月）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年10月18日（月）の午前８時30分から

午後５時（正午から午後１時までを除く）に、３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ場所

　　　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年９月27日（月）から令和３年10月25日

（月）午後５時まで（土曜日、日曜日を除く）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ

スあて送付してください。なお、質問書を送付した

ときは、その旨担当まで御連絡ください。（土曜日、

日曜日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年11月２日

（火）までに、競争入札参加資格があると認められ

た者あてに、ＦＡＸまたは電子メールアドレスにて

送付します。

　　 　なお、競争入札参加資格があると認められた者以

外からの質問には、回答しません。

６ 　カタログの提出について

　 　競争入札参加資格があると認められた者について

は、導入予定機種等のカタログを令和３年11月９日

（火）午後５時までに３⑴の場所に提出してくださ

い。なお、落札者については、落札決定後、契約書類

として機器明細書の提出を求めます。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃

貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）

を月数（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく

ださい。

　　 　なお、入札に際しては、川崎市競争入札参加者心

得第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額か

ら消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載してください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年11月16日（火）午前10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室

　　　　川崎市高津区溝口６－９－３

　　ウ 　郵送による場合の入札書の受領期限

　　　　令和３年11月15日（月）

　　　 　 郵送による場合は、期日までに到着するように書

留郵便等の記録が残る方法で送付してください。

　　エ 　郵送による場合の入札書の宛先

　　　　３⑴に同じ

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　８⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　８⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、後日再入札を実施しま

す。（詳細につきましては、再入札となることが決

定した時点で、対象の入札参加者へお知らせいたし
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ます。）

９ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

10 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　契約金額の10％

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除。

　⑵ 　前払金　　　　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札情報」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

11 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　支払については、毎月払いとします。

12 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 Lease computers installed in Junior high 

schools in Kawasaki city

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　10:30A.M 16 Nov 2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　15 Nov 2021

　⑷ 　Contact point for the notice

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　KAWASAKI CITY Comprehensive Education Center

　　　 6-9-3, Mizonokuchi, Takatsu-ku Kawasaki, 

Kanagawa 213-0001, Japan

　　　TEL:044-844-3712

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第335号

　特定調達契約に関する一般競争入札について、次のと

おり公告します。

　　令和３年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 西高津中学校ほか１校ＬＥＤ照明器具

賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　西高津中学校

　　　　　　　　（川崎市高津区久地１－10－１）

　　　　　　　　東高津中学校

　　　　　　　　（川崎市高津区末長４－１－１）

　⑶ 　履行期間　契約日から令和９年２月28日まで

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」ランク「Ａ」で登

録されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により資格審査申請を令和３

年10月６日（水）までに行ってください。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市環境局地球環境推進室

　　　（川崎市役所第３庁舎17階）

　　　担当　鈴木、中野、西川

　　　電　話　044－200－2178

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書は、インターネットから

もダウンロードすることができます。（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」

の中にあります「入札情報かわさき」http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間
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　　 　令和３年９月27日（月）から令和３年10月６日

（水）まで（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和３年10月13日（水）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和３年10月13

日（水）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付

　 　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明

書、仕様書及び質問書を当該委任先メールアドレスに

送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和３年10月13

日（水）午後５時まで配布します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札説明書の配布と同じ

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　令和３年10月13日（水）から令和３年10月20日

（水）まで（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　（ア）持参

　　（イ）ＦＡＸ

　　（ウ）メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　　　　電　話　044－200－2178

　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年10月28日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にし

た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札

参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送

付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していな

い者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布します。

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時　令和３年11月８日（月）

　　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　　　　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　　入札書の提出期限　令和３年11月４日（木）

　　　　　　　　　　　　　午後５時必着

　　　　入札書の提出場所　３⑴に同じ

　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び

「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送

付してください。

　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の所

管課に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴アに同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金
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　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

11 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 Nishi-Takatsu Junior High School LED 

Lighting Equipment Lease Agreement

　　　In addition to 1 schools

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　9:30 A.M. 8, November, 2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　5:00 P.M. 4, November, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　Global Environment and Sustainability Office

　　　Environmental Protection Bureau

　　　City of Kawasaki

　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577, Japan

　　　Tel:044-200-2178

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第336号

　特定調達契約に関する一般競争入札について、次のと

おり公告します。

　　令和３年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 稗原小学校ほか１校ＬＥＤ照明器具賃

貸借契約

　⑵ 　履行場所　 稗原小学校

　　　　　　　　（川崎市宮前区水沢３－７－１）

　　　　　　　　西梶ヶ谷小学校

　　　　　　　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－14－１）

　⑶ 　履行期間　契約日から令和９年２月28日まで

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」ランク「Ａ」で登

録されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により資格審査申請を令和３

年10月６日（水）までに行ってください。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市環境局地球環境推進室

　　　（川崎市役所第３庁舎17階）

　　　担当　鈴木、中野、西川

　　　電　話　044－200－2178　

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書は、インターネットから

もダウンロードすることができます。（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」

の中にあります「入札情報かわさき」http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和３年９月27日（月）から令和３年10月６日

（水）まで（ただし、土曜日、日曜日を除く）
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　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和３年10月13日（水）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和３年10月13

日（水）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付

　 　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明

書、仕様書及び質問書を当該委任先メールアドレスに

送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和３年10月13

日（水）午後５時までに配布します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札説明書の配布と同じ

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　令和３年10月13日（水）から令和３年10月20日

（水）まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の

祝日を除く）

　　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　（ア）持参

　　（イ）ＦＡＸ

　　（ウ）メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　　　　電　話　044－200－2178

　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年10月28日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にし

た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札

参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送

付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。

　　　 　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次の

いずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時

　　　　令和３年11月８日（月）午前10時30分

　　　　入札書の提出場所

　　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　　入札書の提出期限

　　　　令和３年11月４日（木）午後５時必着

　　　　入札書の提出場所　３⑴に同じ

　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び

「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送

付してください。

　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の所

管課に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴アに同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
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計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

11 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased:

　　　 Hiebara Elementary School LED Lighting 

Equipment Lease Agreement

　　　In addition to 1 Schools

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　10:30 A.M. 8, November, 2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　5:00 P.M. 4, November, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　Global Environment and Sustainability Office

　　　Environmental Protection Bureau

　　　City of Kawasaki

　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577, Japan

　　　Tel:044-200-2178

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第337号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 Cisco Webex Meetingsライセンスの導入支援及び

保守（サポート）委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年12月１日から令和８年11月30日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　別途調達するオンライン相談用パソコンで使用す

るCisco Webex Meetingsライセンスを導入し、必要

なサポートを受けるために委託を行うもの

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「電算関連業務」、種目「その他の電算関連業務」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書

等が添付された入札説明書については、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、

次の配布・提出場所においても配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により一

般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課　村石、谷

　　　電　話　044－200－2109（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－0622

　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年９月27日（月）から10月８日（金）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。
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　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和３年10月８

日（金）17時15分までに、必要な書類全てが川崎市

役所総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に確実に到

着する必要があります。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等

の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年10月14日（木）13時00分から17時15分まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　令和３年10月14日（木）から10月19日（火）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メール又は持参で送付し

てください。また、質問書を電子メールで提出した

場合は、質問書を送信した旨を３⑴の担当まで電話

で御連絡ください。ただし、入札参加資格のない者

からの質問には回答しません。

　⑷ 　回答

　　 　令和３年10月22日（金）までに、入札参加資格が

あると認められる者に対し、電子メールで送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。また、この金額には契約期間内のサービス提供

及びサービスの導入に際して必要となる各種作業

等に係る一切の費用を含め見積るものとします。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を

もって落札価格とするので、入札者は見積った契

約金額から消費税額及び地方消費額税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年10月27日（水）14時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎９階開発室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
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　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手続き

を一時停止することがあります。

税 公 告

川崎市税公告第160号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和３年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市税公告第161号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第162号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

年　度 税　目 期　別 この公告により滞納処分に着手し得る日 件数・備考

令和２年度
市民税・県民税

（普通徴収）
３月随時分 令和３年９月10日 計１件

令和３年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 令和３年９月10日 計21件

令和３年度

（令和２年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分 令和３年９月10日 計12件

令和３年度

（令和２年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
６月随時分 令和３年９月10日 計１件

令和３年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第１期分 令和３年９月10日 計２件

令和３年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

５月随時分 令和３年９月10日 計２件

令和３年度
軽自動車税

（種別割）
全期分 令和３年９月10日 計138件

 （別紙省略）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市税公告第163号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第164号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第165号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第166号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第44号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和３年９月９日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定有効期間

　　令和３年10月１日から

　　令和８年７月31日まで

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　1180

　　商号又は名称　有限会社山田土建

　　営業所所在地　相模原市南区相模台６丁目30番19号

　　代表者氏名　山田　康博

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第73号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月７日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度等々力水処理センターほか消防用設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期限 令和４年３月11日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
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⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「消防設備保守点検」

で登録されている者

⑹ 　平成18年４月１日以降に国又は地方公共団体等が発注した消防用設備保守点検業務委託の元請

としての履行完了実績を有すること。

⑺ 　平成16年消防庁告示第10号に従い、施設に設備されている消防用設備の種別に対応した消防設

備士免状を保有する者が業務にあたること。また、当該消防設備士は一般競争入札参加申込日以

前において、直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、

直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年９月30日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　排水処理施設改良に係る官民連携事業導入可能性調査業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 令和４年９月30日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「上水道及

び工業用水道部門」で登録されている者

⑷ 　業務責任者及び照査技術者として、技術士（上下水道部門：上水道及び工業用水道）又は技術

士（総合技術監理部門：上水道及び工業用水道）のいずれかの資格を有する者を配置すること。

　 　ただし、業務責任者と照査技術者は兼務することはできません。

　 　また、業務責任者及び照査技術者は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関

係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）

があることが必要です。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年10月５日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　等々力・戸手下水圧送管実施設計委託

履行場所 川崎市中原区、幸区地内

履行期限 令和４年６月30日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「下水道部門」

で登録されている者

⑷ 　平成28年度以降に契約した、耐震実施設計（レベル１・２）委託業務を含む、下水道管きょの

新設・詳細設計（開削工法）における詳細設計委託業務について、元請としての履行完了実績を

TECRISにより確認できること。

⑸ 　平成18年度以降に契約した、下水道施設（ポンプ場又は処理場）における改築実施設計について、

元請としての履行完了実績をTECRISにより確認できること。

⑹ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。

　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はRCCM（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

　エ　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年９月30日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第74号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月７日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 井田その１下水幹線その５工事

履行場所 川崎市中原区下小田中３丁目、井田杉山町地内ほか

履行期限 契約の日から460日間

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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　（ア）令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 　上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札

システムによる申込ができません。

　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」

ランク「Ａ」で登録されていること。

　カ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員にな

っていないこと。

⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません。

　　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それ

ぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　ア　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月13日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大師河原ポンプ場ほか改築電気その１工事

履行場所 川崎市川崎区小島町10－１ほか

履行期限 契約の日から令和５年３月15日まで
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⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが

可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更するこ

とができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号様式別紙）」

における評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者

と同等以上の評価を有することが必要です。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成18年４月１日以降に有すること。

　 　下水道法第二条二の「下水道」に定義される下水道施設（ポンプ場に限る）における運転操作

設備の製作及び据付工事の完工実績（修理及び整備工事を除く。）。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月13日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水運用センター　テレメーター盤、路上局10箇所　計装設備等改良工事

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所）ほか10箇所

履行期限 契約の日から750日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　なお、工事着手から完了まで専任でかつ途中交代することなく配置することを要します（死

亡、傷病、出産、育児、介護または退職等、真にやむを得ない場合を除く）。

　　 　特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑻ 　水道施設又は工業用水道施設における、遠方監視制御設備の製作及び据付工事の完工実績（元

請に限る。）を平成18年４月１日以降に有すること（修理及び整備工事を除く。）。

　 　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月13日　午後５時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型

を適用します。

　⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共

通事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入

札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については

「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては

「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上丸子山王町地区ほか下水枝線第２号工事

履行場所 川崎市中原区上丸子山王町２丁目、下沼部地内

履行期限 契約の日から240日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000

万円）未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月５日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 戸手ポンプ場ほかNo.3雨水ポンプ用エンジン整備その他工事

履行場所 川崎市幸区戸手４－４－２ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成18年４月１日以降に有すること。

　　上下水道施設における、ポンプ設備又は自家発電設備に係るエンジンの分解整備工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月１日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田浄水場　浄水処理所撤去に伴うケーブル布設替工事

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

履行期限 契約の日から令和４年３月18日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月１日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター高度処理作動弁整備その他工事

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場

合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月１日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中部サービスセンター　建具改修工事

履行場所 川崎市高津区末長１－44－24（中部サービスセンター内）

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建具」種目「シャッター取付」で登録

されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建具工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建具」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月１日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水質自動測定装置補器類設置工事

履行場所 宮前区菅生５－23先　他４件

履行期限 契約の日から145日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月１日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度西部下水管内管きょ緊急補修第２号工事

履行場所 川崎市宮前区地内ほか

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年10月６日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

川崎市上下水道局公告第75号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年９月14日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生水処理センターＮｏ.2－３反応タンク流入スクリーン整備その他工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年10月６日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

交 通 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市交通局公告（調達）第16号

　　　落札者等の公示

　川崎市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　令和３年９月27日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　調達の名称

　⑴ 　軽油Ａ（10月～ 12月分）　226キロリットル

　⑵ 　軽油Ｂ（10月～ 12月分）　340キロリットル

　⑶ 　軽油Ｃ（10月～ 12月分）　218キロリットル

　⑷ 　軽油Ｄ（10月～ 12月分）　396キロリットル

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　交通局企画管理部経理課

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９（川崎御幸ビル９階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年９月９日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴ 　軽油Ａ

　　　シナネン　株式会社

　　　代表取締役　安田　貴志　

　　　東京都港区三田三丁目５番27号

　　　住友不動産三田ツインビル西館６階

　⑵ 　軽油Ｂ

　　　中日本商事株式会社　東京支店

　　　支店長　藤田　誠　

　　　東京都千代田区内神田１－３－１

　　　トーハン第３ビル

　⑶ 　軽油Ｃ
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　　　シナネン　株式会社

　　　代表取締役　安田　貴志　

　　　東京都港区三田三丁目５番27号

　　　住友不動産三田ツインビル西館６階

　⑷ 　軽油Ｄ

　　　中日本商事株式会社　東京支店

　　　支店長　藤田　誠　

　　　東京都千代田区内神田１－３－１

　　　トーハン第３ビル

５ 　落札金額

　⑴ 　軽油Ａ　97,100円（１キロリットル当たり）

　⑵ 　軽油Ｂ　97,200円（１キロリットル当たり）

　⑶ 　軽油Ｃ　97,100円（１キロリットル当たり）

　⑷ 　軽油Ｄ　97,200円（１キロリットル当たり）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和３年７月26日

　　　───────────────────

川崎市交通局公告（調達）第17号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年９月27日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　 　大型ハイブリッド・ノンステップバス（ディーゼ

ル電気式・10.5ｍクラス）16両

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　製作仕様書・製作要領図によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和４年３月31日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい

う。）に、業種「自動車」、かつ、ランク「Ａ」で登

録されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種を登録していない者を含む。）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

令和３年10月６日までに行ってください。申請の際

には、この公告文を持参してください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　製作仕様書・製作要領図による内容を遵守し、当

該物品を確実に納入することが可能であること。

　⑸ 　物品を納入した後、修理、点検、保守、その他必

要なサービスの提供及び部品の供給に関し、車両が

在籍している期間にわたり、迅速かつ適切に対応で

きる体制が整備されていること。

　⑹ 　検査を実施するに当たり、必要な資料の提出及び

説明が可能であり、かつ、本市の求めにより職員立

会のもと、速やかに検査に応じられること。

　⑺ 　少なくとも引渡しの日から１年間を保証期間とし

て設定できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の書

類を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　ウ 　検査の実施に関する誓約書

　　エ 　納入予定物品申請書（納入予定物品に関する提

出書類を含む。）

　　※ 　上記書類の様式は、市バスホームページ内「入

札情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表

一覧」の「令和３年度」からダウンロードしてく

ださい。

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　交通局企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和３年９月27日から令和３年10月６日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　入札説明書は、市バスホームページ内「入札情報」

の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」の「令

和３年度」からダウンロードしてください。また、３

により一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した

者には、３⑶の期間中、入札説明書を無料で交付しま

す。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和３年10月15日までに一般競争入札
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参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　朝生

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他の提

出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　 　入札は総価で行います。入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問

わず、一切の諸経費を含めて見積もった契約希望金額

から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載してください。

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日　時　令和３年11月10日　午前９時00分

　　（イ）場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）期　限　令和３年11月８日　必着

　　（イ）宛　先　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　　　　　必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度の入札の実施

　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札参加者が川崎市交通局競争入札参加者心

得第７条により無効とされた者及び開札に立ち会わな

い者であった場合は参加できません。

10 　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑵の場所において閲覧できます。

11 　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情について、苦情の原因となった事

実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦情

検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立てる

ことができます。

12 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、委員会への苦情申立てが行われ

た場合、契約締結等の手続を一時停止することがあ

ります。

13 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　 General bus - large Non-step bus (electric 

hybrid 10.5m class) Quantity 16

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　9:00 A.M. 10 November, 2021

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　8 November, 2021

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Accounting Section

　　　Transportation Bureau

　　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0006, Japan

　　　TEL:+81(0)44-200-3228
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病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第40号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年９月10日

 川崎市病院事業管理者　金　井　　　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044－200－3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

　　 （https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参又は郵送に

より受付けます。郵送による場合には、申込期間

最終日の午後５時15分までに必着とします。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会への

出席等の競争参加者の義務を誠実に履行すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　郵便により入札書を提出する場合には、こちら

から送付する競争参加資格確認通知を確認した後

に発送してください。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、再度入札を行

います。ただし、その前回の入札が参加者心得の

規定により無効とされた者及び開札に立会わない

者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 イントラパソコン用ウイルス対策ソフトライセンス

履行場所 川崎市川崎区砂子１－８－９（川崎市病院局経営企画室）

履行期間 契約締結日から令和３年11月５日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「コンピュータ」

種　目　「ソフトウェア・消耗品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年９月10日から令和３年９月17日まで受付けます。

郵 便 に よ る

競争参加の申込

提出期限 令和３年９月17日　必着

提 出 先 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局契約担当

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和３年９月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入札書の提出

提出期限 令和３年９月24日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する術中リニアプローブの調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和３年10月29日まで

競争参加資格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年９月10日から令和３年９月17日まで受付けます。

郵 便 に よ る

競争参加の申込

提出期限 令和３年９月17日　必着

提 出 先 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局契約担当

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和３年９月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入札書の提出

提出期限 令和３年９月24日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。
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病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第19号

　　　落札者等の公示

　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条

の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま

す。

　　令和３年９月27日

 川崎市病院事業管理者　金　井　　　雄　　

１ 　物品及び役務の名称

　　井田病院で使用する総合臨床検査システムの調達

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　病院局経営企画室契約担当

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　川崎御幸ビル７階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年９月８日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　アルフレッサ　株式会社　川崎南支店

　　支店長　森下　卓

　　川崎市幸区矢上１番８号

５ 　契約金額

　　95,700,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　　令和３年７月26日

消 防 局 訓 令

川崎市消防局訓令第22号

 局 内 一 般　　

 消　防　署　　

　川崎市消防団員の服装等に関する規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。

　　令和３年９月７日

 川崎市消防長　日　迫　善　行　　

　　　川崎市消防団員の服装等に関する規程の一

　　　部を改正する訓令

　川崎市消防団員の服装等に関する規程の一部を次のよ

うに改正する。

　別表第１（第３条関係）中、「リボンを巻くものとす

る。」の次に「副分団長以上は平しま織銀線を巻くもの

とする。＊平しま織銀線の幅については、冬服と同様と

する。」を加える。

　別表第１（第３条関係）中、

「

冬服

（女性）

色及び地質 濃紺色のカシミヤドスキンとす

る。

ボタンは、消防団章を付けた金

色金属製ボタンとし、３個を縦

一列に付ける。

制式 形状

 」

を

「

冬服

（女性）

色及び地質 濃紺色のカシミヤドスキンとす

る。

ボタンは、消防団章を付けた金

色金属製ボタンとし、３個を縦

一列に付ける。

制式 形状

袖章 冬服と同様とし、銀色しま織線

を付ける。

 」

に改める。

　　　附　則

　この訓令は、令和３年９月７日から施行する。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第18号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和３年９月８日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和３年９月15日（水）14時00分から

２ 　場　所　教育文化会館　第６・７会議室

３ 　議　事

　　　　議案第27号　 「川崎市スポーツ推進計画」の改

定について

川崎市消防団員の服装等に関する規程の一部を改正する訓令 

川崎市消防団員の服装等に関する規程の一部を次のように改正する。 

別表第１（第３条関係）中、「リボンを巻くものとする。」の次に「副分団長

以上は平しま織銀線を巻くものとする。＊平しま織銀線の幅については、冬服

と同様とする。」を加える。 

別表第１（第３条関係）中、 

「 

                                  」 

を 

 

 

 

 

 

冬服 

( 女

性) 

色及び地質 濃紺色のカシミヤドスキンとする。 

ボタンは、消防団章を付けた金色金属製ボタンと

し、３個を縦一列に付ける。 

制式 形状 

     

    川崎市消防団員の服装等に関する規程の一部を改正する訓令 

川崎市消防団員の服装等に関する規程の一部を次のように改正する。 

別表第１（第３条関係）中、「リボンを巻くものとする。」の次に「副分団長

以上は平しま織銀線を巻くものとする。＊平しま織銀線の幅については、冬服

と同様とする。」を加える。 

別表第１（第３条関係）中、 

「 

                                  」 

を 

 

 

 

 

 

冬服 

( 女

性) 

色及び地質 濃紺色のカシミヤドスキンとする。 

ボタンは、消防団章を付けた金色金属製ボタンと

し、３個を縦一列に付ける。 

制式 形状 
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４ 　請願審議

　　　　請願第４号　 通学路の安全確保に関する請願に

ついて

５ 　その他報告等

選 挙 管 理 委 員 会 告 示

川崎市選挙管理委員会告示第６号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び市町村の合併

の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定によ

る各種請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）の規定による委員の解職

請求をするに必要な選挙権を有する者の数は、次のとお

りです。

　　令和３年９月２日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　坂　本　　　茂　　

１ 　地方自治法第74条第１項（条例の制定又は改廃の請

求）及び同法第75条第１項（市の事務の監査の請求）

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項

（合併協議会設置の請求）及び同法第５条第１項（同

一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の

数

 25,265人　　　　

２ 　地方自治法第76条第１項（議会の解散の請求）、同

法第81条第１項（市長の解職の請求）及び同法第86条

第１項（副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解

職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第８条第１項（教育委員会の委員の解職の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の80万を超え

る数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算

して得た数

 257,907人　　　　

３ 　地方自治法第80条第１項（議会の議員の解職の請

求）及び同法第86条第１項（区の選挙管理委員の解職

の請求）に規定する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数

 川崎区　　　63,345人　　　　

 幸　区　　　46,816人　　　　

 中原区　　　72,137人　　　　

 高津区　　　64,034人　　　　

 宮前区　　　64,261人　　　　

 多摩区　　　60,840人　　　　

 麻生区　　　49,652人　　　　

４ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項（合

併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設

置協議の投票の請求）及び同法第５条第15項（合併協

議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合

併協議会設置協議の投票の請求）に規定する選挙権を

有する者の総数の６分の１の数

 210,542人　　　　

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第７号

　川崎市選挙管理委員会規程（昭和47年川崎市選挙管理

委員会告示第28号）の一部を改正する規程を次のとおり

制定します。

　　令和３年９月２日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　坂　本　　　茂　　

　　　川崎市選挙管理委員会規程の一部を改正す

　　　る規程

　川崎市選挙管理委員会規程（昭和47年川崎市選挙管理

委員会告示第28号）の一部を次のように改正する。

　第24条を次のとおり改める。

　（公印）

第 24条　委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局

長の公印は、次のとおりとする。

方75mm　　　　　　　　方24mm

方21mm　　　　　　　　方21mm

方18mm

　字体は、てん書とする。

第 24条の次に次の１条を加える。

　（印影の印刷）

第 25条　公印の押印を要する文書のうち、必要と認めら

れるものについては、印影の印刷によって、公印の押

川崎市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 

川崎市選挙管理委員会規程（昭和４７年川崎市選挙管理委員会告示第２８

号）の一部を次のように改正する。 

第２４条を次のとおり改める。 

（公印） 

第２４条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次の

とおりとする。 

  
方75ｍｍ 方24ｍｍ 

 
 

方21ｍｍ 方21ｍｍ 

 

 

方18ｍｍ  
 字体は、てん書とする。  

   

 

川

崎

市

選

挙

管

理

委

員

會

之

印

川崎市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 

川崎市選挙管理委員会規程（昭和４７年川崎市選挙管理委員会告示第２８

号）の一部を次のように改正する。 

第２４条を次のとおり改める。 

（公印） 

第２４条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次の

とおりとする。 

  
方75ｍｍ 方24ｍｍ 

 
 

方21ｍｍ 方21ｍｍ 

 

 

方18ｍｍ  
 字体は、てん書とする。  

   

 

川

崎

市

選

挙

管

理

委

員

會

之

印

川崎市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 

川崎市選挙管理委員会規程（昭和４７年川崎市選挙管理委員会告示第２８

号）の一部を次のように改正する。 

第２４条を次のとおり改める。 

（公印） 

第２４条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次の

とおりとする。 

  
方75ｍｍ 方24ｍｍ 

 
 

方21ｍｍ 方21ｍｍ 

 

 

方18ｍｍ  
 字体は、てん書とする。  

   

 

川

崎

市

選

挙

管

理

委

員

會

之

印

川崎市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 

川崎市選挙管理委員会規程（昭和４７年川崎市選挙管理委員会告示第２８

号）の一部を次のように改正する。 

第２４条を次のとおり改める。 

（公印） 

第２４条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次の

とおりとする。 

  
方75ｍｍ 方24ｍｍ 

 
 

方21ｍｍ 方21ｍｍ 

 

 

方18ｍｍ  
 字体は、てん書とする。  

   

 

川

崎

市

選

挙

管

理

委

員

會

之

印

川崎市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 

川崎市選挙管理委員会規程（昭和４７年川崎市選挙管理委員会告示第２８

号）の一部を次のように改正する。 

第２４条を次のとおり改める。 

（公印） 

第２４条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次の

とおりとする。 

  
方75ｍｍ 方24ｍｍ 

 
 

方21ｍｍ 方21ｍｍ 

 

 

方18ｍｍ  
 字体は、てん書とする。  

   

 

川

崎

市

選

挙

管

理

委

員

會

之

印
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印に代えることができる。

２ 　印影の印刷は正確に行い、印影を印刷した文書は常

に使用の状況を明確にしておかなければならない。

　　　附　則

　この規程は、告示の日から施行する。

監 査 公 表

 ３川監公第11号

 令和３年９月７日

　　　川崎市職員措置請求について（公表）

　令和３年７月９日付けをもって受理した標記の請求に

ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第

５項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求人に

対する通知文を別紙のとおり公表します。

 川崎市監査委員　寺　岡　章　二　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　浅　野　文　直　　

 同　　　　　　　山　田　晴　彦　　
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1 

監
査
の
結
果
 

第
１
 

請
求
の
受
付

 

 
１
 

請
求
の
内

容
 

 
 

 
本
件
措

置
請

求
は

、
別

紙
１

及
び

別
紙

２
（

事
実

証
明

書
は

添
付

省
略

）
の

と
お

り
、

市
が

令
和

２
年
度

に
随

意
契

約
で

あ
る

軽
易

工
事

と
し

て
実

施
し

た
次

の
１

２
件

の
工

事
（

以
下

「
本

件
各

工

事
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て

、
本

来
６

件
の

工
事

を
１

２
件

の
工

事
に

違
法

に
分

割
発

注
し

た
も

の
で

あ
り
、

違
法

な
契

約
は

無
効

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

本
件

各
工

事
の

契
約

金
額

の
全

額
を

市
に

補
填

す

る
こ
と
な
ど

を
求

め
て

い
る

。
 

№
契

約
件
名
 

契
約

金
額
 

契
約

日
 

支
出

日
 

１
 

向
丘
中
学
校
４
階
特
別
支
援
学
級
空
調
設
置
工
事
 

2,
42

0,
00

0
円

 
令

和
2

年
5

月
28

日
令

和
2

年
7

月
13

日

２
 

向
丘
中
学
校
４
階
特
別
支
援
学
級
空
調
機
電
源
設
置
工
事
 

2,
49

4,
80

0
円

 
令

和
2

年
5

月
26

日
令

和
2

年
8

月
17

日

３
 

麻
生
中
学
校
美
術
室
空
調
機
設
置
工
事
 

2,
17

5,
96

5
円

 
令

和
2

年
7

月
17

日
令

和
2

年
10

月
12

日

４
 

麻
生
中
学
校
美
術
室
空
調
機
電
源
設
置
工
事
 

2,
16

4,
80

0
円

 
令

和
2

年
7

月
17

日
令

和
2

年
9

月
24

日

５
 

野
川
中
学
校
美
術
室
空
調
機
設
置
工
事
 

1,
93

6,
00

0
円

 
令

和
2

年
7

月
22

日
令

和
2

年
9

月
7

日

６
 

野
川
中
学
校
美
術
室
空
調
機
電
源
設
置
工
事
 

86
4,

60
0

円
 

令
和

2
年

7
月

22
日

令
和

2
年

9
月

7
日

７
 

末
長
小
学
校
職
員
室
ほ
か
空
調
機
補
修
工
事
 

2,
46

9,
50

0
円

 
令

和
2

年
7

月
30

日
令

和
2

年
10

月
20

日

８
 

末
長
小
学
校
職
員
室
ほ
か
空
調
機
電
源
設
置
工
事
 

87
8,

90
0

円
 

令
和

2
年

7
月

28
日

令
和

2
年

11
月

2
日

９
 

高
津
高
等
学
校
生
物
準
備
室
ほ
か
空
調
機
補
修
工
事
 

31
5,

70
0

円
 

令
和

2
年

12
月

9
日

令
和

3
年

2
月

25
日

1
0 

高
津
高
等
学
校
２
階
３
階
教
室
空
調
電
源
補
修
工
事
 

2,
49

7,
00

0
円

 
令

和
2

年
12

月
24

日
令

和
3

年
4

月
28

日

1
1 

西
丸
子
小
学
校
第
２
音
楽
室
空
調
設
置
工
事
 

1,
84

8,
00

0
円

 
令

和
3

年
1

月
5

日
令

和
3

年
2

月
9

日

1
2 

西
丸
子
小
学
校
第
２
音
楽
室
空
調
機
電
源
設
置
工
事
 

1,
72

1,
50

0
円

 
令

和
3

年
1

月
5

日
令

和
3

年
2

月
19

日

 
２
 

請
求
の
受

理

 
 

 
本
件
措

置
請

求
は

、
所

定
の

要
件

を
具

備
し

て
い

る
も

の
と

認
め

、
令

和
３

年
７

月
９

日
付

け
で

 

こ
れ
を
受
理

し
、

監
査

対
象

局
を

教
育

委
員

会
事

務
局

と
し

た
。

 

第
２
 

監
査
の
実
施

 

 
１
 

請
求
人
の

陳
述

 

 
 

 
監
査
の

実
施

に
当

た
り

、
法

第
２

４
２

条
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

令
和

３
年

８
月

５
日

、
請

求
人
か

ら
陳

述
の

聴
取

を
行

っ
た

。
こ

の
際

、
同

条
第

８
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

教
育

委
員

会
事

務

局
の
関
係
職

員
（

以
下

「
関

係
職

員
」

と
い

う
。
）

の
立

会
い

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
請
求
人
が
本

件
措

置
請

求
の

要
旨

を
補

足
し

た
内

容
は

、
お

お
む

ね
別

紙
３

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
２
 

関
係
職
員

の
陳

述
 

（
別

紙
）

 

３
川

監
第

４
８

６
号
 

 

令
和

３
年

９
月

７
日
 

 

坂
 

巻
 

良
 

一
 

様
 

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
寺

 
岡

 
章

 
二

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
浅

 
野

 
文

 
直

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
山

 
田

 
晴

 
彦

 
 

 
 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

令
和

３
年

７
月

９
日

付
け

を
も

っ
て

受
理

し
た

標
記

の
請

求
に

つ
い

て
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

２
４

２
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

監
査

を
実

施
し

ま
し

た
の

で
、

そ
の

結
果

を
次

の
と

お
り

通
知

し
ま

す
。

 



（第1,827号）令和３年(2021年)９月27日 川 崎 市 公 報

－3704－

────────────────────────────────────────────────────

3 

軽
易
工
事
と

比
較

し
て

、
期

間
が

長
く

な
る

と
し

て
い

る
。

 

 
 

 
 

な
お

、
令

和
３

年
３

月
、

請
負

工
事

規
程

が
改

正
さ

れ
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

、
教

育
委

員
会
事

務
局

が
工

事
担

当
部

局
に

位
置

付
け

ら
れ

た
こ

と
か

ら
、

ま
ち

づ
く

り
局

併
任

を
解

消
し

た
。
 

 
(
3
)
 

軽
易
工

事
手

引
の

策
定

に
つ

い
て

 

 
 

 
 

教
育

委
員

会
事

務
局

で
は

、
軽

易
工

事
の

適
正

性
を

確
保

す
る

た
め

、
緊

急
性

の
高

い
案

件
へ

の
対
応

や
分

離
・

分
割

発
注

の
考

え
方

を
明

文
化

し
た

川
崎

市
教

育
委

員
会

事
務

局
の

軽
易

工
事

契
約
に
係
る

事
務

取
扱

手
引
（

令
和

２
年

８
月

３
日

付
け

２
川

教
庶

第
４

６
８

号
教

育
次

長
決

裁
。

以
下
「
軽
易

工
事

手
引

」
と

い
う

。
）

を
策

定
し

た
。

 

 
 

 
 

教
育

委
員

会
事

務
局

に
よ

る
と

、
軽

易
工

事
手

引
の

策
定

前
後

に
わ

た
り

本
件

各
工

事
に

係
る

契
約
を

締
結

し
て

い
る

が
、

い
ず

れ
も

市
の

契
約

の
基

本
的

な
考

え
方

に
従

っ
た

も
の

で
あ

り
、

本
件
各

工
事

は
、

軽
易

工
事

手
引

の
考

え
方

と
合

致
し

て
い

る
も

の
の

、
直

接
的

に
は

軽
易

工
事

手
引
の
作
成

と
は

関
係

の
な

い
も

の
で

あ
る

と
し

て
い

る
。

 

 
 
(
4
)
 

本
件
各
工

事
に

つ
い

て
 

 
 
 
ア
 
概
要
 

 
 

 
 

 
教

育
委

員
会

事
務

局
に

よ
る

と
、

本
件

各
工

事
は

、
前

記
第

１
の

１
記

載
の

６
校

に
お

け
る

教
室
等

へ
の

空
調

機
の

新
設

又
は

既
設

空
調

機
の

修
繕

を
主

と
し

た
空

調
・

衛
生

工
事

及
び

電

気
工
事

で
あ

り
、

業
種

及
び

工
事

内
容

が
異

な
る

そ
れ

ぞ
れ

１
件

の
独

立
し

た
工

事
で

あ
る

こ

と
か
ら

、
業

種
ご

と
に

分
離

発
注

し
た

も
の

で
、

各
校

の
空

調
・

衛
生

工
事

及
び

電
気

工
事

に

つ
い
て

参
考

見
積

り
を

取
得

し
、

２
５

０
万

円
以

下
で

あ
っ

た
た

め
、

業
種

ご
と

に
３

者
に

よ

る
見
積

り
合

わ
せ

を
し

、
最

低
金

額
の

見
積

書
を

提
出

し
た

業
者

と
随

意
契

約
を

締
結

し
た

と

し
て
い

る
。

 

 
 

 
 

 
上
記
空

調
・
衛

生
工

事
の

業
種

は
「

空
調
・
衛

生
」
と

さ
れ

、
主

に
、
冷

暖
房

、
空

気
調

和
、

給
排
水

、
衛

生
等

の
設

備
を

設
置

し
、

又
は

金
属

製
等

の
管

を
使

用
し

て
水

、
油

、
ガ

ス
、

水

蒸
気
等

を
送

る
た

め
の

設
備

を
設

置
す

る
工

事
を

内
容

と
し

、
電

気
工

事
の

業
種

は
「

電
気

」

と
さ
れ

、
主

に
、

発
電

設
備

、
変

電
設

備
、

送
配

電
設

備
、

構
内

電
気

設
備

等
を

設
置

す
る

工

事
を
内

容
で

あ
る

と
し

て
い

る
。

 

 
 

 
 

 
ま

た
、

学
校

施
設

に
お

け
る

工
事

は
、

工
事

期
間

の
時

間
的

制
約

が
あ

り
、

児
童

生
徒

の
安

全
及
び

健
康

に
影

響
を

及
ぼ

す
施

設
の

不
具

合
や

設
備

の
故

障
へ

の
緊

急
対

応
の

ほ
か

、
学

級

数
の
増

加
に

伴
う

工
事

へ
の

対
応

な
ど

、
短

期
間

で
の

実
施

が
必

要
な

場
合

が
多

い
と

し
て

い

る
。
 

イ
 

本
件
各

工
事

の
実

施
に

至
る

経
過

 

 
 

 
 
(
ｱ
)
 

向
丘

中
学

校
 

 
 

 
 

 
 

生
徒

の
増

加
に

伴
い

、
第

１
学

年
及

び
特

別
支

援
学

級
が

令
和

２
年

度
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
１

学
級
増

加
す

る
こ

と
と

な
り

、
元

の
特

別
教

室
の

２
教

室
を

使
用

す
る

と
し

て
い

た
と

こ
ろ

、

2 

 
 
 

法
第
２

４
２

条
第

８
項
の

規
定
に

基
づ

き
、

令
和
３

年
８
月

５
日

、
関

係
職
員

か
ら
陳

述
の

聴
取

を
行
っ

た
。

関
係
職

員
か

ら
は
、
「
住

民
監
査

請
求

に
対
す

る
市

の
考
え

方
」
（
添
付

省
略

）
の
提
出

が
あ
っ
た
。
こ
の
際
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
請
求

人
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。
 

 
 
 
関
係
職
員
が
説
明
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
４
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
３
 
監
査
対
象
事
項
 

 
 
 

市
が
軽

易
工

事
と

し
て
、

本
件
各

工
事

を
随

意
契
約

に
よ
り

執
行

し
た

こ
と
が

違
法
と

い
え

る
か

を
監
査
対
象
と
し
た
。
 

第
３
 
監
査
の
結
果
 

 
１
 
前
提
事
実
の
確
認
等
 

 
 
 

請
求
人

の
陳

述
、

関
係
職

員
の
陳

述
及

び
関

係
各
書

類
の
調

査
の

結
果

、
本
件

に
関
す

る
前

提
事

実
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
 
(
1
)
 
軽
易
工
事
の
定
義
に
つ
い
て
 

軽
易

工
事

は
、

地
方
自

治
法
施

行
令

（
昭

和
２
２

年
政
令

第
１

６
号

。
以
下

「
施
行

令
」

と
い

う
。
）
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
そ

の
定

義
に

つ
い
て

は
、
川

崎
市

軽
易

工
事
契

約
事
務

取
扱

規
程

（
昭
和

４
９
年

川
崎

市
訓

令
第
８

号
）

第
２
条

で
は

、
「
予

算
科

目
が
工

事
請

負
費
又

は
需

用
費
に

該
当

す
る
１

件
２

,
５
０

０
,
０
０
０
円
（
需
用
費
中
１
０
０
,
０
０
０
円
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
以
下
の
工
事
（
設
計
図
書

（
工
事
用
の
図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明
書
及
び
現

場
説
明
に
対
す
る
質
問
回
答
書
を
い
う
。
）
の

作
成
を

要
す

る
工
事

を
除

く
。
）
（
予

算
科
目

が
需

用
費
に
該

当
す

る
工
事

に
あ

っ
て
は

、
建

物
等

の
小
破
修
繕
に
類
す
る
工
事
に
限
る
。
）
を
い
う
」
も
の
と
し
て
い
る
。

(
2
)
 
１
件
２
５
０
万
円
を
超
え
る
工
事
に
つ
い
て
 

 
 
 

 
教

育
委
員

会
事

務
局
は

、
川
崎

市
請

負
工

事
監
督

規
程
（

昭
和

４
３

年
川
崎

市
訓
令

第
４

号
。

以
下
「
請
負
工
事
規
程
」
と

い
う
。
）
第
２
条
第
１
号
に
定
め
る
工
事
担
当
部
局
で
な
い
こ
と
か
ら
、

１
件
２

５
０

万
円

を
超
え

る
工
事

を
行

う
必

要
が
生

じ
た
場

合
は

、
教

育
委
員

会
事
務

局
が

ま
ち

づ
く
り
局
に
工
事
を
依
頼
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 
 
 

 
こ
の

よ
う

な
事

情
か
ら

、
学
校

運
営

に
支

障
が
生

じ
る
よ

う
な

施
設

改
修
等

の
緊
急

性
の

高
い

工
事
を

迅
速

に
執

行
す
る

た
め
、

令
和

２
年

１
月
２

１
日
付

け
で

、
教

育
環
境

整
備
推

進
室

の
７

名
の
職

員
が

ま
ち

づ
く
り

局
を
併

任
す

る
こ

と
に
よ

り
、
１

件
２

５
０

万
円
以

上
１
千

万
円

以
下

の
工
事

に
つ

い
て

、
教
育

環
境
整

備
推

進
室

で
の
発

注
が
で

き
る

よ
う

に
し
、

同
年
７

月
１

日
付

け
で
、

さ
ら

に
６

名
の
職

員
を
ま

ち
づ

く
り

局
併
任

と
し
、

そ
の

事
務

執
行
体

制
の
見

直
し

を
行

っ
て
い
る
。
 

 
 
 

 
し
か

し
な

が
ら

、
教
育

環
境
整

備
推

進
室

が
発
注

す
る
工

事
の

場
合

で
も
、

ま
ち
づ

く
り

局
に

工
事
を
依
頼
す
る
場
合
と
同
様
に
、
設
計
か
ら
工
事
ま

で
の
実
施
に
一
定
の
期
間
を
要
す
る
た
め
、
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5 

見
積

書
を

提
出

し
た

横
堀

電
機

工
業

と
、

同
月

２
６

日
付

け
で

随
意

契
約

を
締

結
し

た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

横
堀
電
機
工
業
 

令
和
２
年
５
月
１
５
日
 

 
 
 
２
，
４
９
４
，
８
０
０
円

＊

稲
田
電
機
株
式
会
社
 

令
和
２
年
５
月
１
９
日
 

 
 
 
２
，
５
１
７
，
９
０
０
円
 

株
式
会
社
岡
田
電
設
 

令
和
２
年
５
月
１
８
日
 

 
 
 
２
，
７
２
１
，
４
０
０
円

＊

＊
提
出
さ
れ
た
見
積
書
の
金
額
に
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
３
者
の
金
額

を
税
込
み
金
額
で
比
較
す
る
た
め
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
め
た
金
額
と
し
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
な

お
、

完
成

届
上

の
完

成
年

月
日

は
同

年
６

月
１

６
日

、
完

成
届

作
成

年
月

日
は

同
年

７
月

１
日

、
検

査
年

月
日

は
同

月
９

日
付

け
で

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 
(
ｲ
)
 

麻
生

中
学

校
 

 
 

 
 

 
 

普
通

教
室

に
は

空
調

機
が

設
置

さ
れ

て
い

る
が

、
美

術
室

や
理

科
室

等
の

特
別

教
室

の
一

部
に
は

空
調

機
が

設
置

さ
れ

て
お

ら
ず

、
令

和
元

年
６

月
２

４
日

付
け

で
学

校
か

ら
提

出
さ

れ
た
校

舎
営

修
繕

申
請

書
に

基
づ

き
、

学
校

と
協

議
し

な
が

ら
美

術
室

に
空

調
機

を
設

置
す

る
こ
と

と
し

た
。

 

ａ
 
空

調
・

衛
生

工
事

 

令
和

２
年

６
月

４
日

付
け

で
有

限
会

社
深

谷
電

気
工

事
（

以
下

「
深

谷
電

気
工

事
」

と

い
う

。
）
か

ら
参

考
見

積
り

を
取

得
し

た
と

こ
ろ

、
同

価
格

が
２

，
１

７
５

，
９

６
５

円
（

税

込
み

）
で

あ
っ

た
た

め
、

軽
易

工
事

の
執

行
手

続
と

し
て

、
同

年
７

月
２

日
付

け
で

次
の

３
者

に
見

積
り

を
依

頼
し

、
最

低
価

格
の

見
積

書
を

提
出

し
た

深
谷

電
気

工
事

と
、

同
月

１
７

日
付

け
で

随
意

契
約

を
締

結
し

た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

深
谷
電
気
工
事
 

令
和
２
年
７
月
３
日
 

２
，
１
７
５
，
９
６
５
円

三
田
調
温
工
業
 

令
和
２
年
７
月
６
日
 

２
，
３
１
０
，
０
０
０
円

有
限
会
社
原
島
工
業
所
 

辞
退
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
な

お
、

完
成

届
上

の
完

成
年

月
日

は
同

年
８

月
１

５
日

、
完

成
届

作
成

年
月

日
は

同
月

３
１

日
、

検
査

年
月

日
は

同
年

９
月

１
１

日
付

け
で

あ
っ

た
。

 

ｂ
 
電

気
工

事
 

令
和

２
年

６
月

２
２

日
付

け
で

横
堀

電
機

工
業

か
ら

参
考

見
積

り
を

取
得

し
た

と
こ

ろ
、

同
価

格
が

１
，

９
６

８
，

０
０

０
円

（
税

抜
き

）
で

あ
っ

た
た

め
、

軽
易

工
事

の
執

行
手

続
と

し
て

、
同

年
７

月
２

日
付

け
で

次
の

３
者

に
見

積
り

を
依

頼
し

、
最

低
価

格
の

見
積

書
を

提
出

し
た

横
堀

電
機

工
業

と
、

同
月

１
７

日
付

け
で

随
意

契
約

を
締

結
し

た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

4 

同
２
教

室
に

は
空

調
機

が
設
置
さ

れ
て

お
ら

ず
、

令
和
２
年

４
月

１
日

付
け

で
学
校
か

ら
同

２
教
室
へ
の
空
調
機
の
設
置
が
申
請
さ
れ
た
。

 

 
 
 
 
 
 
同
月
２
３
日
付
け
で
横
堀
電
機
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
横
堀

電
機
工
業
」
と
い
う
。
）
か

ら
、
上

記
２

教
室

の
空

調
・
衛
生

工
事

及
び

電
気

工
事
に
係

る
次

の
参

考
見

積
り
を
取

得
し

た
。
 

工
事
項
目
 

参
考
見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
ま
な
い
。）

 

特
別
支
援
級
Ａ
空
調
工
事
 

２
，
２
８
９
，
０
０
０
円

特
別
支
援
級
Ｂ
空
調
工
事
 

１
，
１
２
４
，
０
０
０
円

電
源
工
事
 

２
，
２
６
８
，
０
０
０
円

合
 
計

５
，
６
８
１
，
０
０
０
円

 
 
 

 
 
 

当
該

参
考

見
積
書

の
内
容

を
確

認
し

た
結
果

、
上
記

２
教

室
の

う
ち
使

用
頻
度

の
高

い
１

教
室
に
つ
い
て
工
事
を
執
行
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
業
種
と
工
事
内
容
に
応
じ
て
、
空
調
・

衛
生
工
事
と
電
気
工
事
を
分
離
発
注
す
る
こ
と

と
し
た
。
 

 
 
 

 
 
 

な
お

、
空

調
機
を

設
置
し

な
い

特
別

教
室
に

も
将
来

の
空

調
機

の
設
置

を
見
込

み
、

電
気

工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

ａ
 
空
調
・
衛
生
工
事
 

 
 
 

 
 
 

 
令

和
２

年
５
月

１
３
日

付
け

で
三

田
調
温

工
業
株

式
会

社
（

以
下
「

三
田
調

温
工

業
」

と
い
う
。
）
か
ら
参
考
見

積
り
を
取
得
し
た
と
こ
ろ
、
同
価
格
が
２
，
４
７
５

，
０
０
０
円

（
税
込

み
）

で
あ

っ
た

た
め
、
軽

易
工

事
の

執
行

手
続
と
し

て
、

同
月

２
０

日
付
け
で
次

の
３
者

に
見

積
り

を
依

頼
し
、
最

低
価

格
の

見
積

書
を
提
出

し
た

三
田

調
温

工
業
と
、
同

月
２
８
日
付
け
で
随
意
契
約
を
締
結
し
た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

三
田
調
温
工
業
 

令
和
２
年
５
月
２
０
日
 

 
 
 
２
，
４
２
０
，
０
０
０
円
 

株
式
会
社
一
本
松
工
業
 

令
和
２
年
５
月
２
１
日
 

 
 
 
２
，
４
９
７
，
０
０
０
円

＊

株
式
会
社
稲
田
水
道
工
務
店
 

令
和
２
年
５
月
２
１
日
 

 
 
 
２
，
４
７
５
，
０
０
０
円
 

＊
提
出
さ
れ
た
見
積
書
の
金
額
に
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
３
者
の
金
額

を
税
込
み
金
額
で
比
較
す
る
た
め
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
め
た
金
額
と
し
て
い
る
。

 
 
 

 
 
 

 
な

お
、

完
成
届

上
の
完

成
年

月
日

は
同
年

６
月
１

５
日

、
完

成
届
作

成
年
月

日
は

同
月

１
８
日
、
検
査
年
月
日
は
同
月
２
４
日
付
け
で
あ
っ
た
。
 

ｂ
 
電
気
工
事
 

前
記
横

堀
電
機

工
業
の

令
和

２
年

４
月
２

３
日
付

け
参

考
見

積
書
の

１
教
室

の
電

源
工

事
の
価

格
２

，
２

６
８

，
８
０
０

円
（

税
抜

き
）

を
予
定
価

格
と

し
、

軽
易

工
事
の
執
行

手
続
と

し
て

、
同

年
５

月
１
５
日

付
け

で
次

の
３

者
に
見
積

り
を

依
頼

し
、

最
低
価
格
の
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岡
田
電
設
 

 
令
和
２
年
７
月
９
日
 

８
６
４
，
６
０
０
円

株
式
会
社
山
室
電
機
 

 
令
和
２
年
７
月
１
０
日
 

９
４
９
，
３
０
０
円

ア
イ
通
信
工
事
株
式
会
社
 

 
令
和
２
年
７
月
９
日
 

９
１
８
，
５
０
０
円

 
 

 
 

 
 

 
な

お
、

完
成

届
上

の
完

成
年

月
日

は
同

年
８

月
５

日
、

完
成

届
作

成
年

月
日

は
同

月
１

７
日

、
検

査
年

月
日

は
同

月
２

１
日

付
け

で
あ

っ
た

。
 

(
ｴ
)
 

末
長

小
学

校
 

 
 

 
 

 
 

職
員

室
と

事
務

室
に

は
ガ

ス
式

空
調

機
が

設
置

さ
れ

て
い

た
が

、
ガ

ス
式

空
調

機
の

効
き

が
悪
い

と
し

て
、

令
和

２
年

６
月

５
日

付
け

で
学

校
か

ら
提

出
さ

れ
た

校
舎

営
修

繕
申

請
書

に
基
づ

き
、
専

門
業

者
に

状
況

確
認

を
依

頼
し

た
と

こ
ろ

、
修

理
部

品
の

製
造

終
了

に
伴

い
、

修
理
が

で
き

な
い

こ
と

が
判

明
し

た
。

ガ
ス

式
空

調
機

の
更

新
は

、
短

期
間

で
は

対
応

で
き

な
い
こ

と
か

ら
、

学
校

と
協

議
し

な
が

ら
電

気
式

の
空

調
機

を
設

置
す

る
こ

と
と

し
た

。
 

ａ
 
空

調
・

衛
生

工
事

 

令
和

２
年

７
月

１
日

付
け

で
川

又
電

機
工

事
株

式
会

社
（

以
下

「
川

又
電

機
工

事
」

と

い
う

。
）
か

ら
参

考
見

積
り

を
取

得
し

た
と

こ
ろ

、
同

価
格

が
２

，
４

６
９

，
５

０
０

円
（

税

込
み

）
で

あ
っ

た
た

め
、

軽
易

工
事

の
執

行
手

続
と

し
て

、
同

月
１

６
日

付
け

で
次

の
３

者
に

見
積

り
を

依
頼

し
、

最
低

価
格

の
見

積
書

を
提

出
し

た
川

又
電

機
工

事
と

、
同

月
３

０
日

付
け

で
随

意
契

約
を

締
結

し
た

。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

川
又
電
機
工
事
 

令
和
２
年
７
月
２
０
日
 

 
 
 
２
，
４
６
９
，
５
０
０
円
 

横
堀
電
機
工
業
 

令
和
２
年
７
月
１
７
日
 

 
 
 
２
，
７
９
９
，
５
０
０
円

＊

株
式
会
社
玉
川
設
備
 

令
和
２
年
７
月
１
７
日
 

 
 
 
２
，
９
６
７
，
８
０
０
円

＊

＊
提
出
さ
れ
た
見
積
書
の
金
額
に
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
３
者
の
金
額

を
税
込
み
金
額
で
比
較
す
る
た
め
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
め
た
金
額
と
し
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
な

お
、

完
成

届
上

の
完

成
年

月
日

は
同

年
８

月
１

３
日

、
完

成
届

作
成

年
月

日
は

同
月

１
９

日
、

検
査

年
月

日
は

同
月

２
８

日
付

け
で

あ
っ

た
。

 

 
ｂ
 

電
気

工
事

 

令
和

２
年

７
月

１
３

日
付

け
で

岡
田

電
設

か
ら

参
考

見
積

り
を

取
得

し
た

と
こ

ろ
、

同

価
格

が
８

７
８

，
９

０
０

円
（

税
込

み
）

で
あ

っ
た

た
め

、
軽

易
工

事
の

執
行

手
続

と
し

て
、

同
月

１
６

日
付

け
で

次
の

３
者

に
見

積
り

を
依

頼
し

、
最

低
価

格
の

見
積

書
を

提
出

し
た

岡
田

電
設

と
、

同
月

２
８

日
付

け
で

随
意

契
約

を
締

結
し

た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

岡
田
電
設
 

令
和
２
年
７
月
１
７
日
 

８
７
８
，
９
０
０
円

株
式
会
社
山
室
電
機
 

令
和
２
年
７
月
１
７
日
 

８
９
３
，
２
０
０
円

6 

横
堀
電
機
工
業
 

令
和
２
年
７
月
３
日
 

 
 
 
２
，
１
６
４
，
８
０
０
円

＊

稲
田
電
機
株
式
会
社
 

令
和
２
年
７
月
４
日
 

 
 
 
２
，
２
１
２
，
１
０
０
円
 

株
式
会
社
山
室
電
機
 

令
和
２
年
７
月
６
日
 

 
 
 
２
，
３
３
５
，
３
０
０
円
 

＊
提
出
さ
れ
た
見
積
書
の
金
額
に
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
３
者
の
金
額

を
税
込
み
金
額
で
比
較
す
る
た
め
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
め
た
金
額
と
し
て
い
る
。

 
 
 

 
 
 

 
な

お
、

完
成
届

上
の
完

成
年

月
日

は
同
年

８
月
５

日
、

完
成

届
作
成

年
月
日

は
同

月
２

１
日
、
検
査
年
月
日
は
同
月
２
８
日
付
け
で
あ
っ
た
。
 

 
 
 
 
(
ｳ
)
 
野
川
中
学
校
 

 
 
 

 
 

 
普
通

教
室

に
は
空

調
機
が

設
置

さ
れ

て
い
る

が
、
美

術
室

や
技

術
・
家

庭
科
室

等
の

特
別

教
室
の

一
部

に
は

空
調

機
が
設
置

さ
れ

て
お

ら
ず

、
令
和
元

年
５

月
３

１
日

付
け
で
学

校
か

ら
提
出

さ
れ

た
校

舎
営

修
繕
申
請

書
に

基
づ

き
、

学
校
と
協

議
し

な
が

ら
美

術
室
に
空

調
機

を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

ａ
 
空
調
・
衛
生
工
事
 

令
和
２

年
６
月

２
６
日

付
け

で
株

式
会
社

オ
ー
ソ

リ
テ

ィ
ー

空
調
（

以
下
「

オ
ー

ソ
リ

テ
ィ
ー
空
調
」
と
い
う
。
）
か
ら
参
考
見
積
り
を
取

得
し
た
と
こ
ろ
、
同
価
格

が
２
，
０
９

０
，
０

０
０

円
（

税
込

み
）
で
あ

っ
た

た
め

、
軽

易
工
事
の

執
行

手
続

と
し

て
、
同
年
７

月
８
日

付
け

で
次

の
３

者
に
見
積

り
を

依
頼

し
、

最
低
価
格

の
見

積
書

を
提

出
し
た
オ
ー

ソ
リ
テ
ィ
ー
空
調
と
、
同
月
２
２
日
付
け
で
随
意
契
約
を
締
結
し
た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
空
調
 

 
令
和
２
年
７
月
１
４
日
 

 
 
 
１
，
９
３
６
，
０
０
０
円
 

本
田
工
業
株
式
会
社
 

 
令
和
２
年
７
月
９
日
 

 
 
 
２
，
４
９
７
，
０
０
０
円
 

株
式
会
社
玉
川
設
備
 

 
令
和
２
年
７
月
９
日
 

 
 
 
２
，
３
８
８
，
１
０
０
円

＊

＊
提
出
さ
れ
た
見
積
書
の
金
額
に
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
３
者
の
金
額

を
税
込
み
金
額
で
比
較
す
る
た
め
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
め
た
金
額
と
し
て
い
る
。

 
 
 

 
 
 

 
な

お
、

完
成
届

上
の
完

成
年

月
日

及
び
完

成
届
作

成
年

月
日

は
同
年

８
月
５

日
、

検
査

年
月
日
は
同
月
１
１
日
付
け
で
あ
っ
た
。
 

ｂ
 
電
気
工
事
 

令
和
２
年
６
月
４
日
付
け
で
株
式
会
社
岡
田
電
設
（
以
下
「

岡
田
電
設
」
と
い
う
。
）
か

ら
参
考

見
積

り
を

取
得

し
た
と
こ

ろ
、

同
価

格
が

８
６
４
，

６
０

０
円

（
税

込
み
）
で
あ

っ
た
た

め
、

軽
易

工
事

の
執
行
手

続
と

し
て

、
同

年
７
月
８

日
付

け
で

次
の

３
者
に
見
積

り
を
依

頼
し

、
最

低
価

格
の
見
積

書
を

提
出

し
た

岡
田
電
設

と
、

同
月

２
２

日
付
け
で
随

意
契
約
を
締
結
し
た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）
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岡
田
電
設
 

令
和
２
年
１
２
月
１
０
日
 

 
 
 
２
，
４
９
７
，
０
０
０
円
 

株
式
会
社
山
室
電
機
 

令
和
２
年
１
２
月
１
４
日
 

 
 
 
２
，
４
９
９
，
９
２
６
円
 

横
堀
電
機
工
業
 

令
和
２
年
１
２
月
１
１
日
 

 
 
 
２
，
７
４
８
，
９
０
０
円

＊

＊
提
出
さ
れ
た
見
積
書
の
金
額
に
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
３
者
の
金
額

を
税
込
み
金
額
で
比
較
す
る
た
め
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
め
た
金
額
と
し
て
い
る
。

 
 

 
 

 
 

 
な

お
、

完
成

届
上

の
完

成
年

月
日

は
令

和
３

年
３

月
２

日
、

完
成

届
作

成
年

月
日

は
同

月
１

２
日

、
検

査
年

月
日

は
同

月
１

６
日

付
け

で
あ

っ
た

。
 

(
ｶ
)
 

西
丸

子
小

学
校

 

 
 

 
 

 
 

空
調

機
が

設
置

さ
れ

て
い

る
音

楽
室

は
狭

く
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
防
止

に
向

け
た

３
密

（
密

集
、

密
接

、
密

閉
）

を
避

け
て

の
歌

唱
や

器
楽

演
奏

が
で

き
る

状
況
に

な
か

っ
た

こ
と

か
ら

、
空

調
機

が
未

設
置

の
空

き
教

室
に

空
調

機
を

設
置

し
、

第
２

音
楽
室

と
し

て
使

用
し

た
い

と
し

て
、

令
和

２
年

９
月

１
１

日
付

け
で

学
校

か
ら

提
出

さ
れ

た
校
舎

営
修

繕
申

請
書

に
基

づ
き

、
学

校
と

協
議

し
な

が
ら

空
き

教
室

に
空

調
機

を
設

置
す

る
こ
と

と
し

た
。

ａ
 
空

調
・

衛
生

工
事

 

令
和

２
年

１
１

月
１

７
日

付
け

で
八

巧
機

電
設

備
株

式
会

社
（

以
下
「

八
巧

機
電

設
備

」

と
い

う
。
）
か

ら
参

考
見

積
り

を
取

得
し

た
と

こ
ろ

、
同

価
格

が
１

，
８

４
８

，
０

０
０

円

（
税

込
み

）
で

あ
っ

た
た

め
、

軽
易

工
事

の
執

行
手

続
と

し
て

、
同

年
１

２
月

７
日

付
け

で
次

の
３

者
に

見
積

り
を

依
頼

し
、
最

低
価

格
の

見
積

書
を

提
出

し
た

八
巧

機
電

設
備

と
、

令
和

３
年

１
月

５
日

付
け

で
随

意
契

約
を

締
結

し
た

。
 

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

八
巧
機
電
設
備
 

令
和
２
年
１
２
月
８
日
 

１
，
８
４
８
，
０
０
０
円

株
式
会
社
小
野
崎
電
業
 

令
和
２
年
１
２
月
８
日
 

２
，
０
４
４
，
９
０
０
円

有
限
会
社
福
和
テ
ッ
ク
 

令
和
２
年
１
２
月
９
日
 

２
，
３
９
７
，
６
７
０
円

 
 

 
 

 
 

 
な

お
、

完
成

届
上

の
完

成
年

月
日

は
同

月
１

６
日

、
完

成
届

作
成

年
月

日
は

同
月

１
８

日
、

検
査

年
月

日
は

同
月

２
１

日
付

け
で

あ
っ

た
。

 

ｂ
 
電

気
工

事
 

 
 

 
 

 
 

 
令

和
２

年
１

１
月

２
６

日
付

け
で

岡
田

電
設

か
ら

参
考

見
積

り
を

取
得

し
た

と
こ

ろ
、

同
価

格
が

１
，

７
２

１
，

５
０

０
円

（
税

込
み

）
で

あ
っ

た
た

め
、

軽
易

工
事

の
執

行
手

続
と

し
て

、
同

年
１

２
月

７
日

付
け

で
次

の
３

者
に

見
積

り
を

依
頼

し
、

最
低

価
格

の
見

積
書

を
提

出
し

た
岡

田
電

設
と

、
令

和
３

年
１

月
５

日
付

け
で

随
意

契
約

を
締

結
し

た
。

 

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

岡
田
電
設
 

令
和
２
年
１
２
月
１
０
日
 

１
，
７
２
１
，
５
０
０
円

8 

稲
田
電
機
株
式
会
社
 

令
和
２
年
７
月
１
７
日
 

９
０
６
，
４
０
０
円

 
 
 

 
 
 

 
な

お
、

完
成
届

上
の
完

成
年

月
日

は
同
年

８
月
１

３
日

、
完

成
届
作

成
年
月

日
は

同
月

１
７
日
、
検
査
年
月
日
は
同
月
２
８
日
付
け
で
あ
っ
た
。
 

(
ｵ
)
 
高
津
高
等
学
校
 

 
 
 

 
 

 
校
舎

２
・

３
階
の

複
数
の

会
議

室
の

空
調
機

を
同
時

に
使

用
す

る
と
、

ブ
レ
ー

カ
ー

が
落

ち
る
と

い
う

事
象

が
発

生
す
る
こ

と
が

判
明

し
た

た
め
、
令

和
２

年
８

月
６

日
付
け
で

学
校

か
ら
提

出
さ

れ
た

校
舎

営
修
繕
申

請
書

に
基

づ
き

、
学
校
と

協
議

し
な

が
ら

電
気
工
事

を
実

施
す
る
こ
と
と
し
た
。

 
 
 

 
 
 

ま
た

、
後

日
、
視

聴
覚
室

に
設

置
さ

れ
て
い

る
空
調

機
の

リ
モ

コ
ン
の

故
障
や

生
物

準
備

室
の
空

調
機

の
冷

媒
が

漏
え
い
し

て
い

る
こ

と
な

ど
が
判
明

し
た

た
め

、
同

年
１
１
月

６
日

付
け
で

学
校

か
ら

提
出

さ
れ
た
校

舎
営

修
繕

申
請

書
に
基
づ

き
、

学
校

と
協

議
し
な
が

ら
空

調
機
を
補
修
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

 
 
 
 
 
 
当
該
２
件
の
工
事
は
、
発
生
原
因
が
異
な
る

そ
れ
ぞ
れ
別
の
工
事
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

ａ
 
空
調
・
衛
生
工
事
 

令
和
２
年
１
１
月
２
０
日
付
け
で
株
式
会
社
玉
川
設
備
（
以
下
「
玉
川
設
備
」
と
い
う
。
）

か
ら
参

考
見

積
り

を
取

得
し
た
と

こ
ろ

、
同

価
格

が
２
８
７

，
０

０
０

円
（

税
抜
き
）
で

あ
っ
た

た
め

、
軽

易
工

事
の
執
行

手
続

と
し

て
、

同
月
２
７

日
付

け
で

次
の

３
者
に
見
積

り
を
依

頼
し

、
最

低
価

格
の
見
積

書
を

提
出

し
た

玉
川
設
備

と
、

同
年

１
２

月
９
日
付
け

で
随
意
契
約
を
締
結
し
た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

 

玉
川
設
備
 

令
和
２
年
１
１
月
３
０
日
 

 
 
 
 
３

１
５
，
７
０
０
円

＊

株
式
会
社
ミ
カ
セ
 

令
和
２
年
１
２
月
１
日
 

 
 
 
 
３
５
２
，
０
０
０
円
 

オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
空
調
 

令
和
２
年
１
２
月
３
日
 

 
 
 
 
３
６
５
，
２
０
０
円
 

＊
提
出
さ
れ
た
見
積
書
の
金
額
に
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
３
者
の
金
額

を
税
込
み
金
額
で
比
較
す
る
た
め
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
め
た
金
額
と
し
て
い
る
。

 
 
 

 
 
 

 
な

お
、

完
成
届

上
の
完

成
年

月
日

は
同
月

２
５
日

、
完

成
届

作
成
年

月
日
及

び
検

査
年

月
日
は
同
月
２
８
日
付
け
で
あ
っ
た
。
 

 
ｂ
 
電
気
工
事
 

令
和
２

年
８
月

２
０
日

付
け

で
岡

田
電
設

か
ら
参

考
見

積
り

を
取
得

し
た
と

こ
ろ

、
同

価
格
が

２
，

４
９

７
，

０
０
０
円

（
税

込
み

）
で

あ
っ
た
た

め
、

軽
易

工
事

の
執
行
手
続

と
し
て

、
同

年
１

２
月

９
日
付
け

で
次

の
３

者
に

見
積
り
を

依
頼

し
、

最
低

価
格
の
見
積

書
を
提
出
し
た
岡
田
電
設
と
、
同
月
２
４
日
付
け
で
随
意
契
約
を
締
結
し
た
。

業
 
者
 

見
積
書
提
出
日
 

見
積
金
額
 

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。）
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人
足
数

、
搬

出
や

搬
入

費
用

等
の

削
減

効
果

が
確

保
で

き
た

可
能

性
も

あ
り

、
一

概
に

競
争

入
札

に
す
る

よ
り

も
軽

易
工

事
が

安
く

な
る

と
い

え
る

か
は

疑
問

が
あ

る
が

、
他

方
で

、
教

室
の

空
調

機
の
新

規
設

置
が

急
を

要
す

る
も

の
で

、
期

間
や

時
間

が
限

ら
れ

て
お

り
、

こ
れ

を
軽

易
工

事
と

し
た
こ
と
に

違
法

性
や

不
当

性
が

あ
っ

た
と

は
認

め
難

い
。

 

 
 

 
 

な
お

、
教

育
委

員
会

事
務

局
は

、
向

丘
中

学
校

に
お

け
る

２
件

の
工

事
に

つ
い

て
、

請
求

期
間

の
徒
過

を
主

張
し

て
い

る
が

、
請

求
人

は
、

違
法

な
契

約
に

基
づ

く
公

金
の

支
出

に
つ

い
て

も
請

求
内
容

に
含

め
て

い
る

こ
と

か
ら

、
本

件
各

工
事

は
全

て
請

求
期

間
内

に
な

さ
れ

た
も

の
と

認
め

ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

そ
の

他
、

軽
易

工
事

と
し

て
、

本
件

各
工

事
を

随
意

契
約

に
よ

り
執

行
し

た
こ

と
に

つ
き

、
違

法
若
し

く
は

不
当

で
あ

る
と

認
め

る
に

足
り

る
証

拠
は

な
く

、
請

求
人

の
上

記
主

張
は

い
ず

れ
も

採
用
で
き
な

い
。

 

 
 

 
 

よ
っ
て
、

本
件

措
置

請
求

は
、

こ
れ

を
棄

却
す

る
。

３
 

意
見
 

 
 

 
監
査
結

果
は

以
上

の
と

お
り

で
あ

る
が

、
今

回
の

監
査

を
通

じ
て

、
監

査
委

員
と

し
て

の
意

見
を

述
べ
る
。
 

 
 

 
本
件
各

工
事

は
、

学
校

に
お

け
る

空
調

・
衛

生
工

事
及

び
電

気
工

事
で

あ
り

、
工

事
を

行
え

る
期

間
や
時

間
に

制
約

が
あ

り
、

か
つ

児
童

生
徒

の
健

康
管

理
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
な

ど
、

特
殊

な

環
境
で

の
工

事
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
競

争
入

札
に

比
し

て
、

設
計

図
書

等
の

作
成

か
ら

工
事

ま

で
の
期

間
が

短
縮

で
き

る
軽

易
工

事
に

よ
り

執
行

し
て

い
る

こ
と

に
一

定
の

事
情

が
あ

る
こ

と
は

認

め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
そ
の
上

で
、

地
方

公
共

団
体

の
契

約
は

競
争

入
札

に
よ

る
こ

と
が

原
則

で
あ

る
の

だ
か

ら
、

学
校

の
特
殊

性
を

加
味

し
て

も
、

安
易

に
軽

易
工

事
あ

り
き

で
執

行
す

る
の

で
は

な
く

、
各

学
校

の
申

請

書
を
早

め
に

取
得

し
て

同
種

工
事

の
把

握
に

努
め

る
な

ど
、

競
争

入
札

に
よ

り
執

行
す

る
方

法
を

ま

ず
は
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。

令
和

２
年

度
は

ま
ち

づ
く

り
局

と
の

併
任

発
令

が
行

わ
れ

、
本

年
度

か

ら
は
工

事
担

当
部

局
と

し
て

自
ら

工
事

を
発

注
す

る
権

限
を

付
与

さ
れ

た
の

で
あ

る
か

ら
、

工
事

水

準
を
維

持
す

る
上

で
も

、
工

事
内

容
や

工
期

等
に

創
意

工
夫

を
凝

ら
し

て
競

争
入

札
に

よ
る

方
法

を

模
索
す
る
こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 
 

 
ま
た
、

本
件

各
工

事
を

み
る

と
、

見
積

り
合

わ
せ

の
前

段
と

し
て

、
業

者
１

者
に

参
考

見
積

書
の

提
出
を

依
頼

し
て

い
る

が
、

全
て

の
工

事
に

お
い

て
、

当
該

参
考

見
積

書
を

提
出

し
た

業
者

が
最

終

的
に
請

負
業

者
と

し
て

決
定

さ
れ

て
お

り
、

真
に

競
争

性
が

発
揮

さ
れ

て
い

る
の

か
と

の
疑

問
を

禁

じ
得
な

い
。

そ
の

原
因

は
不

明
で

あ
る

が
、

特
定

の
業

者
に

参
考

見
積

書
の

提
出

依
頼

が
偏

っ
て

い

る
部
分

も
あ

り
、

契
約

に
お

け
る

公
平

性
の

確
保

と
い

う
観

点
か

ら
も

課
題

が
あ

る
と

言
わ

ざ
る

を

得
な
い

。
市

は
、

こ
の

よ
う

な
実

態
が

あ
る

こ
と

を
認

識
し

、
同

じ
業

者
へ

の
偏

重
し

た
参

考
見

積

書
の
提

出
依

頼
を

避
け

る
た

め
、

た
と

え
ば

、
過

去
に

依
頼

し
た

こ
と

が
な

い
業

者
に

参
考

見
積

り

10
 

株
式
会
社
山
室
電
機
 

令
和
２
年
１
２
月
１
４
日
 

１
，
７
７
１
，
２
２
０
円

ア
イ
通
信
工
事
株
式
会
社
 

令
和
２
年
１
２
月
１
１
日
 

１
，
８
２
６
，
０
０
０
円

 
 
 

 
 
 

 
な

お
、

完
成
届

上
の
完

成
年

月
日

及
び
完

成
届
作

成
年

月
日

は
同
月

２
７
日

、
検

査
年

月
日
は
同
年
２
月
１
日
付
け
で
あ
っ
た
。
 

 
２

 
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
(
1
)
 
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
契
約
に
つ
い
て
 

 
 
 

 
普

通
地
方

公
共

団
体
の

行
う
契

約
事

務
の

執
行
は

、
公
正

を
も

っ
て

第
一
義

と
し
て

、
機

会
均

等
の
理

念
に

最
も

適
合
し

、
か
つ

経
済

性
を

確
保
し

う
る
と

い
う

観
点

か
ら
、

一
般
競

争
入

札
が

原
則
と

さ
れ

、
随

意
契
約

は
、
施

行
令

第
１

６
７
条

の
２
第

１
項

各
号

に
該
当

す
る
場

合
に

の
み

認
め
ら

れ
る

限
定

的
な
契

約
方
法

で
あ

る
。

同
項
第

１
号
が

定
め

る
金

額
の
少

額
な
契

約
に

つ
い

て
ま
で

競
争

入
札

で
行
う

こ
と
は

、
事

務
量

が
い
た

ず
ら
に

増
大

し
、

能
率
的

な
行
政

運
営

を
阻

害
す
る

こ
と

か
ら

、
契
約

の
種
類

に
応

じ
た

一
定
金

額
以
下

の
も

の
に

つ
い
て

は
、
一

律
随

意
契

約
に
よ

る
こ

と
が

で
き
る

と
し
て

い
る

。
軽

易
工
事

は
随
意

契
約

に
よ

る
も
の

で
あ
る

が
、

同
号

を
適
用

す
る

た
め

に
、
故

意
に
契

約
を

細
分

化
す
る

よ
う
な

行
為

は
許

さ
れ
な

い
も
の

と
し

て
い

る
。
 

 
 
(
2
)
 
本
件
各
工
事
の
違
法
性
・
不
当
性
に
つ
い
て
 

請
求

人
は

、
本

件
各
工

事
に
つ

い
て

、
本

来
６
件

の
工
事

を
１

２
件

の
工
事

に
違
法

に
分

割
発

注
し
た
も
の
で
あ
り
、「

空
調
・
衛
生
」
及
び
「
電
気

」
の
両
区
分
で
業
者
登
録
を
し
て
い
る
業
者

が
存
在

し
、

空
調

・
衛
生

工
事
及

び
電

気
工

事
の
両

工
事
を

一
括

で
発

注
で
き

る
こ
と

か
ら

、
各

工
事
を
２
つ
の
工
事
に
分
割
し
た
こ
と
に
違
法
性
が

あ
る
旨
主
張
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
そ
こ
で
、
本
件
各
工
事
の
執
行
方
法
が
違
法
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 

 
 
 

 
前
記

１
の

前
提

事
実
に

よ
れ
ば

、
本

件
各

工
事
は

、
同
じ

時
期

に
、

同
じ
学

校
に
お

い
て

行
わ

れ
た
空

調
・

衛
生

工
事
と

電
気
工

事
で

あ
る

と
こ
ろ

、
当
該

工
事

の
必

要
性
や

工
事
内

容
等

を
確

認
す
る
た
め
、「

空
調
・
衛
生
」
の
業
者
や
「
電
気
」
の
業
者
に
現
場
確
認
や
参
考
見
積
書
の
作
成

を
依
頼

し
、

い
ず

れ
も
２

５
０
万

円
以

下
の

工
事
見

積
書
が

提
出

さ
れ

た
た
め

、
軽
易

工
事

と
し

て
執
行
し
た
経
過
が
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 

 
こ
の

う
ち

、
向

丘
中
学

校
に
お

け
る

工
事

で
は
、

２
教
室

の
空

調
・

衛
生
工

事
と
電

気
工

事
を

一
体
工

事
と

し
た

参
考
見

積
書
（

合
計

５
６

８
万
１

０
０
０

円
）

が
提

出
さ
れ

た
後
、

１
教

室
の

空
調
・
衛
生
工
事
と
電
気

工
事
に
分
離
発
注
し
て
い
る
が
（
前
記
１
の
(
4
)
イ
(
ｱ
)
）
、
こ
の
経
過
に

つ
い
て

、
教

育
委

員
会
事

務
局
は

、
当

該
年

度
の
予

算
の
関

係
か

ら
１

教
室
の

み
の
空

調
・

衛
生

工
事
を

優
先

し
、

両
業
種

の
専
門

性
が

異
な

る
こ
と

か
ら
、

そ
れ

ぞ
れ

の
業
者

に
依
頼

し
、

軽
易

工
事
の

執
行

手
続

を
実
施

し
た
こ

と
に

よ
り

、
手
続

が
煩
雑

な
一

般
競

争
入
札

に
比
し

て
安

く
実

施
で
き
た
と
し
て
い
る
。
 

 
 
 

 
こ
の

点
に

つ
い

て
は
、

全
体
の

工
事

を
１

件
で
発

注
す
る

こ
と

に
よ

り
、
工

事
期
間

の
短

縮
や
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川
崎

市
職

員
措
置
請

求
書
（
空
調

機
工
事
と

電
源

工
事
の
分

割
発
注

）
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
２

０
２
１
年

（
令
和
３
年
）
７
月
９

日
 

 
川
崎
市

監
査

委
員
 
様
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
住
所

 
川
崎
市

宮
前

区
五
所
塚

１
丁
目

２
１

番
３
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
氏
名

 
坂
巻
 

良
一
 

 
地
方
自

治
法

第
２
４
２

条
第

１
項
の
規
定
に
よ

り
、

別
紙
証

拠
を
添
え

、
必

要
な
措
置

を
請
求

し
ま

す
。
 

１
 
請
求

の
要

旨
 

 
(
1)
 
監

査
対

象
と
な
る

財
務

会
計
行

為
に
つ
い

て
 

 
 
 
監

査
請

求
の
対
象

は
違

法
な
公
金
の
支
出

及
び

契
約
の

締
結
で
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 

甲
第
１

号
証
－

１
か
ら

甲
第
６
号

証
－

２
に
示

す
１
２

件
の
工

事
契

約
に
お

い
て
、

教
育
委

員
会
教
育

環
境

整
備
推

進
室

が
地
方

自
治
法

等
に
定

め
る
一
般

競
争
入

札
も

し
く
は

指
名
競

争
入
札

と
い

う
よ
り
競

争
性

の
高
い

契
約

方
法
を

執
ら
ず

に
、
適

用
が
禁
止

さ
れ
て

い
る

随
意
契

約
で
あ

る
「
川

崎
市

軽
易
工
事

契
約

事
務
取

扱
規

程
」（

以
下
「

軽
易
工
事

取
扱

規
程
」

と
い
う

。
）

を
適

用
し
、

本
来
の
６
件

の
工
事
を

１
２

件
の

工
事
に
違

法
に
分
割
発

注
し
た
工

事
契

約
を
監
査

対
象
と

し
ま

す
。
 

 
(
2)
 
分

割
発

注
に
係
る

違
法

性
に
つ

い
て
 

 
 
 

地
方
自

治
法
第

２
３
４

条
第
１
項

及
び

第
２
項

、
地
方

自
治
法

施
行

令
第
１

６
７
条

の
２
第

１
項
第
１

号
及

び
川
崎

市
契

約
規
則

第
２
４

条
の
２

に
定
め
る

い
わ
ゆ

る
「

少
額
随

意
契
約

」
に
つ

い
て

適
用
す
る

規
定

と
し

て
、
川
崎

市
は
「
軽
易

工
事
取
扱

規
程

」
を
制
定

し
て
お

り
ま

す
。
 

 
 
 

軽
易
工

事
取
扱

規
程
を

適
用
す
る

場
合

に
は
、

軽
易
工

事
取
扱

規
程

第
２
条

に
「
１

件
２
５

０
万
円
以

下
の

工
事

を
い
う
。
」
と
定
め
ら
れ

て
お
り
、
１

件
の
工
事
が
２

５
０

万
円
を
超

え
る
場
合
は
、
一
般
競
争

入
札

も
し
く

は
指

名
競
争

入
札
に

よ
ら
な

け
れ
ば
な

り
ま
せ

ん
。

な
お
、

２
５
０

万
円
を

超
え

る
契
約
か

否
か

に
つ

い
て
は
、

甲
第
２
９
号

証
の
各
契

約
金

額
の
合
計

覧
を
参

考
に

し
て
く
だ

さ
い

。
 

 
 
 

軽
易
工

事
取
扱

規
程
の

運
用
に
つ

い
て

は
、
甲

第
７
号

証
に
示

す
契
約
課
が

策
定
し

た
「
入

札
・
契
約

事
務

研
修
【

テ
キ

ス
ト
】
」

の
１

８
ペ
－
ジ

の
上

か
ら
１

０
行
目

の
「
（
３

）
随
意

契
約

が
で
き

る
場
合
」

の
下

線
箇
所

（
契

約
課
が

下
線
設

定
）
に

は
「
地
方

自
治
体

の
契

約
の
原

則
は
一

般
競
争

で
す

の
で
、
随

意
契

約
の

適
用
の
解

釈
は
最
小
限

と
し
、
随
意

契
約

の
執
行

は
極
力
抑
制

す
べ

き
も
の
で

す
。」

と
あ
り
ま

す
。
 

 
 
 
ま

た
、
甲
第

８
号
証
に
示
す
契

約
課

が
策
定
し

た
「
契

約
事
務
の

手
引

き
」
の
「
第
７
章
 
軽
易

工
事
」

の
４

ペ
－
ジ

の
上

か
ら
３

行
目
「
≪

留
意

点
≪
」
の

上
か
ら

６
行

目
か
ら

の
下
線

箇
所
（

契
約

課
が
下
線

設
定

）
に
は

「
工

事
内
容

、
業
種
、

施
工

場
所
、
施

工
時
期

が
同

じ
、
又

は
ほ
ぼ

同
様
で

あ
る

工
事
等
に

つ
い

て
、
本

来
１
件
で

発
注
す

べ
き
案

件
を
、
複
数
件
に
分
け

て
発
注
す

る
こ

と
は
で
き

ま
せ
ん

。」
と
も

あ
り

ま
す

。
 

 
 
 
本

件
工

事
は
、
６
件
の

同
一
中

学
校

に
お
け
る
「
空
調

機
工
事
」
と
「

空
調
機
工
事
に

伴
う
電
源

工
事
」

で
あ

る
こ
と

か
ら

、
そ
れ

ぞ
れ
２
分

割
し

た
１
２
件

の
工
事

で
は

な
く
、

上
記
の

「
工
事

内
容

、
業
種
、

施
工

場
所
、

施
工

時
期
が

同
じ
、
又

は
ほ

ぼ
同
様
で

あ
る
工

事
等

に
つ
い

て
、
本

来
１
件

で
発

注
す
べ
き

案
件

」
と
の

こ
と

か
ら
す

れ
ば
、
本

件
工

事
は
、
甲

第
１
号

証
か

ら
甲
第

６
号
証

に
示
す

同
一

中
学
校
の

６
件

の
工

事
と
し
て

発
注

す
べ
き

も
の
で
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 
し

た
が

っ
て
、
違

法
分

割
発
注

工
事
で
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 
な

お
、
①
川

崎
市

に
登
録

し
て
い
る
業
者

に
は
、「

空
調
・
衛
生
」
業

種
及
び
「
電
気
」
業
種
の

両
方
に

登
録

し
て

い
る
業
者

も
多
く
存
在

し
て
い
る

こ
と
（

甲
第
２
４

号
証
に
よ

り
２

３
業
者
が
存

在
）
、
ま
た
②

別
紙
１
 

12
 

を
依
頼

し
、

見
積
り

合
わ

せ
の
３

者
を

全
て
入

れ
替

え
る
な

ど
、

業
者
と

の
信

頼
関
係

の
拡

充
に
取

り
組
む

と
と

も
に
、

見
積

り
合
わ

せ
の

業
者
の

組
合

せ
を
よ

り
工

夫
す
る

な
ど

、
契
約

に
お

け
る
実

質
的
な
競
争
性
及
び
公
平
性
の
確
保
を
望
む
も
の
で
あ

る
。
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１
８

年
度
ま

で
は

１
０
０

万
円
と
な

っ
て

お
り
、
平

成
１
９

年
度

以
降
は

２
５
０

万
円
と

な
っ

て
お
り
ま

す
。
 

 
 
 

平
成
３

０
年
度

ま
で
は

、
補
修
工

事
の

み
が
軽

易
工
事

の
対
象

で
あ
り
ま

し
た
が

、
平

成
１

８
年
度
ま

で
は

、
そ

の
上
限
金

額
を
超
え
る

契
約
は
、

数
え

る
ぐ
ら
い

し
か
あ

り
ま

せ
ん
。
 

 
 
 
補

修
工

事
で
あ
る

の
に

。
 

 
 
 

つ
ま
り

、
新
設

工
事
で

あ
れ
ば
、

工
事

の
内
容

を
変
え

る
こ
と

に
よ

り
、
１

０
０
万

円
以
下

に
す
る
と

か
、

３
０
０

万
円

に
す
る

と
か
は
、

あ
る

程
度
自
由

が
利
き

ま
す

が
、
学

校
施
設

の
補
修

工
事

は
、
そ
れ

を
修

理
す

る
金
額
を

本
来
は
自
由

に
変
更
す

る
こ

と
は
で
き

ま
せ
ん

。
 

 
 
 

本
来
は

、
自
由

に
変
更

で
き
な
い

も
の

を
、
教

育
委
員

会
は
、

そ
れ

を
複
数

に
分
割

す
る
こ

と
で
１
０

０
万

円
以

下
と
か
２

５
０
万
円
以

下
と
か
に

し
て

き
た
歴
史

が
あ
り

ま
す

。
 

 
 
 

そ
の
実

態
が
、

甲
第
１

１
号
証
で

明
ら

か
に
な

っ
て
い

ま
す
。

平
成
１
９
年

度
以
降

は
、
１

０
０
万
円

を
超

え
て
２

５
０

万
円
ま

で
の
補
修

工
事

で
あ
る
軽

易
工
事

が
、

平
成
１

８
年
度

ま
で
の

件
数

か
ら
は
考

え
ら

れ
な

い
ぐ
ら
い

増
加
し
て
い

る
実
態
が

明
ら

か
に
な
っ

て
い
ま

す
。
 

 
 
 

補
修
工

事
と
い

う
前
提

で
あ
れ
ば

、
契

約
金
額

基
準
の

上
限
金

額
が

変
更
に

な
っ
て

も
件
数

に
そ
れ
ほ

ど
影

響
は

な
い
も
の

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 

し
か
し

な
が
ら

、
教
育

委
員
会
の

契
約

件
数
は

、
工
事

そ
の
も

の
の

内
容
で

は
な
く

、
契
約

金
額
の
基

準
が

変
わ

る
こ
と
で

、
件
数
に
大

き
な
違
い

が
生

じ
て
い
ま

す
。
 

 
 
 
結

局
の

と
こ
ろ
、
教
育
環

境
整
備
推

進
室
の
体
質
が

、
契
約
の

原
則

は
、「

契
約
規
則

に
定
め
ら

れ
た

軽

易
工

事
の

上
限
金
額

に
合
わ
せ
た

契
約
を
行

う
こ

と
で
あ
り

ま
し
た

。
 

 
 
 
分

割
発

注
の
定
義

が
、「

工
事
内
容

、
業
種
、
施
工
場

所
、
施
工

時
期

が
同
じ
、
又
は

ほ
ぼ
同
様

で
あ

る

工
事

等
に
つ

い
て

、
本
来

１
件
で
発

注
す

べ
き
安
件

を
、
複

数
件

に
分
け

て
発
注

す
る
こ

と
は

で
き
ま
せ

ん
。
」
と
な
っ

て
し
ま
い
、
何
と

し
て
も
、
軽
易
工
事
の
上
限
金

額
に
合
わ

せ
た

契
約
を
行

う
た
め

に
知

恵

を
絞

っ
た

結
果
、【

分
離
発
注
】
に
至
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す

。
 

 
 
 
そ

の
証

拠
に
、「

甲
第
１
号

証
－
２
向
丘
中

学
校
４
階

特
別
支

援
学

級
空
調
機

電
源

工
事
」
の
４
ペ
－
ジ

目
の

業
者

か
ら
の
参

考
見
積
書
に

は
、
５
,
６
８
１

,０
０
０
円
の

見
積
額
と

な
っ

て
お
り
、「

空
調
機

工
事

」

と
「

電
源
工

事
」

を
一
括

し
て
発
注

す
る

場
合
は
、

２
５
０

万
円

以
下
に

は
収
ま

ら
な
く

な
っ

て
し
ま
い

ま
す

。
 

 
 
 

な
お
、

令
和
２

年
度
か

ら
は
、
設

計
業

務
を
担

当
す
る

技
術
職

員
を
増
員

し
た
に
も

関
わ
ら

ず
、
２
５

０
万

円
超

か
ら
３
５

０
万
円
ま
で

の
契
約
金

額
の

契
約
件
数

は
、「

０
（
ゼ
ロ
）
」
で

あ
り

ま
す
。
 

 
 
 

こ
の
こ

と
か
ら

も
、
教

育
委
員
会

の
分

割
発
注

を
是
正

し
、
競

争
入

札
を
よ

り
導
入

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
と

い
う

本
気
度
に

疑
問
符
が
つ

く
も
の
で

あ
り

ま
す
。
 

 
(
5)
 
空

調
機

本
体
を
取

り
付

け
た
の

み
で
は
た

だ
の

箱
に
つ

い
て
 

 
 
 
空

調
機

本
体
を
取

り
付

け
た
の

み
で
は
、

た
だ

の
箱
で

し
か
あ
り

ま
せ

ん
。
 

 
 
 

そ
こ
に

、
そ
の

動
力
源

で
あ
る
電

源
を

繋
げ
て

初
め
て

空
調
機

の
機

能
が
発

揮
さ
れ

る
も
の

で
あ
り
ま

す
。
 

 
 
 

今
回
の

教
育
委

員
会
の

代
表
者
で

あ
る

教
育
長

さ
ん
、

教
育
委

員
会

の
組
織

は
川
崎

市
の
組

織
に
属
し

ま
す

の
で
、

そ
の

代
表
者

で
あ
る
川

崎
市

長
さ
ん
、

そ
し
て

今
回

の
契
約

に
お
い

て
決
裁

を
行

っ
た
教
育

委
員

会
の

職
員
の
皆

様
に

お
聞
き

い
た
し
ま

す
。
 

 
 
 

求
釈
明

と
い
た

し
ま
し

て
、
教
育

長
、

市
長
そ

し
て
教

育
委
員

会
の
職
員
、

そ
れ
ぞ

れ
が
既

に
自
宅
に

空
調

機
を
取

り
付

け
た
経

験
が
あ
る

と
思

わ
れ
ま
す

の
で
、

お
聞

き
い
た

し
ま
す

が
、
自

宅
に

空
調
機
を

取
り

付
け
た

際
、

空
調
機

屋
さ
ん
と

電
気

屋
さ
ん
と

別
々
の

業
者

さ
ん
に

依
頼
さ

れ
た
の

で
し

ょ
う
か
。

依
頼

さ
れ

た
方
が
い

ら
っ

し
ゃ
い

ま
し
た
ら

、
名

乗
り

を
上
げ

て
く
だ

さ
い
。
必
ず

、
お

答
え
く

だ
さ
い
。
 

 
 
 

そ
し
て

、
空
調

機
本
体

を
取
り
付

け
た

場
合
、

正
常
に

稼
働
す

る
か

否
か
、

家
庭
用

の
空
調

機
で
も
必

ず
作

動
確
認

は
行

い
ま
す

が
、
仮
に

、
正

常
に
稼
働

し
な
か

っ
た

場
合
、

空
調
機

屋
さ
ん

か
電

気
屋
さ
ん

「
電

気
」
業

種
に

登
録
し

て
い
る

業
者
で
も

「
空
調

機
工
事

」
請

け
負
っ

て
い
る

実
績
が

あ
る

こ
と
か
ら

（
甲

第
１
７

号
証

）
さ
ら

に
、
③

本
件
工
事

を
請
け

負
っ
た

業
者

の
中
に

は
「
空

調
・
衛

生
」

業
種
の
み

を
業

者
登

録
し
て
い

る
業

者
（
甲

第
２
９

号
証
に
示

す
１

－
１
の

三
田

調
温
工
業
（
株

）、
３

－
１
の
（
株

）

オ
ー

ソ
リ
テ

ィ
ー

、
５
－

１
の
（

株
）
玉

川
設
備
）

も
あ
り

ま
す

が
、
い

ず
れ
の

業
者
も

電
気
工
事
も
請

け
負

う
こ

と
が
可
能

で
あ

り
（

甲
第

２
３
号
証

の
各

契
約
書

面
で
確

認
で
き
ま

す
）
、
ま
た
、
そ

の
他
の
業

者
は

、「
空
調
・

衛
生
」

業
種
及

び
「
電
気

」
業

種
の
両

方
を
登

録
し
て

お
り
、
本

件
１
２

件
の

工
事
は
、

「
空

調
・
衛

生
」

業
種
及

び
「
電

気
」
業
種

に
分
け

て
発
注

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
合
理

的
な

理
由
は
存

在
し

な
い

も
の
と
思

わ
れ

ま
す
。
 

 
 
 

そ
こ
で

、
求
釈

明
で
あ

り
ま
す
が

、
今

回
の
１

２
件
の

工
事
見

積
り
業
者

で
あ
り

ま
す

３
６

社
（
重
複

見
積

り
業
者

を
含

む
）
は

、
す
べ

て
空
調
機

工
事
と

電
源
工

事
を

一
括
で

請
け
負

う
こ
と

が
で

き
る
と
思

い
ま

す
が
、

３
６

社
（
重

複
見
積

り
業
者

を
含
む
）

の
中
で

、
法

令
等
の

規
定
で

空
調
機

工
事
と
電
源
工

事
を

一
括

で
請
け
負

う
こ
と
が
で

き
な
い
業

者
名

を
明
ら
か

に
さ
れ

た
い

。
 

 
(
2)
 
分

離
発

注
の
メ
リ

ッ
ト

に
つ
い

て
 

 
 
 

教
育
委

員
会
教

育
環
壌

整
備
推
進

室
は

、
違
法

分
割
で

は
な
く

甲
第

９
号
証

に
示
す

「
川
崎

市
教
育
委

員
会

事
務
局

の
軽

易
工
事

契
約
に

係
る
事
務

取
扱
手

引
（
令

和
２

年
８
月

３
日
付

け
２
川

教
庶

第
４
６
８

号
教

育
次

長
決
裁
）
」
に
お
い
て
、
新

た
に
「
分

離
発

注
」
と
い

う
考
え
方
を
導

入
し
、
今

回
の
「
空
調

機

工
事

」
と

「
電
源
工

事
」
を
２
つ

分
け
て
発

注
し

た
と
思
わ

れ
ま
す

。
 

 
 
 

そ
の
こ

と
か
ら

、
教
育

委
員
会
は

、
策

定
し
た

手
引
き

の
規
定

に
従

い
本
体

工
事
と

設
備
工

事
を
分
離

し
て

発
注

し
た
も
の

で
、
違
法
性

は
な
い
と

主
張

す
る
も
の

と
思
わ

れ
ま

す
。
 

 
 
 

つ
ま
り

、
違
法

分
割
発

注
の
定
義

に
あ

る
「
工

事
内
容

、
業
種

、
施
工
場

所
、
施
工

時
期
が

同
じ
、
又

は
ほ

ぼ
同
様

で
あ

る
工
事

等
に
つ

い
て
、」

に
お
け

る
「

業
種
」

に
お
い

て
、「

電
気
」

業
種
と

「
空
調
・

衛
生

」
業
種

と
の

別
々
の

業
種
か

ら
業
者
の

選
定
を

行
っ
た

も
の

と
の
理

論
で
、

違
法
性

は
な

い
と
主
張

す
る

も
の

と
思
わ
れ

ま
す

。
 

 
 
 

し
か
し

な
が
ら

、
一
般

市
民
・
一

般
社

会
の
常

識
と
し

て
、
空

調
機

の
工
事

を
発
注

す
る
場

合
、
空
調

機
器

本
体

の
工
事
と

そ
の

動
力
源

で
あ
る
電

気
工

事
を
分
け

て
発
注

す
る

こ
と
が
あ

る
の

で
し
ょ

う
か
 

 
 
 
そ

れ
で

は
、
求
釈
明
と
し

て
、
な
ぜ

、「
分

離
発
注
」
を
選
択
し

た
の

で
し
ょ
う
か
。
そ

の
理
由
を

明
ら

か
に

さ
れ

た
い
。
 

 
 
 

そ
し
て

、
求
釈

明
と
し

て
、「

分
離
発

注
」
は

、
川
崎

市
の
市
政

運
営
上

、
市

民
及
び

市
政
に

お
い
て

、

ど
の

よ
う

な
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
の

で
し
ょ
う

か
。

明
ら
か
に

さ
れ
た

い
。
 

 
 
 
な

お
、「

分
離
発

注
」
を
ネ
ッ
ト
検
索

し
た

中
で
、
代

表
的
な

も
の
を
２

件
、
甲
第
１
０
号
証
－
１
及
び

甲
第

１
０

号
証
－
２

と
し
て
示
し

ま
す
。
 

 
 
 

そ
こ
に

は
、
メ

リ
ッ
ト

と
し
て
、

工
事

費
を
安

く
す
る

こ
と
が

で
き

る
こ
と

が
メ
リ

ッ
ト
で

あ
る
と
記

載
さ

れ
て

い
ま
す
。
 

 
 
 
そ

れ
で

は
、
求
釈

明
と
し
て
、
契

約
金
額

と
し
て
、「

空
調

機
工
事
」
と
「
電
源
工
事
」
を
一
括

し
て

発

注
す

る
場
合

と
、

教
育
委

員
会
の

い
う
と
こ

ろ
の
「

分
離
発

注
」

の
場
合

と
で
、

発
注
工

事
費

を
安
く
す

る
検

証
は

行
っ
た
の

で
し
ょ
う
か

。
そ
の
検

証
結

果
を
明
ら

か
に
さ

れ
た

い
。
 

 
(
3)
 
教

育
環

境
整
備
推

進
室

に
お
け

る
過
去
の

軽
易

工
事
契

約
の
実
態

に
つ

い
て
 

 
 
 
甲

第
１

１
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 

そ
こ
に

は
、
平

成
１
５

年
度
か
ら

令
和

２
年
度

の
１
８

年
間
に

お
け

る
３
５

０
万
円

ま
で
の

契
約
の
件

数
を

１
０

万
円
単
位

（
１
円
～
５

０
万
円
ま

で
は

一
括
集
計

）
で
表

示
し

て
あ
り
ま

す
。

 

 
 
 

単
年
度

の
デ
－

タ
で
は

わ
か
ら
な

い
こ

と
が
、

１
８
年

間
と
い

う
一
定
の
期

間
の
デ

－
タ
を

並
べ
る
こ

と
で

い
ろ

い
ろ
分
か

っ
て

く
る
も

の
が
あ
り

ま
す

。
 

 
 
 
実

に
驚

く
べ
き
一

覧
表

で
あ
り

ま
す
。
 

 
 
 

軽
易
工

事
の
基

準
と
な

り
ま
す
契

約
金

額
の
上

限
金
額

は
、
川

崎
市

契
約
規

則
の
規

定
に
よ

り
、
平
成
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改
革

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
推
進

室
、
財
政

局
契

約
課
並
び

に
入
札

契
約

制
度
実

務
担
当

者
検
討

会
、

入
札
契
約

制
度

検
討
会

兼
入

札
部
会

及
び
入

札
契
約

制
度
・
発

注
等
検

討
委

員
会
に

し
っ
か

り
と
説

明
を

行
っ
た
の

か
、

甚
だ

疑
問
で
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 

し
た
が

っ
て
、

求
釈
明

と
し
て
、

上
記

関
係
部

署
へ
の

説
明
を

行
っ
た
の

か
否
か

、
ま

た
、

最
終
的
に

分
離

発
注

を
決
定
す

る
こ
と
に
関

す
る
経
緯

及
び

議
事
録
を

明
ら
か

に
さ

れ
た
い
。
 

 
 
 

ま
た
、

こ
れ
も

求
釈
明

で
あ
り
ま

す
が

、
上
記

各
部
署

に
お
け

る
議
論
に

お
い
て

、
ど

の
よ

う
な
コ
ス

ト
ダ

ウ
ン

が
図
ら
れ

る
と
の
結
論

に
至
っ
た

の
か

、
議
事
録

等
の
証

拠
を

示
し
、
明

ら
か

に
さ
れ

た
い
。
 

 
 
 

な
お
、

併
せ
て

、
コ
ス

ト
ダ
ウ
ン

の
議

論
を
ま

っ
た
く

し
て
い

な
い

場
合
は

、
分
離

発
注
の

メ
リ
ッ
ト

は
コ

ス
ト
ダ

ウ
ン

で
あ
る

と
の
原
理

原
則

で
あ
る
に

も
関
わ

ら
ず

、
議
論

し
な
か

っ
た
理

由
を

明
ら
か
に

さ
れ

た
い

。
 

 
(
8)
 
空

調
機

工
事
と
電

源
工

事
の
過

去
の
状
況

に
つ

い
て
 

 
 
 

平
成
２

７
年
度

か
ら
令

和
２
年
度

ま
で

の
空
調

機
工
事

と
電
源

工
事
と
の

関
係
性

を
甲

第
１

６
号
証
に

示
し

ま
す

。
 

 
 
 

「
空
調

・
衛
生

」
業
種

と
「
電
気

」
業

種
の
平

成
２
７

年
度
か

ら
令

和
２
年

度
ま
で

の
契
約

件
数
及
び

契
約

金
額

の
一
覧
表

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 
こ

の
一

覧
表
か
ら

読
み

取
れ
る

こ
と
は
、
過
去
の
空

調
機
工

事
に

お
い
て
は

、「
空

調
・
衛
生

」
業
種
で

発
注

す
る
よ

り
「

電
気
」

業
種
で
発

注
し

て
い
た
工

事
の
方

が
、

工
事
件

数
と
し

て
は
約

２
倍

、
工
事
金

額
と

し
て

は
約
３
倍

も
多

か
っ
た

と
い
う
こ

と
で

あ
り
ま
す

。
 

 
 
 
そ

れ
が
、
令
和
２
年
度
に

お
い
て
は
、
２
倍

も
３
倍

も
多
か

っ
た
「
電
気
」
業
種

が
、
な
ん

と
「
０
（
ゼ

ロ
）

件
」
「
０
（
ゼ

ロ
）
円
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。

 

 
 
 
そ

こ
で
、
求
釈
明
で
あ
り

ま
す
が
、
市
内
中
小
業
者

さ
ん
に
、
令
和

２
年
度
か
ら
は

、「
電
気
」
業
種

に

登
録

し
て
い

る
業

者
さ
ん

に
は
、
空

調
機

工
事
の
発

注
は
行

い
ま

せ
ん
と

、
お
知

ら
せ
し

て
い

た
の
で
し

ょ
う

か
。

明
ら
か
に

さ
れ

た
い
。
 

 
 
 
な

ぜ
か

と
言
え
ば

、「
電

気
」
業
種

に
登
録
し

て
い
る

中
小
企

業
さ

ん
に
は
、
従
前
、
年

平
均

１
億
円
以

上
の

契
約

実
績
が
あ

っ
た

も
の
が
、
急
に
、
令

和
２
年

度
か

ら
「
０
（

ゼ
ロ

）
件
」「

０
（

ゼ
ロ

）
円
」
と

な
っ

て
し

ま
っ
て
い

る
か
ら
で
あ

り
ま
す
。
 

 
 
 

こ
の
よ

う
な
契

約
方
式

の
変
更
が

あ
っ

た
場
合

、
業
者

さ
ん
に

よ
っ

て
は
、

今
ま
で

「
電
気

」
業
種
の

み
で

登
録
し

て
い

て
も
空

調
工
事
も

当
然

請
け
負
う

こ
と
が

で
き

て
い
た

も
の
で

あ
る
こ

と
か

ら
、
契
約

方
式

に
変

更
が
あ
れ

ば
、
当
然

の
ご
と

く
、「

空
調
・
衛
生
」
業
種

も
含

め
て
登
録

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

か
ら

で
あ

り
ま
す
。
 

 
 
 

そ
の
甲

第
１
６

号
証
の

契
約
件
数

及
び

契
約
金

額
の
契

約
一
覧

を
甲
第
１
７

号
証
及

び
甲
第

１
８
号
証

と
し

て
示

し
ま
す
。
 

 
 
 
空

調
工

事
と
そ
の

動
力

源
で
あ

り
ま
す
電

気
・
電
源

工
事
は
、
密
接

な
工

事
で
あ

る
た
め

、「
電
気
」
業

種
の

業
者

さ
ん
で
も

、「
空
調
・
衛
生

」
の

業
者

さ
ん
で
も

、
ま

っ
た
く

問
題
な
し

に
請

け
負
っ

て
い
た
実

態
を

お
示

し
す
る
者

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 

甲
第
１

７
号
証

は
、
平

成
２
７
年

度
か

ら
平
成

３
１
年

度
ま
で

の
「
電
気
」

業
種
に

登
録
し

た
中
小
企

業
さ

ん
の

契
約
件
数

及
び
契
約
金

額
を
示
す

契
約

一
覧
で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 

甲
第
１

８
号
証

は
、
平

成
２
７
年

度
か

ら
令
和

２
年
度

ま
で
の

「
空
調
・

衛
生
」

業
種

に
登
録

し
た
中

小
企

業
さ

ん
の
契
約

件
数
及
び
契

約
金
額
を

示
す

契
約
一
覧

で
あ
り

ま
す

。
 

 
 
 

し
か
し

な
が
ら

、
急
な

契
約
方
式

の
変

更
に
よ

り
、
甲

第
１
７

号
証

に
示
す

「
電
気

」
業
種

登
録
の
中

小
企

業
さ
ん

の
契

約
が
、

そ
れ
ま
で

の
年

平
均
契
約

件
数
が

、
８

４
件
、

そ
れ
ま

で
の
年

平
均

契
約
金
額

が
、
約
１
億
２

千
万

円
あ
っ
た
も
の
が

、
令
和
２

年
度

か
ら
は

、「
０
（
ゼ
ロ

）
件

」
と
「
０
（

ゼ
ロ
）
円

」

と
な

っ
て

い
く
も
の

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 
半

面
、「

空
調
・
衛

生
」
業
種
に
登

録
し
た
中

小
企
業

さ
ん
は
、
契
約

件
数
が
約
４
倍
、
契
約

金
額
が
約

か
、

ど
ち

ら
の
責
任

と
さ

れ
て
い

る
の
で
し

ょ
う

か
。
 

 
 
 

ま
た
、

甲
号
証

の
各
工

事
写
真
に

は
、

リ
モ
コ

ン
を
取

り
付
け

た
写

真
が
あ

り
ま
す

が
、
そ

れ
に
は
電

気
の

配
線

が
な
さ
れ

て
い

る
よ
う

に
見
え
ま

す
。
 

 
 
 
さ

ら
に

、「
渡
り

配
線
」
が
、
空
調
機
本

体
側

の
仕
様

に
載
っ

て
い
ま
す

が
、
こ
れ
も

電
気
を
通

す
配

線

で
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 

こ
こ
で

求
釈
明

で
あ
り

ま
す
。
つ

ま
り

、
今
回

の
契
約

に
は
、

上
記
の
と

お
り
空
調

機
本
体

工
事
の
一

部
に

電
気
工

事
が

含
ま
れ

て
い
る

と
思
わ
れ

ま
す
が

、
な
ぜ

、
空

調
機
本

体
工
事

に
電
気

業
者

さ
ん
が
請

け
負

う
べ

き
電
気
業

務
が
含
ま
れ

て
い
る
の

で
し

ょ
う
か
。

明
ら
か

に
さ

れ
た
い
。
 

 
 
 

手
引
き

の
分
離

発
注
に

基
づ
け
ば

、
そ

の
よ
う

な
工
事

も
分
離

発
注
す
べ
き

で
は
な

か
っ
た

で
は
な
い

で
し

ょ
う

か
。
 

 
(
6)
 
１

２
件

の
分
離
発

注
の

状
況
に

つ
い
て
 

 
 
 
そ

こ
で
、
甲
第
１

２
号
証
と
し
て
、
甲
第
１

号
証
－

１
か
ら

甲
第

６
号
証
－

２
に

つ
い
て

、「
電
気
」
業

種
と

「
空

調
・
衛
生

」
業

種
と
の

別
々
の
業

種
か

ら
業
者
の

選
定
を

行
っ

た
状
況
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 
ま

ず
、
甲

第
１
号

証
－
１
は
、「

向
丘
中
学
校

４
階
特

別
支
援

学
級
（

旧
文
化

部
活
動

室
Ａ
）
空
調
設
置

工
事

」
と

い
う
契
約

件
名
で
主
と

し
て
空
調

機
工

事
と
し
て

発
注
し

て
お

り
ま
す
。
 

 
 
 
次

に
、
甲

第
１
号
証
－
２

は
、「

向
丘
中

学
校

４
階
特

別
支
援

学
級
空
調

機
電

源
設
置
工
事
」
と
い

う
契

約
件

名
と
な

っ
て

お
り
、

甲
第
１

号
証
－

１
の
空
調

機
を
設

置
す

る
こ
と

に
伴
っ

た
電
源

工
事

と
し
て
発

注
し

て
お

り
ま
す
。
 

 
 
 

他
の
甲

第
２
号

証
－
１

か
ら
甲
第

６
号

証
－
２

ま
で
の

各
工
事

も
、
各
号

証
の
「
－

１
」
は

、
空
調
機

の
設

置
工
事

も
し

く
は
補

修
工
事

で
あ
り
、
「
－
２

」
は

、「
－
１

」
の
工

事
に
伴

っ
て
必

要
と

な
っ
た
電

源
工

事
で

あ
り
ま
す

。
 

 
 
 

し
た
が

っ
て
、

甲
第
１

号
証
－
１

か
ら

甲
第
６

号
証
－

２
の
各

工
事
は
、

教
育
委
員

会
が
言

う
と
こ
ろ

の
「

本
体
工

事
（

空
調
機

工
事
）
」
と
「
設

備
工
事

（
電

源
工
事

）
」
と
を

分
離
し

て
発

注
し
た

も
の
と
の

主
張

に
な

る
も
の
と

思
わ

れ
ま
す

。
 

 
 
 

し
か
し

な
が
ら

、
世
の

中
の
空
調

機
工

事
と
電

源
工
事

は
、
そ

の
よ

う
に
分

離
発
注

が
常
識

と
な
っ
て

い
る

も
の

で
し
ょ
う

か
。
 

 
(
7)
 
分

離
発

注
方
式
の

採
用

に
至
る

求
釈
明
に

つ
い

て
 

 
 
 

甲
第
１

０
号
証

－
１
及

び
甲
第
１

０
号

証
－
２

に
は
、

分
離
発

注
方
式
の

メ
リ
ッ

ト
が

記
載

さ
れ
て
い

ま
す

が
、
い

ず
れ

も
「
工

事
費
の

コ
ス
ト
ダ

ウ
ン
」

を
目
的

と
し

て
採
用

さ
れ
る

契
約
方

法
で

あ
る
と
さ

れ
て

い
ま

す
。
 

 
 
 
そ

し
て

、
甲
第
１

３
号

証
並
び

に
甲
第
１

４
号

証
及
び

甲
第
１
５

号
証

を
示
し
ま

す
。
 

 
 
 

甲
第
１

３
号
証

に
お
け

る
１
０
ペ

－
ジ

の
点
線

に
よ
る

囲
み
箇

所
、
上
記

各
号
証

に
は

、
こ
の

分
離
発

注
方

式
を

採
用
す
る

に
至
る
経
過

と
し
て
は

、
教

育
委
員
会
、
総

務
企
画
局

コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス

推
進
室
、

行
政

改
革
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

推
進
室

、
財
政
局

契
約
課

が
参
画

し
た

と
の
こ

と
、
ま

た
甲
第

１
４

号
証
に
お

い
て

は
、
入

札
契

約
制
度

実
務
担

当
者
検
討

会
、
入

札
契
約

制
度

検
討
会

兼
入
札

部
会
及

び
入

札
契
約
制

度
・

発
注
等

検
討

委
員
会

が
参
画

し
た
も
の

と
さ
れ

、
そ
の

６
ペ

－
ジ
及

び
７
ペ

－
ジ
に

は
、

甲
第
９
号

証
に

示
す
「

川
崎

市
教
育

委
員
会

事
務
局
の

軽
易
工

事
契
約

に
係

る
事
務

取
扱
手

引
」
の

当
初

案
が
提
案

さ
れ

て
い

ま
す
。
 

 
 
 
そ

し
て
、
そ
の
当

初
案
で
あ
る
「
川
崎
市
教

育
委
員

会
事
務

局
軽

易
工
事
取

扱
要

綱
（

案
）」

か
ら
最
終

的
に

甲
第
１

５
号

証
の
手

引
き
の

策
定
に
至

る
「
令

和
元
年

度
第

１
回
入

札
契
約

制
度
・

発
注

等
検
討
委

員
会

」
の
関

係
会

議
に
お

け
る
議

事
録
も
あ

り
ま
す

が
、
最

終
的

に
分
離

発
注
を

決
定
す

る
こ

と
に
関
す

る
経

緯
が

不
明
で
あ

る
。
 

 
 
 

分
離
発

注
の
主

た
る
メ

リ
ッ
ト
で

あ
り

ま
す
契

約
金
額

の
コ
ス

ト
ダ

ウ
ン
及

び
具
体

的
な
空

調
機
工
事

と
電

源
工
事

と
の

分
離
発

注
を
検

討
し
て
い

る
こ
と

を
総
務

企
画

局
コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス

推
進

室
、
行
政
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こ
れ
は

、
ま
ち

づ
く
り

局
及
び
教

育
委

員
会
が

令
和
２

年
度
に

お
け

る
一
般

競
争
入

札
も
し

く
は
指
名

競
争

入
札

に
お
い
て

「
空

調
機
工

事
」
と
「

電
源

工
事
」
を

一
括
発

注
し

た
事
例
で

あ
り

ま
す
。
 

 
 
 
そ

こ
で
、
求
釈
明
で
あ
り

ま
す
が
、「

空
調
機

工
事
」
と
「
電
源

工
事
」
を
一
括
発

注
し
て
何
の

問
題
も

生
じ

て
い
な

い
と

思
わ
れ

ま
す
が

、
当
該

甲
第
２
３

号
証
に

お
け

る
「
空

調
機
工

事
」
と

「
電
源
工
事
」

を
一

括
発
注

し
た

事
例
と

甲
第
１
号

証
－

１
か
ら
甲

第
６
号

証
－

２
に
示

す
１
２

件
の
「

空
調

機
工
事
」

と
「

電
源

工
事
」
の

分
離
発
注
と

の
違
い
は

何
か

。
明
ら
か

に
さ
れ

た
い

。
 

 
 
 
ま

た
、

甲
第
２
４

号
証

を
示
し

ま
す
。
 

 
 
 
そ

れ
は

、「
平
成

３
１
・

３
２
年
度
 
工
事
請
負
有
資
格

者
業

者
名
簿
」

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 

そ
こ
に

あ
る
各

工
事
請

負
業
者
が

ど
の

よ
う
な

業
種
の

工
事
を

請
け

ら
れ
る

か
を
記

載
し
た

業
者
一
覧

で
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 
そ

の
中

で
、「

空
調
・
衛
生
」
と
「
電
気
」
の
両

方
の

工
事
を

請
け
負
う
こ
と

が
で
き

る
業
者
を

抽
出
い

た
し

ま
し
た

。
そ

の
結
果

、
「
市

内
」
「
中
小

企
業
」

で
「

空
調
・

衛
生
」

と
「

電
気
」

の
両
方

の
工
事
を

請
け

負
う

こ
と
が
で

き
る

業
者
数

は
、
２
３

業
者

い
ま
し
た

。
 

 
 
 
以

上
の

甲
第
２
３

号
証

及
び
甲

第
２
４
号

証
か

ら
、「

空
調
・
衛
生

」
に
登
録

し
た
業

者
の
多

く
は

、「
電

気
工

事
」
も

請
け
負
う
こ
と
が

可
能
で

あ
る

こ
と
と
、
ま
た
、「

市
内
」「

中
小

企
業
」
で
「
空
調
・
衛
生

」

と
「

電
気
」

の
両

方
の
工

事
を
請
け

負
う

こ
と
が
で

き
る
業

者
数

が
、
２

３
業
者

い
る
現

状
か

ら
致
し
ま

す
と
、
分
離

発
注
と

し
て

、「
空
調

機
工
事
」
と
「
電

源
工
事
」
に

つ
い

て
、
別
々

の
業
者

を
選
定

す
る

必

要
は

ま
っ

た
く
な
い

も
の
で
あ
り

ま
す
。
 

 
 
 
こ

の
こ

と
か
ら
も

、
教

育
委
員
会
が

分
離
発
注

と
し

て
、「

空
調
機

工
事

」
と
「
電
源

工
事
」
に
つ

い
て
、

別
々

の
業

者
を
選
定

す
る
理
由
が

ま
っ
た
く

理
解

で
き
な
い

も
の
で

あ
り

ま
す
。
 

 
 
 
改

め
て

、
求
釈
明

と
し

て
、
分

離
発
注
を

策
定

し
た
理

由
を
明
ら

か
に

さ
れ
た
い

。
 

 
(
14
)
 
甲
第

２
３
号
証

に
あ
る

「
空
調

・
衛

生
」
の
み

の
登

録
業
者

の
「
電
気

」
業

種
の
受

注
可
能
性

に
つ
い

て
 

 
 
 

空
調
機

工
事
と

そ
の
動

力
源
で
あ

る
電

気
工
事

と
の
分

離
発
注

を
可

能
と
し

た
教
育

委
員
会

の
甲
第
９

号
証

に
示
す

「
川

崎
市
教

育
委
員

会
事
務

局
の
軽
易

工
事
契

約
に

係
る
事

務
取
扱

手
引
（

令
和

２
年
８
月

３
日

付
け

２
川
教
庶

第
４
６
８
号

教
育
次
長

決
裁

）」
に
は
、

ど
う
考
え
て

も
違
和
感
が
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 
過

去
の

教
育
委
員

会
の

契
約
事

例
を
見
て

も
、

一
括
契

約
し
て
い

る
事

例
も
あ
り

ま
す
。
 

 
 
 
そ

こ
で

、
契
約
事

務
の

主
管
課

で
あ
り
ま

す
財

政
局
契

約
課
に
問

合
せ

を
行
い
ま

し
た
。
 

 
 
 
甲

第
３

２
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 

本
件
監

査
対
象

の
工
事

中
、
空
調

・
衛

生
の
み

の
業
者

登
録
で

電
気

・
電
源

業
務
を

受
注
し

て
い
な
い

①
三

田
調
温

工
業

（
株
）

②
（
株

）
オ
ー

ソ
リ
テ
ィ

ー
③
（

株
）

玉
川
設

備
の
３

業
者
の

「
電

気
」
業
務

の
受

注
可

能
性
に
つ

い
て
問
い
合

わ
せ
を
し
、
契
約

課
か

ら
の
そ

の
回
答
が

甲
第

３
２
号
証

で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

そ
こ
に

あ
り
ま

す
と
お

り
、
上
記

の
３

業
者
も

受
注
が

可
能
で

あ
る
と
の

契
約
課
の

回
答
で

あ
り
ま
し

た
。
 

 
 
 
そ

の
こ

と
か
ら
も

、
教
育

委
員
会
が

新
た

に
策
定
し

た
手
引

に
基

づ
き
、「

空
調
機

工
事
」
と
「
電
源
工

事
」

と
を

分
離
発
注

し
た

契
約
行

為
は
、
明

ら
か

に
、
違
法

な
分
割

発
注

と
な
る
も

の
で

あ
り
ま

す
。
 

 
 
 
そ

こ
で

、
求
釈
明

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 

上
記
契

約
課
の

回
答
内

容
に
教
育

委
員

会
が
異

議
が
あ

る
と
す

る
の

で
あ
れ

ば
、
法

令
等
の

根
拠
を
示

し
、

異
議

内
容
を
明

ら
か
に
さ
れ

た
い
。
 

 
 
 
さ

ら
に

、
甲
第
３

３
号

証
を
示

し
ま
す
。
 

 
 
 

業
者
登

録
は
「

空
調
・

衛
生
」
で

あ
る

上
記
の

３
社
中

の
２
社

で
あ
り
ま

す
①
三
田

調
温
工

業
（
株
）

と
②

（
株

）
玉
川
設

備
の
２
社
の

「
電
気
」

業
種

と
し
て
の

受
注
実

績
で

あ
り
ま
す

。
 

 
 
 
教

育
環

境
整
備
推

進
室

と
し
て

の
契
約
実

績
で

あ
り
ま

す
。
 

 
 
 

本
来
で

あ
れ
ば

、
登
録

業
種
が
「

空
調

・
衛
生

」
で
あ

り
ま
す

の
で

、
空
調

・
衛
生

業
種
か

ら
選
択
し

６
倍

と
な

っ
て
い
ま

す
。
 

 
 
 

「
業
種

」
登
録

の
違
い

の
み
で
の

契
約

方
式
の

急
な
変

更
で
、

こ
の

よ
う
な

違
い
が

生
じ
る

こ
と
は
、

業
者

さ
ん

に
よ
っ
て

は
、

死
活
問

題
に
も
な

り
か

ね
ま
せ
ん

。
 

 
 
 
改

め
て

、
求
釈
明

と
し

て
、「

分
離
発
注

」
を

策
定
し
た

経
緯
を
明

ら
か

に
さ
れ
た

い
。
 

ま
た
、
求
釈

明
と

し
て
、
登
録
業
種
の
違
い

に
よ

り
、
空
調

機
工
事

に
お
い
て

、「
電
気
」
業
種

の
み

で

業
者

登
録
し

て
い

る
業
者

で
、
空

調
機
工
事

か
ら
締

め
出
さ

れ
た

業
者
数

は
、
何

業
者
あ

り
ま

す
か
。
明

ら
か

に
さ

れ
た
い
。
 

 
(
9)
 

発
注
業

種
は
「

電
気
」

で
あ
る
が

「
室

外
機
」

と
「
室

内
機
」

と
「
電
源

・
電
気
」

の
工
事

を
違
法
に

３
分

割
し

て
き
た
契

約
実

態
に
つ

い
て
 

 
 
 
甲

第
１

９
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 
こ

れ
は
、
発
注
業

種
は
、「

電
気
」
業
種

で
あ

り
な
が

ら
、
軽
易

工
事

の
当
時

の
基
準
で
あ
り
ま
し
た
１

０
０

万
円
以

内
に

収
め
る

た
め
、

空
調
機
の

「
室
外

機
」
と

「
室

内
機
」

と
「
電

気
・
電

源
」

の
工
事
を

違
法

に
３
分

割
発

注
し
て

き
た
平

成
１
７
年

度
及
び

平
成
１

８
年

度
の
違

法
３
分

割
発
注

の
契

約
実
態
で

あ
り

ま
す

。
 

 
(
10
)
 
発
注

業
種
は
「

電
気
」

で
あ
る

が
空

調
機
工
事

と
電

源
工
事

を
違
法
に

２
分

割
し
て

き
た
契
約

実
態
に

つ
い

て
 

 
 
 
甲

第
２

０
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 
こ

れ
は
、
発
注
業

種
は
、「

電
気
」
業
種

で
あ

り
な
が

ら
、
軽
易

工
事

の
１
０

０
万
円
も
し
く
は
２
５
０

万
円

以
内
に

収
め
る

た
め
、
空
調

機
工
事

と
電
源

工
事
と
に

分
割

発
注
し

て
き

た
平
成
１

５
年

度
か
ら
平

成
３

０
年

度
ま
で
の

違
法
２
分
割

発
注
の
契

約
実

態
で
あ
り

ま
す
。
 

 
(
11
)
 
発
注

業
種
は
「

電
気
」

で
あ
る

が
空

調
機
工
事

の
箇

所
と
し

て
「
西
側

」
と

「
東
側

」
も
し
く

は
「
右

側
」

と
「

左
側
」
と

に
違
法
に
２

分
割
し
て

き
た

契
約
実
態

に
つ
い

て
 

 
 
 
甲

第
２

１
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 
こ

れ
は
、
発
注
業

種
は
、「

電
気
」
業
種

で
あ

り
な
が

ら
、
軽
易

工
事

の
当
時

の
基
準
で
あ
り
ま
し
た
１

０
０

万
円

以
内
に
収

め
る

た
め
、
空
調

機
工

事
の
工
事

と
し

て
「
西
側

」
と
「

東
側

」
も
し
く

は
「

右
側
」

と
「

左
側
」

と
に
分

割
発
注
し
て

き
た
平

成
１
６

年
度
か
ら

平
成

１
８
年

度
ま
で

の
違
法

２
分

割
発
注
の

契
約

実
態

で
あ
り
ま

す
。
 

 
(
12
)
 
違
法

発
注
で
は

な
く
適

正
発
注

と
し

て
発
注
業

種
は

「
電
気

」
で
あ
る

が
「

空
調
機

工
事
」
と

「
電
源

工
事

」
を

一
括
発
注

し
た

事
例
 

 
 
 
甲

第
２

２
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 
こ

れ
は
、
軽
易

工
事
の
１
０
０
万
円

も
し

く
は
２
５

０
万
円

以
内

に
収
ま
っ

た
こ

と
か
ら

、「
空
調
機
工

事
」

と
「

電
源
工
事

」
を

一
括
発

注
し
た
平

成
１

７
年
度
及

び
平
成

３
０

年
度
の
事

例
で

あ
り
ま

す
。
 

 
 
 
発

注
業

種
は
、「

電
気
」

業
種
で

あ
り
ま
す

。
 

 
 
 
つ

ま
り

、「
電
気
」
業
種

で
空
調

機
本

体
工
事
と

そ
の

動
力
源

で
あ
り
ま

す
電

源
工
事

を
一
括
発

注
し
て

も
ま

っ
た

く
問
題
が

な
か

っ
た
も

の
と
思
わ

れ
ま

す
。
 

 
 
 

そ
こ
で

、
求
釈

明
で
あ

り
ま
す
が

、
こ

の
事
例

の
よ
う

な
一
括

発
注
で
、

児
童
生
徒

の
学
校

生
活
も
し

く
は

学
校
運

営
で

何
ら
か

の
支
障

が
あ
っ
た

と
し
た

場
合
、

そ
の

支
障
と

な
っ
た

内
容
を

明
ら

か
に
さ
れ

た
い

。
 

 
 
 

ま
た
、

求
釈
明

で
あ
り

ま
す
が
、

こ
れ

ら
の
契

約
事
例

と
本
件

監
査
対
象

の
分
離
発

注
と
の

関
係
を
説

明
し

て
く
だ

さ
い

。
さ
ら

に
、
こ

れ
ら
の
一

括
契
約

事
例
は

分
離

発
注
し

て
い
な

い
こ
と

か
ら

、
不
適
切

な
契

約
で

あ
る
と
判

断
さ
れ
る
の

で
し
ょ
う

か
。

説
明
し
て

く
だ
さ

い
。
 

 
(
13
)
 
令
和

２
年
度
に

お
け
る

一
般
競

争
入
札
も
し
く

は
指
名

競
争

入
札
に
お

い
て
「
空
調

機
工
事
」

と
「
電

源
工

事
」

を
一
括
発

注
し

た
事
例
 

 
 
 
甲

第
２

３
号
証
を

示
し

ま
す
。
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分
割

事
例
、

②
空

調
機
工

事
と
電
気

・
電

源
工
事
と

の
２
分

割
事

例
、
③

西
側
と

東
側
と

に
２

分
割
し
た

事
例

と
い
う

過
去

の
分
割

発
注
手
法

の
知

識
・
経
験

を
よ
み

が
え

ら
せ
、

新
た
に

「
分
離

発
注

」
と
い
う

考
え

方
を

導
入
し
、

違
法

分
割
発

注
と
の
指

摘
を

避
け
る
施

策
に
行

き
つ

い
た
も
の

と
思

わ
れ
ま

す
。
 

 
 
 

な
お
、

以
上
の

内
容
に

つ
い
て
は

、
当

時
の
契

約
書
類

が
既
に

廃
棄

さ
れ
て

お
り
ま

す
の
で

、
確
証
は

な
く

、
請

求
人
の
推

測
に
よ
る
も

の
で
あ
り

ま
す

が
、
確
立

と
し
て

は
高

い
も
の
と

思
っ

て
お
り

ま
す
。
 

３
 
地
方

自
治

法
等
に
お

け
る

分
割
発

注
禁
止
の

主
旨

に
つ
い

て
 

 
 
甲
第

７
号

証
に
示
し

ま
し

た
契
約

課
が
策
定

し
た
「
入

札
・
契
約
事
務

研
修
【
テ
キ
ス

ト
】
」
の
１
８
ペ
－

ジ
の

上
か
ら
１

０
行

目
の
「
（
３
）
随
意
契
約

が
で
き
る

場
合

」
の
下

線
箇

所
（
契

約
課
が
下
線

設
定
）
に
は
、

「
地

方
自
治

体
の
契
約

の
原
則

は
一

般
競
争

で
す
の

で
、
随

意
契
約
の

適
用

の
解

釈
は
最

小
限
と
し

、
随
意

契
約

の
執
行
は

極
力

抑
制
す
べ
き
も
の

で
す

。」
と
あ

り
ま
す

。
 

 
 
つ

ま
り
、

地
方
自

治
体
の

契
約
の
原

則
は

一
般
競

争
で
あ

り
ま
す

の
で

、
競
争

入
札
が

可
能
な

状
況
に
あ

る
場

合
は
、
競

争
入

札
に
す
べ
き
で
あ

り
ま

す
。
 

 
 
本

件
住
民

監
査
請

求
の
対

象
で
あ
り

ま
す

「
空
調

機
工
事

」
と
「

電
源
工
事

」
に
つ
き

ま
し
て

は
、
教
育

委
員

会
は
も
と

よ
り

、
ま

ち
づ
く

り
局
に

お
け
る
学

校
工

事
に
お

い
て
も
、
何
ら

支
障

な
く
「

空
調
機

工
事

」

と
「

電
源
工
事

」
と

を
一
括
契
約
し
て

き
た

事
例
が
あ

る
も

の
で
あ

り
ま
す
。
 

 
 
し
た

が
っ

て
、
そ
れ
ら
の
事

実
か
ら
も

、「
空
調

機
工
事

」
と
「
電

源
工

事
」
と
を
分
離

発
注
す
る

合
理

的

な
理

由
は
見
い

だ
せ

な
い
も
の
で
あ
り

ま
す

。
 

４
 
新
た

な
手

引
き
の
あ

り
方

に
つ
い

て
 

 
 
軽

易
工
事

の
発
注

に
際
し

、
分
割
発

注
と

の
指
摘

を
受
け

た
の
で

あ
れ

ば
、
新

た
に
策

定
す
べ

き
手
引
き

の
内

容
は
、

甲
第
７
号

証
に
示

す
「

地
方
自

治
体
の

契
約
の

原
則
は
一

般
競

争
で

す
の
で

、
随
意
契

約
の
適

用
の

解
釈
は
最

小
限

と
し
、
随
意
契
約
の
執

行
は

極
力
抑
制
す

べ
き
も
の

で
す

。」
と
の
原

則
を
適

用
す
る
方

向
性
、
つ
ま
り

、「
随
意

契
約
の

適
用
の

解
釈
は
最

小
限

と
し
、
随

意
契
約
の

執
行

は
極
力

抑
制
す

べ
き
も
の

で
す

。
」
を
教

育
委
員

会
の

契
約
に
広

く
適

用
す
る
具

体
的
な

手
引

き
と
し

て
策
定

す
べ
き

で
あ
り
ま
し
た
。 

 
 
し

か
し
な

が
ら
、

今
回
の

教
育
委
員

会
の

手
引
き

は
、
公

平
性
・

公
正
性
・

透
明
性
を

よ
り
確

保
す
る
た

め
、

随
意
契

約
か
ら
競

争
入
札

へ
と

い
う
公

契
約
制

度
の
流

れ
に
逆
ら

う
方

向
性

と
な
り

、
よ
り
広

く
随
意

契
約

を
適
用
す

る
方

向
を
向
い

た
手
引

き
と

な
っ
て
し

ま
っ

て
い
ま

す
。
 

 
 
競

争
入
札

と
す
れ

ば
、
契

約
手
続
き

は
財

政
局
契

約
課
が

担
当
す

る
こ
と
に

な
り
、
教

育
委
員

会
の
業
務

の
削

減
に
繋

が
る
も
の

で
あ
り

ま
す

が
、
な

ぜ
か
、

新
た
な

手
引

き
を
策

定
し
て

ま
で
、

教
育
委
員

会
は
、

自
ら

の
業
務
を

増
や

す
こ
と
に
な
る
軽

易
工

事
契
約
を

手
放

す
こ
と

に
は
相
当

の
抵
抗
が
あ

る
よ
う
で

す
。
 

 
 
そ

こ
で
、

求
釈
明

と
し
て

、
な
ぜ
、

新
た

な
手
引

き
を
策

定
し
て

ま
で
、
自

ら
の
業
務

を
増
や

す
方
向
に

行
く

の
か
、

教
育
委
員

会
に
は

分
割

発
注
を

す
る
こ

と
で
、

ど
の

よ
う
な

メ
リ
ッ

ト
が
あ

る
の
か
明

ら
か
に

さ
れ

た
い
。
 

５
 
住
民

監
査

請
求
の
１

年
期

限
に
つ

い
て
 

 
 
甲

第
１
号

証
－
１

及
び
甲

第
１
号
証

－
２

の
向
丘

中
学
校

の
空
調

機
及
び
電

源
の
工
事

契
約
日

は
、
５
月

２
８

日
及
び

５
月
２
６

日
と
な

っ
て

お
り
ま

す
が
、

当
該
契

約
図
書
類
の

公
文
書

開
示
請

求
に
対
す

る
諾
否

の
決

定
期
間
延

長
通

知
書
を
甲
第
２
８

号
証

と
し
て
示

し
ま

す
。
 

 
 
契

約
日
だ

け
か
ら

判
断
い

た
し
ま
す

と
甲

第
１
号

証
－
１

及
び
甲

第
１
号
証
－

２
の
２

件
に
つ

い
て
は
、

１
年

期
限
を
越

し
て

お
り
ま
す
。
 

 
 
し
か

し
な

が
ら
、
甲

第
２
８

号
証
の
期
間

延
長
と
お

り
、
当

該
契
約

図
書
類
の

開
示
を
受
け
ら
れ
た
の
は
、

４
月

１
６
日
以

降
と

な
り
ま
す
。
 

 
 
し

た
が
い

ま
し
て

、
本
件

住
民
監
査

請
求

は
、
当

該
契
約

図
書
類

の
開
示
を

受
け
ら
れ

た
可
能

性
の
あ
る

４
月

１
６
日

と
い
う
日

付
か
ら

本
件

の
請
求

日
で
あ

り
ま
す

７
月
９
日
ま

で
は
、

３
ケ
月

以
内
で
の

住
民
監

査
請

求
の
提

出
と
な
っ

て
い
ま

す
の

で
、
判

例
及
び

川
崎
市

監
査

事
務
局

の
取
扱

い
方
針

に
基
づ
い

た
判
断

を
よ

ろ
し
く
お

願
い

い
た
し
ま
す
。
 

て
発

注
す

べ
き
で
あ

っ
た

も
の
の

、「
電
気

」
業

種
で

発
注
し

、
業

者
も

そ
の
ま
ま

受
注
し

て
い
る

も
の

で

あ
り

ま
す

。
 

 
 
 
こ

の
こ

と
か
ら
い

た
し

ま
す
と
、
教
育
環
境

整
備
推

進
室
の

職
員

も
、
空

調
機
の

工
事
は

、「
空
調
・
衛

生
」

業
種
で

あ
ろ

う
と
「

電
気
」

業
種
で
あ

ろ
う
と

問
題
な

い
も

の
と
の

思
い
か

ら
の
発

注
で

あ
っ
た
も

の
と

思
わ

れ
ま
す
。
 

２
 
分
離

発
注

方
式
に
行

き
つ

い
た
経

緯
に
つ
い

て
 

 
 
 

過
去
、

教
育
委

員
会
は

、
空
調
機

工
事

に
お
い

て
、
軽

易
工
事

の
１
０
０
万

円
も
し

く
は
２

５
０
万
円

の
基

準
以
内

に
収

め
る
た

め
、
違

法
に
２
分

割
も
し

く
は
３

分
割

し
て
発

注
す
る

手
法
を

と
っ

て
き
た
事

実
経

緯
が

甲
第
１
９

号
証
か
ら
甲

第
２
１
号

証
で

明
ら
か
に

な
っ
て

い
ま

す
。
 

 
 
 

最
近
に

な
り
、

監
査
委

員
に
よ
る

監
査

ま
た
は

市
民
に

よ
る
住

民
監

査
に
よ

り
教
育

委
員
会

に
お
け
る

軽
易

工
事

の
違
法
な

分
割
発
注
の

手
段
が
徐

々
に

封
じ
ら
れ

て
き
た

も
の

で
あ
り
ま

す
。

 

 
 
 

そ
こ
で

、
平
成

１
７
年

度
や
平
成

１
８

年
度
の

軽
易
工

事
で
用

い
て
き
た

空
調
機

本
体

と
そ

の
動
力
源

で
あ

る
電

源
工
事
と

を
分

割
す
る

手
法
を
「

分
離

発
注
」
と

し
て
蘇

ら
せ

た
も
の
と

思
わ

れ
ま
す

。
 

 
 
 

人
事
記

録
を
遡

り
ま
す

と
、
こ
の

「
分

離
発
注

」
と
し

て
蘇
ら

せ
た

の
は
、

今
回
の

分
離
発

注
策
定
の

中
心

人
物
と

な
っ

て
い
た

と
思
わ

れ
ま
す
教

育
環
境

整
備
推

進
室

の
新
田

憲
担
当

課
長
で

は
な

い
か
と
の

推
測

も
で

き
る
も
の

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 
甲

第
２

５
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 

そ
こ
に

は
、
新

田
憲
氏

（
本
件
住

民
監

査
請
求

対
象
契

約
を
発

注
・
契
約
し

た
決
裁

権
者
）

の
平
成
１

８
年

度
か
ら

平
成

２
１
年

度
及
び

令
和
元
年

度
（
平

成
３
１

年
度

）
か
ら

令
和
２

年
度
に

お
い

て
、
教
育

委
員

会
事
務

局
教

育
環
境

整
備
推

進
室
（
現

在
の
組

織
名
称

で
あ

り
、
過

去
に
は

い
く
つ

か
の

組
織
名
称

の
変

更
あ

り
）
に
お

け
る

在
籍
履

歴
が
あ
り

ま
す

。
 

 
 
 
新

田
憲

氏
の
履
歴

を
証

拠
と
し

て
提
出
し

た
理

由
は
、

次
の
と
お

り
で

す
。
 

 
 
 
甲

第
２

６
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 
そ

れ
は

、
平
成
２

１
年

５
月
２

８
日
付
け

の
朝

日
新
聞

と
東
京
新

聞
の

写
し
で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 
な

お
、

同
様
記
事

は
、

神
奈
川

新
聞
を
含

め
、

各
新
聞

社
が
報
道

し
て

お
り
ま
す

。
 

 
 
 

記
事
の

内
容
と

し
て
は

、
平
成
１

９
年

度
及
び

平
成
２

０
年
度

の
市
役
所

全
体
に
お

け
る
軽

易
工
事
の

不
適

切
な
契

約
を

調
査
し

、
違
法

分
割
発
注

な
ど
の

事
実
が

あ
っ

た
と
し

て
、
課

長
級
の

３
０

人
が
文
書

注
意

処
分

を
受
け
た

と
い

う
も
の

で
あ
り
ま

す
。
 

 
 
 

そ
し
て

、
そ
の

軽
易
工

事
の
調
査

対
象

と
な
っ

た
平
成

１
９
年

度
及
び
平

成
２
０
年

度
並
び

に
新
聞
報

道
の

あ
っ
た

平
成

２
１
年

度
に
、

新
田
憲
氏

は
、
教

育
委
員

会
事

務
局
教

育
環
境

整
備
推

進
室

（
現
在
の

組
織

名
称
で

あ
り

、
過
去

に
は
い

く
つ
か

の
組
織
名

称
の
変

更
あ

り
）
に

在
籍
し

て
お
り

、
違

法
分
割
契

約
の

業
務

を
担
当
者

と
し
て
経
験

し
て
い
る

可
能

性
が
あ
り

ま
す
。
 

 
 
 

ま
た
、

そ
の
新

聞
報
道

に
あ
り
ま

す
教

育
委
員

会
の
１

，
７
０

０
万
円
余

の
契
約

を
７

分
割

し
た
契
約

事
例

を
甲

第
２
７
号

証
と

し
て
示

し
ま
す
が

、
こ

の
契
約
に

も
関
与

し
た

可
能
性
も

あ
り

ま
す
。
 

 
 
 

さ
ら
に

、
甲
第

１
９
号

証
、
甲
第

２
０

号
証
及

び
甲
第

２
１
号

証
に
は
、

新
田
憲
氏

が
在
籍

し
て
い
た

平
成

１
８

年
度
分
に

係
る
①
室
外

機
と
室
内

機
と

電
源
工
事

と
の
３

分
割

事
例
、
②

空
調
機

工
事
と
電
気
・

電
源

工
事

と
の
２
分

割
事
例
、
③

西
側
と

東
側
と
に

２
分

割
し
た

事
例
が
あ

っ
た

こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。 

 
 
 

以
上
の

こ
と
か

ら
、
新

田
憲
氏
は

、
本

件
住
民

監
査
請

求
に
お

け
る

空
調
機

工
事
と

そ
の
動

力
源
で
あ

る
電

源
工
事

と
を

分
割
発

注
す
る

と
い
う
手

法
の
知

識
・
経

験
を

既
に
持

ち
合
わ

せ
て
い

た
も

の
で
あ
り

ま
す

。
 

 
 
 

し
た
が

っ
て
、

監
査
委

員
に
よ
る

監
査

ま
た
は

市
民
に

よ
る
住

民
監

査
に
よ

り
軽
易

工
事
の

違
法
な
分

割
発

注
の
手

段
が

徐
々
に

封
じ
ら

れ
て
き
た

こ
と
か

ら
、
新

た
に

甲
第
９

号
証
に

示
す
「

川
崎

市
教
育
委

員
会

事
務
局

の
軽

易
工
事

契
約
に

係
る
事
務

取
扱
手

引
き
（

令
和

２
年
８

月
３
日

付
け
２

川
教

庶
第
４
６

８
号

教
育

次
長
決
裁

）」
に
お
い

て
、
平
成

１
８
年
度
分
に
係

る
①
室
外
機

と
室
内
機
と
電

源
工
事
と
の

３
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治
法

第
２
条

第
１
６
項

前
段
の

規
定

に
違
反

し
て
行

っ
た
行

為
で
あ
る

こ
と

か
ら
、

地
方
自

治
法
第

２
条
第

１
７

項
の
規
定

に
基

づ
き
無
効
で
あ
り

ま
す

。
 

 
 
し

た
が
っ

て
、
地

方
自
治

法
違
反
で

あ
る

か
ら
契

約
は
無

効
、
結

果
、
１
２
件

の
契
約

金
額
の

全
額
と
な

る
甲

第
２
９

号
証
の
総

合
計
金

額
で

あ
る
２

１
,７

８
６
,７

６
５
円
を
川

崎
市
に

補
填
す

べ
き
も
の

で
あ
り

ま
す

。
 

 
 
な

お
、
仮

に
、
川

崎
市
に

も
工
事
が

行
わ

れ
た
利

益
が
存

在
す
る

と
の
主
張

を
す
る
の

で
あ
れ

ば
、
教
育

委
員

会
が
そ

の
利
益
と

し
て
の

適
正

な
金
額

を
証
明

し
、
契

約
金

額
と
そ

の
利
益

の
差
額

を
補
填
す

べ
き
も

の
で

あ
り
ま
す

。
 

 
 
ま

た
、
予

定
価
格

を
仕
様

書
の
各
項

目
ご

と
に
各

金
額
を

検
証
し

、
適
正
な

予
定
価
格

が
算
出

で
き
た
場

合
は

、
適
正
な

予
定

価
格
と
契
約
金
額

と
の

差
額
を
補

填
す

べ
き
も

の
で
あ
り

ま
す
。
 

 
 
も

し
く
は

、
甲
第

３
０
号

証
に
示
す

、
契

約
課
が

算
出
し

た
競
争

入
札

の
平
均

落
札
率

か
ら
導

き
出
さ
れ

た
（
１

０
０

－
９
４

.６
１
）
＝
５
.
３
９

％
の

比
率
に
相

当
す
る
（
２

１
,７

８
６
,７

６
５
円
×

５
.３

９
％

）

＝
１

,１
７
４

,
３
０

６
円
を
補

填
す
べ

き
で

あ
り
ま
す

。
 

８
 
求
め

る
措

置
そ
の
２

（
分
離

発
注

を
規
定
し

た
手

引
き
の

改
正
）
 

 
 
以

上
の
と

お
り
、

違
法
な

分
割
発
注

を
正

当
化
す

る
た
め

だ
け
に

策
定
さ
れ

た
教
育
委

員
会
の

甲
第
９
号

証
に

示
す
「

川
崎
市
教

育
委
員

会
事

務
局
の

軽
易
工

事
契
約

に
係

る
事
務

取
扱
手

引
き
（

令
和
２
年

８
月
３

日
付

け
２
川
教

庶
第

４
６
８
号
教
育
次

長
決

裁
）」

は
、
直
ち
に

廃
止
し
、
改
め
て

、
今
後

は
、
よ
り

広
く
競

争
性

の
あ
る
契

約
方

法
を
適
用
す
る
た

め
の

手
引
き
を

策
定

す
る
こ

と
の
勧
告

を
求
め
ま
す

。
 

 
 
な

お
、
教

育
委
員

会
の
業

務
に
適
用

す
る

も
の
と

思
わ
れ

ま
す
第

９
号
証
に

示
す
「

川
崎

市
教

育
委
員
会

事
務

局
の
軽

易
工
事
契

約
に
係

る
事

務
取
扱

手
引
（

令
和
２

年
８
月
３

日
付

け
２

川
教
庶

第
４
６
８

号
教
育

次
長

決
裁
）」

は
、
既

に
川

崎
市
全

体
に
適

用
さ
れ
て

い
る
「

川
崎

市
軽
易

工
事
契

約
事
務

取
扱
規
程

」（
昭

和
４

９
年
４

月
３
０
日

訓
令
第

８
号

市
長
決

裁
）
の

規
定
、

運
用
・
解
釈

を
逸
脱

す
る
内

容
と
す
る

こ
と
は

で
き

な
い
も
の

で
あ

り
、
た
だ
ち
に
廃

止
す

べ
き
で
あ

り
ま

す
。
 

９
 
求
め

る
措

置
そ
の
３

（
官
製

談
合

を
行
わ
な

い
こ

と
）
 

 
 
本

来
、
競

争
入
札

と
す
べ

き
契
約
案

件
に

つ
い
て

、
合
理

的
な
理

由
な
し
に

複
数
の

少
額

随
意

契
約
に
分

割
発

注
し
た
場

合
、

官
製
談
合
に
該
当

す
る

も
の
と
思

わ
れ

ま
す
。
 

 
 
し
た

が
っ

て
、
こ
の

よ
う
な

官
製

談
合
を
今

後
は

行
わ
な

い
よ
う
勧

告
を

求
め
ま
す

。
 

1
0
 
「
住

民
監

査
請
求
に

対
す

る
市
の

考
え
方
」

に
係

る
お
願

い
に
つ
い

て
 

 
 
住

民
監
査

請
求
に

対
し
、

従
前
、
陳

述
が

行
わ
れ

る
際
に

「
住
民

監
査
請
求

に
対
す
る

市
の
考

え
方
」
が

請
求

者
に
示

さ
れ
ま
す

が
、
そ

れ
は

、
行
政

側
が
関

係
職
員

と
し

て
市
の

考
え
方

を
表
明

す
る
直
前

に
請
求

者
に

示
さ
れ
る

こ
と

が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
 

 
 
そ

し
て
、

行
政
側

が
関
係

職
員
と
し

て
市

の
考
え

方
を
口

頭
で
表

明
し
た
後

、
請
求
者

の
考
え

を
表
明
す

る
機

会
が
与

え
ら
れ
て

お
り
ま

す
が

、
そ
れ

は
、
３

分
以
内

と
い
う
と

て
も

短
時
間

と
い
う

機
会
で

あ
り
ま

す
。

そ
れ
で

は
、
請
求

者
と
し

て
は

「
住
民

監
査
請

求
に
対

す
る

市
の
考

え
方
」

に
対
す

る
十
分
な

検
討
時

間
が

あ
り
ま
せ

ん
。
 

 
 
過

去
に
は

、
虚
偽

の
考
え

方
が
示
さ

れ
た

こ
と
も

あ
り
、

３
分
以

内
で
は
ま

っ
た
く
十

分
な
時

間
で
は
あ

り
ま

せ
ん
。
 

 
 
そ

こ
で
、

お
願
い

で
あ
り

ま
す
が
、

可
能

で
あ
れ

ば
、
陳

述
の
前

日
ま
で
に

「
住
民
監

査
請
求

に
対
す
る

市
の

考
え
方
」

を
示

し
て
頂
け
な
い
で

し
ょ

う
か
。
 

 
 
そ
う

し
て

い
た
だ
け

ま
す
と

、「
住
民

監
査
請
求

に
対
す

る
市
の

考
え

方
」
の
内
容
に
対

し
て
の
新
た
な

証

拠
を

提
出
す
る

必
要

が
あ
っ
た

場
合
、

そ
の

準
備
も
可

能
と

な
り
ま

す
。
 

 
 
前
日

対
応

の
場
合
、

メ
－
ル

に
添

付
し
て
い

た
だ

け
れ
ば

、
可
能
で

あ
り

ま
す
。
 

 
 
も

し
く
は

、
陳
述

は
、
午

後
の
時
間

帯
に

設
定
し

て
い
た

だ
き
、

当
日
の
午

前
８
時
３

０
分
に

、
請
求
者

に
示

し
て
頂
け

な
い

で
し
ょ
う
か
。
 

６
 
川
崎

市
契

約
規
則
の

遵
守

に
つ
い

て
 

 
 
甲
第

３
１

号
証
を
示

し
ま

す
。
 

 
 
そ
れ

は
、

川
崎
市
契

約
規

則
（
昭
和
３
９
年

４
月

１
日
規

則
第
２
８

号
）

で
あ
り
ま

す
。
 

 
 
本
件

監
査

対
象
契
約

は
、
川
崎

市
契
約
規
則
に

定
め
る

随
意
契

約
で

あ
り
ま
す

の
で

、
関

係
条

文
は
、「

第

３
節

 
随
意
契

約
」

に
あ
り
ま
す
第
２

４
条

の
２
か
ら

第
２

６
条
が

適
用
と
な

り
ま
す
。
 

 
 
そ

こ
で
、

本
件
監

査
対
象

に
つ
い
て

公
文

書
開
示

請
求
を

行
い
ま

し
た
と
こ

ろ
、
第
２

５
条
に

あ
り
ま
す

「
予

定
価
格
書

」
が

開
示
さ
れ
ま
せ
ん

で
し

た
。
 

 
 
第
２

５
条

に
は
、「

市
長
は
、
随

意
契
約
を
し
よ
う
と
す

る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
第

１
３
条
第
１

項
及
び

第
１

４
条
の
規

定
に

準
じ
て
予
定
価
格

を
定

め
る
も
の

と
す

る
。」

と
あ
り
ま

す
。
 

 
 
そ
こ

で
、

第
１
３
条

第
１

項
及
び
第
１
４
条

の
規

定
を
確

認
い
た
し

ま
す

と
、
 

 
 
第

１
３
条

第
１
項

（
予
定

価
格
の
作

成
等

）「
市

長
は
、

競
争
入
札

に
付
す

る
事

項
の
価

格
に
つ

い
て
は

、

当
該

事
項
に

関
す
る
仕

様
書
、

設
計

書
等
に

よ
っ
て

予
定
価

格
を

決
定
し

、
そ
の

予
定
価

格
を
記
載

し
た
書

面
を

封
書
し
、

開
札

の
際
こ
れ
を
開
札

場
所

に
置
か
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。」

 

 
 
第
１

４
条
（

予
定
価
格
の
決

定
方
法
）「

予
定
価
格
は
、
競
争
入
札

に
付
す
る
事
項
の

総
額
に
つ
い

て
定
め

な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。（
た
だ
し
以
下
略
）」

 

 
 
「
２
 
予

定
価

格
は
、
契
約

の
目
的

と
な
る
物

件
又

は
役
務

に
つ
い
て

取
引

の
実
例
価
格
、
需
給
の
状
況
、

履
行

の
難
度
、

数
量

の
多
寡
、
履
行
期

間
の

長
短
等
を

考
慮

し
て
適

正
に
定
め

る
も
の
と
す

る
。」

 

 
 
随

意
契
約

に
適
用

さ
れ
る

第
２
５
条

は
、

第
１
３

条
第
１

項
及
び

第
１
４
条
の

規
定
に

準
じ
て

と
あ
る
こ

と
か

ら
、
第

１
３
条
第

１
項
及

び
第

１
４
条

に
あ
る

「
競
争

入
札

」
を
「

随
意
契

約
」
と

読
み
替
え

て
適
用

す
る

も
の
と
な

り
ま

す
。
 

 
 
そ
こ

で
、

求
釈
明
で

あ
り

ま
す
。
 

 
 
上

記
の
第

２
５
条

、
第
１

３
条
第
１

項
及

び
第
１

４
条
の

規
定
に

つ
い
て
、

本
件
監

査
請

求
対

象
工
事
に

対
し

適
正
に

適
用
さ
れ

ま
し
た

で
し

ょ
う
か

。
仮
に

、
適
用

し
な

か
っ

た
場

合
は
、

な
ぜ
、

適
用
し

な
か
っ

た
の

か
、
明
ら

か
に

さ
れ
た
い
。
 

 
 
ま

た
、
求

釈
明
で

あ
り
ま

す
が
、
３

業
者

か
ら
の

見
積
書

は
、
封

印
さ
れ
て

教
育
委
員

会
に
届

け
ら
れ
て

い
た

の
で
し

ょ
う
か
。

も
し
く

は
、

誰
で
も

３
業
者

か
ら
の

見
積
書
を
い

つ
で
も

見
る
こ

と
が
可
能

な
封
印

な
し

の
状
況
で

届
け

ら
れ
て
い
た
の
で

し
ょ

う
か
。
明

ら
か

に
さ
れ

た
い
。
 

 
 
仮

に
、
誰

で
も
見

る
こ
と

が
可
能
な

見
積

書
で
あ

っ
た
場

合
、
教

育
委
員
会

の
職
員
が

、
特
定

の
業
者
の

見
積

額
を
変

更
さ
せ
る

こ
と
が

可
能

だ
っ
た

で
し
ょ

う
か
。

こ
れ

は
、
実

際
に
そ

の
よ
う

な
行
為
を

行
っ
た

か
否

か
で
は

な
く
、
事

務
手
続

き
上

の
問
題

で
可
能

で
あ
っ

た
の

か
否
か

の
求
釈
明

で
あ

り
ま
す
。

明
ら
か

に
さ

れ
た
い
。
 

 
 
な

お
、
電

子
入
札

制
度
は

、
入
札
後

の
開

札
日
時

に
な
ら

な
け
れ

ば
、
入
札

者
を
除
い

て
は
誰

も
入
札
金

額
を

知
る
こ

と
は
で
き

ず
、
公

正
性

、
公
平

性
、
透

明
性
が

確
保

で
き
る

シ
ス
テ

ム
で
あ

り
、
国
を

始
め
全

国
の

地
方
公

共
団
体
に

お
い
て

は
、

多
額
の

経
費
は

要
す
る

も
の

の
、
談

合
防
止

の
メ
リ

ッ
ト
も
あ

り
、
電

子
入

札
制
度
を

導
入

し
て
い
る
も
の
で

あ
り

ま
す
。
 

 
 
そ

こ
で
、

教
育
委

員
会
の

軽
易
工
事

に
係

る
見
積

合
わ
せ

制
度
（

法
的

に
は
入

札
制
度

と
同
等

）
の
実
務

上
の

手
続
き

を
確
認
さ

せ
て
い

た
だ

き
た
い

と
思
い

ま
す
の

で
、

上
記

求
釈

明
に

つ
い
て

、
回
答
を

お
願
い

い
た

し
ま
す
。
 

７
 
求
め

る
措

置
そ
の
１

（
川

崎
市
が
被
っ
た
損

害
の

補
填
）
 

 
 
以

上
の
と

お
り
、

請
求
者

が
提
出
し

た
各

証
拠
、

つ
ま
り

、
教
育

委
員
会
の

過
去
の
契

約
事
例

及
び
ま
ち

づ
く

り
局
が

空
調
工
事

に
お
い

て
空

調
と
電

気
を
一

括
発
注

し
て

い
る
事

例
か
ら

致
し
ま

す
と
、
空

調
機
工

事
及

び
電
源
工

事
を

分
離
し
て
発
注
す

る
合

理
的
な
理

由
は

ま
っ
た

く
な
い
も

の
で
あ
り
ま

す
。
 

 
 
し

た
が
っ

て
、
本

件
対
象

工
事
は
、

地
方

自
治
法

の
原
則

で
あ
り

ま
す
競
争

入
札
で
は

な
く
禁

止
さ
れ
て

い
ま

す
違
法

に
分
割
し

随
意
契

約
を

適
用
し

た
も
の

で
あ
り

、
本

件
監
査

請
求
対

象
契
約

案
件
は
、

地
方
自
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川
崎

市
職
員
措

置
請

求
（
空
調
機
工
事

と
電

源
工
事
の

分
割

発
注
）

補
充
書
 

２
０

２
１
年
（
令
和

３
年
）
７
月

２
０
日
 
 

 
川
崎
市

監
査

委
員
 
様
 

住
所

 
川
崎
市

宮
前

区
五
所
塚
１
丁
目
２
１

番
３
 
 

氏
名

 
坂
巻
 

良
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
令
和

３
年
７

月
９
日

付
け
川

崎
市
職
員

措
置

請
求
書

を
補
充

す
る
必

要
が

出
て
き

ま
し
た

の
で
補

充
書
を
提

出
い
た
し

ま
す

。
 

１
 
教
育

委
員

会
か
ら
は

開
示

さ
れ
な
か
っ
た
新
た
な

証
拠
に

つ
い
て
 

 
(
1)
 
分

離
発

注
に
係
る

７
月

９
日
付

け
の
請
求

書
の

内
容
に

つ
い
て
 

 
 
 
７

月
９

日
付
け
の

請
求

書
の
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で

あ
り
ま
す

。
 

 
 
 
「
（
２
）
分

離
発
注
の
メ
リ

ッ
ト
に
つ
い
て
教
育
委
員

会
教
育

環
境

整
備
推
進

室
は

、
違

法
分

割
で
は
な

く
甲

第
９
号

証
に

示
す
「

川
崎
市

教
育
委

員
会
事
務

局
の
軽

易
工

事
契
約

に
係
る

事
務
取

扱
手

引
（
令
和

２
年

８
月

３
日
付
け

２
川
教
庶
第

４
６
８
号

教
育

次
長
決
裁

）」
に

お
い
て
、
新
た
に
「
分

離
発
注
」
と
い

う
考

え
方
を

導
入

し
、
今

回
の
「

空
調
機
工

事
」
と

「
電
源

工
事

」
を
２

つ
分
け

て
発
注

し
た

と
思
わ
れ

ま
す

。」
 

 
(
2)
 
分

離
発

注
に
係
る

新
た

な
証
拠

に
つ
い
て
 

 
 
 
甲

第
３

６
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 

そ
の
右

上
に
は

「
令
和

２
年
２
月

２
０

日
総
務

企
画
局

・
財
政

局
・
教
育

委
員
会
事

務
局
」

と
の
記
載

が
あ

り
、
甲

第
３

６
号
証

は
、
総

務
企
画
局

・
財
政

局
・
教

育
委

員
会
事

務
局
の

３
つ
の

局
に

よ
っ
て
作

成
さ

れ
た

も
の
と
な

っ
て

い
ま
す

。
 

 
 
 
そ

の
中

の
「
（
２
）
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン

ス
遵

守
に
向
け

た
取
組

状
況
」
に
お

い
て
「
○
分

離
・
分
割
発
注

の
考

え
方
に

つ
い

て
、
改

め
て
庁

内
へ
周
知

徹
底
を

図
り
不

適
正

な
事
務

の
発
生

を
防
ぐ

」
と

の
記
載
に

続
き
、
分
離

発
注
の
定

義
と
し
て
「
分
離

発
注

:
専
門
業
者
に
分

け
て
発
注

す
る

方
法
で
、
例
え
ば
建
物
を

つ
く

る
場
合

に
、

建
築
本

体
工
事

と
各
設
備

工
事
を

分
割
し

て
発

注
す
る

も
の
」

と
記
載

が
あ

り
、
分
離

発
注

の
定

義
を
載
せ

て
い

ま
す
。
 

 
(
3)
 
甲

第
９

号
証
と
甲

第
３

６
号
証

と
の
違
い

に
つ

い
て
 

 
 
 
甲

第
９

号
証
で
は

、「
※
１

 
分
離
発

注
 

専
門
業
種

に
分
け

て
発

注
す
る
方

法
で

、
建

築
本

体
工
事
と

各
設

備
工

事
を
分
離

し
て
発
注
す

る
も
の
等

を
い

う
。」

と
し
て

い
ま
す
。
 

 
 
 
甲

第
３

６
号
証
で

は
、「

分
離
発
注
：
専
門
業
者
に
分

け
て
発

注
す
る
方
法
で
、
例
え

ば
建
物
を

つ
く
る

合
に

、
建

築
本
体
工

事
と
各
設
備

工
事
を
分

割
し

て
発
注
す

る
も
の

」
 

 
 
 
以

上
の

と
お
り
、
総
務
企

画
局
・
財
政
局
・
教
育
委

員
会
事

務
局
の
３

局
で

作
成
し

た
資
料
に

は
、「

例

え
ば

建
物

を
つ
く
る

場
合

に
、」

の
文

言
が
入
っ

て
い

ま
す
が

、
教

育
委

員
会
の
資

料
か
ら

は
、
を
削

除
さ

れ
て

お
り

ま
す
。
 

 
 
 

請
求
者

が
推
測

す
る
に
、
「
例

え
ば
建

物
を
つ

く
る
場

合
に
、
」
の

文
言
が

入
っ
て
い
る

と
、
設
備

工
事

の
み

を
発
注

す
る

場
合
に

は
、
分
離

発
注

が
適
用
で

き
な
く

な
る

と
の
思

い
か
ら

、
削
除

し
た

の
で
は
な

い
か

。
 

 
 
 

教
育
委

員
会
の

分
離
発

注
制
度
を

導
入

す
る
目

的
が
、

す
べ
て

の
工

事
を
軽

易
工
事

と
し
て

発
注
す
る

こ
と

に
あ
り

ま
す

。
甲
第

１
１
号
証

か
ら

し
て
も
軽

易
工
事

の
基

準
金
額

を
超
え

る
発
注

は
何

と
し
て
も

防
ぎ

た
か

っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ

う
か
。
 

 
 
 
そ

こ
で
、
教
育
委

員
会
は
、「

例
え

ば
建
物
を

つ
く
る

場
合
に

、」
を
削

除
し

、「
各
設

備
工
事
を

分
割
し

別
紙
２
 

 
 
そ

の
よ
う

な
対
応

で
あ
れ

ば
、
６
０

日
以

内
と
い

う
法
令

規
定
の

確
保
と
と

も
に
よ
り

真
実
に

近
づ
け
る

住
民

監
査
制
度

に
な

る
も
の
と
思
わ
れ

ま
す

。
 

 
 
ご
配

慮
よ

ろ
し
く
お

願
い

い
た
し
ま
す
。
 

1
1
 
求
釈

明
に

つ
い
て
 

 
 
上

記
に
お

い
て
、

い
く
つ

か
の
求
釈

明
の

箇
所
が

あ
り
ま

す
が
、

こ
れ
は
、

監
査
委

員
さ

ん
に

対
し
ま
し

て
の

求
釈
明
で

は
あ

り
ま
せ
ん
。
 

 
 
陳

述
が
行

わ
れ
る

際
に
「

住
民
監
査

請
求

に
対
す

る
市
の

考
え
方

」
が
請
求

者
に
示
さ

れ
ま
す

が
、
そ
の

「
市

の
考
え
方

」
の

中
に
お
い
て
、
請

求
者

に
対
し
明

ら
か

に
し
て

ほ
し
い
内

容
で
あ
り
ま

す
。
 

 
 
甲
第

３
４

号
証
を
示

し
ま

す
。
 

 
 
そ
れ

は
、

川
崎
市
自

治
基

本
条
例
で
あ
り
ま

す
。
 

 
 
そ

の
自
治

基
本
条

例
の
第

２
条
に
「

こ
の

条
例
は

、
本
市

の
自
治

の
基
本
を
定

め
る
最

高
規
範

で
あ
り
」

と
規

定
し
、
そ

の
第

１
７
条
の
解
説
に

お
い

て
は
、「

市
民
へ

の
説
明

責
任
」
を

記
載

し
て
お

り
ま
す
。
 

 
 
次
に

、
甲

第
３
５
号

証
を

示
し
ま

す
。
 

 
 
そ
れ

は
、

川
崎
市
情

報
公

開
条
例
で
あ
り
ま

す
。
 

 
 
そ

の
情
報

公
開
条

例
の
第

１
条
及
び

第
３
条

の
条

文
及
び

逐
条
解

説
に
お

い
て

、「
市
民

へ
の
説

明
責
任

」

の
記

載
が
あ
り

、「
積
極
的
な
情
報
の
提
供
を

実
施

機
関
の
責

務
と
し

た
。
」
と

し
て

お
り
ま

す
。
 

 
 
し

た
が
っ

て
、
本

件
川
崎

市
職
員
措

置
請

求
書
に

お
け
る

求
釈
明

に
つ

き
ま
し

て
は
、

川
崎
市

自
治
基
本

条
例

及
び
川

崎
市
情
報

公
開
条

例
に

お
け
る

「
市
民

へ
の
説

明
責

任
」
及

び
「
積

極
的
な

情
報
の
提

供
を
実

施
機

関
の
責
務

」
を

全
う
さ
れ
ま
す
よ

う
最

後
に
付
け

加
え

さ
せ
て

い
た
だ
き

ま
す
。
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記
載

も
あ

り
ま
す
。
 

２
 
予
定

価
格

に
つ
い
て
 

 
 
公
文

書
開

示
請
求
に

お
い

て
「
予

定
価
格
書

」
が

開
示
さ

れ
ま
せ
ん

で
し

た
。
 

 
 
川

崎
市
が

被
っ
た

損
害
の

補
填
を
求

め
る

も
の
で

あ
り
ま

す
が
、

契
約
規
則

に
従
い
予

定
価
格

を
定
め
た

も
の

と
思
わ
れ

ま
す

。
 

 
 
そ
こ

で
、

求
釈
明
で

あ
り

ま
す
。
 

 
 
予
定

価
格

の
算
出
を

行
っ

た
職
員

は
誰
か
、

明
ら

か
に
さ

れ
た
い
。
 

 
 
次

に
、
予

定
価
格

算
出
に

際
し
、
参

考
と

し
た
資

料
は
、

①
教
育

委
員
会
に

お
け
る
過

去
の
蓄

積
デ
－
タ

資
料

②
市
場

価
格
と
し

て
イ
ン

タ
－

ネ
ッ
ト

検
索
資

料
③
建

設
物
価
調

査
会

が
出

版
す
る

「
建
設
物

価
」
資

料
④

経
済
調

査
会
が
出

版
す
る

「
積

算
資
料

」
資
料

④
そ
の

他
資

料
の
い

ず
れ
を

参
考
と

し
た
の
か

明
ら
か

に
さ

れ
た
い
。
 

 
 
次
に

、
空

調
機
本
体

の
予

定
価
格

の
算
出
資

料
は

何
か
、

明
ら
か
に

さ
れ

た
い
。
 

 
 
次
に
、
高
所

作
業

車
は
そ
の

高
所
作

業
の

違
い
に
よ

り
金

額
に
か

な
り
の
差
が
あ

る
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、

予
定

価
格
の
算

出
資

料
は
何
か
、
明
ら

か
に

さ
れ
た
い

。
 

 
 
次

に
、
主

任
技
術

者
立
会

費
と
は
、

誰
に

支
払
わ

れ
る
も

の
な
の

か
、

主
任
技

術
者
の

資
格
・

経
験
に
よ

り
金

額
の
差
が

あ
る

も
の
な
の
か
、
予

定
価

格
の
算
出

資
料

は
何
か

、
明
ら
か

に
さ
れ
た
い

。
 

 
 
次
に

、
外

部
仮
設
足

場
の

予
定
価

格
の
算
出

資
料

は
何
か

、
明
ら
か

に
さ

れ
た
い
。

 

３
 
甲
第

１
号

証
－
１
に

電
気

工
事
が

含
ま
れ
て

い
る

こ
と
に

つ
い
て
 

 
 
甲

第
１
号

証
－
１

は
、「

空
調
・

衛
生
」

業
種
か

ら
の
業

者
選
定
と

な
っ
て

お
り

、
甲
第

１
号
証

－
２
は

、

「
電

気
」
業
種

か
ら

の
業
者
選
定
と
な

っ
て

い
る
。
 

 
 
そ
こ

で
、

求
釈
明
で

あ
り

ま
す
。
 

 
 
甲
第

１
号

証
－
１
の

発
注

仕
様
書

に
、「

２
次
側
電
源
工

事
」
と
あ
り
ま

す
が
、
教
育
委

員
会
に
よ
る
分

離

発
注

方
式
か

ら
す
る
と

、
こ
の

よ
う

に
空
調

機
工
事

に
電
気

工
事

を
含
め

る
の
は

、
分
離

発
注
で
は

な
く
一

括
発

注
で
は
な

い
の

か
と
思
わ
れ
ま
す

の
で

、
明
ら
か

な
「

電
気
」
工

事
で
あ
る
も
の
が

、
な
ぜ

、「
空
調
・

衛
生

」
工
事
の

発
注

仕
様
書
に
含
ま
れ

て
い

る
の
か
、

明
ら

か
に
さ

れ
た
い
。
 

 
 
や
は

り
、
空
調
機
工

事
と
そ

の
動
力
源
で
あ
る
電
気

工
事

は
、
本

体
工
事
と

附
帯

工
事
と

の
関
係

に
あ
り
、

分
離

発
注
す
る

の
に

は
無
理
が
あ
る
の

で
は

な
い
で
し

ょ
う

か
。
明

ら
か
に
さ

れ
た
い
。
 

４
 
分
離

発
注

で
は
な
く

分
割

発
注
で

あ
る
こ
と

に
つ

い
て
 

 
 
甲
第

３
２

号
証
に
示

し
ま

し
た
、「

建
設
業

法
第
４
条
」
及
び
「
建

設
業

許
可
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（

国
土
交
通

省
）
」
及

び
甲

第
３
６
号

証
に
示

し
ま
し

た
「
令

和
２
年

２
月
２

０
日
総
務

企
画

局
・
財
政

局
・
教
育

委
員
会

事
務

局
」
と

の
３
つ
の

局
に
よ

っ
て

作
成
さ

れ
た
「

分
離
発

注
」
に
係

る
定

義
か

ら
致
し

ま
す
と
、

空
調
機

工
事

と
そ
の

動
力
源
で

あ
る
電

気
工

事
を
分

離
発
注

す
る
こ

と
は

、
過
去

の
教
育

委
員
会

の
契
約
状

況
、
ま

ち
づ

く
り
局
の

契
約

状
況
に
照
ら
し
た

場
合

、
合
理
的

な
分

離
発
注

に
該
当
し

な
い
と
思
わ

れ
ま
す
。
 

 
 
教

育
委
員

会
は
、

教
育
委

員
会
版
の

軽
易

工
事
の

手
引
き

は
、
総

務
企
画
局

及
び
財
政

局
も
参

画
し
て
策

定
し

た
と
し

て
い
ま
す

が
、
分

離
発

注
の
定

義
を
示

し
た
総

務
企

画
局
及

び
財
政

局
と
し

て
は
、
そ

の
定
義

の
一

部
を
削

除
し
た
形

で
の
教

育
委

員
会
版

の
分
離

発
注
の

定
義

策
定
に

は
、
裏

切
ら
れ

た
と
し
か

言
い
よ

う
が

あ
り
ま
せ

ん
。
 

 
 
や

は
り
、

合
理
的

な
分
離

発
注
で
は

な
く

、
軽
易

工
事
で

の
発
注

を
目
的
と

し
た
分
割

発
注
で

あ
る
と
し

か
考

え
ら
れ
ま

せ
ん

。
 

 
 
こ

の
よ
う

に
、
地

方
自
治

法
等
の
諸

規
定

か
ら
す

る
と
随

意
契
約

で
は
な
く

、
競
争
入

札
と
な

り
、
教
育

委
員

会
契
約

で
は
な
く

、
他
の

局
で

あ
る
ま

ち
づ
く

り
局
契

約
と

な
る
契

約
案
件

を
あ
え

て
自
ら
の

業
務
量

を
増

や
す
行
為

を
行

う
教
育
委
員
会
の

メ
リ

ッ
ト
は
何

な
の

か
。
 

 
 
な

お
、
過

去
、
議

会
で
の

質
疑
で
、

教
育

委
員
会

の
軽
易

工
事
の

業
務

量
の
多

さ
に
つ

い
て
議

論
さ
れ
て

い
ま

す
が
、

そ
れ
に
も

関
わ
ら

ず
、

教
育
委

員
会
が

自
ら
の

業
務
量
を

増
や

し
て
い

く
軽

易
工
事
至

上
主
義

て
発

注
す

る
」
と
の
文

言
を
主

に
す
る

こ
と

に
よ
り
、「

空
調

工
事
」
と
「
電
源
工

事
」
と

を
分
離

発
注

し

た
も

の
で

違
法
性
は

無
い
と
教
育

委
員
会
は

主
張

す
る
も
の

と
思
わ

れ
ま

す
。
 

 
 
 

し
か
し

な
が
ら

、
ま
ち

づ
く
り
局

に
お

け
る
分

離
発
注

と
一
括

発
注

で
は
、

分
離
発

注
の
３

局
合
意
の

定
義

及
び

本
来
の
定

義
に
従
い
、

適
切
に
使

い
分

け
て
お
り

ま
す
。
 

 
 
 
そ

れ
は
、
甲
第
３

２
号
証
に
示
し
ま

し
た

と
お
り
、「

建
設

業
法
第
４

条
」
及
び
「
建

設
業
許

可
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
（
国

土
交

通
省
）」

に
基
づ
き
、
ま
ち
づ

く
り

局
が
「

空
調
工
事

」
と
「
電
源
工
事

」
と
を
一
括
発

注
し

て
い
る

こ
と

は
、
電

気
工
事

が
空
調
衛

生
工
事

の
附
帯

工
事

と
し
て

発
注
し

て
い
る

も
の

と
思
わ
れ

ま
す

。
 

 
 
 

そ
こ
で

、
求
釈

明
で
あ

り
ま
す
が

、
ま

ず
、
な

ぜ
、
総

務
企
画

局
・

財
政
局

・
教
育

委
員
会

事
務
局
の

３
つ

の
局

の
合
同
資

料
に
あ
る
分

離
発
注
の

定
義

に
あ
る
「

例
え
ば
建

物
を
つ
く
る
場
合
に

、」
を
削
除
し

た
の

か
明

ら
か
に
さ

れ
た

い
。
 

 
(
4)
 
ま

ち
づ

く
り
局
発

注
の
建

物
本

体
工
事
と

空
調

工
事
と

電
気
工
事

の
分

離
発
注
の

事
例
に

つ
い

て
 

 
 
 
甲

第
３

７
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 

過
去
の

発
注
事

例
を
示

し
ま
す
。

①
建

物
本
体

工
事
②

空
調
工

事
③

電
気
電

源
工
事

に
分
離

発
注
し
た

事
例

で
あ

り
、
ま
ち

づ
く
り
局
で

は
、
従
前

か
ら

こ
の
よ
う

に
発
注

し
て

お
り
ま
す

。
 

 
(
5)
 
ま

ち
づ

く
り
局
が

発
注
す

る
「

空
調
機
工

事
」

と
「
電

源
工
事
」

を
一

括
発
注
し

た
事
例

に
つ

い
て
 

 
 
 
７

月
９

日
付
け
の

請
求

書
の
内

容
は
、
次

の
と

お
り
で

あ
り
ま
す

。
 

 
 
 

「
甲
第

２
３
号

証
を
示

し
ま
す
。

こ
れ

は
、
ま

ち
づ
く

り
局
及

び
教

育
委
員

会
が
令

和
２
年

度
に
お
け

る
一

般
競
争

入
札

も
し
く

は
指
名

競
争
入
札

に
お
い

て
「
空

調
機

工
事
」

と
「
電

源
工
事

」
を

一
括
発
注

し
た

事
例

で
あ
り
ま

す
。
」
 

 
 
 
と

い
た

し
ま
し
た

が
、
新

た
な
証

拠
が

追
加
開
示

さ
れ

ま
し
た

の
で
、
甲

第
２

３
号
証

は
取
り

下
げ
て
、

新
た

な
証

拠
を
追
加

し
、

甲
第
３

８
号
証
と

し
、

個
別
工
事

事
例
を

７
件

添
付
い
た

し
ま

す
。
 

 
 
 
「
空
調
機

工
事
」
に
伴
う
「

電
源

工
事
」
は

、「
空
調

機
工
事
」
が
本

体
工
事
で
あ
り
、
そ
の
動
力
と
な

り
ま

す
「

電
源
工
事

」
は
附
帯
工

事
と
し
て

、
空

調
と
電
源

を
一
括

発
注

し
て
お
り

ま
す

。
 

 
 
 
そ

こ
に

は
、
学
校

の
工

事
が
４

件
あ
り
ま

す
。
 

 
 
 
そ

こ
で

、
求
釈
明

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 

学
校
の

工
事
は

、
教
育

委
員
会
が

ま
ち

づ
く
り

局
に
発

注
依
頼

し
た

も
の
と

な
り
ま

す
が
、

教
育
委
員

会
は

、
こ
の

よ
う

な
一
括

発
注
事

例
に
関
し

、
ど
の

よ
う
な

発
注

依
頼
を

行
っ
た

の
か
、

明
ら

か
に
さ
れ

た
い

。
 

 
 
 
併

せ
て

、
求
釈
明

で
あ

り
ま
す

。
 

 
 
 

ま
ち
づ

く
り
局

の
一
括

発
注
は
、

教
育

委
員
会

の
分
離

発
注
（

空
調

と
電
気

の
分
離

）
の
方

針
に
反
す

る
発

注
方

法
と
思
え

ま
す
が
、
こ

の
よ
う

な
一
括
発

注
に

対
し
、
教
育
委
員

会
は

ま
ち
づ
く
り
局

に
対
し
、

抗
議

し
た

の
で
し
ょ

う
か

、
明
ら

か
に
さ
れ

た
い

。
 

 
(
6
) 

中
小
企

業
優
先
発

注
に

つ
い
て
 

 
 
 

中
小
企

業
優
先

を
理
由

に
分
離
発

注
す

る
こ
と

と
、
空

調
と
電

気
を

分
割
し

て
発
注

す
る
こ

と
は
同
じ

土
俵

で
議
論

す
る

も
の
で

は
な
く

、
ま
ち
づ

く
り
局

の
一
括

発
注

で
も
指

名
競
争

入
札
で

あ
り

、
中
小
企

業
優

先
を

な
い
が
し

ろ
に

し
て
い

る
も
の
で

は
あ

り
ま
せ
ん

。
 

 
(
7)
 
財

政
局

長
通
知
に

つ
い

て
 

 
 
 
甲

第
３

９
号
証
を

示
し

ま
す
。
 

 
 
 
財

政
局

長
名
に
よ

る
「

各
局
で
執
行
す
る

契
約

事
務
の

適
正
な
執

行
に

つ
い
て
」

で
あ
り

ま
す

。
 

 
 
 

そ
こ
に

は
、「

１
 
契
約

方
法

」
に
お

い
て
、
「

透
明
性

、
競
争
性

、
公
正

性
及
び
妥
当

性
に
留

意
す
る

と
。

特
に
随

意
契

約
に
つ

い
て
は

そ
の
適
用

の
解
釈

を
最
小

限
と

し
、
執

行
は
極

力
抑
制

す
べ

き
も
の
」

と
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 
ま

た
、「

１
０
 

軽
易
工

事
の
調

達
に
つ
い

て
」
と
し

て
、
分
割

発
注

を
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
、
の
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第
２

９
６
９

号
財

政
局
長

通
知
」
に

お
い

て
、
い
わ

ゆ
る
官

製
談

合
防
止

法
の
類

型
１
～

４
の

内
容
が
示

さ
れ
、
類
型

４
に
つ
い

て
は

、「
分
割
発
注

の
実

施
や
発
注
基
準

の
引
下
げ
な
ど

発
注
方
法

を
変
更
し
、
入

札
談

合
を
容

易
に

す
る
行

為
」
と

財
政
局

長
通
知
に

官
製
談

合
の

類
型
の

一
つ
と

し
て
明

確
に

記
載
さ
れ

て
い

る
も

の
で
あ
り

ま
す

。
 

の
根

底
に
は
一

体
何

が
あ
る
の
か
。
 

 
 
今

回
の
分

割
発
注

は
、
総

務
企
画
局

及
び

財
政
局

を
裏
切

る
行
為

ま
で
行
い

、
新
た
な

教
育
委

員
会
版
の

軽
易

工
事
の

手
引
き
ま

で
作
成

し
、

本
来
は

競
争
入

札
案
件

で
あ

る
も
の

を
随
意

契
約
で

あ
る
軽
易

工
事
案

件
と

し
た
こ
と

は
、

悪
質
と
し

か
表
現

で
き

な
い
も
の

が
在

り
ま
す

。
 

５
 
分
割

発
注

が
官
製
談

合
で

あ
る
こ

と
に
つ
い

て
 

 
 
以

上
の
と

お
り
、

教
育
委

員
会
に
お

け
る

過
去
の

契
約
状

況
、
空

調
工
事
と

電
気
工
事

と
の
関

係
は
、
建

設
業

法
第
４

条
及
び
建

設
業
許

可
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
（

国
土
交

通
省
）
に
基

づ
き
、

本
体
工

事
と
附
帯

工
事
と

の
関

係
に
あ

る
と
す
る

契
約
課

の
判

断
及
び

ま
ち
づ

く
り
局

に
お

け
る
一

括
契
約

の
状
況

、
い
ず
れ

の
観
点

か
ら

も
、
空

調
工
事
と

電
気
工

事
に

つ
い
て

は
、
競

争
入
札

が
可

能
だ
っ

た
も
の

で
、
そ

れ
ら
の
競

争
入
札

が
可

能
な
契

約
案
件
を

複
数
の

少
額

随
意
契

約
（
軽

易
工
事

）
に
違
法

に
分

割
し
て

発
注

す
る
こ
と

は
い
わ

ゆ
る

官
製
談
合

防
止

法
に
違
反
す
る
も

の
で

あ
り
ま
す

。
 

６
 
官
製

談
合

で
あ
る
こ

と
の

理
由
に
つ
い
て
 

 
１
 
「

入
札

談
合
等
関

与
行

為
防
止
法
」
の
第

２
条

第
５
項

第
４
号
に

つ
い

て
 

 
 
 

平
成
１

８
年
法

律
第
１

１
０
号
に

よ
り

改
正
さ

れ
た
「

入
札
談

合
等
関
与

行
為
防

止
法

」
の

第
２
条
第

５
項

第
４
号

に
「

特
定
の

入
札
談

合
等
に

関
し
、
事

業
者
、

事
業

者
団
体

そ
の
他

の
者
の

明
示

若
し
く
は

黙
示

の
依
頼

を
受

け
、
又

は
こ
れ

ら
の
者
に

自
ら
働

き
か
け

、
か

つ
、
当

該
入
札

談
合
等

を
容

易
に
す
る

目
的

で
、
職

務
に

反
し
、

入
札
に

参
加
す
る

者
と
し

て
特
定

の
者

を
指
名

し
、
又

は
そ
の

他
の

方
法
に
よ

り
、

入
札

談
合
等
を

幇
助

す
る
こ

と
。
」
と

規
定
さ
れ

ま
し
た

。
 

 
 
 
甲

第
４

０
号
証
に

示
す
「
入

札
談
合
の
防
止

に
向
け

て
」（

公
正
取
引

委
員
会
事
務
総

局
）
の

３
０
ペ
－

ジ
の

下
か
ら

５
行

目
か
ら

「
第
２

条
第
４
項

に
い
う

「
競
争

に
よ

り
相
手

方
を
選

定
す
る

方
法

」
に
は
、

総
合

評
価
落

札
方

式
を
含

む
一
般

競
争
入
札

及
び
指

名
競
争

入
札

の
ほ
か

、
随
意

契
約
の

う
ち

、
複
数
の

事
業

者
を
指

名
し

て
見
積

り
を
徴

収
し
、
当

該
見
積

り
で
示

さ
れ

た
金
額

を
比
較

し
て
契

約
先

を
決
定
す

る
形

態
の
も

の
（

指
名
見

積
り
合

わ
せ
）
等

が
含
ま

れ
ま
す

。
こ

の
よ
う

な
契
約

は
、
実

質
的

に
競
争
入

札
と

変
わ
る

と
こ

ろ
が
な

く
、
公

正
取
引
委

員
会
に

お
い
て

も
従

来
か
ら

競
争
入

札
と
同

様
の

も
の
と
し

て
取

り
扱

っ
て
い
ま

す
。
」
と
し
て

い
ま
す
。
 

 
 
 

し
た
が

っ
て
、

川
崎
市

で
言
う
と

こ
ろ

の
川
崎

市
軽
易

工
事
契

約
事
務
取
扱

規
程
に

定
め
る

見
積
り
合

わ
せ

契
約
（

少
額

随
意
契

約
で
あ

る
軽
易
工

事
）
も

、
当
然

、
上

記
の
公

正
取
引

委
員
会

の
官

製
談
合
の

対
象

と
な

る
も
の
で

あ
り

ま
す
。
 

 
２
 
「

特
定

の
入
札
談

合
等

を
容
易
に
す
る
こ

と
を

目
的
と

し
て
行
う

行
為

」
に
つ
い

て
 

 
 
 
入

札
談

合
等
関
与

行
為

防
止
法
の
第
２
条

第
５

項
第
４

号
に
規
定

す
る
「

特
定

の
入
札

談
合
等
に
関
し
、

事
業

者
、
事

業
者

団
体
そ

の
他
の

者
の
明
示

若
し
く

は
黙
示

の
依

頼
を
受

け
、
又

は
こ
れ

ら
の

者
に
自
ら

働
き

か
け
、

か
つ

、
当
該

入
札
談

合
等
を
容

易
に
す

る
目
的

で
、

職
務
に

反
し
、

入
札
に

参
加

す
る
者
と

し
て

特
定

の
者
を
指

名
し
、
又

は
そ
の

他
の

方
法
に
よ

り
、
入
札

談
合

等
を
幕
助

す
る
こ

と
。」

の
規
定
の

中
の

「
特
定

の
入

札
談
合

等
を
容

易
に
す
る

こ
と
を

目
的
と

し
て

行
う
行

為
」
と

し
て
、

甲
第

４
０
号
証

に
次

の
記

載
が
あ
り

ま
す

。
 

 
 
 
甲

第
４

０
号
証
に

示
す
「
入

札
談
合
の
防
止

に
向
け

て
」（

公
正
取
引

委
員
会
事
務
総

局
）
の

３
２
ペ
－

ジ
の

下
か
ら

１
２

行
目
か

ら
「
・

分
割
発
注

の
実
施

や
発
注

基
準

の
引
下

げ
な
ど

発
注
方

法
を

変
更
し
、

入
札

談
合
を

容
易

に
す
る

行
為
」

と
あ
り
、

ま
さ
に

、
本
件

訴
訟

対
象
の

分
割
発

注
そ
の

も
の

が
、
入
札

談
合

等
関

与
行
為
防

止
法
の
第
２

条
第
５
項

第
４

号
に
該
当

す
る
行

為
で

あ
り
ま
す

。
 

 
 
 

ま
た
、

公
正
取

引
委
員

会
の
官
製

談
合

防
止
法

の
施
行

を
受
け

て
、

建
設
業

者
の
団

体
の
一

つ
で
あ
り

ま
す

公
益

財
団
法
人

建
設
業
適
正

取
引
推
進

機
構

が
、
甲
第
４
１

号
証
に
示

す
「

官
製
談
合
防
止

の
手
引
」

と
い

う
業

者
に
向
け

て
の
官
製
談

合
防
止
法

の
解

説
本
を
発

行
し
て

い
ま

す
。
 

 
３
 
平

成
２

７
年
７
月

１
４

日
付
け

財
政
局
長

通
知

に
つ
い

て
 

 
 
 

川
崎
市

に
お
い

て
も
、

甲
第
４
２

号
証

に
示
す

と
お
り

「
平
成

２
７

年
７
月

１
４
日

付
け
２

７
川
財
契
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な
ん

で
す

ね
。

そ
れ

を
教

育
環

境
整

備
推

進
室

で
は

、
こ

れ
が

来
た

段
階

で
、

こ
れ

は
電

源
工

事
と

空
調

工
事

の
２

件
に

分
割

発
注

し
よ

う
と

い
う

こ
と

を
決

め
て

お
り

ま
す

。
そ

れ
が

１
－

１
、

１
－

２
、

２
－

１
、

２
－

２
、

３
－

１
、

３
－

２
で

す
ね

。
４

－
１

に
は

そ
の

表
示

は
な

い
で

す
ね

。
４

－
２

は
業

種
の

表
示

が
あ

り
ま

す
。

 

 
こ

の
よ

う
に

、
学

校
か

ら
の

お
願

い
は

、
空

調
の

整
備

で
あ

っ
て

、
学

校
と

し
て

は
、

そ
れ

に
伴

っ

て
、

電
源

工
事

が
ど

う
の

こ
う

の
と

い
う

こ
と

は
な

い
ん

で
す

ね
。

そ
れ

で
、

こ
う

い
う

申
請

書
を

出
し

て
い

る
ん

で
す

け
れ

ど
も

、
環

境
整

備
推

進
室

の
ほ

う
で

は
、

そ
れ

を
全

て
電

源
と

空
調

の
工

事
に

２
分

割
を

し
て

い
る

。
 

 
そ

れ
の

１
つ

分
か

り
や

す
い

の
が

、
６

－
２

の
と

こ
ろ

に
、

学
校

か
ら

の
申

請
書

の
一

番
下

に
、

こ

れ
、

手
書

き
な

ん
で

す
け

れ
ど

も
、

電
気

容
量

が
不

足
す

る
た

め
、

電
源

工
事

を
行

い
ま

す
と

、
こ

れ
は

誰
が

書
い

た
の

か
分

か
り

ま
せ

ん
。

学
校

は
活

字
で

し
て

い
ま

す
の

で
、

こ
れ

は
推

測
す

る
に

、
環

境
整

備
推

進
室

が
書

い
た

と
思

う
ん

で
す

け
れ

ど
も

、
こ

う
い

う
形

で
、

学
校

か
ら

、
空

調
を

整
備

し
て

く
れ

と
い

う
申

請
が

来
た

段
階

で
も

、
こ

れ
を

普
通

で
あ

れ
ば

一
緒

く
た

に
一

般
競

争
で

発
注

す
る

ん
で

す
け

れ
ど

も
、

軽
易

工
事

で
発

注
す

る
た

め
に

電
源

と
空

調
、

２
件

に
分

け
て

い
る

と
い

う
の

が
、

そ
れ

ぞ
れ

こ
れ

で
、

１
－

１
か

ら
６

－
２

ま
で

で
分

か
る

と
思

い
ま

す
。

 

 
そ

れ
で

は
、

そ
れ

ぞ
れ

証
拠

を
１

つ
ず

つ
、

分
か

り
に

く
い

と
こ

ろ
が

あ
る

か
も

分
か

り
ま

せ
ん

の

で
、

説
明

を
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

 
７

号
証

の
２

ペ
ー

ジ
目

に
、
（

３
）

真
ん

中
の

二
重

線
の

枠
の

す
ぐ

上
で

す
ね

、
（

３
）

随
意

契
約

が
で

き
る

場
合

、
地

方
自

治
法

施
行

令
ど

う
の

こ
う

の
が

あ
っ

て
、

真
ん

中
の

と
こ

ろ
か

ら
、
「

な
お

、
前

述

の
と

お
り

、
地

方
自

治
体

の
契

約
の

原
則

は
一

般
競

争
で

す
の

で
、

随
意

契
約

の
適

用
の

解
釈

は
最

小
限

と
し

、
随

意
契

約
の

執
行

は
極

力
抑

制
す

べ
き

も
の

で
す

」
、

こ
れ

は
頭

に
あ

り
ま

す
と

お
り

、
契

約
課

が
作

っ
て

い
る

入
札

・
契

約
事

務
研

修
の

テ
キ

ス
ト

で
ご

ざ
い

ま
す

。
し

た
が

っ
て

、
随

意
契

約
は

極
力

避
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
い

う
の

が
、

基
本

的
に

川
崎

市
の

対
応

方
針

で
あ

り
ま

す
け

れ
ど

も
、

教
育

は
そ

う
い

う
考

え
は

な
い

み
た

い
で

す
ね

。
 

 
そ

れ
と

、
８

号
証

も
、

２
ペ

ー
ジ

目
に

、
「

工
事

内
容

、
業

種
、

施
工

場
所

、
施

工
時

期
が

同
じ

、
又

は
ほ

ぼ
同

様
で

あ
る

工
事

等
に

つ
い

て
、

本
来

１
件

で
発

注
す

べ
き

案
件

を
、

複
数

件
に

分
け

て
発

注
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
」

と
、

契
約

事
務

の
手

引
き

の
第

７
章

が
軽

易
工

事
と

い
う

の
が

あ
る

ん
で

す
け

れ
ど

も
、

そ
こ

に
明

確
に

こ
の

分
割

発
注

の
定

義
が

規
定

さ
れ

て
し

ま
っ

た
と

、
こ

れ
は

監
査

さ
ん

の
ほ

う
の

指
摘

に
基

づ
い

て
こ

う
い

う
形

に
な

っ
た

ん
で

す
け

れ
ど

も
。

 

 
そ

れ
で

、
教

育
は

困
っ

た
わ

け
で

す
ね

。
こ

う
い

う
空

調
な

ん
か

に
つ

い
て

ど
う

し
よ

う
か

と
。

こ
の

ま
ま

い
く

と
競

争
入

札
で

や
ら

な
き

ゃ
い

け
な

い
と

。
施

工
場

所
、

施
工

時
期

、
ほ

ぼ
同

じ
で

す
ね

。
と

い
う

こ
と

で
、

じ
ゃ

、
そ

れ
を

避
け

る
た

め
、

軽
易

工
事

で
行

う
た

め
に

ど
う

し
た

ら
い

い
か

と
い

う
こ

と
で

、
じ

ゃ
、

電
源

と
空

調
本

体
を

分
け

て
し

ま
お

う
と

い
う

ふ
う

に
考

え
た

わ
け

で
す

ね
。

 

 
次

、
９

号
証

で
す

ね
、

９
号

証
の

３
の

と
こ

ろ
に

「
分

離
・

分
割

契
約

」
と

い
う

の
が

あ
り

ま
す

。
そ

こ
の

３
行

目
の

中
ほ

ど
か

ら
、
「

分
離

・
分

割
契

約
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

場
合

は
、

夏
休

み
期

間
中

に

工
事

完
了

を
要

す
る

複
数

教
室

で
の

空
調

設
備

工
事

な
ど

、
短

期
間

で
の

施
工

を
要

す
る

場
合

」
、

こ
れ

も
教

育
は

理
由

に
し

て
い

る
か

も
分

か
り

ま
せ

ん
。

 

 
し

か
し

、
ど

こ
の

業
者

で
も

、
電

源
等

空
調

工
事

、
夏

休
み

期
間

中
に

終
え

る
こ

と
は

十
分

可
能

な
ん

で
す

ね
。

６
か

月
も

１
年

も
か

か
る

わ
け

で
は

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
基

本
的

に
は

１
教

室
だ

と
思

い
ま

す

ね
。

学
校

全
体

の
空

調
を

設
置

し
て

く
れ

と
い

う
こ

と
だ

と
、

そ
れ

な
り

の
期

間
は

か
か

る
か

も
分

か
り

ま
せ

ん
け

れ
ど

も
、

そ
ん

な
に

多
数

の
空

調
を

設
置

し
て

く
れ

と
い

う
こ

と
で

は
あ

り
ま

せ
ん

の
で

、
こ

こ
で

も
「

複
数

教
室

で
の

空
調

設
備

工
事

な
ど

、
短

期
間

で
の

施
工

を
要

す
る

場
合

」
で

す
の

で
、

こ
れ

に
も

今
回

は
該

当
し

な
い

と
。

 

 
そ

の
下

に
、

＊
１

で
分

離
発

注
、
「

専
門

業
種

に
分

け
て

発
注

す
る

方
法

で
、

建
築

工
事

に
お

い
て

、

建
築

本
体

工
事

と
各

設
備

工
事

を
分

離
し

て
発

注
す

る
も

の
等

を
い

う
」

と
い

う
こ

と
で

、
こ

れ
、

今
読

み
上

げ
た

の
が

、
今

ま
で

分
割

発
注

で
監

査
さ

ん
が

指
摘

さ
れ

て
、

じ
ゃ

、
ど

う
し

よ
う

か
と

い
う

こ
と

で
、

教
育

と
し

て
、

軽
易

工
事

の
事

務
取

扱
手

引
を

作
っ

た
、

そ
の

中
に

書
か

れ
て

い
る

内
容

で
あ

り
ま

す
け

れ
ど

も
、

こ
れ

は
業

種
で

分
け

れ
ば

い
い

ん
だ

と
い

う
こ

と
を

思
い

つ
い

た
と

い
う

こ
と

な
ん

で
す

ね
。

こ
れ

は
ま

た
後

で
細

か
く

説
明

し
て

い
き

ま
す

。
 

請
求

人
の

陳
述

録
 

ま
ず

、
お

手
元

の
甲

１
１

号
証

、
こ

れ
を

御
覧

い
た

だ
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

Ａ
３

の
横

開
き

の
も

の
で

す
ね

。
こ

れ
は

、
平

成
１

５
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
教

育
環

境
整

備
推

進
室

―
―

こ
れ

が
今

の
現

在
の

課
の

名
称

で
す

け
れ

ど
も

、
以

前
は

別
の

名
称

が
つ

い
て

い
ま

し
た

の
で

、
そ

れ
も

含
め

て
と

い
う

こ
と

で
す

―
―

の
所

管
契

約
件

数
一

覧
と

。
基

本
的

に
１

０
万

円
刻

み
で

契
約

件
数

を
表

し
て

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
薄

ピ
ン

ク
色

と
い

う
か

、
肌

色
の

部
分

が
軽

易
工

事
で

す
。

平
成

１
５

年
度

か
ら

１
８

年
度

ま
で

は
、

１
０

０
万

円
ま

で
が

軽
易

工
事

と
い

う
基

準
で

ご
ざ

い
ま

し
た

。
１

９
年

度
以

降
、

今
現

在
に

至
る

ま
で

は
２

５
０

万
円

が
軽

易
工

事
の

基
準

額
で

ご
ざ

い
ま

す
。

こ
れ

を
見

て
、

一
目

瞭
然

、
ほ

と
ん

ど
軽

易
工

事
で

契
約

を
し

て
い

る
。

競
争

入
札

は
ほ

ん
の

少
し

し
か

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
特

に
軽

易
工

事
の

上
限

額
、

最
後

の
１

０
万

円
の

と
こ

ろ
で

す
ね

、
１

５
年

度
か

ら
１

８
年

度
で

あ
り

ま
す

と
、

９
０

万
か

ら
１

０
０

万
の

と
こ

ろ
で

す
ね

、
こ

こ
は

件
数

が
集

中
し

て
お

り
ま

し
て

、
１

０
０

万
円

超
え

る
と

ぱ
た

っ
と

件
数

が
な

く
な

っ
て

し
ま

い
ま

す
。

同
じ

く
２

５
０

万
の

場
合

も
１

９
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

、
こ

れ
、

最
後

の
２

４
０

万
か

ら
２

５
０

万
の

と
こ

ろ
に

は
、

そ
の

前
の

１
０

万
円

刻
み

の
件

数
よ

り
多

く
の

件
数

が
集

中
し

て
お

り
ま

し
て

、
２

５
０

万
円

を
超

え
る

と
ぱ

た
っ

と
件

数
が

減
る

と
い

う
こ

と
を

表
し

て
ご

ざ
い

ま
す

。
 

 
と

い
う

こ
と

は
、

何
を

こ
の

表
で

示
し

た
か

と
申

し
ま

す
と

、
基

本
的

に
教

育
環

境
整

備
推

進
室

の
契

約
が

、
全

て
１

０
０

万
円

若
し

く
は

２
５

０
万

円
と

い
う

、
こ

の
金

額
を

基
準

に
全

て
契

約
し

て
い

る
と

い
う

こ
と

で
ご

ざ
い

ま
す

。
 

 
そ

し
て

、
こ

の
表

の
一

番
左

側
に

、
１

５
年

度
か

ら
３

０
年

度
ま

で
は

補
修

工
事

の
み

な
ん

で
す

ね
。

新
設

・
撤

去
は

軽
易

工
事

で
は

や
っ

て
は

い
け

な
い

と
、

競
争

入
札

で
処

理
を

し
な

さ
い

と
い

う
の

が
軽

易
工

事
規

程
の

原
則

な
ん

で
す

ね
。

補
修

工
事

で
あ

り
な

が
ら

、
軽

易
工

事
の

上
限

の
金

額
を

超
え

た
途

端
に

、
競

争
入

札
で

も
件

数
が

ぱ
た

っ
と

な
く

な
っ

て
し

ま
う

と
。

普
通

は
あ

り
得

な
い

で
す

よ
ね

。
ど

の
現

場
に

お
い

て
も

、
壊

れ
る

ほ
う

が
１

０
０

万
と

か
２

５
０

万
以

内
に

収
ま

る
よ

う
に

壊
れ

る
と

い
う

こ
と

は
基

本
的

に
は

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
壊

れ
る

も
の

は
壊

れ
る

、
そ

れ
を

補
修

す
る

と
い

う
の

が
所

管
課

の
業

務
で

ご
ざ

い
ま

す
。

し
か

し
な

が
ら

、
競

争
入

札
は

基
本

的
に

行
わ

ず
に

、
全

て
こ

の
よ

う
に

軽
易

工
事

、
こ

れ
、

請
求

書
の

中
で

も
言

っ
て

い
ま

す
け

れ
ど

も
、

教
育

環
境

整
備

室
は

軽
易

工
事

至
上

主
義

と
、

全
て

自
分

た
ち

の
軽

易
工

事
で

事
務

処
理

を
行

う
と

い
う

こ
と

に
し

て
お

り
ま

す
。

 

 
そ

れ
と

、
も

う
１

つ
、

３
１

年
度

、
オ

レ
ン

ジ
色

の
と

こ
ろ

で
す

ね
、

こ
れ

の
左

側
に

、
平

成
３

１
年

度
か

ら
新

設
・

撤
去

も
軽

易
工

事
の

対
象

に
含

む
よ

う
に

規
程

を
変

更
し

た
と

い
う

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

今
ま

で
の

数
字

と
比

べ
ま

し
て

、
新

設
・

撤
去

も
増

え
た

と
い

う
こ

と
で

あ
れ

ば
、

こ
こ

の
件

数
が

本
当

は
増

え
な

け
れ

ば
い

け
ま

せ
ん

。
し

か
し

な
が

ら
、

数
字

を
見

て
み

ま
す

と
、

こ
れ

が
大

幅
に

増
え

た
と

い
う

こ
と

は
な

い
ん

で
す

ね
。

 

 
実

は
空

調
機

、
数

年
前

、
猛

暑
の

と
き

に
、

議
会

で
も

問
題

に
な

り
ま

し
た

。
学

校
の

空
調

を
整

備
し

ろ
と

い
う

こ
と

で
、

議
会

の
答

弁
で

は
、

普
通

教
室

は
大

体
整

備
を

し
て

い
た

と
、

そ
れ

ま
で

は
特

別
教

室
な

ど
は

ほ
と

ん
ど

整
備

が
進

ん
で

い
な

か
っ

た
ん

で
す

ね
。

そ
れ

が
当

然
な

が
ら

、
２

７
、

２
８

、
２

９
、

３
０

ぐ
ら

い
で

す
ね

、
こ

の
年

度
に

特
別

教
室

も
整

備
を

し
て

い
る

ん
で

す
ね

。
そ

の
整

備
が

全

部
、

本
来

新
設

で
あ

る
の

に
補

修
と

い
う

名
称

に
変

え
て

、
イ

ン
チ

キ
を

し
て

こ
こ

に
軽

易
工

事
に

滑
り

込
ま

せ
て

い
る

と
い

う
事

実
が

あ
り

ま
す

。
今

回
、

証
拠

に
は

載
せ

て
お

り
ま

せ
ん

が
、

後
ほ

ど
監

査
委

員
さ

ん
の

ほ
う

か
ら

教
育

委
員

会
さ

ん
の

ほ
う

に
問

合
せ

を
す

れ
ば

、
特

別
教

室
の

空
調

工
事

、
新

設
も

含
め

て
、

軽
易

工
事

で
執

行
し

て
い

る
と

い
う

こ
と

が
お

分
か

り
に

な
る

と
思

い
ま

す
。

 

 
し

た
が

っ
て

、
全

て
何

で
も

か
ん

で
も

軽
易

工
事

で
行

う
と

い
う

の
が

、
こ

の
一

覧
表

で
分

か
る

と
い

う
こ

と
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
そ

れ
で

は
、

今
回

の
対

象
工

事
の

甲
１

－
１

か
ら

６
－

２
ま

で
１

２
件

あ
る

ん
で

す
け

れ
ど

も
、

各
ペ

ー
ジ

の
一

番
上

に
営

修
繕

申
請

書
と

い
う

の
が

あ
り

ま
し

て
、

ま
ず

１
－

１
を

見
て

い
た

だ
き

ま
す

と
、

こ
の

段
階

で
、

電
源

工
事

と
空

調
工

事
と

こ
れ

を
分

け
ま

す
よ

と
、

学
校

か
ら

は
別

々
に

や
っ

て
く

れ
と

い
う

お
願

い
は

来
て

い
な

い
ん

で
す

よ
ね

。
空

調
工

事
を

や
っ

て
く

だ
さ

い
と

い
う

お
願

い
が

来
た

だ
け

別
紙

３
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発
注

の
仕

方
を

し
て

い
ま

す
。

最
初

の
ペ

ー
ジ

は
１

７
年

度
で

す
の

で
、

ま
だ

軽
易

工
事

の
上

限
が

１
０

０
万

円
の

と
き

で
す

ね
、

こ
れ

が
大

体
ず

っ
と

１
７

年
度

で
す

ね
、

１
７

年
度

は
全

部
で

４
５

件
の

空
調

を
設

置
す

る
の

に
、

全
て

３
分

割
を

し
て

い
る

、
室

外
機

、
室

内
機

、
電

気
工

事
と

、
こ

れ
だ

け
教

育
さ

ん
は

分
割

に
関

し
て

は
非

常
に

工
夫

が
長

け
て

い
る

と
い

う
か

、
非

常
に

才
能

が
あ

り
ま

す
ね

、
こ

う
い

う
こ

と
、

分
割

に
関

し
て

は
で

す
ね

。
 

 
次

は
２

０
号

証
。

そ
れ

で
、

先
ほ

ど
言

い
ま

し
た

室
外

機
、

室
内

機
、

電
源

に
分

け
た

や
つ

は
、

令
和

２
年

で
は

発
注

が
ゼ

ロ
に

な
っ

て
い

る
電

気
業

種
で

発
注

し
た

案
件

で
す

。
空

調
業

種
じ

ゃ
な

い
ん

で

す
。

今
年

は
ゼ

ロ
で

す
け

れ
ど

も
、

平
成

１
７

年
度

は
こ

れ
だ

け
の

も
の

を
発

注
し

て
い

る
わ

け
で

す

ね
。

電
気

業
種

で
。

同
じ

く
、

電
気

業
種

で
発

注
し

た
場

合
の

空
調

と
、

こ
れ

は
室

外
機

と
室

内
機

と
電

気
で

は
な

く
て

、
単

純
に

空
調

機
と

電
源

、
電

気
の

２
分

割
の

事
例

で
す

ね
。

こ
れ

は
平

成
１

５
年

か
ら

１
７

、
途

中
が

な
く

て
、

２
７

年
度

、
２

８
年

度
、

３
０

年
度

ま
で

整
理

し
た

も
の

で
、

全
部

で
３

１
件

あ
り

ま
す

。
こ

れ
も

１
８

年
度

ま
で

は
上

限
が

１
０

０
万

円
で

、
１

９
年

度
以

降
は

２
５

０
万

円
で

す
の

で
、

そ
の

金
額

に
収

め
る

よ
う

に
分

割
発

注
を

し
た

事
例

で
ご

ざ
い

ま
す

。
 

 
甲

の
２

１
で

す
ね

、
こ

れ
も

電
気

業
者

、
令

和
２

年
度

は
ゼ

ロ
件

に
な

っ
て

い
ま

す
け

れ
ど

も
、

電
気

業
種

で
発

注
し

た
空

調
機

の
、

こ
れ

は
同

一
の

場
所

で
、

西
側

と
東

側
で

す
ね

、
若

し
く

は
右

側
と

左
側

と
い

う
、

こ
う

い
う

２
分

割
の

方
式

に
よ

っ
て

発
注

し
た

事
例

で
す

。
い

ろ
い

ろ
工

夫
す

る
も

の
で

す

ね
。

教
育

さ
ん

は
。

 

 
そ

れ
と

、
同

じ
く

電
気

業
種

で
発

注
し

た
事

例
で

も
。

 

 
次

は
２

２
号

証
。

こ
れ

は
空

調
機

と
電

源
と

一
緒

に
発

注
し

て
い

ま
す

。
こ

れ
が

本
来

の
あ

る
べ

き
姿

な
ん

で
す

よ
ね

。
も

う
既

に
教

育
は

ち
ゃ

ん
と

や
っ

て
い

る
ん

で
す

よ
。

こ
の

段
階

で
は

。
空

調
機

及
び

電
源

補
修

工
事

と
い

う
こ

と
で

、
一

括
発

注
を

し
て

い
る

ん
で

す
ね

。
し

か
も

電
気

業
種

で
。

こ
う

い
う

事
例

も
あ

り
ま

す
。

 

 
そ

れ
で

、
２

４
号

証
は

、
そ

れ
ぞ

れ
有

資
格

者
業

者
名

簿
を

つ
け

て
ご

ざ
い

ま
す

。
 

 
２

５
号

証
は

、
こ

れ
は

当
該

職
員

と
し

て
の

あ
れ

で
す

の
で

、
こ

こ
で

は
説

明
を

飛
ば

し
ま

す
。

 

 
次

に
２

６
号

証
で

あ
り

ま
す

け
れ

ど
も

、
平

成
２

１
年

の
こ

れ
が

新
聞

の
記

事
で

ご
ざ

い
ま

す
け

れ
ど

も
、

平
成

１
９

年
度

と
２

０
年

度
、

軽
易

工
事

の
金

額
が

２
５

０
万

円
に

な
っ

た
と

き
に

、
市

の
部

局
全

域
で

軽
易

工
事

の
調

査
が

行
わ

れ
た

も
の

で
ご

ざ
い

ま
す

。
そ

の
と

き
は

、
不

適
切

契
約

と
し

て
全

庁
的

に
７

６
７

件
、

そ
れ

で
、

課
長

級
の

職
員

３
０

人
を

文
書

注
意

に
し

た
と

い
う

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

こ
う

い
う

事
例

が
あ

り
な

が
ら

、
い

ま
だ

に
分

割
発

注
が

繰
り

返
さ

れ
て

い
る

と
。

 

 
２

７
号

証
は

、
そ

の
新

聞
記

事
に

あ
り

ま
し

た
７

分
割

、
一

括
す

れ
ば

１
７

０
０

万
円

の
工

事
に

な
る

ん
で

す
け

れ
ど

も
、

そ
れ

を
７

分
割

し
た

と
い

う
事

例
の

内
容

で
ご

ざ
い

ま
す

。
 

 
２

９
号

証
で

す
ね

、
２

９
号

証
は

、
今

回
の

１
－

１
か

ら
６

－
２

ま
で

の
必

要
な

事
項

を
一

覧
表

で
表

示
し

て
ご

ざ
い

ま
す

。
こ

れ
、

工
期

を
見

て
い

た
だ

け
れ

ば
、

同
じ

時
期

に
発

注
し

て
い

る
ん

で
す

よ

ね
。

同
じ

時
期

で
、

し
か

も
、

仮
に

こ
れ

が
ず

れ
た

と
し

て
も

、
夏

休
み

期
間

中
に

は
十

分
終

わ
る

、
冬

休
み

期
間

中
に

は
十

分
終

わ
る

で
あ

ろ
う

。
１

か
月

半
ぐ

ら
い

の
工

期
で

す
の

で
、

１
つ

の
空

調
機

を
設

置
す

る
の

に
電

源
工

事
と

空
調

機
、

１
か

月
半

あ
れ

ば
十

分
で

き
る

わ
け

で
す

ね
。

こ
れ

、
あ

え
て

分
割

す
る

必
要

は
全

く
ご

ざ
い

ま
せ

ん
。

 

 
３

０
号

証
は

、
も

し
も

市
に

損
害

金
を

補
 

し
な

さ
い

と
い

っ
た

と
き

の
参

考
に

な
る

も
の

と
し

て
、

平
均

落
札

率
を

上
げ

て
ご

ざ
い

ま
す

。
 

 
３

１
号

証
は

、
契

約
規

則
で

す
。

 

 
そ

れ
か

ら
、

３
２

号
証

、
教

育
が

こ
の

よ
う

に
、

空
調

機
と

電
源

を
分

離
・

分
割

発
注

を
し

て
い

る
と

い
う

こ
と

で
、

契
約

課
の

ほ
う

に
確

認
を

取
り

ま
し

た
。

分
離

発
注

と
い

う
の

は
、

そ
も

そ
も

そ
れ

が
正

式
な

行
為

な
の

か
ど

う
か

と
い

う
こ

と
を

確
認

い
た

し
ま

し
た

と
こ

ろ
、

契
約

課
の

ほ
う

か
ら

こ
の

よ
う

な
回

答
が

来
ま

し
た

。
建

設
業

法
第

４
条

の
と

こ
ろ

、
下

線
が

あ
り

ま
す

け
れ

ど
も

、
肝

心
な

の
は

、
２

行
目

の
真

ん
中

ぐ
ら

い
か

ら
、
「

当
該

建
設

工
事

に
附

帯
す

る
他

の
建

設
業

に
係

る
建

設
工

事
を

請
け

負

う
こ

と
が

で
き

る
」
。

附
帯

工
事

と
な

れ
ば

、
関

連
す

る
も

の
も

で
き

ま
す

よ
と

。
そ

れ
と

、
そ

の
下

の

下
線

の
と

こ
ろ

、
「

附
帯

工
事

の
具

体
的

な
判

断
に

当
た

っ
て

は
、

建
設

工
事

の
注

文
者

の
利

便
、

建
設

工
事

の
請

負
契

約
の

慣
行

等
を

基
準

と
し

、
当

該
建

設
工

事
の

準
備

、
実

施
、

仕
上

げ
等

に
当

た
り

一
連

又
は

一
体

の
工

事
と

し
て

施
工

す
る

こ
と

が
必

要
又

は
相

当
と

認
め

ら
れ

る
か

否
か

を
総

合
的

に
検

討
し

 
そ

れ
で

、
次

、
１

０
号

証
－

１
で

す
け

れ
ど

も
、

分
離

発
注

と
い

う
の

は
ど

う
い

う
こ

と
か

と
。
「

発

注
者

が
１

つ
の

建
築

物
の

工
数

一
式

を
１

社
に

全
て

請
け

負
わ

せ
る

の
で

は
な

く
、

例
え

ば
建

築
と

設
備

の
よ

う
に

工
種

で
分

け
て

請
け

負
わ

せ
る

発
注

方
式

。
官

庁
工

事
に

多
い

」
と

い
う

こ
と

で
す

ね
。

 

 
そ

れ
か

ら
、

そ
の

下
に

、
分

離
発

注
、
「

基
礎

工
事

、
屋

根
工

事
、

内
装

工
事

な
ど

の
そ

れ
ぞ

れ
の

工

事
を

施
主

本
人

が
各

施
工

業
者

に
発

注
、

契
約

を
交

わ
し

て
家

を
建

て
る

こ
と

」
、

そ
の

下
に

ま
た

下
線

が
あ

り
ま

す
け

れ
ど

も
、
「

メ
リ

ッ
ト

と
し

て
は

各
工

程
で

メ
ー

カ
ー

の
見

積
も

り
よ

り
も

安
い

業
者

を

見
つ

け
る

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

大
幅

な
コ

ス
ト

ダ
ウ

ン
に

つ
な

が
る

」
と

。
分

離
発

注
と

い
う

の
は

コ
ス

ト
ダ

ウ
ン

に
つ

な
が

る
と

い
う

の
が

原
則

で
す

ね
。

 

 
次

の
１

０
号

証
－

２
、

こ
れ

も
分

離
発

注
方

式
の

２
段

落
目

に
下

線
を

引
い

て
あ

り
ま

す
け

れ
ど

も
、

「
分

離
し

て
発

注
し

た
ほ

う
が

工
事

費
を

安
く

あ
げ

る
こ

と
が

で
き

る
た

め
」

と
、

こ
れ

が
建

設
業

界
で

は
こ

う
い

う
の

が
常

識
に

な
っ

て
い

る
、

そ
れ

で
分

離
発

注
を

す
る

と
い

う
こ

と
で

あ
り

ま
す

。
 

 
そ

れ
で

、
１

２
号

証
で

す
け

れ
ど

も
、

そ
れ

ぞ
れ

１
－

１
か

ら
６

－
２

ま
で

あ
り

ま
す

け
れ

ど
も

、
じ

ゃ
、

業
種

を
ど

う
い

う
ふ

う
に

し
て

い
る

と
い

う
こ

と
で

、
空

調
・

衛
生

、
電

気
と

そ
れ

ぞ
れ

分
け

て
、

結
局

、
１

２
件

に
分

け
て

発
注

し
て

い
る

と
い

う
こ

と
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
１

３
号

証
は

ち
ょ

っ
と

説
明

を
割

愛
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

 
１

４
号

証
も

そ
う

で
す

ね
。

 

 
１

５
号

証
が

、
こ

れ
が

先
ほ

ど
の

手
引

を
作

っ
た

と
き

の
決

裁
文

書
で

す
ね

。
「

標
記

の
件

に
つ

い

て
、

令
和

元
年

度
第

１
回

入
札

契
約

制
度

・
発

注
等

検
討

委
員

会
の

方
針

の
も

と
、

次
の

案
の

と
お

り
作

成
し

て
よ

い
で

し
ょ

う
か

」
と

い
う

こ
と

で
、

案
を

作
っ

た
ん

で
す

ね
。

そ
れ

で
、

１
４

号
証

が
そ

れ
の

中
身

な
ん

で
す

ね
。

 

 
特

に
そ

の
中

で
、

分
離

発
注

が
ど

う
の

こ
う

の
、

分
割

発
注

は
中

小
企

業
活

性
化

と
い

う
の

が
あ

る
ん

で
す

け
れ

ど
も

、
教

育
委

員
会

が
今

回
行

っ
た

よ
う

に
、

分
離

発
注

が
よ

り
メ

リ
ッ

ト
が

あ
る

か
ら

、
分

離
発

注
に

す
る

と
い

う
、

そ
の

辺
の

議
論

は
こ

こ
に

は
出

て
き

て
お

り
ま

せ
ん

。
議

論
が

出
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
教

育
が

そ
の

よ
う

な
手

引
を

決
め

た
と

い
う

こ
と

で
す

。
 

 
そ

れ
と

、
１

６
号

証
で

す
ね

。
１

６
号

証
は

過
去

の
デ

ー
タ

を
表

に
し

た
も

の
で

あ
り

ま
す

。
空

調
・

衛
生

業
種

と
電

気
業

種
、

こ
れ

、
教

育
の

も
の

で
す

け
れ

ど
も

、
２

７
年

度
か

ら
３

１
年

度
、

こ
れ

、
契

約
金

額
と

契
約

件
数

を
ま

と
め

て
あ

り
ま

す
。

そ
れ

で
、

空
調

・
衛

生
業

種
で

契
約

し
た

も
の

が
２

１
４

件
で

す
ね

。
平

均
、

毎
年

４
２

件
で

、
契

約
金

額
が

３
４

８
０

万
ぐ

ら
い

で
す

ね
。

電
気

業
種

で
契

約
し

た
も

の
が

５
年

間
で

４
２

２
件

、
５

億
９

７
４

５
万

６
２

０
３

円
、

年
間

の
平

均
で

８
４

件
で

、
１

億
１

９
４

９
万

１
２

４
１

円
。

 

 
そ

れ
が

結
局

、
分

離
発

注
の

手
引

を
作

っ
た

こ
と

に
よ

っ
て

、
令

和
２

年
度

は
電

気
業

種
の

受
注

が
ゼ

ロ
に

な
っ

ち
ゃ

っ
た

ん
で

す
ね

。
こ

れ
は

業
界

や
業

者
に

対
し

て
お

知
ら

せ
も

何
も

し
て

い
な

い
ん

で
す

ね
。

何
も

お
知

ら
せ

を
し

て
い

な
く

て
、

急
に

令
和

２
年

度
は

ゼ
ロ

件
、

ゼ
ロ

円
で

す
ね

、
年

平
均

１
億

円
の

中
小

企
業

さ
ん

が
受

注
し

て
い

た
も

の
が

急
に

ぱ
た

っ
と

な
く

な
っ

て
し

ま
っ

た
と

。
１

業
者

さ
ん

か
ら

す
れ

ば
、

年
に

何
件

か
ぐ

ら
い

で
す

か
ら

、
あ

っ
、

今
年

は
な

い
の

か
な

と
い

う
ぐ

ら
い

し
か

思
わ

な
い

と
思

う
ん

で
す

け
れ

ど
も

、
こ

れ
が

令
和

３
年

度
、

今
年

で
す

ね
、

４
年

度
、

５
年

度
、

年
々

こ
れ

が
ず

っ
と

続
い

て
き

ま
す

と
、

あ
れ

、
お

か
し

い
な

と
、

今
ま

で
教

育
か

ら
空

調
関

係
の

発
注

が
あ

っ
た

ん
だ

け
ど

、
全

く
来

な
い

ぞ
と

い
う

ふ
う

に
な

っ
て

し
ま

う
わ

け
で

す
ね

。
中

小
企

業
さ

ん
は

び
っ

く
り

し
ち

ゃ
い

ま
す

よ
ね

。
こ

う
い

う
数

字
の

デ
ー

タ
を

見
る

と
。

１
業

者
さ

ん
単

位
で

見
れ

ば
年

に
数

件
で

す
か

ら
、

そ
ん

な
大

き
な

違
い

は
な

い
ん

で
す

け
れ

ど
も

、
全

体
と

し
て

見
る

と
こ

ん
な

大
き

な
違

い
が

あ
る

。
 

 
そ

れ
で

、
次

、
１

７
号

証
は

、
１

６
号

証
の

件
数

の
内

訳
で

す
ね

。
全

部
の

契
約

番
号

と
契

約
件

名
、

契
約

金
額

、
そ

れ
か

ら
、

業
種

を
整

理
し

て
あ

り
ま

す
。

こ
れ

を
一

覧
表

に
し

た
の

が
１

６
号

証
で

す
。

 

 
同

じ
く

１
８

号
証

は
、

こ
れ

は
空

調
・

衛
生

業
種

で
す

ね
。

こ
れ

も
契

約
番

号
、

契
約

件
名

、
契

約
金

額
、

業
種

、
こ

れ
が

一
覧

表
で

、
こ

れ
を

ま
と

め
た

の
が

１
６

号
証

で
す

。
 

 
そ

れ
と

、
１

９
号

証
は

、
過

去
、

教
育

さ
ん

が
、

電
気

業
種

で
発

注
し

た
空

調
工

事
、

こ
れ

を
分

割
し

た
事

例
で

す
ね

。
こ

れ
は

１
つ

の
空

調
機

を
設

置
す

る
の

に
、

室
外

機
と

室
内

機
と

電
源

工
事

と
３

分
割

に
分

け
て

発
注

し
た

事
例

で
す

。
普

通
は

民
間

会
社

で
も

家
庭

で
も

、
こ

ん
な

発
注

の
仕

方
は

絶
対

し
ま

せ
ん

。
あ

り
得

な
い

で
す

よ
ね

。
そ

れ
を

教
育

は
、

全
て

軽
易

工
事

の
金

額
で

収
め

る
た

め
に

こ
う

い
う
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関
係

職
員

の
陳

述
録

 

 
第

１
 

本
件

措
置

請
求

の
う

ち
一

部
は

却
下

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

 

 
１

 
措

置
要

求
書

１
頁

に
お

い
て

「
本

来
の

６
件

の
工

事
を

１
２

件
の

工
事

に
違

法
に

分
割

発
注

し
た

工
事

契
約

を
監

査
対

象
と

し
ま

す
」

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
明

白
で

あ
る

が
、

本
件

措
置

請
求

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
行

為
は

、
本

件
措

置
請

求
の

工
事

の
契

約
行

為
で

あ
る

。
 

 
２

 
地

方
自

治
法

２
４

２
条

１
項

は
住

民
監

査
請

求
に

つ
い

て
定

め
て

い
る

が
、

同
条

２
項

で
は

「
前

項
の

規
定

に
よ

る
請

求
は

、
当

該
行

為
の

あ
っ

た
日

又
は

終
わ

っ
た

日
か

ら
一

年
が

経
過

し
た

と
き

は
、

こ
れ

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。
」

と

規
定

し
て

お
り

、
住

民
監

査
請

求
は

原
則

と
し

て
対

象
と

す
る

行
為

が
あ

っ
た

日
又

は
終

わ
っ

た
日

か
ら

１
年

以
内

に
行

う
必

要
が

あ
る

。
 

 
一

方
、
「

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

」
は

、
こ

の
原

則
の

例
外

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
り

、
こ

の
「

正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
」

と
は

、
監

査
請

求
を

す
る

こ
と

に
つ

い
て

客
観

的
障

害
が

あ
る

場
合

、
す

な
わ

ち
、

当
該

行
為

が
殊

さ
ら

隠
蔽

さ
れ

て
い

る
等

秘
密

裡
に

行
わ

れ
た

場
合

、
当

該
行

為
の

違
法

性
、

不
当

性
を

判
断

す
る

上
で

必
要

な
事

実
が

隠
さ

れ
て

い
る

よ
う

な
場

合
、

あ
る

い
は

天
災

、
地

変
等

が
あ

っ
た

場
合

な
ど

の
客

観
的

な
事

情
を

い
う

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
本

件
措

置
請

求
に

つ
い

て
い

え
ば

、
そ

の
対

象
は

本
件

各
工

事
の

契
約

行
為

で
あ

る
か

ら
、

本
件

各
工

事
の

契
約

日
が

起
算

日
と

な
り

、
そ

の
日

か
ら

１
年

以
内

が
監

査
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

間
と

な

る
。

 

３
 

本
件

各
工

事
の

う
ち

、
向

丘
中

学
校

４
階

特
別

支
援

学
級

空
調

設
置

工
事

及
び

向
丘

中
学

校
４

階
特

別
支

援
学

級
空

調
電

源
設

置
工

事
に

つ
い

て
い

え
ば

、
そ

れ
ら

の
契

約
行

為
が

行
わ

れ
た

の
は

、
そ

れ
ぞ

れ
令

和
２

年
５

月
２

８
日

及
び

同
月

２
６

日
で

あ
る

か
ら

、
当

該
契

約
行

為
に

つ
い

て
監

査
請

求
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

の
は

令
和

３
年

５
月

２
８

日
及

び
同

月
２

６
日

ま
で

と
な

る
。

 

 
し

か
し

な
が

ら
、

本
件

措
置

請
求

は
令

和
３

年
７

月
９

日
付

け
で

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
向

丘
中

学
校

４
階

特
別

支
援

学
級

空
調

設
置

工
事

及
び

向
丘

中
学

校
４

階
特

別
支

援
学

級
空

調
電

源
設

置
工

事
に

つ
い

て
は

監
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

間
を

経
過

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

 

４
 

な
お

、
本

市
の

公
文

書
は

、
そ

の
決

裁
完

了
処

理
を

行
う

こ
と

で
川

崎
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
公

文
書

目
録

に
登

録
さ

れ
る

が
、

本
件

各
工

事
の

予
算

執
行

伺
が

川
崎

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

公
文

書
目

録
に

登
録

さ
れ

た
日

は
、

予
算

執
行

伺
決

裁
日

で
あ

る
令

和
２

年
５

月
２

７
日

及
び

同
月

２
６

日
以

降
、

お
お

む
ね

翌
週

で
あ

り
、

当
該

日
以

降
、

向
丘

中
学

校
４

階
特

別
支

援
学

級
空

調
設

置
工

事
及

び
向

丘
中

学
校

４
階

特
別

支
援

学
級

空
調

電
源

設
置

工
事

の
予

算
執

行
伺

書
は

、
川

崎
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
公

文
書

目
録

に
登

録
さ

れ
、

川
崎

市
情

報
公

開
条

例
に

よ
り

、
い

つ
で

も
閲

覧
で

き
る

状
態

に
置

か
れ

て
い

た
の

で
あ

る
。

 

 
よ

っ
て

、
本

件
対

象
行

為
が

殊
さ

ら
隠

蔽
さ

れ
て

い
る

等
秘

密
裡

に
行

わ
れ

た
事

実
、

本
件

対
象

行
為

の
違

法
性

、
不

当
性

を
判

断
す

る
上

で
必

要
な

事
実

が
隠

さ
れ

て
い

た
よ

う
な

事
実

は
存

在
せ

ず
、

ま

た
、

天
災

、
地

変
等

が
あ

っ
た

場
合

な
ど

の
客

観
的

事
情

も
認

め
ら

れ
な

い
か

ら
、

地
方

自
治

法
２

４
２

条
た

だ
し

書
は

適
用

さ
れ

な
い

。
 

 
５

 
以

上
か

ら
す

れ
ば

、
本

件
対

象
行

為
の

う
ち

、
向

丘
中

学
校

４
階

特
別

支
援

学
級

空
調

設
置

工
事

及
び

向
丘

中
学

校
４

階
特

別
支

援
学

級
空

調
電

源
設

置
工

事
に

つ
い

て
は

、
地

方
自

治
法

２
４

２
条

２
項

に
規

定
す

る
期

間
を

経
過

し
た

後
に

行
わ

れ
た

監
査

請
求

で
あ

る
か

ら
、

か
か

る
請

求
は

不
適

法
な

も
の

で
あ

り
、

却
下

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

第
２

 
本

件
各

工
事

に
適

用
さ

れ
る

法
令

等
に

つ
い

て
 

 
１

 
地

方
公

共
団

体
が

締
結

す
る

契
約

に
つ

い
て

は
、

地
方

自
治

法
２

３
４

条
１

項
に

お
い

て
、
「

売

買
、

賃
借

、
請

負
そ

の
他

の
契

約
は

、
一

般
競

争
入

札
、

指
名

競
争

入
札

、
随

意
契

約
又

は
せ

り
売

り
の

方
法

に
よ

り
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。
」

と
規

定
さ

れ
、

同
条

２
項

で
は

、
「

前
項

の
指

名
競

争
入

札
、

随

意
契

約
又

は
せ

り
売

り
は

、
政

令
で

定
め

る
場

合
に

該
当

す
る

と
き

に
限

り
、

こ
れ

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
。
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

 
一

方
で

、
全

て
の

契
約

を
一

般
競

争
入

札
で

行
う

こ
と

は
、

事
務

量
を

い
た

ず
ら

に
増

大
さ

せ
、

能
率

別
紙

４
 

ま
す

」
と

、
こ

れ
は

国
土

交
通

省
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

。
そ

れ
で

、
最

終
的

に
、

契
約

課
の

ほ
う

の
判

断
と

し
て

、
「

し
た

が
っ

て
、

登
録

業
者

が
「

空
調

・
衛

生
」

の
み

で
あ

っ
て

も
、

電
気

工
事

が
空

調
衛

生
工

事
の

附
帯

工
事

で
あ

れ
ば

受
注

で
き

る
こ

と
に

な
り

ま
す

」
と

、
契

約
課

の
ほ

う
は

こ
う

い
う

判
断

を
き

ち
っ

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

 
３

３
号

証
は

、
空

調
・

衛
生

業
種

に
よ

る
契

約
の

み
な

ら
ず

、
電

気
業

種
に

よ
る

契
約

の
実

態
が

あ
る

状
況

で
す

。
こ

れ
、

三
田

調
温

工
業

、
そ

れ
か

ら
、

玉
川

設
備

に
つ

い
て

、
登

録
業

種
は

電
気

で
あ

り
ま

す
け

れ
ど

も
、

空
調

も
こ

の
よ

う
に

受
注

し
て

い
ま

す
よ

と
い

う
実

態
で

す
ね

。
で

す
の

で
、

登
録

業
種

で
あ

れ
ば

、
電

気
業

種
の

み
で

す
か

ら
、

電
気

し
か

今
後

は
受

注
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
わ

け
で

す
ね

。
過

去
は

こ
う

や
っ

て
空

調
も

受
注

し
て

い
る

と
い

う
状

況
で

す
。

 

 
３

４
、

３
５

は
、

説
明

責
任

で
す

。
残

念
な

が
ら

、
今

回
、

教
育

か
ら

、
私

の
ほ

う
で

求
釈

明
を

幾
つ

も
出

さ
せ

て
い

た
だ

い
て

い
る

ん
で

す
け

れ
ど

も
、

一
切

そ
れ

の
回

答
が

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 
そ

れ
と

、
３

６
号

証
。

ち
ょ

っ
と

字
が

小
さ

く
て

読
み

に
く

い
ん

で
す

け
れ

ど
も

、
真

ん
中

の
（

２
）

「
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
遵

守
に

向
け

た
取

組
状

況
」

と
い

う
こ

と
で

、
こ

れ
は

令
和

２
年

の
総

合
企

画

局
、

財
政

局
、

教
育

委
員

会
事

務
局

が
ま

と
め

た
も

の
で

あ
り

ま
す

。
３

者
で

合
意

し
た

ん
で

す
よ

ね
。

そ
れ

で
、

分
離

発
注

と
い

う
の

は
ど

う
い

う
も

の
か

と
い

う
こ

と
を

３
局

で
合

意
し

て
い

る
ん

で
す

ね
。

専
門

業
種

に
分

け
て

発
注

す
る

方
法

で
、

例
え

ば
建

物
を

造
る

場
合

に
建

築
本

体
工

事
と

各
設

備
工

事
を

分
割

し
て

発
注

す
る

と
。

今
、

市
役

所
本

体
、

建
て

替
え

て
い

ま
す

け
れ

ど
も

、
あ

そ
こ

は
ま

さ
に

そ
う

で
す

ね
。

建
築

本
体

と
、

そ
れ

か
ら

、
空

調
業

種
、

設
備

工
事

で
す

ね
、

こ
れ

を
別

途
発

注
を

し
て

お
り

ま
す

。
こ

れ
が

基
本

的
な

分
離

発
注

で
す

ね
。

こ
の

ほ
う

が
全

体
的

に
経

費
が

安
く

な
る

と
い

う
方

法

で
、

建
築

業
界

で
は

一
般

的
に

は
使

わ
れ

て
い

る
発

注
方

式
で

す
ね

。
 

 
そ

れ
で

、
今

の
も

の
に

基
づ

い
た

分
離

発
注

の
３

局
定

義
に

沿
っ

た
建

築
物

本
体

工
事

、
空

調
工

事
、

電
気

電
源

工
事

、
こ

れ
を

分
離

発
注

し
た

事
例

は
あ

る
の

か
ど

う
か

と
い

う
こ

と
を

ち
ょ

っ
と

確
認

し
て

み
ま

し
た

。
 

 
そ

れ
と

、
３

７
号

証
で

は
、

全
部

で
７

件
出

て
き

ま
し

た
。

こ
れ

は
学

校
だ

け
に

限
っ

た
こ

と
で

は
な

く
、

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

を
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

全
て

３
６

号
証

の
総

合
企

画
局

、
財

政
局

、
教

育
委

員
会

と
３

者
で

合
意

し
た

内
容

と
同

じ
よ

う
に

、
建

築
本

体
、

空
調

工
事

、
電

気
電

源
工

事
と

、
そ

れ
ぞ

れ
分

離
発

注
を

し
て

い
ま

す
。

 

 
こ

の
よ

う
に

、
分

離
発

注
を

す
る

場
合

は
、

そ
れ

な
り

の
ち

ゃ
ん

と
メ

リ
ッ

ト
が

あ
っ

て
、

定
義

が
あ

っ
た

の
で

、
分

離
発

注
と

い
う

制
度

を
使

っ
て

い
る

と
い

う
こ

と
で

あ
り

ま
す

。
 

 
そ

れ
と

、
次

、
３

８
号

証
で

す
ね

。
３

８
号

証
は

、
冷

暖
房

若
し

く
は

空
調

設
備

の
工

事
で

発
注

し
、

工
事

内
容

に
電

気
工

事
が

含
ま

れ
て

い
る

契
約

案
件

と
い

う
こ

と
で

、
１

番
上

は
、

玉
川

設
備

が
２

件
で

す
ね

、
３

番
目

が
オ

ー
ソ

リ
テ

ィ
ー

空
調

、
４

番
目

が
丸

井
電

設
、

５
番

目
が

有
限

会
社

エ
ヌ

ケ
ー

テ
ク

ニ
カ

ル
シ

ス
テ

ム
、

６
番

目
が

株
式

会
社

伸
栄

工
事

、
７

番
目

が
株

式
会

社
ミ

カ
セ

、
こ

れ
は

１
番

右
側

に
あ

り
ま

す
、

ど
う

い
う

業
種

に
登

録
し

て
い

る
か

と
い

う
の

が
こ

こ
に

書
い

て
あ

り
ま

す
け

れ
ど

も
、

全
部

空
調

関
係

の
工

事
を

受
注

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
そ

れ
で

、
そ

の
内

容
が

、
実

は
こ

れ
が

一
番

肝
心

な
ん

で
す

ね
。

３
８

号
証

の
後

ろ
に

、
３

８
－

１
か

ら
ず

っ
と

あ
り

ま
し

て
、

全
部

の
内

容
に

冷
暖

房
設

備
と

電
気

設
備

工
事

と
両

方
発

注
、

受
注

し
て

い
る

ん
で

す
ね

。
３

８
－

１
が

稲
田

小
学

校
冷

暖
房

そ
の

他
設

備
改

修
工

事
と

い
う

こ
と

で
、

冷
暖

房
設

備
と

電
気

設
備

工
事

と
、

明
確

に
冷

暖
房

と
電

気
、

３
８

－
２

も
、

空
調

と
電

気
と

。
 

 
４

０
、

４
１

号
が

官
製

談
合

で
す

ね
。

 

 
そ

れ
と

、
４

２
号

は
、

平
成

２
７

年
に

財
政

局
長

か
ら

、
官

製
談

合
と

は
こ

う
い

う
も

の
を

示
し

ま
す

よ
と

い
う

の
を

全
局

に
出

し
た

も
の

で
す

ね
。

 

 
証

拠
は

以
上

で
ご

ざ
い

ま
す

。
そ

れ
と

と
も

に
、

私
の

ほ
う

で
提

出
さ

せ
て

い
た

だ
い

た
請

求
書

及
び

請
求

書
の

補
充

書
、

こ
れ

を
関

連
し

て
読

ん
で

い
た

だ
け

れ
ば

、
私

の
ほ

う
の

請
求

の
趣

旨
が

御
理

解
い

た
だ

け
る

と
思

い
ま

す
。

 

 
以

上
で

す
。

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。
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ま

た
、

業
種

「
電

気
」

と
は

、
発

電
設

備
、

変
電

設
備

、
送

配
電

設
備

、
構

内
電

気
設

備
等

を
設

置
す

る
工

事
を

内
容

と
す

る
業

種
区

分
で

あ
り

、
両

業
者

は
そ

れ
ぞ

れ
異

な
る

専
門

性
を

有
す

る
工

事
で

あ

る
。

特
に

、
受

変
電

設
備

等
を

有
す

る
学

校
施

設
は

、
事

業
用

電
気

工
作

物
の

工
事

に
該

当
す

る
た

め
、

そ
の

工
事

や
維

持
及

び
運

用
に

は
、

国
家

資
格

で
あ

る
電

気
主

任
技

術
者

の
立

会
い

が
必

要
と

な
る

場
合

が
あ

る
な

ど
、

家
庭

の
電

気
工

事
と

は
そ

の
性

質
が

大
き

く
異

な
る

も
の

で
あ

り
、

ま
た

、
「

空
調

・
衛

生
」

の
工

事
と

も
異

な
る

も
の

で
あ

る
。

 

第
３

 
本

件
各

工
事

の
必

要
性

及
び

内
容

に
つ

い
て

 

 
教

育
環

境
整

備
推

進
室

で
は

、
児

童
生

徒
が

安
心

安
全

で
快

適
な

環
境

の
中

で
生

き
生

き
と

学
び

、
活

動
で

き
る

よ
う

、
良

好
な

教
育

環
境

の
確

保
に

努
め

て
お

り
、

空
調

機
の

整
備

は
、

児
童

生
徒

の
健

康
上

の
観

点
か

ら
も

学
校

運
営

上
、

重
要

で
あ

る
。

 

 
１

 
本

件
各

工
事

の
概

要
 

 
本

件
各

工
事

は
、

学
校

の
教

室
に

空
調

機
を

新
設

す
る

か
、

既
設

空
調

機
の

修
繕

を
す

る
こ

と
を

主
と

し
た

空
調

・
衛

生
工

事
と

電
気

工
事

で
あ

り
、

両
業

種
は

そ
れ

ぞ
れ

異
な

る
専

門
性

を
有

す
る

工
事

で
あ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
（

１
）

本
件

各
工

事
に

お
け

る
空

調
・

衛
生

工
事

の
主

な
対

象
及

び
内

容
 

 
ア

 
室

内
機

 

 
室

内
機

は
通

常
、

動
線

を
妨

げ
な

い
よ

う
に

天
吊

り
型

と
呼

ば
れ

る
機

器
を

設
置

し
て

お
り

、
主

な
機

能
と

し
て

、
冷

房
時

に
は

室
内

の
暖

か
い

空
気

を
室

内
機

に
取

り
込

み
、

熱
交

換
器

に
て

熱
を

取
り

除
い

た
空

気
を

室
内

に
排

出
し

て
、

取
り

除
い

た
熱

は
室

外
へ

排
出

し
て

い
る

。
 

 
イ

 
室

外
機

 

 
室

外
機

は
、

学
校

に
お

い
て

は
敷

地
内

の
ス

ペ
ー

ス
確

保
や

騒
音

や
振

動
が

大
き

い
た

め
、

屋
上

に
設

置
さ

れ
る

こ
と

も
多

く
、

主
な

機
能

と
し

て
、

冷
暖

運
転

時
に

室
内

機
の

熱
交

換
器

か
ら

冷
媒

管
を

通
り

運
ば

れ
て

き
た

熱
を

室
外

へ
排

出
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
ウ

 
リ

モ
コ

ン
 

 
リ

モ
コ

ン
は

、
家

庭
用

空
調

機
と

は
異

な
り

、
壁

面
に

固
定

し
、

配
線

工
事

を
実

施
し

た
上

で
設

置
さ

れ
、

空
調

機
の

電
源

の
切

替
え

や
温

度
調

整
を

手
元

か
ら

行
う

も
の

で
あ

る
。

 

 
エ

 
渡

り
配

線
 

 
渡

り
配

線
は

、
温

度
調

整
や

運
転

方
式

の
切

替
え

を
リ

モ
コ

ン
操

作
で

行
う

際
に

、
室

内
機

と
室

外
機

間
の

信
号

の
や

り
取

り
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

 

 
オ

 
ド

レ
ン

管
 

 
ド

レ
ン

管
は

、
空

調
機

の
冷

房
で

室
内

の
空

気
を

冷
や

す
と

、
空

気
中

か
ら

排
出

さ
れ

た
水

分
が

エ
ア

コ
ン

内
に

と
ど

ま
り

、
そ

の
と

ど
ま

っ
た

水
分

を
排

水
す

る
た

め
の

配
管

で
あ

る
。

 

 
カ

 
冷

媒
管

 

 
冷

媒
管

と
は

、
室

内
機

と
室

外
機

間
で

接
続

さ
れ

て
い

る
管

で
あ

り
、

管
内

に
は

冷
媒

が
充

填
さ

れ
て

い
る

。
冷

暖
運

転
時

は
、

室
内

の
熱

を
室

外
機

を
通

し
て

排
熱

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
続

き
ま

し
て

、
（

２
）

本
件

各
工

事
に

お
け

る
電

気
工

事
の

主
な

対
象

及
び

内
容

で
す

。
 

 
ア

 
電

気
室

 

 
電

気
室

と
は

、
電

気
設

備
全

般
が

格
納

さ
れ

て
い

る
空

間
で

あ
り

、
変

圧
器

（
ト

ラ
ン

ス
）

や
分

電
盤

等
が

設
置

さ
れ

、
学

校
施

設
全

体
の

電
気

を
賄

っ
て

お
り

ま
す

。
 

 
ま

た
、

学
校

施
設

は
規

模
が

大
き

い
こ

と
か

ら
、

６
,
６

０
０

ボ
ル

ト
の

高
圧

電
力

を
引

き
込

ん
だ

上

で
、

ト
ラ

ン
ス

に
て

１
０

０
ボ

ル
ト

、
２

０
０

ボ
ル

ト
の

低
圧

電
力

に
変

換
し

て
使

用
し

て
お

り
、

通

常
、

家
庭

で
は

行
わ

な
い

工
事

で
あ

る
。

 

 
な

お
、

空
調

設
置

に
お

い
て

は
、

最
寄

り
の

分
電

盤
か

ら
電

源
を

確
保

で
き

な
い

場
合

は
、

電
気

室
の

予
備

ブ
レ

ー
カ

ー
か

ら
電

源
を

供
給

し
、

予
備

ブ
レ

ー
カ

ー
が

な
い

場
合

に
は

、
ブ

レ
ー

カ
ー

を
新

設
す

る
必

要
が

あ
り

、
そ

の
場

合
に

は
校

舎
全

体
の

停
電

を
伴

う
場

合
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
国

家
資

格
で

あ
る

電
気

主
任

技
術

者
が

工
事

に
立

ち
会

う
必

要
が

あ
る

。
 

 
イ

 
手

元
開

閉
器

 

 
手

元
開

閉
器

と
は

、
本

件
各

工
事

の
場

合
、

空
調

機
専

用
の

ブ
レ

ー
カ

ー
の

こ
と

で
あ

り
、

試
運

転
、

的
な

行
政

運
営

を
阻

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

政
令

で
定

め
る

場
合

に
は

、
そ

の
他

の
契

約
方

法
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
さ

れ
、

随
意

契
約

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
１

６
７

条
の

２
第

１
項

１
号

に
お

い
て

、
「

売
買

、
賃

借
、

請
負

そ
の

他
の

契
約

そ
の

予
定

価
格

が
」
「

契
約

の
種

類
に

応
じ

」
別

表
に

「
定

め
る

額
の

範
囲

内
に

お
い

て
普

通
地

方
公

共
団

体
の

規

則
で

定
め

る
額

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

と
き

。
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

 
２

 
こ

れ
を

受
け

、
川

崎
市

で
は

、
川

崎
市

契
約

規
則

２
４

条
の

２
に

お
い

て
、

随
意

契
約

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
金

額
の

基
準

を
、

契
約

の
種

類
ご

と
に

規
定

し
て

い
る

。
こ

の
う

ち
、

同
条

１
号

で
は

、
工

事
又

は
製

造
の

請
負

に
係

る
契

約
に

お
け

る
上

限
を

２
５

０
万

円
と

し
て

お
り

、
こ

の
金

額
以

下
の

契
約

に
つ

い
て

は
、

随
意

契
約

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

規
定

し
て

い
る

。
 

 
な

お
、

少
額

随
契

を
行

う
場

合
、

契
約

規
則

２
６

条
１

項
で

は
、
「

市
長

は
、

随
意

契
約

を
し

よ
う

と

す
る

と
き

は
、

な
る

べ
く

２
人

以
上

の
者

か
ら

見
積

書
を

徴
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

と
規

定
し

て
い

る
。

 

 
そ

し
て

、
川

崎
市

軽
易

工
事

契
約

事
務

取
扱

規
程

２
条

３
号

は
、

軽
易

工
事

を
「

予
算

科
目

が
工

事
請

負
費

又
は

需
用

費
に

該
当

す
る

１
件

２
,
５

０
０

,
０

０
０

円
以

下
の

工
事

」
と

定
義

し
、

軽
易

工
事

の
契

約
事

務
を

迅
速

か
つ

的
確

に
執

行
で

き
る

よ
う

、
予

算
執

行
部

局
に

て
契

約
の

締
結

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
て

い
る

。
 

 
ま

た
、

軽
易

工
事

規
程

３
条

１
項

は
、

軽
易

工
事

の
必

要
が

生
じ

た
と

き
は

、
本

市
の

工
事

請
負

に
係

る
有

資
格

業
者

名
簿

に
登

録
さ

れ
て

い
る

業
者

、
工

事
の

履
行

場
所

の
近

く
に

事
務

所
を

有
す

る
業

者
又

は
本

市
工

事
の

経
験

が
あ

り
、

か
つ

、
誠

意
が

あ
る

業
者

の
う

ち
か

ら
２

名
以

上
の

業
者

を
適

格
者

と
し

て
選

定
し

て
工

事
見

積
書

を
提

出
さ

せ
る

も
の

と
し

、
軽

易
工

事
規

程
５

条
１

項
は

、
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

見
積

り
し

た
者

を
随

意
契

約
の

相
手

方
と

し
て

決
定

す
る

も
の

と
し

て
い

る
。

 

 
３

 
上

記
「

有
資

格
業

者
名

簿
に

登
録

さ
れ

て
い

る
業

者
」

に
お

け
る

「
有

資
格

業
者

名
簿

」
と

は
、

川
崎

市
競

争
入

札
参

加
者

選
定

規
程

８
条

１
項

に
規

定
す

る
名

簿
で

あ
り

、
こ

れ
は

同
規

程
３

条
及

び
６

条
の

規
定

に
よ

り
、

契
約

の
業

種
（

工
事

請
負

契
約

に
つ

い
て

言
え

ば
、

土
木

工
事

、
下

水
管

き
ょ

工

事
、

舗
装

工
事

、
建

築
工

事
、

電
気

工
事

、
空

調
・

衛
生

工
事

、
水

道
施

設
工

事
、

そ
の

他
の

工
事

）
ご

と
に

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

の
資

格
を

有
す

る
者

と
し

て
認

定
さ

れ
た

業
者

の
名

簿
で

あ
る

。
 

 
そ

し
て

、
か

か
る

「
有

資
格

業
者

名
簿

」
に

登
録

さ
れ

て
い

る
業

者
か

ら
２

名
以

上
の

業
者

を
適

格
者

と
し

て
選

定
し

て
工

事
見

積
書

を
提

出
さ

せ
る

と
い

う
こ

と
は

、
発

注
す

る
工

事
内

容
に

応
じ

て
決

定
し

た
業

種
ご

と
に

契
約

を
執

行
す

る
こ

と
が

原
則

で
あ

る
。

 

 
業

種
に

つ
い

て
は

、
地

方
自

治
法

２
３

４
条

６
項

は
、
「

競
争

入
札

に
加

わ
ろ

う
と

す
る

者
に

必
要

な

資
格

」
「

は
、

政
令

で
こ

れ
を

定
め

る
。
」

と
し

、
地

方
自

治
法

施
行

令
１

６
７

条
の

５
第

１
項

は
、
「

一

般
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
と

し
て

、
あ

ら
か

じ
め

、
契

約
の

種
類

及
び

金
額

に
応

じ
、
」

「
要

件
と

す
る

資
格

を
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
」

と
し

、
同

条
２

項
は

「
一

般
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
を

定
め

た
と

き
は

、
こ

れ
を

公
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
」

と
し

て
い

る
。

 

 
上

記
に

つ
い

て
、

契
約

規
則

３
条

１
項

は
、
「

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
定

め
、
」

「
有

資
格

業
者

名
簿

を
作

成
す

る
も

の
と

す
る

。
」

と
し

（
な

お
、

軽
易

工
事

規
程

等
で

定
め

る
有

資
格

業
者

名
簿

と
、

契
約

規
則

で
定

め
る

、
す

み
ま

せ
ん

、
こ

こ
で

ち
ょ

っ
と

訂
正

を
お

願
い

し
た

い
ん

で
す

け
れ

ど
も

、
文

書
の

５
ペ

ー
ジ

の
考

え
方

の
２

行
目

の
契

約
規

則
の

「
有

資
格

業
者

名
簿

」
と

あ
り

ま
す

の
は

「
有

資
格

者
名

簿
」

の
ほ

う
の

誤
り

で
し

た
の

で
、

こ
ち

ら
で

訂
正

さ
せ

て
い

た
だ

き
た

い
と

思
い

ま
す

。
そ

れ
は

同
じ

も
の

で
あ

る
）
、

川
崎

市
競

争
入

札
参

加
者

選
定

規
程

２
条

１
項

は
「

競
争

入
札

に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
を

定
め

た
と

き
は

、
年

度
ご

と
に

、
こ

れ
を

公
示

す
る

も
の

と
す

る
。
」

と

し
て

い
る

。
以

上
の

関
係

法
令

に
基

づ
き

、
本

市
に

お
い

て
も

、
競

争
入

札
に

お
け

る
不

適
格

な
業

者
の

参
加

を
排

除
し

、
個

別
の

内
容

に
応

じ
て

適
正

に
工

事
を

履
行

す
る

専
門

的
な

能
力

、
知

識
を

有
し

て
い

る
業

者
を

確
保

す
る

た
め

に
、

市
で

発
注

が
見

込
ま

れ
て

い
る

契
約

を
想

定
し

て
契

約
の

種
類

ご
と

に
競

争
入

札
参

加
有

資
格

者
名

簿
を

作
成

し
て

お
り

、
こ

の
区

分
が

「
業

種
」

で
あ

る
。

 

 
本

件
の

対
象

と
な

る
業

種
の

う
ち

、
「

空
調

・
衛

生
」

と
は

、
冷

暖
房

、
空

気
調

和
、

給
排

水
、

衛
生

等
の

た
め

の
設

備
を

設
置

し
、

又
は

金
属

製
等

の
管

を
使

用
し

て
水

、
油

、
ガ

ス
、

水
蒸

気
等

を
送

配
す

る
た

め
の

設
備

を
設

置
す

る
工

事
を

内
容

と
す

る
業

種
区

分
で

す
。
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（

ア
）

か
ら

（
カ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
ウ

 
電

気
工

事
の

主
な

内
容

は
、

下
記

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
（

ア
）

か
ら

（
エ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
エ

 
見

積
り

合
わ

せ
の

業
種

選
定

に
お

い
て

は
、

業
種

ご
と

に
３

者
の

計
６

者
を

選
定

し
て

お
り

、
業

種
間

で
重

複
し

た
業

者
は

選
定

し
て

い
な

い
し

、
契

約
し

た
業

者
も

異
な

る
２

者
で

あ
る

。
 

 
（

５
）

高
津

高
等

学
校

 

 
ア

 
校

舎
２

・
３

階
の

複
数

の
会

議
室

の
空

調
を

同
時

に
使

用
す

る
と

ブ
レ

ー
カ

ー
が

落
ち

る
と

い
う

現
象

が
発

生
す

る
と

の
学

校
の

申
請

に
基

づ
き

、
学

校
と

協
議

し
な

が
ら

行
っ

た
工

事
で

あ
る

。
 

 
ま

た
、

こ
れ

と
は

別
に

、
後

日
、

視
聴

覚
室

に
設

置
さ

れ
て

い
る

空
調

機
の

リ
モ

コ
ン

の
故

障
や

、
生

物
準

備
室

空
調

機
の

冷
媒

が
漏

れ
て

い
た

こ
と

が
判

明
し

た
こ

と
か

ら
、

学
校

か
ら

の
申

請
に

基
づ

き
、

学
校

と
協

議
し

な
が

ら
行

っ
た

工
事

で
あ

る
。

 

 
つ

ま
り

、
２

件
の

工
事

は
、

発
生

原
因

が
異

な
る

、
そ

れ
ぞ

れ
別

の
工

事
で

あ
る

。
 

 
イ

 
空

調
・

衛
生

工
事

の
主

な
内

容
は

、
下

記
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
（

ア
）

か
ら

（
ウ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
ウ

 
電

気
工

事
の

内
容

は
、

下
記

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
（

ア
）

か
ら

（
ウ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
エ

 
見

積
り

合
わ

せ
の

業
者

選
定

に
お

い
て

は
、

業
種

ご
と

に
３

者
の

計
６

者
を

選
定

し
て

お
り

、
業

種
間

で
重

複
し

た
業

者
は

選
定

し
て

い
な

い
し

、
契

約
し

た
業

者
も

異
な

る
２

者
で

あ
る

。
 

 
（

６
）

西
丸

子
小

学
校

 

 
ア

 
空

調
機

が
設

置
さ

れ
て

い
る

音
楽

室
は

狭
く

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

防
止

の
た

め
、

３
密

を
避

け
て

の
歌

唱
や

器
楽

演
奏

が
で

き
る

状
況

に
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

空
調

機
が

未
設

置
の

空
き

教
室

に
空

調
機

を
設

置
し

て
、

第
２

音
楽

室
と

し
て

使
用

し
た

い
と

の
学

校
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
学

校
と

協
議

し
な

が
ら

空
調

機
を

設
置

し
た

。
 

 
イ

 
空

調
・

衛
生

工
事

の
主

な
内

容
は

、
下

記
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
（

ア
）

か
ら

（
カ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
ウ

 
電

気
工

事
の

主
な

内
容

は
、

下
記

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
（

ア
）

か
ら

（
エ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
エ

 
見

積
り

合
わ

せ
の

業
者

選
定

に
お

い
て

は
、

業
種

ご
と

に
３

者
の

計
６

者
を

選
定

し
て

お
り

、
業

種
間

で
重

複
し

た
業

者
は

選
定

し
て

い
な

い
し

、
契

約
し

た
業

者
も

異
な

る
２

者
で

あ
る

。
 

 
第

４
 

本
件

各
工

事
の

適
法

性
等

に
つ

い
て

 

 
１

 
本

件
各

工
事

が
上

記
第

２
で

述
べ

た
法

令
等

の
要

件
、

手
続

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
 

 
（

１
）

本
件

各
工

事
は

、
い

ず
れ

も
金

額
が

２
５

０
万

円
以

下
の

工
事

で
あ

っ
て

、
か

つ
、

設
計

図
書

の
作

成
を

必
要

と
す

る
ま

で
の

大
規

模
な

工
事

で
は

な
く

、
実

態
と

し
て

も
空

調
・

衛
生

業
者

及
び

電
気

業
者

に
現

場
確

認
や

参
考

見
積

書
の

作
成

を
依

頼
し

、
こ

れ
ま

で
の

類
似

の
履

行
実

績
か

ら
も

設
計

図
書

の
作

成
を

要
す

る
工

事
で

は
な

い
と

判
断

し
た

こ
と

か
ら

、
軽

易
工

事
規

程
２

条
３

号
に

規
定

す
る

軽
易

工
事

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
（

２
）

本
件

各
工

事
は

、
同

じ
時

期
に

、
同

じ
学

校
に

お
い

て
行

わ
れ

た
空

調
・

衛
生

工
事

と
電

気
工

事
で

あ
る

が
、

こ
れ

は
、

第
３

の
２

で
述

べ
た

と
お

り
、

業
種

及
び

工
事

内
容

が
異

な
る

そ
れ

ぞ
れ

１
件

の
独

立
し

た
工

事
で

あ
り

、
軽

易
工

事
規

程
３

条
１

項
及

び
５

条
１

項
に

沿
っ

て
、

３
名

の
業

者
を

適
格

者
と

し
て

選
定

し
て

工
事

見
積

書
を

提
出

さ
せ

、
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

見
積

り
し

た
者

を
随

意
契

約
の

相
手

方
と

し
て

決
定

し
た

も
の

で
あ

り
、

つ
ま

り
は

、
請

求
者

も
認

め
て

い
る

よ
う

に
、

本
件

各
工

事

は
、

施
工

場
所

が
同

一
の

場
合

で
も

そ
れ

ぞ
れ

２
種

の
業

種
の

異
な

る
３

名
の

業
者

計
６

名
か

ら
、

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

て
い

る
の

で
あ

り
、

適
正

な
手

続
に

よ
り

契
約

を
行

っ
た

も
の

で
あ

る
。

 

 
（

３
）

ま
た

、
工

事
を

分
離

し
、

業
種

ご
と

に
契

約
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

請
求

者
は

、
登

録
業

種
が

「
空

調
・

衛
生

」
の

み
で

あ
っ

て
も

、
電

気
工

事
が

、
空

調
・

衛
生

工
事

の
附

帯
工

事
で

あ
れ

ば
受

注
で

き
る

こ
と

に
な

る
と

の
契

約
課

の
回

答
か

ら
も

、
本

件
工

事
が

違
法

な
分

割
発

注
で

あ
る

と
主

張
す

る
。

 

 
附

帯
工

事
の

定
義

に
つ

い
て

は
、
「

附
帯

工
事

と
は

、
主

た
る

建
設

工
事

を
施

工
す

る
た

め
に

必
要

を

生
じ

た
他

の
従

た
る

建
設

工
事

又
は

主
た

る
建

設
工

事
の

施
工

に
よ

り
必

要
を

生
じ

た
他

の
従

た
る

建
設

補
修

、
点

検
、

緊
急

時
等

の
電

源
の

入
り

切
り

を
行

う
必

要
が

あ
る

た
め

、
作

業
上

の
安

全
性

確
保

の
観

点
か

ら
室

外
機

付
近

に
設

置
し

て
い

る
。

 

 
ウ

 
分

電
盤

 

 
分

電
盤

と
は

、
照

明
器

具
や

コ
ン

セ
ン

ト
等

へ
電

気
を

分
配

す
る

設
備

の
こ

と
で

あ
る

。
 

 
エ

 
電

気
配

線
 

 
電

気
室

か
ら

手
元

開
閉

器
へ

の
電

気
配

線
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

 

２
 

本
件

各
工

事
の

事
実

経
過

 

 
本

件
各

工
事

に
お

け
る

事
実

経
過

を
述

べ
る

と
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
（

１
）

向
丘

中
学

校
 

 
ア

 
生

徒
の

増
加

に
よ

っ
て

、
第

１
学

年
及

び
特

別
支

援
学

級
が

令
和

２
年

度
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
１

学
級

増
加

し
た

こ
と

に
よ

り
、

こ
れ

ま
で

特
別

支
援

学
級

で
使

用
し

て
い

た
教

室
を

第
１

学
年

が
使

用
す

る
こ

と
と

し
、

平
成

３
１

年
度

ま
で

に
文

化
部

活
動

室
と

し
て

使
用

し
て

い
た

特
別

教
室

の
２

教
室

を
、

特
別

支
援

学
級

の
教

室
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

と
し

た
。

元
の

特
別

教
室

の
２

教
室

は
、

空
調

機
が

設
置

さ
れ

て
お

ら
ず

、
学

校
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
学

校
と

協
議

し
な

が
ら

使
用

頻
度

の
高

い
１

教
室

に
空

調
機

を
設

置
し

た
。

 

 
イ

 
空

調
・

衛
生

工
事

の
主

な
内

容
は

、
下

記
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
（

ア
）

か
ら

（
キ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
ウ

 
電

気
工

事
の

主
な

内
容

は
、

下
記

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
（

ア
）

か
ら

（
エ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
エ

 
こ

の
工

事
に

つ
き

ま
し

て
は

、
見

積
り

合
わ

せ
の

業
者

選
定

に
お

い
て

、
業

種
ご

と
に

３
者

の
計

６
者

を
選

定
し

て
お

り
ま

し
て

、
業

種
間

で
重

複
し

た
業

者
は

選
定

し
て

お
り

ま
せ

ん
し

、
契

約
し

た
業

者
も

そ
れ

ぞ
れ

異
な

る
２

者
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
（

２
）

麻
生

中
学

校
 

 
ア

 
普

通
教

室
は

空
調

機
が

設
置

さ
れ

て
い

る
が

、
美

術
室

や
理

科
室

等
の

特
別

教
室

の
一

部
は

空
調

機
が

設
置

さ
れ

て
お

ら
ず

、
学

校
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
学

校
と

協
議

し
な

が
ら

美
術

室
に

空
調

機
を

設
置

し
た

。
 

 
イ

 
空

調
・

衛
生

工
事

の
主

な
内

容
は

、
下

記
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
（

ア
）

か
ら

（
カ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
ウ

 
電

気
工

事
の

主
な

内
容

は
、

下
記

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
（

ア
）

か
ら

（
ウ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
エ

 
見

積
り

合
わ

せ
の

業
者

選
定

に
お

い
て

は
、

業
種

ご
と

に
３

者
の

計
６

者
を

選
定

し
て

お
り

、
業

種
間

で
重

複
し

た
業

者
は

選
定

し
て

い
な

い
し

、
契

約
し

た
業

者
も

異
な

る
２

者
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
（

３
）

野
川

中
学

校
 

 
ア

 
普

通
教

室
は

、
空

調
機

が
設

置
さ

れ
て

い
る

が
、

美
術

室
や

技
術

・
家

庭
科

室
等

の
特

別
教

室
の

一
部

に
空

調
機

は
設

置
さ

れ
て

お
ら

ず
、

学
校

か
ら

の
申

請
に

基
づ

き
、

学
校

と
協

議
し

な
が

ら
美

術
室

に
空

調
機

を
設

置
い

た
し

ま
し

た
。

 

 
イ

 
空

調
・

衛
生

工
事

の
主

な
内

容
は

、
下

記
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
（

ア
）

か
ら

（
カ

）
ま

で
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
ウ

 
電

気
工

事
の

主
な

内
容

は
、

下
記

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
（

ア
）

か
ら

（
エ

）
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 
エ

 
見

積
り

合
わ

せ
の

業
者

選
定

に
お

い
て

、
業

種
ご

と
に

３
者

の
計

６
者

を
選

定
し

て
お

り
、

業
種

間
で

重
複

し
た

業
者

は
選

定
し

て
い

な
い

し
、

契
約

し
た

業
者

も
異

な
る

２
者

で
ご

ざ
い

ま
す

。
 

 
（

４
）

末
長

小
学

校
 

 
ア

 
職

員
室

と
事

務
室

に
は

ガ
ス

式
空

調
機

が
設

置
さ

れ
て

い
た

が
、

効
き

が
悪

い
と

の
学

校
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
専

門
業

者
に

状
況

確
認

を
依

頼
し

た
と

こ
ろ

、
修

理
部

品
の

製
造

終
了

に
伴

い
修

理
対

応
が

で
き

な
い

こ
と

が
判

明
し

、
ガ

ス
式

空
調

機
の

更
新

は
短

期
間

で
の

対
応

が
で

き
な

い
こ

と
か

ら
、

学
校

と
協

議
し

な
が

ら
電

気
式

の
空

調
機

を
設

置
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

 
イ

 
空

調
・

衛
生

工
事

の
主

な
内

容
は

、
下

記
の

と
お

り
で

ご
ざ

い
ま

す
。
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第

４
で

述
べ

た
と

お
り

、
本

件
各

工
事

に
は

違
法

性
、

不
当

性
な

い
し

過
失

は
何

ら
な

い
も

の
で

あ
る

が
、

念
の

た
め

損
害

の
有

無
に

つ
い

て
述

べ
れ

ば
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
１

 
契

約
金

額
の

全
て

が
損

害
と

な
る

は
ず

が
な

い
 

 
第

３
で

述
べ

た
と

お
り

、
本

件
各

工
事

は
、

児
童

生
徒

等
の

健
康

上
の

観
点

等
か

ら
必

要
な

工
事

で
あ

る
か

ら
、

本
件

各
工

事
に

よ
り

川
崎

市
は

利
益

を
受

け
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

本
件

各
工

事
の

契
約

金
額

の
全

て
が

川
崎

市
の

損
害

と
な

る
こ

と
は

、
あ

り
得

な
い

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

 

 
２

 
競

争
入

札
と

の
比

較
に

つ
い

て
 

 
請

求
者

は
、

随
意

契
約

で
な

く
競

争
入

札
に

よ
っ

て
手

続
を

行
い

さ
え

す
れ

ば
契

約
金

額
が

よ
り

低
廉

に
な

る
と

主
張

し
て

い
る

も
の

と
推

察
さ

れ
る

が
、

そ
も

そ
も

経
費

の
問

題
に

つ
い

て
言

え
ば

、
一

般
的

に
は

、
「

一
般

競
争

入
札

に
よ

る
契

約
方

式
は

、
指

名
競

争
入

札
や

随
意

契
約

に
よ

る
場

合
に

比
較

し
て

手
続

が
煩

雑
で

あ
り

、
か

つ
経

費
の

増
す

う
を

余
儀

な
く

さ
れ

る
と

い
う

短
所

が
あ

る
」

と
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

、
「

随
意

契
約

は
、

一
般

競
争

入
札

又
は

指
名

競
争

入
札

に
比

し
さ

ら
に

手
続

が
簡

略
で

あ

り
、

か
つ

、
経

費
の

面
で

も
一

段
と

少
な

く
す

む
」

と
さ

れ
て

い
る

の
で

あ
る

。
 

 
事

実
、

競
争

入
札

と
す

れ
ば

、
工

事
に

係
る

設
計

や
工

事
監

理
を

行
う

必
要

が
あ

り
、

ま
た

、
そ

の
多

く
は

民
間

企
業

に
委

託
を

行
っ

て
い

る
の

が
本

市
の

現
状

で
あ

っ
て

、
工

事
に

係
る

設
計

や
工

事
監

理
を

委
託

す
る

分
だ

け
経

費
が

よ
り

必
要

と
な

る
の

で
あ

る
。

 

 
第

７
 

官
製

談
合

に
つ

い
て

 

 
（

１
）

請
求

者
は

、
本

件
各

工
事

が
、

入
札

談
合

等
関

与
行

為
の

排
除

及
び

防
止

並
び

に
職

員
に

よ
る

入
札

等
の

公
正

を
害

す
べ

き
行

為
の

処
罰

に
関

す
る

法
律

の
２

条
５

項
４

号
に

該
当

す
る

と
述

べ
て

い
る

に
と

ど
ま

り
、

そ
の

詳
細

に
は

何
ら

述
べ

ら
れ

て
い

な
い

。
 

 
本

件
各

工
事

に
お

い
て

、
官

製
談

合
防

止
法

２
条

５
項

４
号

の
入

札
談

合
等

関
与

行
為

を
行

っ
た

と
い

う
に

は
、

事
業

者
間

で
入

札
談

合
等

が
あ

っ
た

こ
と

を
前

提
と

し
、

さ
ら

に
、

①
本

件
請

求
の

相
手

方

が
、

本
件

各
工

事
の

発
注

に
関

し
、

事
業

者
等

の
明

示
若

し
く

は
黙

示
の

依
頼

を
受

け
、

又
は

事
業

者
等

に
自

ら
働

き
か

け
、

②
か

つ
、

本
件

各
工

事
の

契
約

の
締

結
に

関
し

、
入

札
談

合
等

を
容

易
に

す
る

目
的

で
、

そ
の

職
務

に
反

し
、

③
入

札
に

参
加

す
る

者
と

し
て

特
定

の
者

を
指

名
し

、
又

は
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

、
入

札
談

合
を

幇
助

し
た

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

 
（

２
）

請
求

者
は

、
そ

も
そ

も
事

業
者

間
で

入
札

談
合

等
が

あ
っ

た
事

実
を

何
ら

摘
示

し
て

お
ら

ず
、

請
求

者
の

主
張

は
、

官
製

談
合

関
与

行
為

が
成

立
す

る
た

め
の

前
提

を
欠

い
て

い
る

。
 

 
し

か
も

、
請

求
者

の
主

張
は

、
本

件
各

工
事

の
契

約
の

発
注

方
法

が
入

札
談

合
等

関
与

行
為

の
対

象
と

な
り

得
る

こ
と

、
分

割
発

注
の

実
施

が
入

札
談

合
を

幇
助

す
る

行
為

に
該

当
し

得
る

と
い

う
に

と
ど

ま

り
、

上
記

（
１

）
の

①
な

い
し

③
の

要
件

を
全

て
満

た
す

も
の

で
は

な
い

。
 

 
官

製
談

合
防

止
法

２
条

５
項

４
号

の
入

札
談

合
等

関
与

行
為

が
あ

っ
た

と
い

う
に

は
、

上
記

（
１

）
の

②
、

③
の

と
お

り
、

本
件

各
工

事
の

契
約

の
締

結
に

関
し

、
入

札
談

合
を

容
易

に
す

る
目

的
で

職
務

に
反

し
て

入
札

談
合

を
幇

助
す

る
行

為
を

行
っ

て
い

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

か
か

る
行

為
を

本
件

請
求

の
相

手
方

が
な

し
た

事
実

は
な

い
し

、
上

記
（

１
）

の
①

に
つ

い
て

は
、

請
求

者
は

主
張

す
ら

し
て

い
な

い
。

 

 
な

お
、

入
札

談
合

関
与

行
為

が
あ

っ
た

と
い

う
に

は
、

職
員

に
入

札
談

合
等

関
与

行
為

に
該

当
す

る
行

為
が

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

不
作

為
は

こ
れ

に
当

た
ら

な
い

。
仮

に
、

本
件

各
工

事
に

お
い

て
、

事
業

者
間

で
入

札
談

合
等

が
行

わ
れ

、
本

件
請

求
の

相
手

方
ら

が
そ

れ
を

知
り

、
又

は
知

り
得

た
と

し
て

も
、

上
記

（
１

）
の

①
な

い
し

③
の

要
件

を
満

た
さ

な
い

限
り

、
談

合
を

防
止

す
る

た
め

の
特

段
の

措
置

を
取

ら
な

か
っ

た
と

い
う

こ
と

だ
け

で
は

官
製

談
合

等
関

与
行

為
は

成
立

し
な

い
の

で
あ

る
。

 

 
第

８
 

請
求

者
が

求
め

る
措

置
に

つ
い

て
 

 
以

上
述

べ
た

と
お

り
、

請
求

者
が

求
め

る
措

置
は

い
ず

れ
も

理
由

が
な

い
か

ら
、

本
件

措
置

請
求

は
棄

却
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

 

 
陳

述
は

以
上

に
な

り
ま

す
。

 

工
事

で
あ

っ
て

、
そ

れ
自

体
が

独
立

の
使

用
目

的
に

供
さ

れ
る

も
の

で
は

な
い

も
の

を
い

う
。
」
（

国
土

交

通
省

「
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
）

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

 

 
本

件
対

象
の

１
２

件
の

工
事

の
場

合
、

空
調

・
衛

生
工

事
が

主
と

な
り

得
ま

す
か

ら
、

附
帯

工
事

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
の

は
電

気
工

事
と

な
る

が
、
「

附
帯

工
事

の
具

体
的

な
判

断
に

当
た

っ
て

は
、

建
設

工

事
の

注
文

者
の

利
便

、
建

設
工

事
の

請
負

契
約

の
慣

行
等

を
基

準
と

し
、

当
該

建
設

工
事

の
準

備
、

実

施
、

仕
上

げ
等

に
当

た
り

一
連

又
は

一
体

の
工

事
と

し
て

施
工

す
る

こ
と

が
必

要
又

は
相

当
と

認
め

ら
れ

る
か

否
か

を
総

合
的

に
検

討
す

る
。
」

と
国

土
交

通
省

「
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
で

は
さ

れ

て
お

り
ま

す
。

 

 
ま

た
、

附
帯

工
事

は
、
「

原
則

と
し

て
、

主
た

る
建

設
工

事
の

工
事

価
格

を
上

回
る

工
事

価
格

は
あ

り

得
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。
」
、

こ
れ

は
〔

逐
条

解
説

〕
建

設
業

法
解

説
改

訂
１

２
版

で
そ

の
よ

う
に

さ
れ

て

お
り

ま
す

。
 

 
本

件
６

件
の

電
気

工
事

は
、

工
事

内
容

が
、

業
種

「
電

気
」

で
施

工
す

る
内

容
そ

の
も

の
で

す
。

 

 
重

ね
て

主
張

す
る

が
、

受
変

電
設

備
を

有
す

る
学

校
施

設
は

、
事

業
用

電
気

工
作

物
の

工
事

に
該

当
す

る
た

め
、

そ
の

工
事

や
維

持
及

び
運

用
に

は
、

国
家

資
格

で
あ

る
電

気
主

任
技

術
者

の
立

会
い

が
必

要
と

な
る

場
合

が
あ

る
な

ど
、

家
庭

の
電

気
工

事
と

は
そ

の
性

質
が

大
き

く
異

な
る

も
の

で
あ

り
、

ま
た

、

「
空

調
・

衛
生

」
の

工
事

と
も

異
な

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
そ

し
て

、
本

件
の

場
合

、
電

気
工

事
を

別
個

の
専

門
性

を
有

す
る

業
者

に
担

当
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
電

気
設

備
の

安
全

性
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
は

も
と

よ
り

、
ま

た
、

こ
れ

に
よ

り
空

調
・

衛
生

工
事

の
準

備
、

実
施

、
仕

上
げ

等
に

当
た

り
何

ら
の

不
都

合
は

生
じ

て
お

ら
ず

、
一

連
ま

た
は

一
体

の
工

事
と

し
て

施
工

す
る

こ
と

が
必

要
と

は
認

め
ら

れ
な

い
か

ら
、

空
調

・
衛

生
工

事
の

附
帯

工
事

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

で
は

な
い

と
考

え
ま

す
。

 

 
価

格
の

面
か

ら
見

て
も

、
電

気
工

事
が

空
調

・
衛

生
工

事
の

金
額

を
上

回
る

向
丘

中
学

校
及

び
高

津
高

等
学

校
の

４
件

の
工

事
は

、
電

気
工

事
が

空
調

・
衛

生
工

事
の

附
帯

工
事

と
な

る
こ

と
は

、
そ

も
そ

も
あ

り
得

な
い

と
考

え
ま

す
し

、
残

り
の

８
件

の
工

事
も

、
金

額
か

ら
し

て
、

必
ず

し
も

空
調

・
衛

生
工

事
の

附
帯

工
事

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

で
は

な
い

と
考

え
る

。
 

 
な

お
、

甲
３

２
号

証
は

、
あ

く
ま

で
、

電
気

工
事

が
空

調
・

衛
生

工
事

の
附

帯
工

事
で

あ
る

場
合

に
つ

い
て

、
登

録
業

種
が

空
調

・
衛

生
の

み
で

あ
っ

て
も

受
注

で
き

る
こ

と
に

な
る

と
の

回
答

で
あ

り
、

こ
の

こ
と

か
ら

、
工

事
内

容
に

よ
り

業
種

ご
と

に
分

離
す

る
と

違
法

に
な

る
と

の
結

論
を

導
き

出
す

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

 
（

４
）

川
崎

市
に

お
い

て
は

、
競

争
入

札
で

工
事

契
約

を
締

結
す

る
場

合
は

、
ま

ち
づ

く
り

局
に

お
い

て
設

計
図

書
等

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

で
あ

る
し

、
設

計
図

書
等

の
依

頼
か

ら
工

事
の

完
成

ま
で

の
期

間
と

し
て

一
般

的
に

約
３

年
を

要
す

る
こ

と
と

な
り

、
軽

易
工

事
と

比
較

し
て

期
間

が
長

く
な

る
。

し
た

が
っ

て
、

本
件

各
工

事
に

お
け

る
請

求
者

の
主

張
は

、
要

す
る

に
、

川
崎

市
に

お
い

て
、

工
事

期
間

も
含

め
て

、
不

要
な

費
用

を
負

担
す

べ
き

で
あ

る
と

の
主

張
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

 
２

 
結

論
 

 
以

上
か

ら
す

れ
ば

、
本

件
各

工
事

は
い

ず
れ

も
必

要
な

も
の

で
あ

る
と

と
も

に
、

法
令

等
の

手
続

に
沿

っ
て

行
わ

れ
た

適
法

な
も

の
で

あ
り

、
請

求
者

の
主

張
は

理
由

が
な

い
。

 

 
第

５
 

川
崎

市
教

育
委

員
会

事
務

局
の

軽
易

工
事

契
約

に
係

る
事

務
取

扱
手

引
に

つ
い

て
 

 
１

 
軽

易
工

事
手

引
は

、
軽

易
工

事
に

係
る

不
適

切
な

事
務

処
理

に
つ

い
て

の
反

省
も

踏
ま

え
、

教
育

環
境

整
備

推
進

室
に

お
け

る
軽

易
工

事
の

適
正

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、

緊
急

性
の

高
い

案
件

へ
の

対
応

や
分

離
・

分
割

発
注

の
考

え
方

を
改

め
て

明
文

化
し

た
軽

易
工

事
手

引
を

令
和

２
年

８
月

に
策

定
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

 
２

 
本

件
請

求
書

に
あ

る
１

２
件

の
工

事
の

う
ち

、
８

件
の

工
事

は
軽

易
工

事
手

引
が

作
成

さ
れ

る
以

前
に

契
約

し
て

お
り

、
軽

易
工

事
手

引
作

成
後

に
契

約
し

た
工

事
は

４
件

に
と

ど
ま

る
こ

と
か

ら
も

、
１

２
件

に
つ

い
て

は
、

本
市

の
契

約
の

基
本

的
な

考
え

方
に

従
っ

た
も

の
で

あ
り

、
本

件
各

工
事

は
、

軽
易

工
事

手
引

の
考

え
方

と
当

然
に

合
致

し
て

い
る

も
の

の
、

直
接

的
に

は
軽

易
工

事
手

引
の

作
成

と
は

関
係

な
い

も
の

で
あ

る
。

 

 
第

６
 

本
件

各
工

事
に

係
る

損
害

の
有

無
に

つ
い

て
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合
議

を
受

け
た

予
算

執
行

伺
の

承
認
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
（

随
意

契
約

の
締

結
等

）
 

 
 

第
５

条
 

予
算

執
行

部
局

の
長
は
、
前
条

に
規

定
す
る

承
認
を

受
け

た
工

事
費

又
は

第
３
条

第
２

項
た

だ
し

書
の

規

定
に

よ
る

工
事

費
等

の
審

査
に

基
づ

く
工

事
費

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

見
積

り
し

た
者

を
随

意
契

約
の

相
手

方
と

し
て

決
定

す
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

随
意
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た
と

き
は

、
請

書
（

川
崎

市
契
約

規
則

（
昭

和
3
9
年

川

崎
市

規
則
第

2
8
号

）
第

８
号
様

式
）
を

提
出

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

 
（

監
督

及
び

検
査

）
 

 
 

第
６

条
 

予
算

執
行

部
局

の
長
は

、
契

約
の

適
正

な
履

行
を
確

保
す

る
た

め
、
職
員

の
う
ち

か
ら

監
督

員
及

び
検

査

員
を

命
じ

、
工

事
の

監
督

及
び

検
査
を

そ
れ

ら
の

者
に

行
わ

せ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

前
項

の
検

査
は

、
請

負
業
者

か
ら

軽
易

工
事

完
成

届
（

別
記

様
式

）
を

提
出
さ

せ
た
後

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 
 

 
（

業
者

の
選

定
）

 

 
 

第
７

条
 

予
算

執
行

部
局

の
長
が

第
３

条
に

お
い

て
選

定
す
べ

き
業

者
は
、
次
の
要

件
に
該

当
す

る
も

の
で

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

工
事

の
性
質

上
こ

れ
に

よ
り

が
た

い
場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

 
 

 
(1
)
 
本

市
の

工
事

請
負

に
係
る

有
資

格
業

者
名

簿
に

登
録
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 
 

 
(2
)
 
工

事
の

履
行

場
所

の
近
く

に
事

務
所

を
有

す
る

こ
と
。
 

 
 

 
(3
)
 
本

市
工

事
の

経
験

が
あ
り

、
か

つ
、

誠
意

が
あ

る
も
の
 

 
 

 
（

執
行

状
況

の
報

告
等

）
 

 
 

第
８

条
 

予
算

執
行

部
局

の
長
は

、
軽

易
工

事
の

執
行

結
果
を

四
半

期
ご

と
に

取
り

ま
と
め

、
財

政
局

長
に

報
告

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

財
政

局
長

は
、
前
項

に
よ
り

報
告

を
受

け
た

執
行

の
状
況

が
業

者
選

定
等

に
つ

い
て
適

当
で

な
い

と
認

め
た

と

き
は

、
予

算
執

行
部

局
の

長
に

対
し
そ

の
改

善
を

要
求

す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

 
 

 
 

 
附

 
則
 

 
 

 
こ

の
規

程
は

、
昭

和
4
9
年
５

月
１

日
か

ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
略

 

軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
係
る
法
令
等

（
本

件
措
置

請
求
に

関
連

す
る

部
分

の
み

）
 

１
 

地
方

自
治

法
（

昭
和

22
年

法
律
第

67
号
）
 

 
 

 
（

契
約

の
締

結
）
 

 
 
第

2
3
4
条

 
売

買
、
貸
借

、
請
負

そ
の

他
の

契
約

は
、
一

般
競

争
入

札
、
指
名

競
争

入
札
、
随
意

契
約

又
は

せ
り
売

り
の

方
法

に
よ

り
締

結
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 
 

２
 

前
項

の
指

名
競

争
入

札
、
随
意

契
約

又
は

せ
り
売

り
は
、
政

令
で

定
め

る
場
合

に
該
当

す
る

と
き

に
限

り
、
こ

れ
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
22

年
政

令
第

1
6
号

）
 

 
 

 
（

随
意

契
約

）
 

 
 
第

1
6
7
条

の
２

 
地

方
自

治
法
第

23
4
条
第

２
項

の
規

定
に
よ

り
随

意
契

約
に

よ
る

こ
と
が

で
き

る
場

合
は

、
次
に

掲
げ

る
場

合
と

す
る

。
 

 
 

１
 

売
買
、
貸
借
、
請
負
そ

の
他

の
契

約
で

そ
の

予
定

価
格
（
貸

借
の

契
約

に
あ
つ

て
は
、
予

定
賃

貸
借

料
の
年

額

又
は

総
額
）
が
別

表
第

五
上
欄

に
掲
げ

る
契

約
の

種
類

に
応

じ
同
表

下
欄

に
定

め
る

額
の

範
囲

内
に
お

い
て

普
通

地
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人 事 委 員 会 公 告

川崎市人事委員会公告第８号

　　　令和３年度川崎市職員（大学卒程度電気・機械）

採用試験（第２回）の実施について

　令和３年度川崎市職員（大学卒程度電気・機械）採用

試験（第２回）を次のとおり行います。

　　令和３年９月１日

 川崎市人事委員会　　　　　

 委員長　魚　津　利　興　　
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令和３年度 

川崎市職員採用試験受験案内 
【 大学卒程度 電気・機械(第２回) 】 

ああああああああああああああああああああああ 

川崎市人事委員会 
《主な日程》 

申 込 受 付 期 間 令和 3 年 9 月 1 日 (水) ～令和 3 年 9 月 22 日 (水) (消印有効) 

申 込 方 法 郵送のみ 

受 験 票 等 発 行 令和 3 年 10 月 8 日 (金) (予定) 

第 １ 次 試 験 日 令和 3 年 110 月 17 日 (日)  【 小論文試験 ・ 専門試験 】 

第１次合格発表日 令和 3 年 110 月 29 日 (金) (予定) 

第 ２ 次 試 験 日 令和 3 年 111 月 27 日 (土) ～11 月 29 日（月）(予定) 【 個別面接 】 

最 終 合 格 発 表 日 令和 3 年 112 月 16 日 (木) (予定) 

 
《問合せ先》 川崎市人事委員会事務局任用課 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階  

電話：044-200-3343  FAX：044-222-6449 

「川崎市職員採用案内」ホームページアドレス 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/61-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

川崎市人事委員会 Twitter  

＜＠kawasaki_saiyou＞https://twitter.com/kawasaki_saiyou 

※災害等により試験日程等を変更する場合は、川崎市人事委員会 Twitter でお知らせします。 

※川崎市職員採用試験は、皆さまの申込によって試験の準備が進められ、経費は、市民の方に納めていただいた税金が 

使われます。貴重な税金を有効に活用するためにも、試験の申込をした人は、必ず受験するようお願いします。 

 

★今回の試験のポイント★ 
① 第 1 次試験は⼩論⽂試験と専⾨試験のみ︕ 

この試験では、公務員試験に向けて特別な受験対策をしていない方でも受験しやすいよう、出題範囲が広い

教養試験は行いません。第１次試験では、専門試験(択一式 30 問)と小論文試験を行います。 

 

② 採⽤時期は、令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇︕ 
試験に合格した方は、原則として令和 4 年 4 月 1 日に採用されますので、新年度から川崎市の未来を担う公

務員としてのスタートを切ることができます。 

  

新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程、会場、試験内容等が変更になる場合があ

ります。変更がある場合は、「川崎市職員採用案内」ホームページ及び川崎市人事委員会 Twitter
にて、随時お知らせします。 

-1-
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１ 試験区分・職務概要・採用予定人員 

試験区分 主な職務概要 
採用予定 
人   員 

電 気 
主に、環境局、上下水道局、港湾局、まちづくり局等で、廃棄物処理施設、浄水場、下水処理
施設などの大型プラントや公共施設（庁舎、市営住宅、港湾施設、学校、病院など）の電気設
備の設計、工事、維持管理など、電気の専門業務に従事します。 

5 名程度 

機 械 
主に、環境局、上下水道局、港湾局、まちづくり局等で、廃棄物処理施設、浄水場、下水処理
施設などの大型プラントや公共施設（庁舎、市営住宅、港湾施設、学校、病院など）の機械設
備の設計、工事、維持管理など、機械の専門業務に従事します。 

若干名 

(注) 
1 採用予定人員は、今後の事業計画等により変更になる場合があります。 
2 交替制勤務を要する職場に配属されることもあります。 
3 申込できる区分は 1 つに限ります。申込後の試験区分の変更は認めません。 

 

２ 受験資格 

全 区 分 
共 通 

次のいずれかに該当する人 

(1) 平成 4 年 4 月 2 日から平成 12 年 4 月 1 日までに生まれた人 
(2) 平成 12 年 4 月 2 日以降生まれで次のいずれかに該当する人 
①学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した人又は令和 4 年 3 月までに卒業見込の人 

②川崎市人事委員会が①に該当する人と同等の資格があると認める人 

※試験区分ごとの受験資格にかかわらず、地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人（民法の一部を改正す
る法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。）は、受
験できません。 

地方公務員法（抜粋） 
 （欠格条項） 
第１６条 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を
受けることができない。 
１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 
３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処

せられた者 
４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
３ 試験の科目・日時・会場・合格発表 

試験区分 試験段階 試験科目・日時 会場（予定） 合格発表日 

全 区 分 

共 通 

第 1 次 
試 験 

【小論文試験・専門試験】 

令和３年１０月１７日(日) 
 集合時刻 午前 10 時 10 分 
 解散時刻 午後  3 時頃 

※会場は受験票で指定します。 
１０月２９日(金) 

午前 10 時(予定) 
【第 1 次試験合格】 

第 2 次 
試 験 

【面接試験】 

令和３年１１月２７日(土)～２９日（月） 
(予定) 
※集合時間等の詳細は、第１次試験

の合格者に文書で通知します。 

川崎市役所第 4 庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 

１２月１６日(木) 
午前 10 時(予定) 

【最終合格】  

 (注) 
1 試験会場の案内図は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しますので御確認ください。 
2 試験会場への問合せ、自動車、バイク、自転車等での来場は禁止します。 
3 合格発表は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に合格者の受験番号を掲載します。 
4 第 1 次試験合格者及び最終合格者には、合格発表日に文書で通知を発送します。なお、郵便事情などにより延着、不

着となる場合もありますので、合否はホームページで必ず確認してください。 
5 第 1 次試験の合格者は、各試験科目の結果を総合して決定します。また、最終合格者は、第 1 次試験及び第 2 次試験

の結果を総合して決定します。第 1 次試験、第 2 次試験ともに、いずれかの試験科目において一定の基準に達しない
場合は、他の試験科目の成績にかかわらず不合格となります。 

6 第 1 次試験合格者には、「面接カード」を 3 部(うち、2 部は原本をコピーしたもの) を提出していただきます。（11 月 8 日
（月）(消印有効)までに郵送。）面接カードの様式は、第1 次試験合格の通知に同封いたしますので、11 月1 日（月）まで
に通知が届かない場合は川崎市人事委員会事務局任用課まで御連絡ください。 
また、「面接カード」に貼付するカラー写真（縦 4cm×横 3cm）3 枚が必要となります。 
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４ 試験の内容 

試験区分 試験段階 試験科目 試験内容 

全 区 分 

共 通 

第 1 次試験 

小論文試験 

＜1,000 字以上、1,200 字以内 80 分＞ 

一般的な行政課題や時事問題などの課題を与え、問題意識、論理性、表

現力などを評価します。 

専 門 試 験 

＜択一式 30 問 120 分＞ 

各試験区分に応じた専門知識についての択一式筆記試験です。 

出題分野は「別表 専門試験出題分野」参照 

第 2 次試験 面 接 試 験 

【個別面接】＜30 分程度＞ 

個別面接(3 対 1)を行い、人物的な側面、仕事に対する意欲・適性、コミュニ

ケーション能力などを評価します。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、集団討論は実施しません。 

 

 【別表 専門試験出題分野】 

試験区分 出題分野 

電 気 数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子工学、情報・通信工学 

機 械 
数学・物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力学・制御、機械設計、機械材料、 
機械工作 

 

５ 合格から採用まで 
(1) 最終合格者は、川崎市人事委員会が作成する採用候補者名簿に登載され、川崎市の各任命権者(市長等)からの請求

に応じて提示されます。なお、名簿の有効期間は、原則として名簿確定の日から 1 年間です。 
(2) 名簿に登載された方は、本人の意思による辞退や採用するにふさわしくない非違行為等があった場合等を除き、原則と

して令和 4 年 4 月 1 日に採用されます。 
(3) 受験資格がないことや、「申込内容」、「面接カード」等の提出書類の記載事項に虚偽又は不正があることが判明した場

合は、採用候補者名簿から削除する場合があります。 
(4) 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 

 

６ 配置等 
採用後の配置、異動、昇任等は、計画的な人材育成や能力開発の観点から、本人の意向やキャリア観を重視するとともに、
能力・実績に基づいた適材適所の人事配置を基本方針として行われています（日本国籍を有しない人の配置、異動、昇
任等は、「外国籍職員の任用に関する運用規程」に基づいた任用が行われます。）。 

 
◎「外国籍職員の任用に関する運用規程」の概要について 

「外国籍職員の任用に関する運用規程」では、外国籍の職員は、「公権力の行使」に該当しない職務又は「公の意思形成
への参画」に該当しない職（ラインの課長級以上の職を除く全ての職）に任用され、これらに関わる職員数はおおむね８割
に当たるものであり、この中で、国籍に関わりなく職員の配置、異動、昇任等を行っていく旨の規定がなされています。 

 

参考１ 職務の概要（代表例） 

試験区分 「公権力の行使」に該当しない職務 「公権力の行使」に関わる職務 

電 気 
水処理施設の設備の運転操作、調整 
各種施設の電気設備の維持管理 公害の発生の監視、規制 

機 械 市有建築物の維持保全 廃棄物処理施設の許可 

 

参考２ 昇任モデル 

職 

員 

⇒ 
主 

任 

⇒ 
係
長
級 

⇒ 

課
長
補
佐 

⇒ 

課長級 

⇒ 

部長級  局長級 

☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ 

課 

長 

担
当
課
長 

部 

長 

担
当
部
長 

局 

長 

担
当
理
事 

 
 

※１ ☆は「ライン」の職を、○は「スタッフ」の職を示しています。 

※２ 係長級への昇任は、係長昇任選考を実施しており、合格すると３３歳（最短）で係長級に昇任します。 
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７ 給与等 
(1) 給与(初任給) 
   令和 3 年 4 月 1 日現在の給与は次のとおりです。ただし、条例等の改正により、変更されることがあります。 

試験区分 
初任給 

(地域手当を含む) 
その他の手当など 

全 区 分 
共 通 

207,524 円 
（大学院修士課程修了者は、
224,692 円） 

① 初任給については、大学卒業後若しくは大学院修士課程修了後の
職歴等がある方は、一定の基準に基づいて、左記の金額に加算され
ます。 

 
② この他に、期末・勤勉手当(4.45 月分)が支給されます。また、支給要

件に該当する方には、通勤手当(1 箇月当たり最高 55,000 円)、扶養
手当、住居手当(1 箇月当たり最高 25,200 円)等の諸手当が支給され
ます。 

 
(2)勤務時間 

原則として、月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間１時間含む。） 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
(3)休日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日から１月３日まで。) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
(4)休暇等 

年次有給休暇(年間２０日間)のほか、夏季(５日間)・結婚・出産・育児・忌引・子の看護・職員の育児参加・短期介護などの特別
休暇があります。また育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休暇などもあります。 

 
(5)受動喫煙防止措置 

原則として敷地内禁煙としています。 
      

※上記の内容は、令和 3 年 4 月 1 日現在のものであり、変更される場合があります。 
 

８ 個人別成績情報の提供 
この試験で不合格となった方のうち、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供します。ただし、申出は次の手順に
限ります（電話等は不可）。 

対象者 
(本人に限る) 

提供内容 手続き方法 

第 1 次試験 

不 合 格 者 

第 1 次試験の総合順位及び総合得点 
 

＜参考＞第 1 次試験配点 ３００点 

提供希望者は、最終合格発表日から１箇月以内(消印有効)に、下
記①～③を次の住所に郵送してください。 
①個人別成績に関する情報提供申出書 
※ホームページからダウンロード〈最終合格発表日から 1 箇月間掲載〉 
②受験票 
③返信用封筒（84 円切手を貼り、宛先を明記した定型封筒） 

 
《申出書郵送先》 
〒210-0006 
川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 
川崎市人事委員会事務局任用課 

 
※個人別成績情報は、令和 4 年 1 月下旬以降に発送します。 

※総合順位は、欠席者を除いた総合得点の順位で記載しています。 

第 2 次試験 

不 合 格 者 

第 2 次試験の総合順位及び総合得点 
(第 1 次及び第 2 次試験の合算) 

 
＜参考＞第 2 次試験配点 ７００点 
 
※総合得点には集団討論の得点（面接

試験受験者全員満点）が含まれます。 
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９ 申込方法等 

申込受付期間 
9月1日(水)～9月22日(水) (消印有効) 
※ 申込受付期間後の申込は受理いたしませんので、御注意ください。 

申 込 方 法 
封筒の表に「職員採用試験申込」と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。 

※ 封筒は、申込書を折らずに入れることのできる角形２号を使用してください。 

※ 簡易書留以外の郵便事故については、一切責任を負いません。 

申込書郵送先 〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 川崎市人事委員会事務局任用課 

提 出 書 類 

カラー写真（縦４cm×横３cm）を貼った申込書１通 

(1) 申込書に必要事項を記入し、署名欄は必ず自署してください。 

(2) 84 円切手は、受験票送付用です。申込書の右上にクリップで留めてください。 

(3) 写真は、裏面に氏名を記入し、申込書に貼ってください。  

受験票の交付 
10 月 8 日（金）(予定)に「受験票」を、本人宛てに郵送しますので、試験当日必ず持参してください。 

なお 10 月 12 日（火）までに受験票が到着しない場合には、川崎市人事委員会事務局任用課まで電話

で御連絡ください。 

 

《申込書記入方法》 
申込書は、この受験案内の記載事項を了承の上、記入例をよく見てボールペンで間違いのないようにはっきりと記入してく
ださい。 
① 性別：該当する性別を○で囲んでください。（任意） 
② 生年月日：１桁の数字の場合は１０の位に０を記入し、(  )内には西暦を記入してください。 
③ 年齢：令和 4 年 4 月 1 日時点の年齢を記入してください。 
④ 氏名：カタカナは、濁点「゛」、半濁点「゜」も同一マス内に記入してください。 
⑤ 受験票・合格通知等送付先：受験票及び通知等の発送時に利用しますので、正確に記入してください。現住所と異な

る場合は、現住所も記入してください。 
⑥ 電話番号：電話番号を必ず記入してください。緊急連絡先は、申込内容に関する確認のため連絡することがありますの

で、平日の昼間に確実に連絡の取れるところ（伝言を頼めるところを含む。）を記入してください。なお、連絡
が取れない場合は、受験できないことがあります。 

⑦ 学歴：最終のものから順に記入してください。区分コードはコード表を見て記入してください。 
※１ 卒業見込は、令和 4 年 3 月までに卒業を予定している場合に限ります。 
※２ 中途退学の場合は学歴に含めません。 
※３ 専修学校、各種学校等の場合については、2 年以上のものを記入してください。 
（記入例）○○大学に平成 30 年 4 月に入学し、令和 4 年 3 月に卒業見込 

△△高等学校に平成 27 年 4 月に入学し、平成 30 年 3 月に卒業した場合 
⑧ 署名欄：記載内容を確認の上、必ず自署してください。 
 
（コード表） 

試験区分 最終学歴 

電 気 
機 械 

06 
07 

大 学 院 
大 学 
短 大 
高 専 
専 修 学 校 等 
高 校 
中 学 校 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
◎ その他身体等の事情により、受験に際して特に配慮を必要とする人は、事前に相談してください。 
 
◎ 令和３年度川崎市職員（大学卒程度等）採用試験実施結果（参考） 

試験区分 
採用予定人員 

(名程度) 
申込者数 

(人) 
第1次試験 

受験者数(人) 
第1次試験 

合格者数(人) 
最終合格者数 

(人) 
競争倍率(倍) 

電 気 10 31 18 10 8 2.3 

機 械 10 20 13 9 8 1.6 
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記入例 （表面）

＊ ※１の項目は記入しないでください。
＊ ※２の性別記載欄の回答は任意です。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。 (令和4年４月１日時点）

※１

① ② ③

④

⑤

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

⑥

⑦

⑧ 令和 年 月 日 氏　名　川　崎　次　郎　　（必ず自署してください。）

・６箇月以内撮影

・写真裏面に氏名を記入
すること

日月年

-

2 1 0 0 0 0

2（ ）1999 0 7 歳

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

0

元号

平成

（該当に○）

宮本町〇－〇－〇 砂子平沼ビル４０１号

-

ｳ
氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

川

ジ

令和3年度　川崎市職員採用試験【大学卒程度　電気・機械（第２回）】申込書
※１　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 受験番号

電気

性　別（※２） 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢

１0試験

試験区分 （コード）

０ ６

・上半身、正面向き、脱帽

この欄に必ずカラー写真
を貼ってください。

・縦４cm×横３cm

1 2

私は、令和３年度川崎市職員採用試験受験案内【大学卒程度　電気・機械（第２回）】の記載事項を了承の上、同試験を受験したいので申し込
みます。なお、私は、受験案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込
書の記載事項は全て事実と相違ありません。

最終学歴　（学校名）

○○大学

（区分コード）

2

（学科・専攻）

○○学科

月 卒業　・　卒業見込入学 　平成 ・ 令和 年　平成 ・ 令和 年 月

月 卒　　業

その前の学歴　（学校名） （学科・専攻）

（緊急連絡先）

（「町・字名」及び「番地」） （「マンション・アパート名）、「室番号」、「方書」等）

3 9 3

（携　　　　帯）

3

3 0 4 0

△△高等学校

入学 年年 月

（学　　　部）

○○学部

連絡先名

090   ××××   ××××

84円
切手

右上に受験票送付用の84円切手をクリップで留めてください。

崎 次 郎

（令和4年4月1日時点）

男 ・ 女 満5

カ ワ サ キ ﾛ

1

0 4

　平成 ・ 令和

（「都道府県）及び「郡・市町村・区」）受験票・合格通知等送付先　（郵便番号）

4 神奈川県川崎市川崎区

0

　平成 ・ 令和

044   ×××  ××××

電話番号　（自宅）

090   ××××  ××××

2 7 0 4 3 0 0

3

父

普通科

（学　　　部）
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＊ ※１の項目は記入しないでください。
＊ ※２の性別記載欄の回答は任意です。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。

※１

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

令和 年 月 日 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　（必ず自署してください。）

（該当に○）

性　別（※２） 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢 ・上半身、正面向き、脱帽

元号 年

・写真裏面に氏名を記入
すること満 歳男 ・ 女 平成

月 日 (令和4年４月１日時点） ・６箇月以内撮影

）

令和3年度　川崎市職員採用試験【大学卒程度　電気・機械（第２回）】申込書

※１　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 試験区分 （コード） 受験番号

この欄に必ずカラー写真
を貼ってください。

試験
・縦４cm×横３cm

0 １

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

（

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

（「町・字名」及び「番地」） （「マンション・アパート名）、「室番号」、「方書」等）

受験票・合格通知等送付先　（郵便番号） （「都道府県）及び「郡・市町村・区」）

-

-

電話番号　（自宅） （携　　　　帯） （緊急連絡先）

—　　　　　　— —　　　　　　　　—

連絡先名

—　 　　　—

最終学歴　（学校名） （区分コード） （学科・専攻）（学　　　部）

　平成 ・ 令和 年 月 月 卒業　・　卒業見込

その前の学歴　（学校名） （学　　　部） （学科・専攻）

入学 　平成 ・ 令和 年

私は、令和3年度川崎市職員採用試験受験案内【大学卒程度　電気・機械（第２回）】の記載事項を了承の上、同試験を受験したいので申し込
みます。なお、私は、受験案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申
込書の記載事項は全て事実と相違ありません。

　平成 ・ 令和 年 月 月 卒　　業入学 　平成 ・ 令和 年
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農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第９号

　第15回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　令和３年９月７日

 川崎市農業委員会　　

 会長　小川　耕平　　

１ 　日　時

　　　令和３年９月10日（金）　午後２時00分～

２ 　場　所

　　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階

　　　第１会議室

　　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

３ 　議　題

　⑴ 　議案第１号　 農地法第５条の規定による許可申請

に対する意見について

　⑵ 　議案第２号　 相続税の納税猶予適格者証明（新

規）について

　⑶ 　報告第１号　 農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について

　⑷ 　報告第２号　 農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について

　⑸ 　報告第３号　 農地法第18条第６項の規定による農

地の賃貸借の合意解約について

　⑹ 　報告第４号　 和解の仲介の申立てについて

　⑺ 　報告第５号　 相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について

　⑻ 　報告第６号　 生産緑地の農業の主たる従事者証明

について

　⑼ 　報告第７号　 買い取らない旨の通知をした生産緑

地のあっせんについて

　⑽ 　報告第８号　 川崎市内農地賃借料情報について

　⑾ 　その他

川 崎 区 告 示

川崎市川崎区告示第６号

　次の自動車臨時運行許可番号標は、回収不能（毀損）

により無効とし、失効したので告示します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

自動車臨時運行許可番号標 失効年月日

川崎　10　－　05 令和３年９月10日

川崎　10　－　47 令和３年９月10日

（以下省略）

中 原 区 告 示

川崎市中原区告示第２号

　令和２年10月21日に届出された、 　 の住民基

本台帳法（昭和42年法律第81号）第22条に基づく転入届

出は事実に基づかない虚偽の届出であることが判明した

ため、これを無効とする。

　　令和３年９月７日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

１ 　無効とする住民基本台帳登録者

　　　住　　所　　 

　　　氏　　名　　

　　　生年月日　　

　　　性　　別　　

２ 　交付年月日及び枚数　　令和２年10月21日

　　　　　　　　　　　　　住民票　１通

　　　　　　　　　　　　　令和３年３月11日

　　　　　　　　　　　　　住民票　１通

　　　　　　　　　　　　　令和３年４月１日

　　　　　　　　　　　　　住民票　１通

　　　　　　　　　　　　　令和３年４月16日

　　　　　　　　　　　　　住民票　１通

　　　　　　　　　　　　　令和３年６月４日

　　　　　　　　　　　　　住民票　１通

３ 　無効の事由

　　令和２年10月21日付けの転入届は虚偽の届出のため

　 　この処分について不服がある場合は、この処分があ

ったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、

川崎市長に対して審査請求をすることができます。こ

の処分の取消しを求める訴え（以下「取消訴訟」とい

います。）は、前記の審査請求についての裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

川崎市を被告として（川崎市長が被告の代表者となり

ます。）提起することができます。なお、取消訴訟は、

前記の審査請求についての裁決を経た後でなければ提

起することができないこととされていますが、1.審査

請求があった日から３箇月を経過しても裁決がないと

き、2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ず

る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、

3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると

きは、裁決を経ないでも取消訴訟を提起することがで

きます。
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川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第125号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第126号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第127号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第128号

　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第129号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料

特徴第１

期以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第130号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　
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（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第131号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年　度 科　目 期　別
この公示により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度

介護

保険料

第２期

以降

令和３年９月30日

（第２期～第５期分）
１件

令和

３年度

介護

保険料

第５期

以降

令和３年９月30日

（第５期分）
３件

令和

３年度

介護

保険料

特４期

以降
６件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第132号

　国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第133号

　後期高齢者医療保険料に係る差押調書（謄本）を別紙

記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事

務所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

川崎市川崎区公告第134号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第30号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付

します。

　　令和３年９月10日

 川崎市幸区長　関　　　敏　　秀　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第68号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月６日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　
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年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度
介護保険料

第５期

以降

令和３年９月30日

（第５期分）
計６件

令和

３年度
介護保険料

第４期

以降
計３件

令和

３年度
介護保険料

第１期

以降
計１件

令和

３年度
介護保険料

第３期

以降
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第69号

　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第70号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第34号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月３日

 川崎市宮前区長　南　　　昭　子　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度

介護

保険料

第５期分

以降

（普通徴収）

令和３年９月30日

（第５期分）
計13件

令和

３年度

介護

保険料

第５期分

（普通徴収）
計３件

令和

３年度

介護

保険料

第５期分

以降

（普通徴収）

令和３年９月30日

（第５期分）
計２件

令和

３年度

介護

保険料

第５期分

（普通徴収）
計１件

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第36号

　次の介護保険料に係る納入通知書及び過誤納金還付通

知書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住

所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達すること

ができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律

123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　
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年　度 科　目 期　別

この公告に

より変更

する納期限

件数・備考

令和

３年度

介護保険料

（納入通知書）
過随期

令和３年

９月30日
２件

令和

３年度

介護保険料

（納入通知書）

普第５期

以降

令和３年

９月30日
５件

令和

３年度

介護保険料

（納入通知書）

普第２期

以降
１件

令和

３年度

介護保険料

（納入通知書

普第４期

以降
１件

令和

３年度

介護保険料

（納入通知書）

普第５期

以降
１件

令和

３年度

介護保険料

（納入通知書）

特第２期

以降
１件

令和

３年度

介護保険料

（納入通知書）

特第４期

以降
２件

令和

２年度

介護保険料

（過誤納金　

　還付通知書）

１件

令和

３年度

介護保険料

（過誤納金　

　還付通知書）

２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第37号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第53号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月６日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

年　度 科　目 期　別
この公告により変

更する納期限
件数・備考

令和

３年度
介護保険料 第４期

令和３年９月30日

（第４期分）
１件

令和

３年度
介護保険料

第１期

分以降

令和３年９月30日

（第５期分）
２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第54号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月８日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度

介護

保険料

第４期

分以降

令和３年９月30日

（第４期分・第５期分）
１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第55号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料

10月

第４期
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市麻生区公告第56号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年９月10日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第57号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和３年９月15日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

川崎区選挙管理委員会告示

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第３号

　令和３年10月24日執行の川崎市長選挙に伴い、公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第17条第１号の規定

により、次の期間における選挙人名簿の登録の移替え

は、当該期間の最終日の翌日以降に延期します。

　　令和３年９月15日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　村　瀬　惠　司　　　　

登録の移替えを停止する期間

　令和３年９月24日から令和３年10月24日まで。

　ただし、令和３年10月24日に執行される川崎市長選挙

に伴う公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による登録により新たに選挙人名簿に登録され

る者と同じ世帯の選挙人の登録の移替えを停止する期間

については、当該登録を行った日から選挙期日までと

し、公職選挙法第30条の５第４項の規定による在外選挙

人名簿への登録の移転の申請をするときに選挙人名簿の

登録の移替えが必要となる者については、登録の移替え

の停止を行わない。

幸 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示

川崎市幸区選挙管理委員会告示第３号

　令和３年10月24日執行の川崎市長選挙に伴い、公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第17条第１号の規定

により、次の期間における選挙人名簿の登録の移替え

は、当該期間の最終日の翌日以降に延期します。

　　令和３年９月14日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　齊　木　敏　雄　　　

登録の移替えを停止する期間

　令和３年９月24日から令和３年10月24日まで。

　ただし、令和３年10月24日に執行される川崎市長選挙

に伴う公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による登録により新たに選挙人名簿に登録され

る者と同じ世帯の選挙人の登録の移替えを停止する期間

については、当該登録を行った日から選挙期日までと

し、公職選挙法第30条の５第４項の規定による在外選挙

人名簿への登録の移転の申請をするときに選挙人名簿の

登録の移替えが必要となる者については、登録の移替え

の停止を行わない。

中原区選挙管理委員会告示

川崎市中原区選挙管理委員会告示第３号

　令和３年10月24日執行の川崎市長選挙に伴い、公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第17条第１号の規定

により、次の期間における選挙人名簿の登録の移替え

は、当該期間の最終日の翌日以降に延期します。

　　令和３年９月15日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　藤　長　榮　　　　

登録の移替えを停止する期間

　令和３年９月24日から令和３年10月24日まで。

　ただし、令和３年10月24日に執行される川崎市長選挙

に伴う公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による登録により新たに選挙人名簿に登録され

る者と同じ世帯の選挙人の登録の移替えを停止する期間

については、当該登録を行った日から選挙期日までと
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し、公職選挙法第30条の５第４項の規定による在外選挙

人名簿への登録の移転の申請をするときに選挙人名簿の

登録の移替えが必要となる者については、登録の移替え

の停止を行わない。

高津区選挙管理委員会告示

川崎市高津区選挙管理委員会告示第３号

　令和３年10月24日執行の川崎市長選挙に伴い、公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第17条第１号の規定

により、次の期間における選挙人名簿の登録の移替え

は、当該期間の最終日の翌日以降に延期します。

　　令和３年９月15日

 川崎市高津区選挙管理委員会　　

 委員長　平　賀　國　夫　　　　

登録の移替えを停止する期間

　令和３年９月24日から令和３年10月24日まで。

　ただし、令和３年10月24日に執行される川崎市長選挙

に伴う公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による登録により新たに選挙人名簿に登録され

る者と同じ世帯の選挙人の登録の移替えを停止する期間

については、当該登録を行った日から選挙期日までと

し、公職選挙法第30条の５第４項の規定による在外選挙

人名簿への登録の移転の申請をするときに選挙人名簿の

登録の移替えが必要となる者については、登録の移替え

の停止を行わない。

宮前区選挙管理委員会告示

川崎市宮前区選挙管理委員会告示第４号

　令和３年10月24日執行の川崎市長選挙に伴い、公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第17条第１号の規定

により、次の期間における選挙人名簿の登録の移替え

は、当該期間の最終日の翌日以降に延期します。

　　令和３年９月14日

 川崎市宮前区選挙管理委員会　　

 委員長　山　上　英　治　　　　

登録の移替えを停止する期間

　令和３年９月24日から令和３年10月24日まで。

　ただし、令和３年10月24日に執行される川崎市長選挙

に伴う公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による登録により新たに選挙人名簿に登録され

る者と同じ世帯の選挙人の登録の移替えを停止する期間

については、当該登録を行った日から選挙期日までと

し、公職選挙法第30条の５第４項の規定による在外選挙

人名簿への登録の移転の申請をするときに選挙人名簿の

登録の移替えが必要となる者については、登録の移替え

の停止を行わない。

多摩区選挙管理委員会告示

川崎市多摩区選挙管理委員会告示第３号

　令和３年10月24日執行の川崎市長選挙に伴い、公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第17条第１号の規定

により、次の期間における選挙人名簿の登録の移替え

は、当該期間の最終日の翌日以降に延期します。

　　令和３年９月13日

 川崎市多摩区選挙管理委員会　　

 委員長　石　垣　喜久雄　　　　

登録の移替えを停止する期間

　令和３年９月24日から令和３年10月24日まで。

　ただし、令和３年10月24日に執行される川崎市長選挙

に伴う公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による登録により新たに選挙人名簿に登録され

る者と同じ世帯の選挙人の登録の移替えを停止する期間

については、当該登録を行った日から選挙期日までと

し、公職選挙法第30条の５第４項の規定による在外選挙

人名簿への登録の移転の申請をするときに選挙人名簿の

登録の移替えが必要となる者については、登録の移替え

の停止を行わない。

麻生区選挙管理委員会告示

川崎市麻生区選挙管理委員会告示第４号

　令和３年10月24日執行の川崎市長選挙に伴い、公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第17条第１号の規定

により、次の期間における選挙人名簿の登録の移替え

は、当該期間の最終日の翌日以降に延期します。

　　令和３年９月15日

 川崎市麻生区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　憲　治　　　　

登録の移替えを停止する期間

　令和３年９月24日から令和３年10月24日まで。

　ただし、令和３年10月24日に執行される川崎市長選挙

に伴う公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３

項の規定による登録により新たに選挙人名簿に登録され

る者と同じ世帯の選挙人の登録の移替えを停止する期間

については、当該登録を行った日から選挙期日までと

し、公職選挙法第30条の５第４項の規定による在外選挙

人名簿への登録の移転の申請をするときに選挙人名簿の

登録の移替えが必要となる者については、登録の移替え

の停止を行わない。
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辞 令

令和３年９月１日付人事異動

（事業管理者）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

川崎市病院事業管理者 金　井　　　雄 新任

８月31日付退職

退職
増　田　純　一 川崎市病院事業管理者

（市長事務部局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（課長級）

健康福祉局地域包括ケア推進室担当課長

健康福祉局保健所担当課長兼務
鈴　木　宣　子 健康福祉局地域包括ケア推進室担当課長

（上下水道局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（課長級）

総務部庶務課担当課長

総務企画局総務部庶務課担当課長併任
藤　田　秀　幸 総務部庶務課担当課長

（病院局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（局長級）

市立川崎病院長

市立川崎病院神経内科部長事務取扱

市立川崎病院教育指導部長事務取扱

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務

免　市立川崎病院内科部長兼務

免　市立川崎病院糖尿病内科部長兼務

免　市立川崎病院内分泌内科部長兼務

免　市立川崎病院神経内科部長兼務

野　﨑　博　之

市立川崎病院副院長

市立川崎病院内科部長兼務

市立川崎病院糖尿病内科部長兼務

市立川崎病院内分泌内科部長兼務

市立川崎病院神経内科部長兼務

市立川崎病院高度脳神経治療センター兼務

（部長級）

市立川崎病院内科部長

市立川崎病院糖尿病内科部長兼務

市立川崎病院内分泌内科部長兼務

市立川崎病院腎臓内科部長兼務

市立川崎病院緩和ケア内科部長兼務

免　市立川崎病院内科兼務

安　藤　　　孝

市立川崎病院腎臓内科部長

市立川崎病院内科兼務

市立川崎病院緩和ケア内科部長兼務

８月31日付退職

（局長級）

退職 金　井　　　雄
市立川崎病院長

市立川崎病院教育指導部長事務取扱


